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矢田部　厚　彦
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日本原燃サービス㈱会長

東京芝浦電気㈱取締役

日本原子力発電㈱常務取締役

日本原子力研究所副理事長
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　　第咽4圃原産年次大会プ隣グうム

基　調豊エ＊ルギー安金保障と原子力産業の役割

　　　　　く総括プ醐グうム〉

第　肇　日 第　2　田 第　3　臼

3月10臼《火） 3月11日《水》 3月12日（木）

開会セッション セツシ製ン2 セッション4

午 （9：30～12：15） （9：00～12：00） （9：30～12：30）
大会準備委員長挨拶

原産会長所信表明 「原野ヵ発驚傾斜開登への 「一二：力開門の閣際的展開」

前 原子力委員長代理所感 課題」

〔特別講演〕 〔パネル討論〕

セッション曜 午　餐　金 蘭ッシ濁ン5

（　1　4　：00～18　＝00　） （　1　2　：20～1　4　二　1　5　） （14：00～17：00）

「エネルギーの安全保障と原 通商産業大臣所感 「核燃料サイクル　バック・

子力」 〔特劉講演〕 エンドの確立に向けて」

午 於　赤坂プリンスホテル

　……附　…一……　…｝…

原子：力関係映画上映

（　1　3　：　00～1　4　：　1　0　）

〔講演〕
於　日本都市センターポール 〔パネル討論〕

セッション3

（　1　4　：30～1　7　：　30　）

「療子下冷業の新しい課題」

後 〔パネル討論〕

レセプション

（　1　8　：　3　0～20　：0　0　）　r

於　日本工業倶楽部
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　　　　　　　　　　　　　　　　3月響0εヨ《火》

　　　　　　　　　　　開会セッション《9：30～響2含15）

　　　　　　議長　　永野重雄氏（日本商工会議所会頭日本原子力産業会議評議員会議長）

　9：30　　大会準備委員長挨拶　　　正　親　見　一　氏　（日本原燃サービス㈱会長）

　9：50　　原産会長所信表明　　　　有　澤　廣　巳　氏　（日本原子力産業会議会長）

10：20　　原子力委員長代理所感　　・清　成　　　迫　域　（原子力委員会委員長代理）

〔特別講演〕

　　　　　　議長　　松井　概（臼本原子力文化振興財団理事長日本原子力産業会議副会長）

10：45　　「原子力発電一1980年代の挑戦」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　S・エクルンド　氏　（国際原子力機関事務総長）

11：30　　「エネルギーとアメリカの世界戦略」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョ｝ジタウン大学戦略国際間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　D・アブシャイア　氏　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題研究センター一会長

　　　　　　　　　　　　く休　　憩（　1：2竃15～1・4窒OO　）〉

　　　セッション噂rエネルギーの安金保障と原子力」《14含O⑪～曜蓼霧ゆ0）

14　　00

14　　40

15　　20

16　　00

議　　長　　　　　　　　若　林　　　彊　氏　（東北電力㈱社長）

「日本に齢けるエネルギーの安全保障」

　　　　　　　　　　　平岩外四氏（電気事業連合会会長東京電力㈱社長）

「フランスの原子力産業の展望」

　　　　　　　　　　　　G．バンドリエス　氏　（フランス原子力庁産業応用局長）

「フィリピンのエネルギー事情と原子力開発」

　　　　　　　　　　　　Z．バルトロメ　氏　（フィリピン原子力委員会委員長）

議　　長　　　　　　　　宮　崎　　　輝　茂　（旭化成工業㈱社長）

「ブラジルに澄げるエネルギー問題と原子力の役割」

　　　　　　　　　　　　H．ヵルバリョ　氏　（ブラジル原子力委員会委員長）
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「韓国に澄ける原子力発電の役割」

　　　　　　　　　　　Y。　リ　　ム　　氏

「アメリカのエネルギー政策と原子力開発」

　　　　　　　　　　　　S．ローゼン　氏

（韓国原子力委員会常任委員）

（創蓄画叢ルギー省国際）

レセ1プシ欝ン　　　（18：30～20　00）

　　　　日本工業クラブ〈3階大食堂〉

巨亙Li日《塗】

セッシ翻ン2「原乎力発電傾斜開発への課題」《勲霧⑪⑪～催2怨0蔓）

9　　00

9　　50

議　長　　大堀　二二（共同石油㈱社長電源開発調整審議会会長：代理）

〔基調講演〕

「こμからの原子力発電…合意形成と立地促進に何をなすべきか」

　　　　　　　　　　　　稲葉秀三氏（産業研究所理事長）

　　　　　　　　　　〈休　憩唱。分〉

〔パネル討論〕

　　　　　　　　　　　　稲葉秀三氏（産業研究所理事長）

　　　　　　　　　　　　及川孝平氏（全国漁業協同組合連合会顧問）

　　　　　　　　　　　　加治木　俊　道　氏　（関西電力㈱副社長）

　　　　　　　　　　　　笹　生　　　仁　氏　（日本大学生産工学部教授）

　　　　　　　　　　　　須　知　邦　武　氏　（福井県参与）

　　　　　　　　　　　　高橋正男氏（全日本労働総同盟副書記長）

　　　　　　　　　　　　比嘉正子氏（関西主婦連合会会長）

午餐会（12＝20～14訓5）〈赤坂プリンスホテル・ロイヤルホール〉

所　　　　感

〔特別講演〕

田　中　六　助　氏　（通商産業大臣）

「人類の進化と科学技術」

今　西　錦　司　氏　（京都大学名誉教授）
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駕ッシ難ン豊「簾納鷹業の新しい三論」《掴窒豊⑪～1鴛鍾》

14　　30

14　　50

15　　15

議　　長　　　田島敏弘践（日本興業銀行副頭取）

〔串一ノート〕

「原子力産業の課題と今後の展望」

　　　　　　　　　　　一佐　波　正　一　茂　（東京芝浦電気㈱社長）

「新型炉澄よぴ核燃料サイクルを中心とした技術開発と産業化」

　　　　　　　　　　　　瀬　川　正　男　氏　　（動力炉・核燃料開発事業団理事長）

　　　　　　　　　〈休　憩　5　分〉

〔パネル討論〕

石
浦
大
末
高
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渡　鷹　雄　氏

田　　　星　氏

島　恵　一　氏

永　聡　一　氏

橋　　　宏　氏

　　一一　郎　氏

（科学技術庁原子力局長）

（㈱日立製作所常務取締役）

（東京大学工学部教授）

（三菱重＝［：業㈱副社長）

（離二業省麟エネル桐ち

（東京電力㈱副社長）
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〔凝メンチータ〕

牧　浦　隆太郎　氏　（日本ニュークリア・フユエル㈱社長）

D・カウヂマン　氏　（アメリカNむS社筆頭副社長）

A。ベンメルギ　氏　（フランスEdF社建設局次長）

　　　　　　　　　　匝
セッション4「原乎力開発の国際的展開」《9竃30～12霧30》

議　　　長

〔パ＊リスト〕

〔　国際ノ｛ネノレ言寸論〉

　垣　花　秀　雄　氏

S．エクルンド　氏

H。　カルバリョ　氏

W。シャーマン　底

田　宮　茂　文　氏

Z。　バルトロメ　氏

G。バンドリェス氏

M。ポップ　　　氏

矢田部　厚　彦　氏

（名古屋大学プラズマ研究所長）

（国際原子力機関事務総長）

（ブラジル原子力委員会委員長）

（在日アメリカ公使）

（日本拝診サービス㈱常務取締役）

（フィリピン原子力委員会委員長）

（フランス原子力勝産業応用局長）

（西ドイツ研究技術省エネルギー
､究技術開発局長）

（外務省科学技術審議官）

セッション5「核燃料サイクルバック◎エンドの確立にむけて」《1魂窓00～17εO⑪）

14　　00

14　　30

議　　　長　　　　　　　村　田　　　浩　氏　（日本原子力研究所顧問）

「西ドイツに澄げる再処理と高レベル廃棄物管理の政策と開発」

　　　　　　　　　、c・サ・ンダー氏（西ドイソ核燃料再処理会社（DWK）副社長）

「フランスにおける放射性廃棄物長期管理の産業化」

　　　　　　　　　　　　」・　ラ　ビ　　氏　（フランス放射性廃棄物管理庁長官）

　　　　　　　　　　＜休　憩　5　分》

P
！

，
一

V



〔パネル討論〕

E．ウイギン　氏

金　岩　芳　郎　氏

C．サランダー氏

島　村　武　久　氏

野　村　顕　雄　氏

」。　ラ　ビ　　氏

（米国原子力産業会議副理事長）

（動力炉・核燃料開発事業団副

搦亦ｷ）（西ドイツDWKI副社長）

（原子力委員会委員）

（日本原燃サービス㈱専務取締

（フランス放射性廃棄物管理庁長管）
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　　　　　　　　　　　　　　　開

議　　　長　　永　野　重　雄　氏

・大会準備委員長挨拶

　　　　　　　正　親　見　一　氏

・原産会長所信表明

　　　　　　　有　澤　廣　巳　氏

・原子力委員長代理所感

　　　　　　　清　成　　　蓮　氏

〔特別講演〕

議　　　長　　松　井　　　明　氏

・原子力発電一1980年代の挑戦

　　　　　　　S。エクルンド　氏

・エネルギーとアメリカの世界戦略

　　　　　　　D。アブシヤイア氏

会　　セ　　ッ　　シ　　ョ　ン

（日本商工会議所会頭
坙{原子力産業会議評議会議長）

（日本原燃サービス㈱会長）

K日本原子力産業会議会長）

（原子力委員会委員長代理）

（日本原子力文化振興財団理事長
坙{原子力産業会議副会長）

（国際原子力機関事務総長）

（ジョージタウン大学戦略国際問題研究センタ㎞会長）



じ　セ　　　セ　ヘ　セ　　　じ　セ　　　　　　　　セ　うセ

磯．永野議長　ご高承の通り，

iこの原産年次大会も，今圓で

　14回目を迎えるところとな
　りましたが，エネルギーを巡

　る国際情勢はますます厳しい

　ものがあり，ことに石油の供

　給不安定，価格の急騰等に対

処して世界的に石油代替エネルギーの開発と確保

のための真剣な努力が続けられて澄ります。中で

も原子力開発の重要性が内外ともに一層強調され

っっあるこの時期に，国内外の著名な方々のご参

加を得て，多くの意見の発表や討論等が行われま

すことは，この大会の意義を一層高めるものと存

じ，ご同慶に堪えない次第です。

　今大会の基調テーマは，　「エネルギー安全保障

と原子力産：業の役割」です。エネルギー源の大半

を輸入石油に依存するわが国は，石油代替エネル

ギー源として原子力開発の促進を最も必要として

いる国です。しかしながら今後21・世：紀に向けて

わが国の経済社会が安定した発展を遂げるために

は，安全保障体制の確立を総合的に考える必要が

あり，エネルギー対策の面では原子力開発の拡大

をさらに加速することが望まれます。これと同時

に原子力に関する国民的な合意を一層確たるもの

とすることが必要であり，その意味で本日から3

日間にわたる大会の成果が大いに期待される次第
です。

大会準備委員長挨拶
日本原燃サービス株式会社

会　長

　正　　親　　見　　一

　本日は，清成迫原子力委員長代理を初め，

賓の皆様，特に海外から遠路参加いただきました

方々に心から感謝の意を表します。また「特別講

演」を快くお引き受け戴きました国際原子力機関

（IAEA）のエクルンド事務総長，アメリカのジ

ョージタウン大学戦略・国際問題研究センタ～の

アブシャイア会長を初め，本大会の各セッション

において議長の労をお執り戴く方々，並びにご意

見の発表，パネル討論等を通じて，ご協力を賜る

皆様方に厚く御礼申し上げます。

　さて，大会プ・グラムのご説明に先立ちまして，

本大会のバンク・グラウンドとも見られる点につ

きまして，いささか所見を述べさせていただきた
し（と思、います。

　第14回原産隼次大会が，

多数の皆様方のご参加を得て

盛大に開催される運びとなり

ましたことは，誠に：喜：ぱしい

ことであり，本大会が実りの・

ある結果をもたらしますよう

切に期待するものであります。

　　　　　　　　　　　ご来

　第1は，国際的な原子力の重要性であります。

今日，世界のエネルギー供給の約50％弱は石油
に依存して於ります。． ｻの石油が昨今，供給面，

価格面で極めて不安定な状況にあり，石油代替エ

ネルギー開発の必要性が国際的に大きくクローズ・

アップされてきておりますことは，皆様方すでに

充分ご高承の通りでございます。

　かような情勢の中で，人類にとりまして将来の

エネルギー源の確保のための原子力の持つ重要性

については，今さら，ここで強調するまでもあり

ません。

　今日すでに稼働中の原子力発電所を持つ国は，

20力国以上に及んで還り，その設備容量の合計

は，約1億4，000万kWに達しています。この原
子力によるエネルギーを仮に石油に換算しますと，

年間約2億k1にも相当致します。現在，全世界

が年間に消費している石油は，約30億k1程度
といわれて齢りますので，これは全石油消費量の

約7％弱に当たるわけであります。

　また，昨今の国際的な石油供給不安は，わずか

数％の不足という事態で惹起ざれて澄り，国際経

1一



済社会にその都度，大きな打撃をもたらすところ

となってお・り蜜すので，i現実の問題として，原子

力が国際的なエネルギー安全保障の面で果たして

いる役割もまた極めて大なるものがあると考えま

す。従って，原子力は主要な工業国はもとより，

一部の発展途」二国にと：っても，エネルギー源とし

て，もはや欠くべからざるものとなゆているので

あります。

　第2は，80年代におげる原子力開発の位置づ

けであります。軽水炉につきましては，70年代

に齢ける技術革新に対するたゆまぬ努力とその実

績の積み重ねを通じて，近年とみに安：金性，信頼

性への理解が深まり，ようやく国際的にも定着化

しつつあるのではないかと思います。しかしなが

ら，原子力開発の一層の充実と拡大のためには，

軽水炉の改良工夫をさらに進めることはもとより，

新型勤力炉，なかんずくその重点を高速増殖炉の

技術開発に置く一方，核燃料サイクルの確立を図

らねばなりません。

　その際，殊のほか，廃棄物処理・処分の国際的

立場からの具体方策の樹立が焦眉の急であります。

　これらの課題，条件整備は，今後の技術開発の

進捗により90年代に具体的な成果を実らせるこ

とになると思われ覆すが，この80年代はユーザ
ーならびに原子力機器メーーカーが一致協力して，

90年代に聞ける本格的な原子力時代への諸条件

を的確に整える時代としての位置付けにあると思

うのであります。それだけに，今日，原子力に携

わる私共の責務は極めて重大であると言わざるを

工ません。

　第3は，核の不拡散と原子力平和利用の両立で

あります。国際核燃料サイクル評価（INFCE）

後の基本課題は，核不拡散と原子力平和利用とを

今後，いかに調和させるかということであります。

　核不拡散の理念は，全人類的観点から，これに

等しく賛成するところでありますが，その名の下

に原子力の平和利用が阻害されることなく，全人

類の福祉のための原子力利用が十二分に，その役

割を果たしうるよう，世界的な協調・協力の努力

を惜しんではなり蓑せん。要は，生産されたプル

トエウムが余剰となった場合，合法的に国際管理

をなしうるということこそが，安心で糞る核不拡

散の現実的な方途と考えるのであります。

　このため，管理の制度あるいは協定などの具体

化をより一一層早めることの必要性はもとよりです

が，私は常々，核燃料サイクル分野にお・ける技術

・情報の交流・交換を国際ベースでさらに積極化

することにより，核不拡散を実質的に強化しうる

という信念を持ち，その情報の組織化を強く望ん

ででいる者の一入であります。それは，今日，よ

うやく原子力が定着しつつあるだけに，一一部の反

対勢力に不要に乗ずる機会を．与えないためにも，

自信を持って情報交換を行い，互いに協調し合う

ことこそが，人類の平和と幸福につながると信じ

ているからであります。

　第4に，わが国に澄ける原子力の重三性とその

課題につき帯して一一言付け加えさせて戴きたいと

存じます。

　わが國は，エネルギー源を主として輸入石油に

依存しているため，エネルギ～供給構造が著しく

脆弱であることに鎌み、将来の国民経済および社

会の安定を図るため，原子力開発に極めて大きな

責任と期待が持たれて始りまずQわが国の原子力

産：業はこの責務に応え，四半世紀にわたり，官民

の協力の下に努力を重ね，原子力の定着化に全力

を傾注し，顕著な実績を得るに至って訟ります，，

　しかしながら，わが国が中・長期的に国際社会

の一員として、その役割を果たしつつ，発展して

いくためには，90年代にかけてさらに加速的な
原子力開発の実現が必要であります。このために二，

原子力に関する国民的合意をより確たるものとし，

安全技術の一層の向上を図ることはもとより，ウ

ラン資源の確保，転換，濃縮，再処理，廃棄物処

理・処分と一貫した核燃料サイクルに関する国内

体制の整備，高速増殖炉の商業兜町について，関

係国の幅広い協力を得ながら，それを進めていく

ことが，喫緊の課題と考えておる次第であります。

　また，特にわが国の場含，立地問題については

厳しい環境にありますが，まず電気事業者自らが

その責任として問題解決に取り組んでいかねばな

りません。

　以上申し上げましたことを背景として，本原産

年次大会準備委員会は，今次大会の基調アーマを，

　「エネルギー安全保障と原子力産業の役割」と設

定して準備を進めてきました。つきましては，本

日から3日間にわたる本大会を通じて，国内外の

立場から，今後の原子力開発に係わる有益なご示．

唆，ご献策が得られるものと期待し，その成果が

この場でつくられた深い友好関係の中から充分に

活かされることを望むものであります。
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　大会の構成につきましては，澄手許のプログラ

ムの通りであります。初日に当たります本日は，

査ず午前中に冒頭で述べました語二方の特別講演

が行われます。今後の原子力開発の世界的な見通

しと国際協力の方策，そして最近の国際情勢を踏

まえたアメリカのエネルギー戦略に関する論二方

のご見解は，本大会の主旨から，極めて貴重なも

のと思います。

　引き続く午後の「セソション1」では，「エネ

ルギ～の安全保障と原子力」と題して，フランス，

フィリピン，ブラジル，韓国，アメリカそして日

本と言った原子力利用の先行国ならびに今後利用

を強力に進めて行く方針の原子力開発途上国から，

それぞれの国で原子力の指導的な澄立場に海られ

る方々を論迎えして各国のエネルギ・一事情と，エ

ネルギーの安全保障に関する考え方が述べられる

ことになって：帰ります。

　国それぞれ国情の相違があり，原子力の発展段

階も異なりますが，皆様ともに直接の当事者とし

て原子力に携わってきておられるので，私どもに

とり，学ぶべき多くのご示唆が戴けるものと思い

ます。

　大会2日目は午前，午後を通じてわが国の原子

力開発を進めるに当たっての課題を取り上げ，そ

の解決策を探ることと致します。

　午前の「セッション2」の「原子力発電傾斜開

発の課題」では，まず，わが国の原子力発電の傾

斜的な拡大を目ざして，今後の重要課題である原．

子力立地の促進について問題提起がなされた後，

各界の代表者によるパネル討論を行います。ここ

では，原子力発電に対する国民的な合意の形成と

地域社会との調整・共存等について具体的討論が

充分行われ，原子力立地に対する総合的な体制確

立の実現に向けて今後の対応へと有益な示唆が与

えられますことを期待して論ります。

　午後の「セソション3」の「原子力産業の新し

い展開」では，エネルギー確保の大きな担い手で

ある原子力産業がその役割を充分に果たすために

早急に解決しなければならない課題と，今日まで

努力が重ねられてきた新型炉と核燃料サイクルに

澄ける技術開発の成果を円滑に商業化するための

：方策について，問題提起と海外の経験をも参考に

しながらのパネル討論が行われます。

　3日目は，まず，午前の「セッシ遡ン4」の
「原子ヵ開発の国際的展開」に論きまして，原子

力開発と核不拡散を巡り国際的な合意がなされた

ポストINFC獄の原子力開発について，その健
金な開発が損なわれず、秩序ある展開を図りうる

よう今後の国際協力の具体方策確立へ向けてパネ

ル討論が行われます。ここでは，ますます重要に

なりつつある原子力国際協力の今後の進め方につ

いて，先進国ならびに開発途上国からそれぞれの

見解を披歴していただき，核不拡散問題を巡る国

際関係の改善と，その方向が示唆されるものと期

待しております。

　続いて行われる「セッション5」の「核燃料サ

イクル　バック・エンドの確立に向けて」では，西

下イソ，フランスの専門家の方々より，再処理

・放射性廃棄物処理処分についてそれぞれの国の

現状と今後の方策等をご紹介戴いて，その後アメ

リカ，日本の関係者を加えてパネル討論を行いま

す。ここでは，各国に共通する：重要課題である再

処理ならびに高レベル廃棄物対策の早期確立を目

ざして，官民の協力ならびに国際協力の進め方

等，長期的展望を踏まえた対策について貴重な意

見が得られることと思いますσ

　以上本大会のプログラムをご紹介いたしました

が，折角のこの年次大会が滞りなく運営され，冒

頭申し上げたごとく所期の成果が十二分に得られ

窪すようご参加の皆様方のご協力，ご支援を切に

齢願い申し上げまして，大会準備委員長としての

ご挨拶とさせて戴きますQ
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第雪4回原産年次大会　会長所信表明

製本原子力産業会議

会　　長

　有　　澤　　廣　　巳

　日本原子力産業会議第14
回年次大会を開催するに当た

り，一言ご挨拶申し上げます。

　今日，世界のどの国のエネ

ルギー供給も，その大宗は石

油によって占められて澄り，

その石抽の供給を，石油輸出

国機構（OPEC）に依存して澄ります。従って，

OPECの石油輸出量の動向が，常に大きな脅威を

投げかけているばかりでなく，その価格政策によ

って翻弄されざるを得ません。OPECは，1979

年1月から1981年1月にかけての2年間に・実
に8回の価格引き上げを行い，最も安い建値のア

ラビアン・ライトでも，bb1（バーレル）当たり

12ドル70セントから32ドルへと約20ドルの
値上げが行われました。わが国はこの第二次石油

危機を，今までのところ，先進国の中で最も首尾

よく乗り切った国だと言われております。それで

も，石油輸入代金の支払いのために，欧米で貿易

摩擦を引き起こすほどに増大した，わが国輸出総

額の50％を越える，650億ドルの外貨を振り向
けなければなりませんでした。またわが国では，

原油価格の大幅な引き上げによって高騰した物価

の沈静化が，比較的順調に進んでいるとは書え，

それでも消費者物価の上昇率は賃金の上昇率より

も高く，年間を通じて実質賃金が目減りするとい

う，異常事態を現出するように至りました。そし

てこれが，第一次石油危機以降の財政の破綻を喰

い止めるための財政再建の努力と絡んで，今や大

きな政治問題となっています。

　OPECは1原油価格引き上げの大義名分として，

限られた石油資源の有効利用のためとか，先進工

業国のインフレに対抗して石油価値を維持するた

めとかと，説明しています。最近，アルジェリア

の指導者ノルディンヌ・ラウサン氏は，「世界のr

エネルギー資源の最適管理手段としての価格政策」

と題する論文の中で，原油価格が引き上げられる

のは，石油代替エネルギーの開発利用を促進する

誘因を与えるためである，とも述べています。

　OPECがこのような理由の下に今後も原油価格

の引き上げを続けるならば，第三次，第四次の石

油危機が起こることは明らかであり，これに対し

て先進工業国は，総力をあげて石油の節約と，石

油代替エネルギーの大量導入を図らなくてはなり

ません。

　石油代替エネルギ…の開発利用には，石油より

安く，今すぐ使用でき，大量の供給が可能で，し

かも外貨支払いが少ないことという条件が必要で

す。このような条件を満たすものは，現在のとこ

ろ，まだ石炭と原子力以外にありません。石炭は

埋蔵量が豊富で，産炭地も世界約に分散して
おり，石油資源に代わり得る最も有望な資源であ

ります。わが国では，ボイラー燃料用，セメント

製造用などに使われる一般炭を昭和55年に522

万t輸入していますが，将来は4，000万ないし

5，000万t程度が必要となります。しかし，大量

の石炭の確保には，海外での炭鉱の開発や，産地

から消費地までの，石炭を運ぶコール・チェーンの

確立整備が必要であり，これらが完備されるまで

には，少なくとも7年ないし8年のり一ド・タイ

ムがかかります。また，石炭が本格的に石油に代

わって利用されるためには，石炭の液化が必要で

あります。現在，わが国を含め，世界的にその技

術開発が進められてお・り唆すが，その実用プラン

トは，早ぐとも1・990年代の初めまで待たなくて

はなりません。

　原子力発電は，すでに100万kW級のユ凱ット

が実用化されて齢り，世界の22力国で247基，

1億4，650万kWが運転されております。日本で

は，昭和41年に東海発電所が運転を開始して以

来，15年間に21基，1，500万kWの原子力発
電所が運転入りして診り，昨年1年間の平均設備

利用率は，61．2％となりました。この結：果，55

年の発電電力：量は，54年より11％増加してお
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り，この増加分だけで330万kZの石油を節約し

たことになります。また，55年1年間の全原子
力発電所の運転実績は，火力発電所で1，800万kZ

の石油を消費したことに相当します。その発電コ

ストも，昨年9月時点で石油火力が1kWh当たり

約18円であるのに対して，石炭火力が13円，原
子力発電は石油火力の約半分の9円になっており，

燃料取得のための外貨支払いも，原子力発電の場

合は，約8分の1ですみます。さらに原子力発電

の燃料所要量は，石油火力発電の1万分の1です

み，しかも1度の燃料装荷で，ほぼ1年間電力を

供給し続けるなど，エネルギー安全保障上からも，

原子力発電は極めて有利であります。

　しかしながら，日本の原子力発電所建設は，思

うように進んで海りません。私ども原子力産業会

議の調査により俵すと，石油資源をほとんど持た

ないフランスは，毎年5基の原子力発電所の運開

を予定して於り，世界一の産油国であるソビエト

も，毎年4基程度の運開を計画して齢りますが，

わが国では，55年中に運転開始した原子力発電

所はなく，今後5年間に，年平均2基を運転開始

するにすぎません。日本のように，一次エネルギ

ーの大半を，輸入石油に依存している国は，積極

的に原：子力開発を促進しなくてはならないことは，

当然であります。

　政府は昨年11，月に，石油代替エネルギー開発目・

標を初めて閣議決定し，原子力発電の開発規模を，

昭和65年までに5，］00万ないし5，300万kWと

打ち出しました。この閣議決定には，政府の原子

力開発に対する並々ならぬ決意が表われて診りま

す。私ども原：子力産業界としては，この政府の決

意に呼応して，今まで以上に，原子力発電の促進

を図らなくてはなりません。否，原：子力平和利用

の開発は，今後の日本経済の命運にも係わるとこ

ろが大きいのでありますから，原子力産業界ばか

りでなく，日本の全産業を挙げて，その促進を図

ることが必要であります。

　原子力発電を促進するための最大のネックは，

立地対策であり，これには安全性の問題が，大き

な要素になっています。世論調査によれば，日本

入の原子力発電に対する賛否は，3対1で賛成者

が多いとのことですが，原子力発電所が近くに建

設されるのには，心情的に反対する人が多いこと

も事実です。この度の窪川町町長のリコ・一ルの成

立は，このようなことの表われの1つであります。

このことを私どもは，反対する人々に対する説得

の努力不足への教訓とすべきであります。

　しかし，原子力発電は，開発当初から，安全性

を第一に建設・運転を進めて診り，すでに25年

もの経験を積むに至って廻り，その安全性は，成

熟した段階に入っていると言えます。本来，原子

炉の安全性の確認は，国民の付託を背負う原子力

委員会と国とによるダブル・チコニソクによって，

国の権威と安全委員会の国民に対する責任に齢い

て行われて澄り，人々はこのダブル・チェックを

信頼してよいと思われます。

　立地地域住民は，原子力発電によるメリソトを

を受ける資格があります。関係省庁を中心に，56

年度から導入される原子力発電所立地地域の住民

に対する実質的な電気料金の割引や，公共施設の

維持費の交付，さらに，電力移出県に対する産業

育成費などは，そのための施策であります。民間

産業界としても，原子力発電所の立地に当たり，

地場産業の発展，地域に適した工場の誘致，地元

住民の福祉向上などとともに，安全に対する十分

な理解を得ることに，今後とも一層真剣に努力す

ることが必要でありましよう。

　また現在エスカレートしています漁業補償につ

きましては，一定のルールを設けるべきであり，

同時に，立地県全体にわたる漁業振興を図る施策

も推進すべきである，との意見が高まって罵りま

す。これらについても，将来の沿岸漁業振興計画

の下に，充分な検討を進めなくてはなりません。

　日本経済が，第3，第4の石油危機をどう乗り

切るかは，石油代替エネルギーの開発，特に原子

力発電所立地の促進にかかっており，このために

はここ5，6年忌勝負であると申せ蓬す。原子力発

電所建設の遅延による経済への悪影響は，ゆくゆ

く国民一人一人の負担となることを肝に命じて，

その促進を図らなくてはなりません。

　原子力発電の促進とともに，それを支える核燃

料サイクルや，新型動力炉の開発も，促進されな

くてはなりません。日本の核燃料サイクルにつき

ましては，昨年の年次大会で，小規模ながら一応

完結したと報告致しました。その後，人形峠ウラ

ン濃縮パイロット・プラントの増強や，年間250

tSWU程度の原型プラントの設計が着手された
ほか，商業プラントについても電力業界が，その

建設に中心的役割を果たすとの基本方針を発表し

て診ります。
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再処理では，東海プラントが今年1月より本格操

業を開始しましたし，また日本原話サービス株式

会社が回訓工場のサイト選定など，その具体的準

備を始めています。

　また新型動力炉につきましては，60万kW規模
の新型転換実証炉の建設主体についての検討が進

められて澄り，近く原子力委員会の結論が，提示

されることになってい乱す。さらに高速増殖原型

炉「もんじゅ」は，56年度には建設が開始され

る予定であり，FBR開発の民間体制も，メーカー

側として高速炉エンジニアリング株式会社が，そ

してユーザー側としても電気事業連合会の下に，

高速炉開発準備室が設罎されました。

　以土のように，核燃料サイクルや新型動力炉開

発についても，民間体制が整いつつあり，その規

模も実用化に向かって着実に進展して細ります。

今後はこのような技術やサービスを，日本国内の

ためのみならず，世界の原子力平和利用の促進に

．も役立つよう，充分配慮する必要があります。

　原子力開発で，今後一層の努力が必要なものに，

放射性廃棄物対策があります。低レベル廃棄物対

策につきましては，その試験的海洋処分に，太平

洋諸国の理解が得られていないため，試験処分計

画の延期を余儀なくされて診りますが，技術⊥の

対策としてはほぼ完了して齢ります。高レベル廃

棄物につきましては，技術開発が進行中でありま

すが，世界各国の開発状況からして，その開発方

向は明確であり，技術の完成が間近であることは，

疑がう余地はありません。

　原子力委員会は，昨年11月，2015年に予定
している試験的地層処分を実施するために，高レ

ベル廃棄物のガラス固化や，最終処分に関する研

究開発計画の方針を策定しました。この方針にも

述べられているように：，その計画はナショナル・

プロジェクトとして官，学，民一体となった，強

力な開発が是非とも必要であります。さらに処分

体制についても，今から明確にしておくことが，

国民の理解を得るための重要な政策の一つであり

ます。

　高レベル廃棄物の処分は，各国の責任であると

はいえ，そのための指針となる共通の国際基準が，

必要であると考えられます。また処分実施時には，

処分国のみならず，国際的監視機関のチェックも

検討されるべきでありましょう。

　石油代替エネルギーとして，最も有利な原子力

発電は，まだその開発に着手していない国々にと

っても，重要なエネルギー源となるでありましょ

うから，これを阻害することは許されません。核

兵器不拡散条約に調われている通り，条約を批准

した国々に対しては，むしろ積極的に原子力平和

利用についての国際協力を進めるべきであります。

この圏際協力には，いくつかの方策が考えられま

す。まず，国際原子力機関（IAEA）のフルスコ

ープな保証措遣の’下に，原子炉機材，核燃料やそ

のサービスを国際市場下に招くことであり，それ

ら機材の品質保証を国際的に統一化することで紡

ります。また今後，平和利用研究に蒲手しょうと

する国々に対しては，原子力先進国が広く門戸を

開けて，各々の国の開発段階に応じてその研究を

援助すべきであり，技術者の基本的な教育訓練に

ついては，IAEAのような田際機関が総合的に進

めることが，効果的で望寮しいと思われます。

　以上のような方策による国際協力は，各々の国

の情勢，政策，発展に合わせて，段階的に，総合

的に進めなくてはならないのは嶺然であります。

現在，IAEAで進めているRCAプロジェクトは，

アジア地区での放射線の工業利用に，大きな成果

を上げつつあります。このようなプロジェクトは，

いずれ原子力発電技術についても進めるべきであ

り，日本はRCAプロジェクト同様，協力を惜しみ

ません。

　もちろん原子力開発は平和利用のためのもので

あって，いかなる時も核拡散防止は基本でありま

す。このため，国際プルトニウム貯蔵などの、国

際核物質管理体制の確立を急ぎ，原子力先進国が

率先して核不拡散の手本となるよう努めなくては

なりません。

　1953年12月，アメリカのアイゼンハワー大
統領は，国連総会で，世界に向かって原子力の平

和利用を開始するよう訴え，IAEAの設置を提唱

いたしました。アイゼンハワー大統領は，その演

説の中で，「アメリカは，奇跡的な人間の発明力

を人類の死のためではなく，その生のために利用

する道の発見に全力を尽くす用意のあることを，

この総会で，従って世界の前で誓うものである。」

と語って齢ります。

　原子力は，人類の平和，福祉を高めるために開

発し，貢献させるべきもので，国の権威を誇示す

るために開発されるべきものではありません。こ

の意義の下に設立されたIAEAは，原子力を人類
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に与えられた天恵として，その平和利用をより促

進するため，さらに強化されるべきであり，各国

の積極的な支援が必要であると考え寮す。

　第14回原産年次大会は，「エネルギー安全保

障と原子力産業の役割」と題し，原子力発電をい

かに促進するか，今後の原子力産i業の方向，さら

に高レベル廃棄物対策，国際協力の進め方につい

て，海外，国内の指導者，権威者による意見交換

を行います。この大会を通して原子力開発が，世

界中で促進されるよう願って澄ります。

　この大会を開催するに当たり，ご発表を快く澄

引受けいただいた海外，国内の発表者の方々，並

びにこの大会に海外や国内からご参会下さいまし

た皆さまに，心から，齢礼申し上げ，私の挨拶と

致し蛮す。
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原子力委員長代理所感

遡

会員
理

外
代
成

著
長

子
等
清

原
委

　　　　　　　　　　本日は，国内から多数の原

が開催され，誠に慶賀にたえ按せん。有澤会長を

初め，今回の大会の開催にご尽力された皆様方に

対し，心から澄祝いを申し上げます。

　この機会に，今後のわが国の原子力政策につき

まして，私の所感の一端を申し上げたいと存じま
す。

　今圃の年次大会は「エネルギー安全保障と原子

力産業の役割」というテーマの下で各種の討論が

行われると聞いて診りますが，これは誠に時宜に

に穿ったものであると考えます。

　皆様ご高承の通り，エネルギー問題は2度の石

油危機を経て，今や世界的な対応が必要とされて

お・り，サミット等最近の国際会議に履いても最重

要課題として取り上げられ，エネルギーの長期安

定供給確保のための真剣な努力が続けられて齢り

ます。これら一連の国際会議を通じ，原子力を初

めとする石油代替エネルギーの開発の推進および

利用の拡大を図ることが極めて重要であると合意

されてお・ります。すなわち，エネルギー安全保障

の見地から，「石油代替エネルギーの中核たる原

子力の開発利用の促進が不可欠である」との認識

はすでに確立されたものであり，このための積極

的な施策の展開が必要とされて齢り蓬す。

　とりわけ，わが国のようにエネルギー資源に乏

しい国にとって，原子力の重要性は疑う余地のな

いところであります。咳た，このようなエネルギ

ー源としての原子力に対する期待に応えていくた

めには，国との密接な協力の下に原子力産業が果

たしていくべき役割は極めて大きく，原子力発電

所の建設はもとより，核燃料サイクルの確立，さ

らには，長期的観点から推進されつつある新：型炉

の研究開発等に対して，な齢…層積極的な取り組

みが期対されます。

　私は，只今申し述べました基本的認識の下に，

今後の原子力政策の策定を進めていく考えであり，

次に，嶺面の課題について論話し申し．ヒげたいと

思い卜す。

　まず，第～の課題は，原子力発電所の立地促進

に金力を挙げなければならないということであり

ます。

　わが国の将来の原子力発電規模については，昨

年11月の閣議において，石油代替エネルギーの

供給目標として，昭利65年度に導いて5，100な

いし5，300万kW，全課電量の約30％を原子力
発電によって賄うとの目標が決定されました。こ

の目標の達成のためには，立地難の打開が喫緊の

課題であり，官民を挙げての最大限の努力が必要

であります。

　もとより，原子力開発利用の推進に当たっては

安全の確保が大前提であり，その実績を積み上げ，

その⊥に立って原子力に対する広い国民的支持を

得ることが基本であります。今日の立地難の背景

には，依然として安全性に関する国民の不安が残

っていることを考えますと，今後とも安全確保対

策に万全を期し，原子力発電所に齢けるトラブル

等の減少を図り，安全運転の実績を積み上げ，稼

働率を高めて国民の信頼を克ち得ていくことが何

よりも必要なことであり，原子力事業者の一層の

努力を望むものであり寮す。

　また，近年，原子力発電の必要性齢よび安全性

についての国民の認識は高まってきているものの，立

地地域の合意形成期間が長期化する傾向に鑑み，

地域固有の事情を踏まえ，よりきめの細かい推進

方策を総合的に展開し，合意形成の促進に努めて

いかなければならないと考えます。

　このため，政府自らも，立地の初期段階から地

元住民に対し積極的に情報提供等を行うほか，地
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域の合意形成について重要な役割を担っている地

方自治体の活動に対する支援措置等を強化するこ

とが必要であり，来年度の政府予算案に臨いても

この点について配慮が払われているところであり

ます。

　さらに，原子力発電所の立地は，地元の社会的，

経済的環境に大きな変化をもたらすことを考えま

すと，原子力発電所の立地が地元住民の納得を得

られるよう，地元の福祉向⊥，産業振興等との調

利を図ることが必要であります。このため，来年

度から，電源三法による施策として，電源立地特

別交付金が創設されることになり，この交付金に

より，原子力発電所の立地地域に対しましては，

電気料金の実質的な軽減措竃を講ずるとともに，

地元に澄ける雇用確保事業の推進が図られること

となった次第であり遷す。

　また，電源三法による施策に止蓬らず，地域振

興に係わる政府の各般の施策を進めるに当たって

は，立地地域について優先的に配慮するなど政府

全体として原子力発電所の立地促進に取り組むこ

とが：重要であり，さらに今日，立地に係わる諸手

続きの効率化，迅速化が強く求められており，こ

れらについて関係行政機関の一層の努力を促して

いきたいと考えております。

　第二の課題は，自主的な核燃料サイクルを早期

に確立することであります。

　今後，原子力発電を拡大していくに当たっては，

ウラン資源の確保，濃縮ウランの国産化，国内再

処理事業の確立，放射性廃棄物処理処分対策の推

進等核燃料サイクルの各分野の体制を整えること

が必要であり，このためには，国劇よび原子力産

業界が従来にも増して取り組んでいかねばならな

いと考えます。

　ウラン資源につきましては，将来の需要の3分

の1程度は開発輸入により賄うことを目指し，ア

フリカ，オーストラリア等で精力的な調査，探鉱

が進められているところであります。

　ウラン濃縮につきましては，パイロット・プラ

ントが今年の秋には全面運転に入る予定であり，

今や，これらの成果を踏まえて，ウラン濃縮の国

内事業化のための長期路線を確定すべき段階とな

って罷ります。原子力委員会は，各界のご参加を

得て，現在，このための方策の検討を進めている「

ところでありますが，エネルギーの安全保障とい

う観点に立って，電力業界はもとより，関係原子

力産業においては，ウラン濃縮事業の確立に向け

て，積極的に対応されるよう要望いたします。

　また，再処理につきましては，東海再処理施設

の運転は，本年6月1日まで延長することが日米

間で合意されましたが，その後の運転についても

円滑に実；施できるようアメリカと話し合っていく

ことが必要であります。さらに，疑間再処理工場

の建設計画につきましても，国は，動燃事業団の

技術，経験の円滑な移転等積極的な支援を行って

いくとともに，同工場の建設がわが国の原子力開

発利用」二で必須であることについてアメリカの理

解を得るよう努めていく必要があり，原子力委員

会としても政府を督励してまいる所存であります。

　昨年来，低レベル放射性廃棄物の海洋処分の問

題が話題となって細りますが，放射性廃棄物の処

遡処分対策の確立は，今後の原子力開発利用を進

めていく上で極めて重要な課題であり，政府に酬

いても精力的に努力しているところであります。

原子力発電所等から発生する低レベル放射性廃棄

物につきましては，現在，敷地内に安全に貯蔵さ

れ，当面支障はないわけでありますが，将来に齢

ける処分方法として，海洋処分と陸地処分を併せ

行うこととし，そのための体制の確立を目指して

おります。

　海洋処分につきましては，まず，試験的海洋処

分を実施し，その結果を趣旨えて，本格的処分に

移行することとし，すでに，国際基準に則った処

分予定海域の選定，安全評価，国内関係法令の改

正齢よび関係国際条約への加盟を終了し，現在，

内外関係者の理解を得るべく努力が傾注されてい

るところであります。とりわけ，太平洋諸国に対

して政府は，昨年8月以来，4次にわたる技術説

明団を派遣し，18の地域に澄いて，海洋処分の

安全下等につき，誠意を尽くして説明を行ってき

て澄ります。今後も内外関係者の理解を得るため

の努力を続け，できるだけ早く試験的海洋処分を

実施に移すことが必要であります。また，陸地処

分につきましても，試験的処分の準備として，安

全性の調査研究等が鋭意進められて澄ります。

　なお，原子力発電所から発生する廃棄物につき

ましては，そもそも発生量を極力少なくすること

がまず必要であ・り，電力業界においても，廃棄物

管理には，さらに…層の努力を払われるよう期待

致します。

　一方，再処理施設から発生する高レベル放射性
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廃棄物につきましては，当面，施設内に厳重に保

管し，その後安定な形態に固化処理し，30ない

し50年程度貯蔵した上で地層処分することを基

本方針として揺ります。

　原子力委員会では，放射性廃棄物対策専門部会

に対し，長期的な研究開発計画の．見直しを指示し

ていましたが，昨年12月，同専門部会から，今

後40年程度にわたる高レベル放射性廃棄物処理

処分の導体的な研究開発の進め方について報告を

受けました。今後は同報告書に示された内容を基

に，総合的に研究開発を推進していきたいと：考え

て訟ります。まず，処理技術につきましては，昭

利60年代初頭に，ガラス固化澄よび貯蔵のパイ

ロット・プラントの運転開始を目標としてお・り，

また，地層処分につきましては，2015年頃から

試験的処分を実施することを目途に，順を追って

着実，かつ，充分な調査研究を進めていくべきで

あると考えております。

　第三の課題は，中長期的観点から，次代の発電

炉として期待される新型転換炉及び高速増殖炉，

さらには核融合の研究開発を精力的に進め，その

実用化を図るということであります。

　これらのうち，核融合につき引しては，21世

紀の実用化を目ざし，当分の間は国の主導の下に

研究開発を進めなければならないと考えます。一

方，新型転換炉につきましては，実証炉の建設段

階を迎え，産業界の主体的な取り組みが求められ

て恥り，寮た，高速増殖炉につきましても，原型

炉「もんじゅ」の建設，運転に当たっては，従前

にも増した原子力産業界のご協力，ご支援が不可

欠であります。

　政府に争いては，これら新型炉の開発齢よび先

程澄話しした核燃料サイクルの確立のため，引き

続き，一層の努力を傾注すべきであると思います

が，今後は，その成果を受け’継がれる産業界の積

極的な取り組みが期待されるところであり，国の

役割は産業界への支援的立場に移行していくこと

になろうかと考えます。

　第四の課題は，国際的な核拡散防止の努力に対

して積極的に貢献するとともに，原子力の研究開

発等の国際協力の推進を図ることであり該す。

　わが国にお・いては，原子力開発利用が，厳に平

和目的に徹して進められてきたことは論を果たな

いところであり，今後の原子力開発利用に当たっ

てもこの基本的考え方を堅持していく所存であり

ます。

　しかしながら，世界に澄ける原子力開発が急速

に進展しつつある現状からして，核拡散の危険に

関する国際的な懸念が増大していることも事実で

あり，原子力開発利用を推進するに当たっては，

核不拡散と両立する形で進めることに充分配慮し

ていかなければなり綾せん。国際核燃料サイクル

評価すなわちINFCEは，これに対する一一つの試

みでありました。この作業を通じて，各国の原子

力事情に対する相互理解が深紫つたことは，極め

て有意義でありました。現在INFCEの成果を踏

まえ，国際原子力機関を中心に，新たな粋組み作

りとして，国際プルトニウム貯蔵，国際使用済み

燃料管理於よび核燃料等の供給保証の検討が進め

られており，わが国としては，核拡散防止のため

の国際的努力に協力しつつ，自国の原子力平和利

用の促進を図るとの基本的考え方に立って，これ

らの検討に積極的に参画しております。これらの

構想が実現し，主目的である核不拡散に貢献する

ためには，これを関係国が充分に納得し，かつ，

原子力利用の円滑化に資するものとする配慮が肝

要であり，わが国もそのための努力をしていかね

ばならないと考えます。

　一一方，わが国は，自主的な原子力技術体系の確

立を目ざしておりますが，すでに借り物でない独

自の技術を蓄積してきたことを踏まえ，今後は，

このような技術基盤に立って，諸外国との積極約

な情報，技術等の交流を図るべきであると思いま
す。

　現に，最近では，安全研究，核融合等の分野で

の国際協力の機会が増加して齢り，また，原子力

平和利用に関し，開発途一ヒ国を対象とする技術援

助を強化する動きが活発化してきて薫り，原子力

分野に撞ける国際協力の推進がますます重要とな

ってきて理ります。わが国としては，研究開発の

一層の効率化等の観点から，今後とも，原子力先

進国との協力，国際共同研究等を積極的に推進す

るとともに，原子力平和利用の成果は，遍く燈界

中の三々によって享受されるべきであるとの見地

から，1978年にわが国が加盟した「原子力科学

技術に関する研究，開発及び訓練のための地域協

力協定（RCA）」に基づく諸活動に協力していく

べきであると考えてむります。

　以⊥，簡単ながら，最近のわが国の原子力開発

利用を迎る諸情況と今後の原子力政策の課題につ

一10一



いて申し⊥げました。

　私は，今後の原子力産業は，これまでの官民協

力で培ってきた技術基盤とこれからの原子力に対

する潜在的需要の大きさとを基礎として，自らの

主体的努力によって，飛躍的発展を期すべき時代

に入っていくものと思います。国は，原子力開発

利用の計画的かつ円滑な推進を図るため，内外情

勢の推移に留意しつつ，長期ビジョンを示すとと

もに，国際問題への適切な対応等原子力開発利用

の環境整備に努めていくべきであると思います。

　最後に，今後の原子力開発利用の推進に対し，

引き続いて，皆様方のご支援，ご協力をお顧い致

しますとともに，本大会に齢きましては，多数ご

参加の内外の有識者，専門家の方々の問で活発な

意見交換，忌憧のない提言がなされ，本大会が盛

況のうちに成功を収められんごとを祈念いたしま

して，私の挨拶とさせて戴き寮す。
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原子力発電：1980年代の挑戦

国際原子力機関

事務総長

　＄。エクルンド

　こご2，3年，エネルギ

ー問題一般，その中でも特

に原子力について，あらゆ

ることが述べられてきまし

た。従ってすでに衆知の事

実を繰り返すことになるの

は避けられませんが，この

分野で重要な役割を果たしている代表著名な方々

を前に講演をするために特にこの国に招かれたこ

とは私の喜びとするところです。

　私は演題を，1原子力発電一1980年代の挑
戦」としましたが，これは国際原子力機関（IA

EA）のコンピュータに蓄積されている有効なデ

ータを中心に分析し，今，始まったばかりの

1980年代に，原子力分野に起こるであろうこ
とを予測しようとしています。「挑戦」という言

葉によって私は原子力発電が持つ可能性が世界の

エネルギー問題の解決に貢献することを強調した

のです。

　現在のエネルギー体系は極めて惰性がついてい

る上に，原子力発電が現在世界の電力の8％を供

給しているという事実は，原子力の可能性がすで

に認められ，従来のエネルギー源が占めていた領

域に食い込んでいることを証明しています。

　ζのことは原子力自身もまた，すでに本質的に

惰性がついていることを意味し，かつまた将来の

成長が意思決定者によって積極的に図られない場

合でさえ，相当長い間我々に利用されるであろう

ことを意味していると言えます。

　未来は我々のものであり，我々の願望と意思に

従って形成されるものであると考えたいのですが，

ここ2，3年，と言うより5年ぐらいは，すでに

今日より以前に責任ある地位にいた人々によって

決定された開発計画に委ねられているのが現実で
す。

　その結果：として，平和利用が勿論のこと優先さ

れ，エネルギーの必要性が過去と同じパターンに

沿って発展し，相応の産業成長と他の関連要因を

伴うという仮定に基づいて，我々の社会における

今後5年間の原子力開発についてかなりの正確さ

をもって予測することができます。残念ながら，

今から5年，10年先にエネルギーの分野に起こ

ることを水翻の球で占うことは不可能です。

　先へ進む前に，エネルギーの節約について多少

述べたいと思います。エネルギーの浪費も可能な

限り避けるべきであることは明白であり，多くの

国々で様々な：節約手段によってすでに目覚ましい

成果が得られています。私はここで特に将来有望

なヒート・ポンプの開発について言及したいと思

います。このヒート・ポンプは原子力発電所など

から得られる電力で動かされ，個人住宅や地域の

暖房におけるエネルギーの節約に非常に多くの可

能性を提供すると思われます。いくつかの産業先

進国では，1万kWのヒーート。ポンプが閥もなく…

般的になるでしょう。西ドイツはヒ…卜。ポンプ

の売り土げは1979年の3万6，000基から1980
年には10万基に増え，私の国スウェーデンでも，

ここ2，3年，毎年倍増する勢いです。私は人類

の発明の才が人類に対し，安いエネルギーをほと

んど無尽蔵に生産することを可能にしているのに，

生活の状態の進歩のためにその成果をフルに利用

しないことは残念であるということを申し上げた

いと思います。

　従って，私はヒート・ポンプは余剰電力が利用

できるし，電気はアパートや住宅の熱源として非

常に便利なエネルギーの形ではあるけれども，環

境保護派の哲学に合わない大出力発電所を必要と

するので，電力をそのような目的に利用すべきで

はない，と言うスウェーデンの一部の人々には賛

成できません。

　換言すれば，嬉々が利用できるエネルギーがあ

ることを評仙し，同時にそのエネルギー生産を理

解し民主的な方法で承認する時，理性が再びよみ

返ると私は信じています。
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　さて今日の私の題目ですが，まず最初に，現状

と1990年代までの最も可能性のある予測を
10枚のスライドで示します。ここでOECD諸
国という語は，日本を含むOECD24ケ国を指
しています。太平洋OECDはオーストラリア，

日本とエユージーラソドで構成されています。ま

たCPEとは中央計画経済の国々を表わし，13
の社会主義国から成っています。

　これは現在操業中，もしくは建設中の原子炉の

数と出力ならびに地理上の区域別分布を示してい

ます（スライド1）。アメリカにおいては現在の

ような原子力の状況にもかかわらず建設中の原子

力発電所の設備容量は1990年までにおよそ3
倍になるでしょう。カナダにおいても同様です。

原子力を大きな割合で増強している他の先進工業

国はフランス，日本，ソ連だけです。中川大難は

昨年のウィーンでのIAEA総会で日本は1990
年までに原子力発電設備容量：を5，300万kWとす

る努力をすると述べました。

　一方，開発途上国ではその計画に限界があり，

すでに操業中，あるいは建設中の原子力発電所を

持つ8ケ国を除くと1980年代に原子力発電に
依存する開発途⊥国の数に大きな増加は見られま

せん。エジプトなど数ケ国が現在原子力発電を考

慮していますが，これらの国すべてが原子力発電

に着手するところまでは行きそうにありません。

　2つの表は，全発電容量および原子力発電容量

の予測に関して，世界および先進工業国，開発途

上国別に表わしたもの（スライド2）と国をグル

ープ別に表わしたもの（スライド3）です。

1980年には世界の原子力発電出力は，1億
3，600万kWに達し，これはあらゆるタイプの電

力発電を含む発電設備容量：約20億kWの7％に

当たります。OECD先進工業諸国とヨーロッパ
中央計画経済国家は世界の原子力発電出力のおよ

そ98％を占めています。一一方開発途上国はわず

か2％程度です。1990年には原子力発電出力
は約4億5，800万kW，即ち世界の発電容量全体

の約13％になるだろうと予測されます。

　次の2つの表は，1990年までの全発電量予
測と原子力発電の割合を世界ベースで表わしたも

の（スライド4）と主裏国家群別に表わしたもの

（スライド5）です。発電のうちの原子力発電量

の割合が，原子力発電の占める設備容量の割合よ

りわずかに高くなっていますが，これは原子力発

電所が通常ベース・ロード用に利用されるためで

す。また，表はOECD諸国とヨーロッパ中央計
画経済諸国がこの先10年間の世界の原子力発電

容量の大部分を占め続けるであろうことを示して

います。また，日本以外のアジアの国々と中南米

諸国が，この10年間の終りには，原子力エネル

ギーを実質的な電源として利用し始めるであろうこ

とも示しています。

　次の図は，8年以上操業している原子炉の運転

年数の分布を表わしています（スライド6）。ここ

に見られるように，97基の原子炉が8年以上操

業しており，その中32基の原子炉の操業年数は

8年から10年の間です。世界中で操業中の256

基の原子炉のうち，159基が8年以内であり，

6基はすでに20年以上操業しています。延べで

約2，200幼年の原子炉年数が現在では積み重ね

られており，原子力発電技術は成熟期に到達し安

全で信頼性のおける状態に達しています。

　これらの原子炉の稼働状況はどうでしょうか。

次の図は1975年越ら1979年の間の設備利
用率と時間稼働率を要約したものです（スライド

7）。設備利用率は実際に生麓されたエネルギー

を一定時間内に最大出力で操業した場合生産され

るエネルギーで割った値です。また時間稼働率は操

業時間を全時間数で割った値です。

　1975年以来両方がゆっくりと増加しており，

1979年になって初めて両：方ともが大幅落ち込

みを見せたことが興味深く指摘されます。我々は

まだ，データの分析によって確認する必要があり

ますが，この落ち込みはスリー・マイル島の事故

以降の規制の動きによるものであると思われます。

1978年と1979年のデータは各々156基，
176基の原子炉によるもので，大幅な落ち込み

のあったことについては疑がいがありませんQ

　これについては，前回の世界エネルギー会議に

おけるデータが，原子炉の「非利用率」と化石燃

料のプラントの非利用率は一般に類似しており，

約30－35％であると指摘していることに言及
したいと思います。

　さて，1980年もまた新規受注について有望
な年とは言えません（スライド8）。総出力で

1，460万kWのわすか15基の原子炉がフランス，

西ドイツ，韓国，ルーマニア，イギリスで発注さ

れただけです。アメリカでは全出力が1，300万kW

となる12基の原子炉の発注がキャンセルもしく
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は．
ш冾ｳれました。こうして全体の設備容量の純

粋増はわずか160万kWでした。

　1980年代と1990年までの源子力の一般
的な状況を比較すると，一見して我々は現在最低

の位置にいるかのように思えます。しかし外見は

当てにはなりません。次の2つの図表で私はこの

点を強調したいと思うのです。第1の図はig81

年から1990年の間に原子力発電の年付加設備

容量を示したものです（スライド9）。198・1

年には約4，300万kWが原子力発電建設中もしく

は建設が完全に予定されている原子炉に基づいて

容量に新規に加えられるでしょう。1982年か

ら1985年の間の毎年の増力手量は3，000～

3，500万kWとなり，1987年を越えると1，500
～2，500万kWの範囲となるでしょう。しかし同

じ期間の原子炉の建設着手スケジュールはもっと

暗いものになります（スiライド10）。

　1981年に1，000万kWをわずかに上回る建
設が始まり，1982年には約5，200万kW．の建
設が始まるでしょう。すでに計画されている原子

力発電所の建設開始はこの2年間に集中し，

1984年には約1，200万kWとなり，『1985
年以降は500万kW以下の数値に落ち込むでしょ

う。しかしこれらの数値に中央計画経済諸国は含

まれていません。

　これら2つのスライドから気がつくことは，現
在建設中のプラントに関して，計画着手から商業

運転までの導入期間（リード’・タイム）に国によ

って大きな違いがあることです。これらのリード
。r ^イムの平均は日本（現在8基が建設中）が

61ケ月，フランス（同29基）が63ケ月，西
ドイソC同7基）が82ケ，月，アメリカ（同81基）

が121ケ月です。この差異はもっぱら建設許可や

運転認可の複雑な法規上の手続きによるものです。

もし新しいプラントが今すぐ発注されず，私が言

及しましたような長いリード・タイムを考慮に入

れますと，1990年以降の原子力発電計画は…
般的に減速され，多くの国々の原子力麓業に重大

な結果を与えることになりそうです。こうした状

況については，これ以上考える必要はないでしょ
う。

　以⊥1980年代の発電炉開発に関する概略を
述べましたので，次にこの10年間の燃料供給お

よび核燃料サイクルの他の側面に触れることに致

します。

「挑戦」という言葉を燃料サイクルのフロント・

とバック・エンドについて使いたいと思います。2，

3の図表が再びこのことを強調してくれます。天

然ウランに関する1980年代の「挑戦」とは，

既存および計画中の発電炉に用いるウランの需要

が大幅に減少したこと，現在および将来予測され

るウラン鉱業の過剰生淫：量とを調整するというこ

とです。

　従って，現在の薦業基盤に基づいたウランの単

二要と豊麗に関する予測は極めて悲観的なものであ

り（ス箏イド11），原子力発電設備容量の将来

の増加率についてもその不確実性に関して渥：i業側

が抱いている懸念を反映しています。

　1978年にピー…クに達して以来，ウランの市

場は多かれ少かれ絶え間なく減少してきています。

1981年2月のウランの価格は現物市場（マー

ケット）でウラン1k竃当たり65米ドルまで落
ちましたが，これは物価変動の影響を除いて実質

価格に換算しますと，ウラン1kg当たり112米
ドルという1978年の価格の半分以下に当たり
ます。と言いますのは，今後のウラン需要は新た

な産出とストック・パイルから充分に賄えるという

認識が一般的なためで，帯場が多少なりとも売手

にとって好転する望みはほとんどありません。こ

の傾向は，rウラン生産の地理的分布にかなり大き

な変化をもたらすでしょう。（スライド12）。この

1σ年間にウラン生産は，大型の新鉱山を開発中であ

るオー入トラリアやカナダで相当伸びると思われ，

…方アメリカやアフリカの生灘は大きな変化はな

く，相対的な重要性は滅少します。このことはま

た，ウランの低価格という経済的影響によって開

発途上国が新しくウラン事業のための資本を投資

するチャンスがほとんどないことを意味しています。

　現在および将来におけるウランの確実な供給

の可能性に関しても，もう一つつけ加えるべき点

があります。次の表は1980年，1985年，
1990年のジウランの確定無量から得られる，

技術的に到達できる最大生産量予測を示していま

す（スライド13）。これらの数字はウランの需

要および生産予測よりもかなり高く，このことは

現在大量のウラン保有能力が組み込まれているこ

とを示しています。しかし現在のウラン「市場の憂

慮すべき状態が逆転するまでは，1990年以降
何十年もの間，必要な生産を行う中心地を決定し

開発する能力をウラン産業か持っているかどうか
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については，相当懸念があるのでしょう。

　現在運転中の原子炉や，今後10年間に建設が

計画されている原子炉のほとんどは濃縮ウランを

必要としています。次の表は1980年，1985
年のウラン濃縮工場の容量を表わしています（ス

ライド14）。1990年における全原子力発電
容量の予測値，4億凧800万kWには年間およそ
5万tSWUの濃縮容：量が必：要であり，これは1985

年には可能となることを考慮に入れると，もしす

べての新規に建設着手された施設が完成すると，

近い将来に生面過剰となることが予想されます。

　燃料製造工場の容量に関しましては1985年
度の需要予測容：量が3億1，000万kWであり，こ

れに要する年間のウラン需要量は約9，500tに

なりますので，特に問題はな：いと思われます（ス

ライド15）。

　使用済み燃料貯蔵容量の予測は，1980年代
は世界レベルでも地域別レベルでも大きな問題と

はならないことを示しています。しかし使用済み

燃料は貯蔵可能地点の閥で自由に分配できないの
で，使用済み燃料の発生：量と貯蔵可能：量を巨視的

に比較することは現実の状況を反映するものでは

ないことを強調しなけれぽなりません。従って個

々の国家や電気事業者において貯蔵不可能な容量

が発生するでしょう。ですから使用済み燃料を他

の貯蔵地点へ移送したり，キャスク貯蔵，2段

唾ね貯蔵のような代替貯蔵技術を利用しなければ

なりません。

　しかし大きな貯蔵問題は次の10年間，すなわ

ち1990年から2000年の間に起こると考え
られます。次の図は国際核燃料サイクル評価（I

NFCE）と国際使用済み燃料管理（ISFM）の調
査から当機関に送られた有効なデータを要約した

ものです（スライド16）。1990年のデータ
は，問題が地域レベルで解決されることを示して

いますが，2000年に関するデータは主な代替
貯蔵方法を研究しなければならないことを指摘し

ています。新たな原子炉建設の不足により，古い

サイトでの敷地内貯蔵容：量は，使用済み燃料の発

生がひき続いて行なわれているにもかかわらず伸

びが止まることになります。このことは，使用済

み燃料の再処理，最終処分とともに敷地外貯蔵な

どの使用済み燃料管理がさらに必要性を増すこと

を意味しています。この調査はまた，たとえ計画

中の再処理量が実際に予定通り達成されたとして

も，貯蔵あるいは処分されねばならない燃料が相

当量存在することを示しています。

　次に呼処理に関して少々意見を述べたいと思い

ます。年間1，150tウランという1980年の再
処理能力は，全照射燃料を再処理するのに必要分

量のわずか20％に過ぎません。1985年の年
間5，075tウランという計画能力は，発生する使

胴済み燃料の約50％を処理するのに充分な：量で

す。政治的レベルの緊急の決定によって，まず第

一・ ﾉ大規模な工業骨壷処理が技術的に可能かどう

かを明らかにすることが必要だということは，誰

もが認めるところでしょう。これは国際的な制度

⊥の取り決めが長期にわたって有効なものとなる

べき基礎を作るために，また核燃料サイクルのこ

の部分の自信を回復するために本質的なことであ

り，さらには高速増殖炉の導入にも重要なことで
す。

　我々には1970年代を通じて放射性廃棄物の
安全な管理と，処分が将来の原子力発電を開発し，

社会に受け入れられるようにしていくため，中心

となる重大な問題であることが明らかになったこ

とを認識しています。放射性廃棄物の管理者は一

般的に放射性廃棄物の適切な地下処分が長期にわ

たる隔離とそれによる人類および環境の防護を必

要とするものであり，またそのような管理を行う

ことができるということを認めています。

　多くの国々は自国の領土内で地質構造上貯蔵場

所として適当なところを捜し，放射性廃棄物の長

期的管理のために国家的な制度を確立するための

大規模な計画を立てています。磁力国では，その

ための国家機関も設立されています。さらに加え

て，貯蔵や処分を行う以前に必要となるあらゆる

タイプの放射性廃棄物に対する様々な処理技術お

よびi封じ込め技術は，目下大きく進歩しつつあり

ます。

　今後10年間に，もっと多くの国々で，国家原

子力発電計画のために適当な廃棄物管理システ

ムを決定し，実施するための大きな進歩があるだ

ろうと期待されています。このシステムは，用地

の選定だけではなく，低レベル，中レベル廃棄物

の管理，高レベル廃棄物の当面の貯蔵を含み，2，

3の国々では高レベルおよびアルファ放射性廃

棄物のための貯蔵所の建設も含むものです。先進

数ケ国では高レベル廃棄物は固化され，工業規模

で貯蔵，処分されるでしょう。

一15一



　このように放射性廃棄物の貯蔵や処分は国家レ

ベルでの管理の問題となるでしょう。しかし，地

域的さらには国際的レベルでの解決が他国の廃棄

物を受け入れることも含め，高レベル廃棄物の貯

蔵と処分のためには探求されなければなりません。

こうした考え方は小規模な原子力発電計画にとど

まり，使用済み燃料を再処理する意志を持たない

国々にとって有利なものでしょう。こうした問題

は，すべての嶺事者に適した解決をすべく，国際

的な協議機関で検討されるべきでしょう。このた

めには適用される基本的な安全条件について前も

って合意がなされなければならないでしょう。

　他の国際機関との協力のもとに作られたIAEA

の放射性廃棄物管理計画は，各国の国内における

廃棄物問題の解決を支援することを最優先の目的幽

として，放射性廃棄物の安全な処分を確保するた

めの国際的に合意された条件作りを行うことにつ

いて重要な役割を果たすことになるでしょう。こ

の件に関しては，当機関は1983年は「放射性
廃棄物管理に関する国際会議」を開催することを

計1画しており，ここであらゆるタイプの放射性廃

棄物の安全管理に対する解決策が考えられること

になるはずです。

　「1980年代の挑戦」に関する考察で，エネ
ルギー供給の経済的側面を抜きにすることはでき

ません。

　1973年～74年以後の石抽価格の値：上げに
よってひき起こされたエネルギー価格の劇的な上

昇は世界中に起こったインフレの大きな要因とな

り，その結果，景気の後退や失業問題をひき起こ

しました。工業先進諸国も開発途上国も，すべて

の国々が適切な価格での確実なエネルギー供給を

確保するという問題に直面しています。原子力発

電は，即座にその代替エネルギーとなりうるもの
です。

　原子力発電はすでに石油火力発電よりも相当に

安価です。原子力発電と石炭火力発電の発電コス

トの比較には，いろいろの要素が絡んでいるため，

盤界的に一つの答えは崩すことはできませんが，

一般的に原子力の方に有利だと言えましょう。

　石炭火力発電の経済的なキー・ポイントは石炭の

価格です。原子力発電のキー・ポイントは発電所

の投資コストとその稼働状況です。1980年代
における原子力発電の挑戦の一つは，投資コスト

を滅らすためにライセンス取得期間と建設期間を

短縮化することです。

　衆知の通り，原子力発電所は化石燃料発電所ほ

ど燃料コストには影響されません。たとえウラン

価格が倍増しても，原子力の発電コストはわずか

10％上昇するに過ぎません。一方，化石燃料価

格の倍増は化石燃料の発電コストを65％上昇さ

せます。従って原子力発電に多く依存している国

々では，燃料の価格上昇の影響はかなり小さなも

のです。

　しかし原子力発電の経済的有利性をさらに活用

するには，原子力発電の成長を極端に遅らせてき

た公衆の容認という問題を克服するために，一致

した行動をとることが要請されます。この問題が

あるために，原子力に経済的優位性があるにもか

かわらず，発電のために大量の石油と石炭が使用

されてきたのです。例えば大型原子力発電所は，

石炭とウランの価格によって変わりますが，石炭

火力発電所の25～50％以下のコストで電気を
生産できます。このため原子力発電所が，30年

以上操業すれぱ，1基ないし2基の新しい原子力

発電所を建設できるだけの資金を節約することが

できます。この節約は石油火力発電所と比較すれ

ば，さらに大きなものとなります。

　すでに実証済みタイプ原子炉についての主とし

て過去30年間の原子炉の操業，すなわち2，200

笹子炉年の経験に基づいた1980年代の技術的
進歩は，恐らく小さなものにすぎないでしょう。

また，経験は1980年代に，さらに急速に増加
するでしょう。今後10年間は，初期には毎年，

250原子炉年が追加され，中期には約450炉

年，1990年には約600炉年が追加されるで
しょう。その結果蓄積される原子炉年数は約

6，000三年となるでしょう。

　このことはメーカー一，所有社および規制当局の

間の協刀によるプラント設計の標準化を進めるこ

とを可能にするでしょう。この標準化は，プラン

トの安全性に貢献することは勿論ですが，コスト

減に，直接影響する他に，ライセンス取得期間や

言t画着手から商業運転までの導入期間を減少させ

ることにもなります。

　規制要件が追加されることによってプラントは

ますます複雑なものとなっていますが，そのよう

な新たな追加要件の影響と，複雑さの増大による

（設計変更などの）弱体化の間のバランスが保た

れねばなりません。建設と操業の間におけるバッ
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クフィッティソグにより極端に困難な状態がひき

起こされることは避けなくてはなりません。いく

つかの先進国では現在の原子力渥業の忙しさの主

原因は新しい原子炉の発注ではなく，このような

要件だと言えます。

　他のあらゆる複雑な産業技術と同様，原子炉シ

ステムにおいても故障があるに違いないというこ

とが指摘されています。しかし現在までに平和利

用のための原子力発電において，放射線がひき起

こした致命的な事故が起きていないことを，再び

想い起こすべきでしょう。自然界への放射能の危

険量の放出を避けるために発電所に組み込まれて

いる多くの防護策は今までのところその目的を達

成してきています。

　原子力発電利用の増大は，その結果としての原

子力発電が自然な環境の一部として公衆や情報メ

ディアに繋げ入れられていくようになるべきはず

です。原子力発電所における蒸気バルブ漏れやタ
・一 rン・トリップは，従来の発電所における同様

の事故と同程度のニュース価値しかないはずです。

このところ，言葉が混乱しています。例えば，ス

リーマイル島事故を「破局的」と呼ぶならば，将来

のいかなる事故をも同様に「破局的」と呼ばなけ

ればならないでしょう。

　私は，世界の様々な場所に貯蔵されている何万

という核兵器について述べないで話を終えてはな

らないと考えます。人々はこれらの兵器が現在地

球上のすべての人々に対してTNT　3　t分に匹敵

する破壊力を持っていることを知っているのでし

ょうが，この核兵器の存在を無意識に受け入れて

います。

　原子力発電と核兵器について現在適用される基

準には大変な違いがあります。平和利用のための

原子力発電に反対する扇動が故意になされている

一方で，核兵器が暗黙のうちに受け入れられてい

るのです。

　しかしながらスリーマイル無事故は経済的観点

から見れば確かに「破局的」でした。電気事業者

は，将来，事故によって生じる経済的負担を相互

協定によって分担する策を講じることが絶対に必

要なことでしょう。

　開発途上国が，今後10年間にどの程度原子力

発電を利用するようになるでしょうか。私はすで

に最初のスライドで2，3の開発途上国における

原子力発電について示しました。途上国で予測さ

れる11倍の増加は，国の数ではわずか6力国の

寄与によるものです。その理由は，原子力発電分

野での計画推進では，設計者やメーカーが各ユニ

ットを電気出力100万～130万kWで計画すると
いう一貫した傾向があるからだと思われます。そ

のような規模のユエットには受け入れる国の内部

に予め麓業基盤が準備されていることが必要です。

ここで定常的な保守と緊急の場合に対処するに必

要な人員と設備および必要となる電力網の容量に

ついて述べたいと思います。

　旧来の目の・子勘定で言うと，電力網の中で全発

電出力の10％以上発電するユニットはありませ

ん。規模の経済から見れば少なくとも500～

700万kWの発電を行っている電力網にのみ大型

出力の原子力発電は組み込まれ得るものであり，

そのことは裏返せばこのように大きな発電炉を導

入しうる開発途上国はごく少数であるという結論

に達します。我々は最：近，一部の原子炉メーカー

がもっと小規模の発電炉の建設の可能性を研究中

であることを知りました。このような原子炉は，

設計を単純化することによって，規模の経済のマ

イナスを補おうとするものであり．しかも大型原

子炉の場合と同程度の安全性を維持しようとする

ものです。

　しかしこのような小規模の原子炉を開発し市場

に出し，認可を取得するまでには相当な時間がか

かることは確実です。とにかく私は，開発途上国

における原子力発電への転換が原泊取引きにおけ

る圧迫を緩和するとともに，従来の発電システム

を産業基盤の成熟度に合わせて必要な規模に拡大

するために原子炉を導入することが可能になるよ

う望むものです。

　1980年代の原子力発電の開発に当たっては，

他の二つの東要な問題が残っています。すなわち，

安全性と保障措置の問題です。

　原子力の安全性における分野は次の3つの笹野

に分けられます。すなわち，規制，安全運転およ

び下金システムです。

　1980年代の主要な挑戦は，安全対策の中で
も新旧の原子力発電所における重大な故障の発生

を最少限に食い止めるような規制．上の優先権を設

定することになりましょう。原子力安全基準の国

際的な調和の重要性，特に基本的レベルの基準や

対策における協調の重要性と，IAEAのNUSS
（原子力安全基準）計画のこの問題への貢献につ
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いて思い起こして載きたく思います。

　考えられるもう一つの問題は，設計・運転ジ用

地決定および緊急計画の三者のバランスを通じて

公衆の安全を確保することです。

　安全運転については，2つの重要な分野での大

きな進歩がありました。すなわち，運転経験の評

価と人的要因についてです。しかし今後ともこの

方面の研究努力は続けられるべきです。国の内外

から情報交換ベースで送られてくる大量の事故報

告書の中から2，3の重大な事柄を特定すること

は困難になりつつあります。スリーマイル島の事

故以降，人的要因が安全性に影響する要素として

認識され，プラントの設計，操業，保守，および

管理の中で考慮されなければならない要素となり

ました。　IAEAでは，加盟匡1との全面的な協力

の下で，他国で克服された異った状況も充分に考

慮し，運転および保守要貴のための適性基準を確

立しようとしています。システム行動分析用のシ

ュミレーターの使用も又標準的なものとなるでし
ょう。

　炉心溶融想定事故も多くの研究が行なわれてい

ます。除熱，電力供給，および緊急冷却を予想す

るこの飛躍的な進歩は，炉心溶融事故に関する作

業を理論的に余裕あるものとするでしょう。

　1982年9月に開催されるIAEAの原子力
発電運転30年という国際会議は，加盟国の電気

事業者が今日までに蓄積した2200原子炉年を
越える膨大な運転経験の最も価値ある調査を提供

することにな：るでしょう。

　次に将来の保障措置の展開およびそれに関連し

た問題であり，IAEA理．事会によって指名を受

けた供給保証委員会（CAS）の研究目的でもある

供給保証の問題にふれたいと思います。

　我々は日本のような国にとって原子力における

供給確保政策の問題がいかに重大なものであるか

を理解しています。化石燃料もウランも両方とも

輸入に頼っていますから現在のところエネルギー一

の自立を達成する方法としては増殖炉の開発だけ

が唯一の可能な道だと思われます。このため，日

本にとっては再処理が重要な問題とならざるを得

ないことは，充分に理解されます。我々は，これ

に関して嗣本が直面している諸問題および将来の

見通しへの懸念についても知っています。私見で

すが，之の1981年という年に，日本が賢明に
選択した道に沿って歩み続けていくことを可能に

するような，満足のいく解決策がもたらされるこ

とを望んでいます。

　より広範な国際的問題の中では保障措置を
強化するための新しい主要な制度上の協定が近い

将来に登場することはないというのが私の考えで

す。国際プルトニウム貯蔵の計顧が実現するかも

知れませんが，恐らく限定された規模のものであ

り，現在あるいは将来において，保障措置が適用

されていない燃料サイクル施設を持っている国々

のうち半分もそれに興味を示さないのではないか

と思われます。INFCEによって確認され、た制

度のいずれもが，まだ具体化するような兆しを見

せてはいません。

　このような状況下では，我々がすでに手中にし

ている不拡散の手段，特にNPT，トラテロルコ

条約およびIAEAの保障措置の運用などを維持，

強化することは一層重要なこととなるでしょう。

今世紀の残りの20年蘭の不拡散体制は，これら

の制度にかかっています。過・去2圓のNPT再検

討会議で示されたように，本格的な再協議を迎え

る1995年までに：NPTを完全実施することは
核兵器保有国に対するものをも含めて困難であり，

このことは我々すべてが注目すべきことです。こ

の課題は，もし核兵器保有国が積極的にNPT加

入を奨励するとともに，あらゆる形の核爆発を禁

止する包揺的な条約に賛成すれば，もっと容易な

ものとなるはずです。・最近エジプトがNPTに加

入し，フラツスとの原子炉契約を初め野心的な原

子力発電計画を開始するなど，明るい兆しも見ら

れます。

　保障措置を適用されない「重大」な原子力計画

を進めている国々の約半分がNPT未加盟国です。

つまり，NPTに加入していない非核兵器保有国

が1980年代に核爆発装置を開発する可能性は，

不吉なことですが予想されうることです。世界の

国々は我々が今日生きているこの現実の中でのそ

うした開発の動きの意味するところをよく考えて

見るべきです。これ以上，時間や努力を無駄にす

べきでないという知恵と思慮分別があれば，これ

らの国々をNPTに加入させるのに必要な政治的
意志を生み出す条件を創出することもできうるで

しょうし，NPTを普遍的なものとすることもで
きるでしょう。

　供給保証に関する国際的な一致を達成すること

は容易ではありません。主要関係国の立場が依然
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としてバラバラである一方で，1978年のアメ
リカの法律（核不拡散）を反映した概念も存在し

ます。すなわち，輸出国は，その取引相手の燃料

サイクルの決定，特に取引国が再処理や高速増殖

炉を開発することを認めるかどうか，について重

要な権限を持つという考え方です。これにアメリ

カは，規制当局が輸入国側の環境に害を与える要

素がある，もしくは安全性に関してアメリカ側か

ら見て許容できない危険性の存在が予想されると

判断した場合，アメリカがその装置の引き渡しを

中止する可能性をつけ加えるでしょう。もう一一方

の極にいかなる供給保証に関する協定においても，

その本質的な内容となるであろう包括的な保障措

置を受け入れるに当たり，もうその入口にまで来

ていながら，もう一・つ気が進まないという国々も

存在します。

　CASが審議を重ねている間，多くの困難に取
り囲まれている原子力産業はその結論を座して待

っているというわけにはいきません。従って，最

近オーストラリアがフランスと締結した協定のよ

うな供給問題に対する特別の解決策に期待がかけ

られることになります。この協定は明確な燃料サ

イクル計画とIAEAの保障借置に沿い，エネ
ルギー生産と照射済み燃料管理の再処理を行うた

めの総括的で一歩進んだ協定です。

　他の主な供給国も，顧客と協定を結ぶ際には，

多分私が言及したような2つの供給協定と同様の

線に沿った独自の草案を作らなければならないこ

とになるでしょう。

　このことは，当然ながら，核物質の供給にのみ

関連したことです。一部の国々で致命的な疾病に

見舞われている原子力産業にとっては，プラント

の輸出もまた厳しい情勢にあります。私はしばし

ば，新しい供給協定は包括的な保障借置の適用を

必要とすべきであるという見解を示してきました。

批判の多いロンドン・ガイドラインは残念なこと

に包括的な保障措置の必要性よりもむしろいわゆ

る機微な技術（核拡散への可能性が大きい技術）

の問題に焦点を合わせています。しかし，かつて

は包括的保障措置の要求に消極的であった輸出国

も，現在はエジプトの場合に示されているように，

この方向に向かって少しずつ近づきつつあるよう

に思われます。

　保障措置が改善されない限り，燃料供給も改善

されることがないであろうことを想い起こすべき

でしょう。

　技術，そのうちでも，特にいわゆる機微な技術

へのアクセスの問題は困難．なものです。燃料サイ

クル上の最も機微なプロセスでさえマスターしょ

うと決めた国々を，そのプロセスから永久に遠ざ

けることは不可能であることを過去の経験は畢生

も示しています。このことは1945年以来原子
力が学んできたことです。一渡見出された知識を

撤回することはできません。一方誰しも小規模な

濃縮施設や再処理施設の不必要な増加を望んでは

いません。多国間燃料サイクル・センターを含む，

多くの解決策が提示されてきましたが，残念な：が

ら今までのところ政治的な支持が得られていませ

ん。解決策は，「拒否の政策」の中にないことは

確かです。それどころか，我々が見てきたように，

事態は我々の求めているものとは正反対の：方向に

到達しようとしているかのようであり，一つある

いはそれ以上の国際的な独立した大規模な燃料サ

イクルの代わりに各国に散在する小さな国内的燃

料サイクルの確立に拍車をかけているかのようで

す。我々は国際的レベルと同様に地域レベルで解

決策を求めねばなりません。そして現在数多くの

原子力計画が拡大している極東地域では，地域別

燃料サイクルの協力の可能性がさらに研究される

ことになるでしょう。

　原子力発電の開発とそれに関連した活動が，

1981年～1990年まで今まで見てきたよう
なパターンに従っていくと予想しますと，国際原

子力機関は当機関が設立された1957年とはま
ったく異った環境に対してどのように対処してい

ったら良いのでしょうか。

　原子力に対する環境の変化は，数多くの原子力

委員会が一般的エネルギー問題を含むために拡張

されたという事実からも明らかです。

　最初にいくつかの基本的な事実を思い出してみ

ましょう。現在当機関は110の加盟国を抱えて

います。現在研究用原子炉は45ケ国に存在しま

す。また，原子力発電所は22ク国に存在します

が，これは80年代の終わりには恐らく25ケ国
になるでしょう。

　当機関は原子炉を所有しない加盟国にとっても

有益なものでなければなりませんので，放射線と

アイソトープ利用を推進する活動は，アイソトー

プ技術が現在ではほとんどの科学分野で日常的に

利用されているという事実にもかかわらず，継続
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していく必要があります。その中でも特に重要な

のは，診断と治療の両方の目的のための勤学への

応用および農業，水理学への適用です。前事務局

次長であった垣花教授によって熱心に進められ，

田本政府当局によって支持されている地域協力協

定（RCA）は当機関の技術援助計画における効果

的な手段として役立つでしょう。

　1980年代のもう一つの当機関の重要な活動
は保障借置であり，このことについてはすでに，

供給保証について述べた時に触れました。

　保障借置の目的は，相当量の核物質が原子力平

利利用から核兵器や核爆発装置の製造，あるいは

他の不明の目的に転用されるのを的確に発見し，

そのような転用を早期発見というリスクで阻止す

ることです。そして当機関と各国との間に結ばれ

たNPTがこの保障措置の目的を満たしているこ
とを想起すべきでしょう。

　これは言うのはやさしいことですが，査察部署

が行う評価のためなどに，保障借馬方法および査

察計画の実行可能な最終的な目標量が決められな

ければなりません。

　1980年代後半には，大型のバルク施設，即
ち成型加工，再処理，濃縮施設の各々に対する査

察目標が明確にされジ保障借料下に置かれるよう

になるでしょう。そのうえ，すでにこれらの新し

い方法で進められている作業が現在適用されてい

る目標を再吟味することにつながるかもしれませ
ん。

　ここで非常に重要な要素として異なった各種の

原子力施設における，保障措置を適用した設計が

挙げられます。これらの設計は，ヨーロソバ共同

体（EC）委員会および27力国によって調印さ
れた，核物質防護条約に特記された安全条件にも

合致するものです。

　1970年にNPTが発効して以来，今日無尽置
の分野では目ざましい発展がありました。当機関

における保障措置活動は，その予算が1970年

の100万ドルから1981年には2，500万ドル
に増えていることからも理解されますように，非

常に：活発になりました。　さらに例えば組織泊勺な制

度の変化や複雑な装置の利用により，査察員の能

力も高まりました。最後に複雑な国内計量管理システ

ムと保障描置システムが設立されたことも忘れては

なりません◎これらすべてが確実に保障借置の成

熟を招くものとなるのです。

　1980年代中頃には，保障措置部門の仕事量
が保障措置がなされるべき施設数の緩慢な増加に

追いつけなくなるでしょう。私の個人的な考えで

は，1980年代には新しい動きとして加盟国が
獲得した経験に照らし，例えば個々の原子炉の燃

料要奏に対しての保障措置：ではなく，保障措置を

集中させうる国際的国内的燃料サイクル・センタ

ーを設立するような，将来における保障措置の適

用についての基礎的な研究を行うことに興味を示

すようになると思います。

　さて，国内的な予測と計画という形で，IAEA

の有効な資料に基づき，私は実際の原子力の状況

についてのスライドにより，スタートしたばかり

のこの80年代に原子力分野で予想されることを

示そうとしてきました。

　原子力開発に関する現状について私の個人的見

解を示すことにより，講演を締め括りたいと思い

ます。心の中に覚えておかねばならない2，3の

事柄があります。例えば，原子力を受け入れたが

らない相当の政治的影響力をもつうるさい少数意

見があります。それらの意見は石油の封鎖によっ

てひき起こされるエネルギー一不足に直面したり，

エネルギーに関連した財政上の負担が大幅に国全

体の経済，社会生活，人々の生活水準などに影響

をおよぼすなど，誰も望んでいないことが起っ

た場合は原子力賛成派になるでしょう。また，も

し原一子カプラントに事故が起こると，これらの事

故が原子力特有の部分に起きたかどうかにかかわ

らず，…層原子力反対派になるでしょう。ゆえに，

原子カプラソトにおける事故と，同じような複雑

さをもつ他の技術活動における事故との不当な比

較がなされないよう，報道媒体による客観的な報

告を確保するためにあらゆる努力がなされなけれ

ばなりません。

　熱中性子炉は，石油時代に比較できる時間的規

模で，世界のエネルギー供給へ当堅の貢献をする

だけであることを想い起こしてみて下さい。長期

的な貢献を求めるには高速中性子炉システム，す

なわち増殖炉の開発につなげて行くべきことは容

易に推測されます。換秘すれば，それは石炭のよ

うな長期にわたりうるものであり，他の問題も係

わってくるとは言え，環境汚染は石炭より少いの

です。しかし残念なことに，技術開発の進展の度

合いは政治家の将来の計画の中には考慮されてい

ません。
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　これらの様々な周囲の状況を考慮した上で，私

は今後10年の間に世界の電力供給における原子

力の分担はゆっくりと，しかし着実に増え，しか

も最終的には今世紀の終わりには商業用増殖炉も

稼働するであろうという確信を持つに至りました。

　このことを述べて，私の講演のための時間も過

ぎましたので，皆様のご清聴を感謝し，終わるこ

とに致します。
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畿ネル増田とアメリカの世界戦略

アメリカ・ジ駄一ジタウン大！学

戦略国際問題研究センター余蔑

　D．アブシャイア

A、

盛溢　　　’
要請され該したが，私自身は新政権のメンバーに

なることは選択しませんでした。というのは，私

には私のセンターの計画があったからです。従っ
イ，レーガン政権に近い存在として，レーガン政

権の考えていることを述べることはできませんが，

私の目で見たアメリカの新しい動きや新しいムー

ドといったものを訟話ししたいと思い陣す0

　1980年にロナルド・レーガン氏が大統領に選

出されたことは，アメリカにお・ける新しいムード

の台頭をあらわしていると思います○つまり，ア

メリカの経済に活気を取り戻し、合衆国の目標を

積極的に追求しようという機運が高まっています○

私はこのアメリカの新しい機運と、それがアメリ

カのエネルギー政策や外交政策へどのように影響

するかについて述べたいと思います。先ほど申し

上げた通り，私はレーガン政権としての意見を述

べるのではなく，私個人の意見を述べたいと思っ

ています。しかし，この場を借りてレーガン政権

の全般的な方向についての私見を伝えることがで

きれば幸いだと思っていますQ

　国内的にはレーガン政権の基本方針は，生産性

の向上によってインフレと失業を克服することで

あり，これが経済の繁栄と成長の基礎であると考

えていますQ新政権の政策の要は，民間部門や
消費者への政府支出並びに規制の行き過ぎを是正

することにあり蓬す。アメリカではかなり長：い間

連邦政府が国内市場や国際市場の相場の動きに無

理に抵抗をして，市場での需要の再調整を最小限

にするような政策を採用してきました。このよう

な政策は短期的な安定策にはなったものの，長期

　本日私は個入としての意見

を申し．上げたいと思い蜜す。

カーター政権からレーーガン政

権への移行期において，大統

領に当選したレーガン氏より

合衆国の国家安全保障関係の

11の省庁を監督するように

的には有害なものとなり蜜した。これを一一夜のう

ちに変えることはできませんが，アメリカの新政

権はこのパターンを変えようという決意を固めて

い蚕す○このような政策は当初は痛みを伴います

が，将来の経済の繁栄への道につながることは疑

いがあり論せん○市場の動向を長期にわたって無

視することは，長期的な弊害を引き起こします。

　エネルギ…分野での方向がレーガン新政権が採

ろうとしている新しい方向を明確に示唆している

と思い聾す。最初の政務の一一一環として，レーガン

大統領はすぐさま国内の石油価格の統制を解除する大

統領命令書に署名しましたQこの署名をもって海

外石油依存を高めた長期間にわたる石油価格統制

に終止符を打ったわけです。

　この石油価格統制はアメリカの輸入原油への依

存を強める結果になってい蜜したが，この解除に

よって国内石油の生産が商業ベースで採算がとれ

るようになることが期待されて早り，この政策に

よる新しい動きがすでに表われてきています。

　またレーガン政権は，天然ガス価格の統制解除

をも実施するのではないかと言われていますが，

これには新しい法律の制定と議会の協力が必要で

しょう。新エネルギー政策の重鎮であるジェーム

ズ。ワット新内務省長官は，アメリカのエネルギ

ー資源の積極的な開発を促進するための国土多

角的利用政策の推進者として広く知られています。

　レーガン新政権が財政削減を唱えているにもか

かわらず，原子力の連邦予算は今後とも増えてい

くでしょう。エドワーズエネルギ…省長官は原

子力開発についての個人的見解として「私は原子

力を強力に支持しているdと述べています。また

彼は，「今後30～40年は原子力に代わり得るエ

ネルギー源はない」と明確に述べて澄り，さらに

「原子力に対してノーと言うことは，20年後に

労働年齢に達する3，000万入のアメリカ人に対

して背を向けることになる。」と強調しています○

　困難は予想されるものの，エネルギ…省長官は
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政府に対して次のような要請をしています。

1）運転認可待ちとなっている原子力発電所への

許認可の遅れに対し政府は前向きに対処し，建設

中のものについては完成を急ぐべきである0

2）クリンチ・リバー：増殖炉実証プロジェクトを

再度積極的に促進する。

3）使用済み燃料の商業再処理計画の再開0

4）廃棄物処分計画をできるだけ早く実施に移す。

　このような姿勢の転換は遅すぎたくらいです。

アメリカの原子力計画は，この10年間の政治的

緊張の高まりによって犠牲にされてきた嫌いがあ

り，そのためにアメリカの原子力計画は麻痺状態

に瀕しているという声が高まってい綾す。この難

問を解決する一助として，私の戦略国際問題研究

センターでは新しい国家原子力政策プロジェクト

を推進しております。このプロジェクトでは，環

境論者や産業界の反対グループも対話の中に入れ

そ，合意形成しやすい原子力政策の枠組みを作る

ための共通の場を見つけようとしています。この

プロジェクトは，合意に達し，結論を出すまでには

時間がかかるかもしれませんが，私の当センター

の試みがアメリカの政策上の困難な問題の解決に

役立ち，国内エネルギー供給を強め，海外諸国と

の協力を推進することになるよう願っています○

　約4年前に私どものセンタ｝でこのようなプロ

ジェクトを石炭の分野で行いました。環境的に受

け入れられ得る石炭利用はどのようなものである

かを考えるために，環境保護団体および産業界か

ら80名の方々に参加して戴きました。その結果

200以上の結論が引き出され玄したQ　このプロ

ジェクトで出てきた結論が石炭分野のいくつかの

規制や法律の改正に役立ってお・り寮すQ同様な方

法が他のエネルギー分野に聡いても成功すること

を我々は望んでいます。

　レーガン新政権は，アメリカ経済の生産力や企

業の活力を取り戻すために動き出して診り，また

輸入エネルギーへの依存度を最小にし，世界のエ

ネルギー市場における圧力を緩めようとしてい課

すQ前政権とは対照的に，規制にはあまり走らず，

価格メカニズムによって省エネルギーを進めてい

くでしょう。一般的に，新エネルギーに関して政

府の果たすべき役割は，リスクが高くとも，将来

大きな利益を伴う研究開発プロジェクトを推進す

ることであって，新しい技術の商業化に助成金を

出すことではありません○

　レーガン新政権は思い切った方法を講じてはい

寮すが，まだこれは初期段階に過ぎないことを覚

えていて戴きたいと思いますQ立法の改正は系統

立てて、制定される必要があり，官僚機構は再編

成，合理化，能率化する必要があります。また簡

潔なものに改正する必要があります。要するに，

新しい機構と新しい法律が，アメリカに齢ける新

しい見方を反映した形になる蜜でには多くの障害

を乗り越えなければなりません。また，新しいエ

ネルギー・プロジェクトの開発，それを支えるの

に：必要な産業基盤，一般消費者の新しいパターン

を築くには長いリード・タイムが必要です。この

ようなことが実現すれば，アメリカは原油や石油

製品の輸入量を現在のレベルから大幅に引き下げ

ることが可能でしょうが，レーガン政権任期中に

は実現しそうにありすせん。しかしながら，長期

的には新しい政策が軌道に乗ることにより大きな

効果を生むことができます。

　しかし，アメリカのエネルギー問題はアメリカ

経済にのみ係わるものではありませんQアメリカ

のエネルギー政策は世界経済に往々にして大きな

：影響を与えるものです。例えば原子力産：業に澄い

て，最近のアメリカの動きが日本に大きな影響を

与えたことは事実です。

　原子力の開発については各国とも大きな関心を

持っていますが，日本はその中でも経済成長の維

持のため原子力の供給量を増やさなければならな

い逼迫したニーズを持っています。また日本にと

って原子力は，不確定な石抽供給に対して，エネ

ルギーの安全保証を図っていく上での重要な政策

の一環であることも明らかです。

　このような状況にもかかわらず，最近日米間の

原子力協力関係が一部乱されてきていることは残

念なことですQ将来にわたるアメリカの濃縮ウラ

ン供給の不確実性，齢よび日本が予定しているヨ

ーロッパと日本の施設での使用済み燃料の再処理

について，アメリカが疑問を投げかけているとい

うことは，日本の原子力産業の成長を困難なもの

にしてきました。このような不幸な結果は，もち

ろん日本に対してアメリカが不安を抱いているこ

とによるものではなく，むしろ核不拡散に対する

アメリカの関心の深さを示すものです。レーガン

政権はこの問題について政策上でのバランスと一

貫性を模索していくものと思います。
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　私のセンターで行った政策研究では，最近の原

子力協力に駈ける2国間の無題は解決されるであ

ろうという結果が出ています。この研究は，スム

ーズな国際協力とアメリカの原子力計画の秩序正

しい発展を図るため保障措置の講じられた原子力

設備や取引に関し，国際的な信頼を高めることを

勧告することになるでしょう。

　増殖炉の利用と，使用済み核燃料からウランと

プルトニウムを回収し，新しい核燃料としてリサ

イクルすることは先進工業諸国で今世紀末には必

要になるでしょう。このような転換期に向けてタ

イミングよく準備を進めていくためには、現在，

そして近い将来に必要な手段を講じていかなけれ

ばなりません6私は個人的にはアメリカは原子力

供給者として協力的なパートナーであるという信

頼を高め，また回復していかなければならないと

思って填ります。アメリカは原子力技術の開発と，

関連する国際機関での指導性とを回復する責任が

ありますQまた，核不拡散の目標が妥協されない

ように注意を払う必要がありますQしかし緊密な

2国間協議とアメリカの敏感な対応によって，私

は，核不拡散のための国際的な管理を維持しなが

らも，日本の将来のエネノレギーの要である原子

力の開発を妨げないようにする方法が見つかると

確信しています。

　この同じ協力と相互理解の精神で，アメリガが

アラスカの石油をもっと効果的に活用するような

取り決めができると期待しています。もしアラス

カの石油が世界市場で販売されるか他の石油と交

換されれば，かなりの輸送経費の節約につながり

書す。アメリカ国内でのこの間題の政治的な障害

は，この貿易のメリットがアメリカの国民や議会

に理解されれば解消されます。アメリカー般国民

はこの面では按だまだ教育をしていく必要がある

と思いますQ

　このような重要な経済的な影響があるものの，

エネルギー問題を経済問題としてだけ見るのは誤

っていると思います。これは重要な地政学的な問

題でもありますQエネルギーは国家の勢力の重要

な構成要素であり，将来には代替エネルギ・一膝が

開発されるとしても，当面は現存のエネルギー源

に頼っていかなければなりまん。そういう意味で，

ペルシャ湾での出来事はこの地域から75％の石

油を輸入しててる日本にとっても，OECD諸国に

とっても，アメリカにとっても大変重要な問題で

す○この地域の重要性に鑑み，アメリカは敵対国

の軍事的脅威からペルシャ湾を守ることを言明し

ています○

　皆様の感じている疑問は，西側諸国の利権を守

るため，ペルシャ糊地：域でアメリカの力をどのよ

うにして投入するのかということでしょう。私の

センターで開催した最近の会議では，緊急発進部

隊を改善して，アメリカのペルシャ湾防衛能力を

増強することが強調されました○この会議の勧告

は次のようなものです0

1）ペルシャ湾に澄ける緊急発進部隊は，部隊を

ペルシャ湾に派遣した後は早目に：その戦闘能力を

増強させるととがポイントである0

2）海上に待機中の補給部隊は，必要時には緊急

発進部隊の兵姑として支援をすることが必要であ

る0

3）命令系統は合理化し，より効果的な，団結し

た戦闘部隊を作るべきである。

4）軍事介入力を増強し，部隊がどのような場面

でも活躍できるように：するべきである0

5）持久戦に対する能力をより高めるべきである。

　さらにつけ加えるならば，インド洋に集結して

いる艦隊や緊急発進部隊の目的にとって，戦闘は

勿論2次的なものに過ぎません。第1の目的はジ

この地域に部隊が存在することにより安定と平和

を保つという外交的な役割です。ですから，この

部隊の使命はその武力を使わずして全うされるも

のと私は思って澄ります。そのためにもこの力は

増強されなくてはな亘ません。もちろんアメリカ

のペルシャ湾防衛を緊急発進部隊だけに頼るわけ

にはいきません。他に多くの要素を考慮する必要

がありますQ最近統合参謀本部議長は新しい地球

規模の戦略について次のように：述べています。

「我々は攻撃を受けたときにだけ危機に対応する

のではなく，利益のため，いつでも，どこでもど

のようにでも対処できる能力を保有しなければな

らない。」議長は，このことをペルシャ湾での侵

略に対するアメリカの反撃にのみ限っているわけ

ではないことを指摘しています。ペルシャ湾以外

にもソ連やその同盟国がその勢力を伸ばしている

地域，攻撃を受けやすい地域，勢力均衡がアメリ

カにとって好ましい地域などがあります。例えば

キューバはソ連からは地理的に遠い国ですが，ア

フリカに伺万という軍隊を侵攻させるという危険

な拡張策を採っています。キューバ人が自由に出

一24一



国できることになった直後の24時間内に，1万

入のキゴーバ人がハバナのアメリカ大使館に押し

寄せたことが最近ありましたが，このことはカス

トロ政権が国内に細いて脆弱化していることを示

しています。

　また，ソ連の海軍力はアメリカの海軍力に比べ

て劣っていると言えます。つまり，我々が時間的

にも場所的にも報復する能力を持ち，権利を保持

することは，ソ連のペルシャ湾介入に澄ける軍事

活動のコストを増加させることになり配す。その

上に今後数年の間に，我々は，直面している大規

模なペルシャ湾地域侵略に対して軍事的に有利な

状態を作るための様々な改善策を実施するでしょ
う。

　国防費の380億ドルの増額要求がレ誌ガン政

権により議会に提案されてい談ず0380億ドルと

いう予算増は主に従来の軍事力を増強しインド洋

での使命，ヨーロッパに対する責任，太平洋地域

に対する責任をアメリカが全うするために使われ

ることになって澄ります。

　インド洋地域に対し，より大きな力を及ぼすた

めには，アメリカは当該地域の政治上の微妙な点

を考慮に入れなければなりません。多くのペルシ

ャ湾諸国では，アメリカの艦隊の存在によって自

国がソ連の直接的，間．接的の標的になるのではな

いかと恐れていますQ湾岸諸国に不当な政治的介

入をせず，これら諸国の合法的な安全保証のニー

ズを満たすためには，これらの問題に短期間のうち

にうまく対処しなくてはなりません。しかし，長

期的にはこのような状況は，アメリカや西側諸国

の力の増強と，その力をより一貫した，持続的な

方向に使うことにより改善することができること

を認識する必要があります。多くのペルシャ湾諸

国は，ソ連の力と強力な軍事力の脅威に対抗する

に必要なアメリカの援助と協力を受け入れること

にご二の足を踏んでいますし，アメリカの力とその

持続性にも不安を持っています。新政権にはこの

ような心配はいりませんし，政策がジグザグにな

ることもあり凌せん。この基本的な問題が解決さ

れない限り，目下その方向に向かって進みつつあ

りますが，アメリカの極めて敏感で，手際の良い

外交手腕も，ペルシャ湾に澄ける西側の安全保障

の問題解決には役立たないでしょう。

　また同時にアメリカは，アラブ・イスラエルの

対立の平和的な解決に努力をしてきてい蚕す。イ

スラエルの国家安全保障が充分に図られるととも

に，パレスチナ人の問題についても公平な解決を

模索しなければなりません。ペルシャ湾地域に齢

ける問題の政治的外交的な解決策を見出すことは

この地域に齢ける外部からの侵略に備えるための

軍事力の配備と同様に重要なものです。ペルシャ

湾岸諸国は伝統社会から近代社会へと急速な変化

を遂げております。この難しい過渡期にあるこ

れら諸国に対し，細かい配慮をすべきであり，

この地域の政治的安定を図るために策を尽くすべ

きだと思い煩す。サウジアラビアからF15機の

増強要請があり，アメリカ政府はそれを配備する

ということがサウジアラビアの国にとって大変：重

要なことであることを認識し楼した。したがって

この要請はレーガン新政権によって好意的に対処

されることになるでしょう。もう一つの，地政学

的に重要なエネルギーでの問題は，ソ連との貿易

問題，特にソ連のエネルギー資源の開発への西側

諸国の対応です。ソ連は膨大なエネルギー資源を

有していますが，それを開発する技術や資本が充

分にあり嘱せん。西側はこの欠けている部分を提

供するとともにソ連にエネルギー市場も提供でき

ます。ソ連のエネルギー資源開発を援助すること

は経済的な利益につながりますが，非常に重大な

政治的なリスクがあることも忘れてはなりません。

　ここ30年間のソ連の政策は，ヨーロッパと日

本をアメリカから引きはなし，西側の結束を崩す

ことに向けられてきました。アメリカは自国の軍

事力と，ヨーロッパ，日本への安全保障によって

ソ連の軍事目標を阻んできましたQ我々の安全保

障の信頼性を確保してゆくために，軍事力の増強

が必要であることは事実です。しかし，西側同盟

諸国に対する手近な脅威は，軍事的な脆弱性より

も経済的な脆弱性から生まれてくる恐れがあり蓬
す。

　ペルシャ湾の状態が悪化すれば，ソ連が西側諸

国にかなりの軍事的政治的な圧力をかけ得る立場

に立つことは明らかです。ソ連の資源への過度の

依存はペルシャ湾からの資源導入を中止するのと

同じくらいの危険に匹敵するものがあります。も

しソ連が西側の：重要な原材料の供給者になったと

すると，ソ連は西側から微妙に少しずつ抵抗し難

い形で，またはそれと気づかない形で政治的な譲

歩を克ち得ていくようになるでしょう。西側諸国

がソ連に過度に依存すると政治的圧力は無制限に
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なってしまい，これらの圧力に抵抗することも極

めて難しくなるでしょう。

　このような理由から，私は西側諸国はソ連の資

源への依存度を増したり，ソ連の技術開発に協力

したりすることは慎重に考える必要があると思い

ます。ソ連の共産党指導部は，少なくとも最近の

15年間，国の経済を戦争のための準備としか思

えないような形で運営してきましたQ

　ソ連の軍備支出はGNPの12％～18％に及ん
で齢り，アメリカは5％～6％，日本に至っては

玉％以下ですQソ連と我々の差額は少なく見ても

50％，年間1，000億ドルにも達します。そして

その軍備支出を減らす徴候は全く見られません。

逆に，ソ連はむしろ軍備支出を増やしています。

そしてGNPとの割合も増えているようです。

　このような長期の政策が市民や産業主体に経済

混乱を生じさせていますQもしソ連が最新の軍事

技術を持っていながら、資金と技術の不足のため

エネルギー資源を開発することができないのであ

れば，その時はソ連自身が今までの軍備拡張によ

る影響を認識させられるでしょうQもし金側諸国

がソ連の苦境を助けるならば，ソ連は従来の予算

の割り振り傾向を変えることはしないでしょう。

彼らはもし資源で切羽詰黙れば，軍事的な支出か

ら経済的な方面への：支出の振り変えを行うでしょ

う。このような転換を奨励することが西側諸国の

利益につながることであり，ソ連がそのような転

換をしなくても済むような援助を西側諸国が行う

ことは、自らの利益につながりません。

　何が望ましいかを語るのは簡単ですが，考えを

実行する具体的なステップを踏み始めれば困難な

問題：が持ち⊥がってきますQ

　世界を見ますと，自由主義工業国への脅威は前

よりも増大していますQわれわれの問題は簡単に

安価に：解決できるものではありません。西側諸国

の固い結束がないと解決できないでしょう。

　我々は直面している問題の解決がいかに困難で

あるかを過小評価してはなりません○しかし我々

が今この問題を解決しょうとしなければ，さらに

大きな危険にさらされることになるでしょう。現

在アメリカでは問題は解決ができる，我々の挑戦

は成就する，アメリカと西側の利益は積極的に守

るべきである，外部の圧力は強固な抵抗で跳ね返

さなくてはならない，との新しいムードが生まれ

てきています。

　西側の力が危険な状態に落ち込んだ新しい時代

に入るに当たり，アメリカは同盟国との友好関係

を重視して，西側諸国の脆弱性を打ち消すようにし

て行かなければなりませんQ友好国にも敵対国に

もアメリカの好みを押しつけることのできた時代

へ時計の針を戻すことはできません。世界の力の

分布の変化は，同盟国や敵対国との関係にも洞察

力と技巧と繊細さが必要なことを示してい遇す。

　西側諸国は直面している問題に団結して対応し

なくてはなり蜜せんQエネルギー問題，国家安全

保障問題，共産諸国との通商政策，その他西側に

共通する数々の問題について，共通の利益を守る

ために緊密に協力していかなければなりませんQ

　協力関係とはレーガン大統領とヘイグ国務長官

が繰り返し雷っているように，相互理解ばかりで

なく，公正な責任分担をも意味しているのですQ

日本との緊密な関係は，両国の基本的な利益と目

標の達成のために不可欠です。我々は協力の精神

でともに歩んでこそ挑戦を受けて立ち友好関係に

基づく力を発揮することができるのです。

ボ∴ラ
　松井議長　エクルンドさ

んは原子力発電を初めとす

る核燃料サイクルに関する

種々の予測を試みられ寮し
た。

　また中小型の原子炉に関

しては，この種の原子炉を’

必要とする国に市場を見出すことができること，

さらには地域暖房用としてこれまでは市場性が低

いとされていた地域にも進出が可能となることを

指摘されるなど，核熱利用の新たな可能性を示唆

されて懸ります。

　安金性につきましては，昨年の秋のIAEAス
トックホルム会議で，リスクは許容範囲にあり，

安全性に関する考え方を変える必要がないことが

確認されたとエクルンドさんが述べて細りますよ

うに，最近安全性に関する信頼が高蓬っているこ

とは誠に喜ばしいことと存じます。

　またIAEAでは1982年に「原子力発電の
30年」と題する国際会議を企画され，1983
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年には原子力平和利用に蛤ける国際協力の推進に

関して，さらに同じ年には放射性廃棄物管理に関

しての国際会議を企画されているとのことであり，

これらの会議の成果を大い期待したいと思います。

核不拡散と原子力の平和利用という二つの大きな

任務を有するIAEAの番人としてのエクルンドさ

んの抱負を承り，深い感銘を覚えた次第でありま

す。

　アブシャイアさんは，レーガン新政権では国家

安全保障政策部門のリーダーとして活躍して齢ら

れるだけに，今圓の講演でもエネルギーは国力の

決定的要素であるとの認識の上に立って，政治的

な国際戦略の観点からエネルギーを捉える必要が

あると指摘され，こういう見方に立って国際情勢

を分析評価されました。

　私個人のことを申し上げて甚だ申しわけあり蜜

せんが，国連の軍縮諮問委員会に’参加している者

の・一人として，こういう論話を承りまして厳しい

国際情勢の現状を理解する上に誠に参考になった

次第です。

　またアブシャイアさんはアメリカの国内情勢に

つきましても，国艮との対話が必要であるという

ことを強調され噛した。これはわが国でも同様で

すが，環境論老などとも対話をしていく必要があ

ります。

　ご自分が4年前に石炭の問題についても同じよ

うな努力をされ，200以上にわたる分野につい
て細かい分析を行って，一つの方法論を作られま

した。その同じような：方法論を原子力の分野でも

作りたいというような澄話がございましたが，こ

れまた非常に参考になったと感じます。

　今後レ・一ガン政権は核不拡散と原子力の平和利

用，この両方の要素を最大限に生かす，バランス

のとれた一貫性のある政策を展開するだろうと述

べられました。さらに，先進工業国にとって高速

増殖炉や再処理の必要についても言及されて齢ら

れます。また，発展途上国や国際機関などに澄い

て，アメリカはリーダーシップを発揮する必要が

ある，責任があるとし，そのために日本を初めと

する同盟諸国との協力が特に必要であると指摘さ

れ，今後エネルギー問題の協議を日米間の総合的

な関係の中で緊密に行って行く必要がある，と述

べて齢られ咳す。我々と致しましても協調の精神

で日米協力に当たっていきたいと存じます。
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〔S．エクルンド氏スライド〕

主要国グループ別全発電容量および原子力発電容量：の予測
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〔S。エクルンド氏スライド〕

主要国グループによる全発電の推測と原子力の比率
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スライド〕

8年以上運転中の原子炉の年数分類
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〔S。エクルンド氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　198⑪年中の原子力発電所の発注と延期
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〕ドイラス氏ドンルクエS〔
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〔S。エクルドン氏スライド〕
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　　　　　　　　　　　予測される最大のウラン生産能力
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〔S。エクルンド氏スライド〕

アイソトープ濃縮プラント容量

CAPACiTIES　OF　ISO丁OPIC　ENRICHM駈N↑PLAN了S

1980 1985

NUM8鉦R　OF
bOUNTRIES

NUMB匠ROF
oLAN了S
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106SWU
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燃料製造プラント容量（軽水炉対象）
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〔S．エクルンド氏スライド〕
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　軽水炉使用済み燃料の発生と貯蔵能力（西山2⑪00年までの予測）
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セッション1「エネルギーの安全保障と原子：カ」

議　　　長　　若　林　　　彊　氏　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北電力㈱社長）

・日本に論けるエネルギーの安金保障

　　　　　　　　　　　　　　　　　（電気事i業連合会会長東京電力㈱社長）
　　　　　　　平　岩　外　四　氏

・フランスの原子力産業の展望

　　　　　　　G．ノ・ン両工祇　　　　　　　　　　　　　　　　　（フランス原子力庁産業応用局長）

・フィリピンのエネルギー事情と原子力開発

　　　　　　　Z。バルトロメ氏　　　　　　　　　　　　　　　　　（：7イリビン原子力委員会委員長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（旭化成工業㈱社長）議　　　長　　宮．崎　　　輝　氏

・ブラジルに齢けるエネルギー問題と原子力の役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ブラジル原子力委員会委員長）　　　　　　　H．カルバリョ氏

・韓国に澄ける原子力発電の役割

　　　　　　　Y・リ　　　ム．氏　　　　　　　　　　　　　　　　　（韓国原子力委員会常任委員）

・アメリカのエネルギー政策と原子力開発

　　　　　　　S．ロ＿ゼン　氏　　　　　　　　　　　　　　　　　（アメリカエネルギー省国際原子力計画部長）



臼本におけるエネルギーの安全保障

東京燈力株式会社
社　長

　平　岩　外　四

　本日は，日本のエネルギー

安全保障について齢話しする

わけですが，私は次の4つの

視点から齢話し申し上げたい

と思います。

　第1は，「日本のエネルギ

ー利用の現状はどうなってい

るか」，第2は，「世界のエネルギー一情勢の変化

と日本の立場」，第3は，「今後の日本のエネル

ギー安全保障をどのように考えるか」，第4は，

「その具体約展開としての日本のエネルギー安全

保障政策の基本方向」という4点につきお話し申

し上げ，最後に結びとして「日本のエネルギー安

全保障に澄ける原子力の役割」という点に言及し

たいと考えて回ります。

循．闘本におけるエネルギー利用の現状

　まず第1の「日本に澄けるエネルギー利用の現

状」について申し上げますと，わが国はエネルギ

ー資源の面に論いて，海外依存度が非常に高いと

いう点が大きな特徴です。

　しかしながら，これはひとりエネルギー資源の

みでなく，主要な資源に於いてもわが国は他の欧

米諸国に比して，海外依存度が高いという特徴を

もっています。

　石油を初めとするエネルギーの対外依存度は，

昭和53年の数字で申し上げますと，日本は約90

％，これに対して，アメリカ・イギリスは約20

％，西ドイツは60％弱，フランスは約80％と

いうごとで，他の国々に比して，日本の対外依存

度は極めて高いわけです。また，鉄鉱石，アルミ

ニウム，ニッケル，羊毛，綿花といった資源につ

いても，ほとんど100％を海外に依存していま

す。このように主要資源の対外依存度が諸外国に

比して非常に高いという点で，日本は世界の資源

供給国との関係を常に重視し，良好な関係の維持

に努めなければならない立場に置かれています。

　世界の資源貿易に澄ける日本の比重が年々増大

する方向にある中で，日本としてはこれらの主要

資源を海上輸送ルートを通じて安定かつ経済性を

もって確保していくということが，大きな国家的

課題であり，また最大の関心事であると言わねば

なりません。

　従って，こうしたエネルギー資源を初めとする

主要資源の安定，低廉な調達について，その将来

の推移がどうなるかということは，国の将来を決

する重要な意味をもっていますので，わが国とし

ての今後のあり方を考える上で，このような資源

の円滑な調達を基本とした，経済のあるいは資源

の安全保障という問題に対して，真剣に目を向け

ていかねばならないわけです。

　今日まで，こうした問題が極端な形では表面化

せず，わが国が順調に経済発展を遂げて来ること

ができた大きな要因としては，第1に，世界平和

が維持されてきたという点が，まず挙げられます。

　第2に，エネルギー資源を初めとする主要資源

の自由なマーケットが形成されていたこと，第3

にはこれまでは世界の資源貿易の中で占める日本

のウェイトが比較的小さかったことも重要でしょ
う。

　これらの諸点が作用した結果として日本の経済

発展，国民生活の向上に不可欠な資源の安定確保

が保障され，果たされてきたということが一言える

わけです。

　しかしながら，世界のエネルギー情勢は，この

十年来，大きく変化を遂げてまいりました。

2。世界のエネルギー情勢の変化と田本の立場

　そこで，第2の視点であります世界のエネルギ

ー情勢の変化と日本の立場について申し上げたい

と思います。

　1973年の第1次石油ショック以来，エネル
ギーを申心とする世界的な情勢変化が，改めて資

源問題の深刻さを強く印象づけることになりました。
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　とりわけ，この面に澄いて重要な点として，ま

ず国際政治情勢に鉛ける多極化，不安定化の進展

ということが取り一上げられなければならないと層、

います。

　かつて，エネルギー資源面において充分な自給

体制を誇ったアメリカが海外からの石油を中心と

するエネルギー資源に大きく依存せざるを得ない

状況になったことが，世界の石油需給を非常に緊

張させる大きな要因の一つになったということが

言えます。

　また同時に，産油国，とりわけ中東産：油国に置

ける不安定な政治状況，並びに局地的な紛争の発

生という事態を見るに至りまして，近年の石油を

中心とする資源供給の不安感というものが，一段

と増：大してきているのはご承知の通りです。

　また，現在，産油国の基本政策は，エネルギー

消費圏の要請に応えて増産：体制をとるということ

ではなくなって，それぞれの国内情勢を背景とし

た生産体制を竪持して，長期にわたる資源の温存，

その有効活用という方向をとろうとしてい籔す。

このことは，石油の供給という面に置いて，長期

的に世界の石油需給関係をタイトにしていく情勢

を作り出しています。従って，こうした時代背景

の下では，石油への依存を増大させていくことは

非常に困難であり，逆に，石油依存度を下げねば

ならない状況にある，と言わなげればなりません。

　第2に申し上げなければならないのは，国際的

なエネルギー需給の関係に澄いて，長期的な問題

が介在しているということです。世界のエネルギ

ー需要を人口とエネルギーの対比という点で見て

みますと，共産圏は入口がほぼ世界の3分の1，

エネルギー需要もほぼ3分の1という形で，人口

とエネルギー需要の比率は，バランスしてお・りま

す。

　一一方，自由主義国の実態を見ますと，西側先進

国は，人口では世界の5分の1を占めて澄ります

が，エネルギー需要では実に2分の1強を消費し

て則ります。これに対して，発展途上国は世界の

人口の約半分を占めて回りますが，エネルギー消

費に関しては，全体の10分の1に過ぎないとい
う現状に置かれています。

　こうしたエネルギー消費面にお・ける先進国と発

展途土国の闘のアンバランスが，エネルギー需給

を巡る国際間の緊張関係を発生させているものだ

と琶’えましょう。

　このような状況の下で，2000年までの世界
のエネルギー需要について考えますと，発展途上

国に澄げるエネルギー需要の伸びは先進工業国の

テンポをかなり上圓つた形で出て来ると思います。

その場合の世界のエネルギー需給は先進工業諸国

において，かなりのエネルギー節約が実現された

としても，相応の供給体制が確立されなければ，

供給不足がかなり発生せざるを得ないと思われ査

す。

　将来，発展途上国が先進コニニ業諸国との所得格差

を縮め，それに伴なうエネルギー需要の増大を充

足させていくということが，必然的な歴史の方向

であるとすると，これに伴なう供給体制はより一

層緊張した状態となり，日本にとっても厳しい環

境が予測されると言わざるを得ないわけです。

　第3に，今後の世界のエネルギー情勢について

考えていく上で重要なことは，石油を中心とする

資源供給国の国状という点です。先ほども申し述

べたように，OPEC諸国に融ける石油政策の’今

後の展開は，消費国にとって必ずしも期待される

ような方向には推移せず，産油国中心の石油政策

に進まざるを得ないということが，当然予想され

ます。

　一方，局地的な紛争が，今後も度々発生し，そ

れが世界の石油需給に大きな影響を与えていくと

いうことは，充分に予想してお・かなければなりま

せん。

　第4に，世界のエネルギー一需給にお・ける日本の

ウェイトが増大したことに伴ない，日本に対する

世界の期待が大きく変わってくるという点です。

一方に齢いて，日本のエネルギー二．市場としての評

価が高まる反面，他方に齢いては，日本のエネル

ギー供給体制が国際社会に大きな影響を持つもの

となるとともに，その動向が世界の需給関係を緊

張させる要因になっていくということが重大な問

題であると考えます。

　こうした日本を取り巻く世界のエネルギー情勢

の変化，そして同時に世界に診ける日本の地位の

変化というものが両々相挨って，日本の今後の安

全保障問題が出てくるわけです。

　日本の立場で考えた安全保障上の問題点を申し

述べますと，まず日本経済が，石油という資源需

給の面でも最も緊張度の高い資源に大きく依存せ

ざるを得ない脆弱な構造を有しているという点が

今後，大きな問題になってくるところだと考えら
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れます。

　第2に，海外からの資源供給に依存するという

点で，粍量”と蚊質”と璽篤価格”の3つの問題を

解決し，しかも安定的に確保するという観点から

すると，非常に長い海上輸送ルートが常に平和な

状態に維持されるということが，重要な問題にな

ってきます。海上輸送について若干申し添えます

と，現在日本が海外から石油を輸入するために産

油国との問を往復しているタンカーは1年聞で約

3，000隻にも達し，航行距離は往復約4，000万

kmで，これは地球を約1，000回も回る勘定に
なります。

　そういう意味で，日本の現行のエネルギー利用

体系が，非常に問題の多い需給体制になっている

と言わざるを得ないわけです。

3．日本のエネルギー安金保障をどのように考え

るか

　このように見てくると，次に，これからの日本

のエネルギー安全保障を，…体どう考えていった

らいいか，という最初に申し⊥げた第3の視点に

ついて申し上げることになるわけです。この点に

ついては，まず第1に，日本のエネルギー利用，

日本の経済発展が，世界平和に大きく依存してい

るということが挙げられます。

　従って，こうした世界平和が，常に維持される

ということが，日本のエネルギー安全保障の基盤

を確立する大前提であると，言わざるを得ないわ

けです。単純な軍事上の安全保障という視点での

国土防衛論のような発想では，真の意味での日本

の安全保障は確立できないわけで，世界平和を基

盤とする総合安全保障体制を確立する必要性があ

るということを，第1に申し上げねばならないと
思います。

　日本のエネルギー安全保障を考える一上での第2

は，世界のエネルギー情勢変化，そしてそれに伴

なう長期的な視点と，当面する短期的な視点とい

うものを，分けて考えていかねばならないという

ことです。

　基本としては，長期の視点に立った世界のエネ

ルギー需給関係が，常に均衡しうるような情勢を

つくり出していくということが，非常に大切だと

考えられます。

　これは，先進工業諸国が人口対比でみて，過大

なエネルギー消費の比重を占めているという状態

を，長期にわたって是正していかなければならな

いというごとです。

　それがすなわち，エネルギー分野に齢ける「南

北問題」の解決ということにつながっていくわけ

です。このためには南の発展途上国のエネルギー

需要をいかにして充足していくか，という問題を

解決していかなければならないのですが，これに

応える道は，先進工業諸国がエネルギーの節約を

進め，発展途上国の需要要請に応えるという関係

が，重要な要素になってくると思います。

　さらに，長期的には新しいエネルギー供給力を

培養し，増大させていくことによって，世界のエ

ネルギー需要を充足していこうとする長期エネル

ギー戦略構想を樹立し，その実現に世界の主要工

業国ともども，日本も協力していくということが

重要であろうと考えます。自らの努力によって，

自給比率の増大を図るということが，ひいては世

界のエネルギー需給関係を円滑に推進し，均衡あ

るものにしていくために役立つということになる

と考えています。そして，こうした努力こそが先

進工業諸国に課せられた責務であり，アメリカに

次いで自由世界第2のエネルギー消費国である日

本としては，今後ますますこうした努力を強めざ

るを得ないと考えられるわけです。

　そして同時に，発展途上国に卜いても，地域性

に立脚した新しい供給力を形成していくというこ

とを積極的に進めねばなら：ないと思います。この

ようなエネルギーを通じた経済協力関係の樹立を

南北問題解決への新しい道として進めていくこと

が重要ですが，そのためには資本と技術を発展途

上国に提供し，それらの国々に澄けるエネルギー

問題の解決に寄与することが必要だと考えます。

　こうした，日本を取り巻く世界的な視野でのエ

ネルギー需給改善の方策に，日本が大きく貢献を

していくことが，即，日本のエネルギー安全保障

の基盤を拡大し，強化させていくということに役

立つものです。また同時に，それが世界の平和に

寄与し，それを促進するということにも貢献する

わけです。

　このような意味で，日本のエネルギー安全保障

は，一国単位で考えるのではなく，他の国々との

つながりの中で確立していくことを目指すべきで

あると：考えます。

　これは，長期にわたる日本のエネルギー安全保

障体制を確立していく上で，基本となるものであ
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ろうと考えているわけです。

　一方，こうした長期かつ基本的な安全保障の追

求ということと併せて，当面する短期の問題への

対処ということも見逃してはならないと考えます。

それは，現在の世界情勢を考えます時に，妾面す

る事態の中での危機管理対策を樹立していかねば

ならないということです。これは，世界の主要諸

国が一致協力して，こうした危機発生を未然に防

止するとともに，危機が発生した場合に，国際協

力によって対処する制度，仕組みというものを強

化し，確立していくことが重要であると考えるわ

けです。

　また，それぞれの国に澄いても，自らの努力に

よって，危機管理の方策を確立して溢くことは幽

然に必要ですし，資源供給国を多様化し，危険の

分散を図る，あるいは輸送ルートの安定を図ると

いう資源政策の展開は，非常に重要なことです。

　さらに，それぞれの国々で現在採られている石

油備蓄の増強策についても，危機発生時に齢ける

初期のインパクトを緩和し，危機対応の時間を作

り出すという点に齢いて，これまた非常に重要な

意味を持ってくると考えています。この点につい

ては，世界の主要国が一致協力して，そうした制

度を国際的な共通目標として推進していこうとし

ていることは，非常に心強いことであると思って

い嘱す。

　この例として，1：EAを中心とする国際緊急ス

キームの形成があげられますが，エネルギー安全

保障に論ける各国の努力，集団安全保障制度の確

立という意味合いから，高く評価すべきものと考

えています。

　しかしながら，いずれにしても短期の対策とい

うものは，ショック緩和の1つの対処療法であり，

当面する混乱・紛争を最少限に止めるという性質

のものであって，基本的には，長期にわたる安全

保障体制の整備と充実ということに主眼を置いた

政策の推進を図っていくことが，より重要である

と考えています。

4．　鶴本の工塞ルギー安全保障政策の基本方向

　次に，最初に申し上げた第4の観点として日本

のエネルギー安全保障政策を具体的に，どのよう

に推進すべきか，その基本方向について，言及し

たいと、思います。

　日本のエネルギー安全保障政策を進める⊥での

基本の柱は，まず自由世界に澄ける第2のエネル

ギー消費国として，自らのエネルギ・一需要を，自

らのコントロール下にある資源によって，できる

だけ充足する，あるいは蜜た，相対的に自らの立

場に近い国々からの供給資源に依存をしで，需要

を充足していくという政策を進めることが必要で

あろうと思います。

　そういう意、味では，国内に澄ける水力資源の開

発，地熱資源の開発，あるいは，今後の新エネル

ギーの開発ということも，非常に重要な課題にな

ってきます。

　また，準国産資源である原子力に大きく依存す

る，さらに非常に供給先が多様化し，かつ供給国

の条件が安定している石炭資源に大きく依存をし

ていくということ等も：重要な政策選択の方向にな

ろうと考えるわけです。

　即ち，こうした安全保障を確立する⊥で中心と

なる資源として，満たすべき条件の第1は，量の

面で豊富でなければならないということです。第

2に，それ自体が経済的に確保しうるものでなけ

ればなりません。第3に，技術が確立していなけ

ればなりません。さらに第4に，環境面に齢ける

条件が満たされなければならないということです。

　そして，特に日本として大事な点である，輸送

一ヒの負担が少ないものでなければならないという

ことも見落としてはなりません。

　こういつた要件を満たし得る資源ということに

なってきますと，当面，その中心となる役割を果

たしうるものは，賊原子力”であり，煕石炭”と

いうことになってきます。石炭については，国際

的にも開発促進の方向が打ち出されていますが，

非常に長い海一上輸送ルートを通じて，国内に導入

しなければならないという性格をもっています。

　また，非常に過密な経済社会構造の中で，利用

を進めねばなりませんので，環境問題，社会問題

など，幾多の課題を解決していかねばならないと

言わざるを得ないわけです。

　特に海上輸送については，同一熱量のエネルギ

…を充分に，かつ経済的に確保していくというこ

とになりますと，今後かなりの船舶を建造し，充

当させていくことが必要になってくると思います。

そのための計画的な造船のような対応が，重要な

課題になってくると思います。

　淡た，産炭国との関係に澄いても，安定供給の

保障と同時に，引き取り保障というものが常に必
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要になってくるわけです。そのため，産炭労での

産：出から，日本での利用まで，一貫したロールチ

ェーン・ビジネスというものを，作り上げていか

ねば，石炭の本格利用体制という竜のは樹立でき

ないと考えられます。

　そうした意味で，日本の現状に即して考えます

と，原子力の開発が、非常に重要な意味を持って

くると言わざるを得ないわけで，原子力の開発は

日本にとって，自らのエネルギー供給の中心的な

存在としての意味を持つばかりでなく，実は，こ

の原子力こそエネルギ～に澄ける南北問題解決の

…つの重要な柱になりつつあるという点にも着目

していかなければならないと考えています。

5．一結び一一閉塞ルギーの安金保障における原

子力の役割

　以上，日本のエネルギー安全．保障について，4

つの祝点から申し上げてきましたが，最後にエネ

ルギーの安全保障に齢ける原子力の役割について

申し述べ，結びに代えさせて戴きます。

　近年，中東の一部諸国をはじめ，東南アジア諸

国に澄いても，原子力に対する関心が非常に高ま

ってきて中ります。

　このことは，原子力の利用が，地域性の制約を

受けることが少なく，しかも大量かつ経済的なエ

ネルギーを確保し得るという優iれた特性を有して

論り，全人類の立場から見てエネルギー需給の均

衡化を図る上で果たす役割は，非常に大きいとい

うことが言えるからです。

　しかしながら，大きな問題は，原子力の平和的

利用と核拡散の危険の防止を，いかに両立させ℃

いくかという点であり，核拡散のための保障措置

を国際協力によって整備し，確立していかなけれ

ば，原子力の平和利用の拡大は図り得ないと思っ

ています。この点で，先のINFCKに凄ける討
議が，その面で大きく貢献したと考えるわけです

が，さらにこれを一一歩進めて，世界的な原子力平

和利用の仕組みを形成するために，より一層の前

進を図るべきであると考えているわけです。

　こうした原子力による供給力の増大が，ひいて

は，その他の化石系の燃料を初めとするエネルギ

ー資源の需給市場に好影響を与えて，これが世界

に論けるエネルギー資源の自由なマーケットの形

成を助長し，維持させる条件になっているという

意味で，非常に重要な点かと考えるわけです。

　我々はそうした意味において，日本のエネルギ

ーの安定確保を自国内に覗いてより高度に保障で

きるような体制を，原子力を主体に築きあげ，こ

れと同時に，その成果を，国際的，世界的な規模

に広げることによって，エネルギー資源を巡る世

界市場の形成に，貢献していくべきだと考えてい

るわけです。

　日本の立場から見れば，この原子力の比重増大

によって，海外依存度が軽減され，外貨節約が図

られ，そして石油の価格上昇という基調の中で，

経済性のある資源利用の機会が広がることになる

わけです。また，備蓄性が高いという原子力の特

性から，日本に感ける安全保障上の機能がより高

まるということは，否定し得ない事実です。

　しかしながら，より大事なことは，世界的な規

模での原子力平和利用の広りが，日本のみならず

発展途上国にとっても増大するエネルギーの需要

充足の機会を広げるという意味で世界平和に大き

く寄与し，かつ，国際間の緊張関係を緩和し，さ

らにそれに伴なう世界的な安全保障の基盤が拡大

・発展していくという意味合いを強調すべきでは

なかろうかと考えます。

　このため平和利用を保障する国際協力による制

度が確立され，核不拡散の原則が果：たされ得るよ．

うな状況をいかに作り出すかということが大事な

要件になってくると考えます。

　これは，エネルギーを巡る一種の集団安全保障

体制，相互依存体制の確立ということに他ならな

いと考えるわけです。

　日本としては，こういつた面で自国のエネルギ

ー安全保障のみでなく，世界的なエネルギー安全

保障に貢献していく方向での開発路線を推進すべ

きだと考えているわけで，その面にお・ける日本の

役割責任というものを改めて再認識すべきときに

来ているのではないかと考えます。

　今や，原子力開発の促進が，世界的なエネルギ

ー問題に対処する道であり，ひいては，日本のエ

ネルギー安全保障体制確立の鍵となっていること

を申し述べてまいりましたが，これらを現実のも

のとすべく，この原産年次大会で，実り多い討議

が行われることを期待しつつ，私のご報告とさせ

て戴きます。
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フランスの原子力産業の展望

フランス原子力庁

産業応用局長
　G・バンドリエス

　　石油シ翻ック前にフランス

雨で行われた分析を見ますと，

濠原子力発電の利点は次の3つ

　が挙げられています。

　　まず第一に，現在安全性と

艦頼性がすでに証明された技

　術であるということ，そして

2番目には，フランス国内また海外での探鉱活動

を通じて，少なくとも今後数十年はウランの確保

が行われるであろうこと，3番目には，石炭や石

油による火力発電よりも非常に安い価格で電気を

供給することができるということです。

　このように原子力はフランス政府によって石油

に代わる主要な代替エネルギーとして選択された

わけです。そのことにより，エネルギーの海外依

存度を減ずることができるわけです。

　フランスに齢ける全原子力発電容量は，1980

年：末に電気出力1，540万kWで，現在1，800
万kWを超えて論ります。そしてな澄非常な勢い

で増加しております。また’90年には電気出力

6，500万kWに達するであろうと考えられており
ます（ス＝ライド肇）。

　フランスの電力消費量に論ける原子力の割合は

’80年には23％，また’81年2月には33％に
達しています。これは’85年には55％，’90年

には70％にまで増加する予定であります。また

長期計画としては大体80％ぐらいまで増加させ
ることが考えられています（スライド2）。

　現在徐々に原子力が石油に麗きかわって齢りま

すが，今のところその適用分野は電力のみです。「

ということは，当然国のエネルギー収支に訟ける

電力のシェアが大幅に増加することを意味するわ

けです。この割合は，80年には28％に過ぎませ

んですが，’90年には少なくとも40％，今世紀

末には50％になると推測されます（スライド3）。

　次に，フランスでどのように原子力発電が行わ

れているかということを，特に産業面について申

し上げたいと思います。すなわちPWR型原子力

発電プラント，燃料サイクル，そして最：後にFB

Rの3点であります。

　フランス政府は数種類の原子炉の研究をした結

果，’70年にPWHが国家の原子力計画に最適で
あるという決定をしました。この決定は石油シ認

ックの結果，原子力の開発が加速されるようにな

ってより確かなものとなり豪した。現在の計画は

専らPWR技術が基盤になって齢りますが，例外

としてスーパー。フェニックスつまりFBRがあ

ります。この点については後に齢話しいたします。

まず技術の分散を避けるため，種々のレベルでの

…点した産業機構なるものをつくる必要があった

わけです。フランスの電気会社は：フランス電力庁

（EdF）のみでこれは所有者であり運転者であ

るわけです。そして．PWR型原子力発電所の建

設は，フランスの多くの会社に委託されています。

そしてこれら各社はその専門分野での技術を活か

し，互いに連携をとっています。蒸気供給系はフ

ラマトム社が，またタービン発電機はアルストム

・アトランティック社が製造しています。

　蒸気供給系に関しては，1972年に当初Ed
Fに有利な形でフラマトム社とウエスチングハウ

ス社の間にライセンス契約が締結され，この結果

フラマトム社にウエスチングハウス社の長年蓄積

した設計，建設経験の知識が移転されました。し

かしながら国を挙げての研究開発努力，アメリカ

市場での需要低減によりまして，現在フラマトム

社とウエスチングハウス社との関係が大きく変わ

ってきました。かなり以前からフランス側では両

者のライセンス契約は更新しない，つまり両社の

相互関係を存続するためには，対等な立場で契約

を新規に結ぶ必要があると考えていました。この

ような線で両者闇ですでに合意に達しており，政

府の認証を待って，近々’72年のライセンス契約

を廃棄して新しい契約関係が結ばれる予定です。

　このようなプログラムには特別な産業基盤が必
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要ですが。このために90万kWと130万kWの
原子炉のシリーズ生産：に関してEdFと前述の2

つの主要供給会社聞で4件の多年契約が結ばれ談

した。地方企業についても事情は同じです。この

ような多年契約には多くの利点が考えられます。

　まず，業界側も品質保証手続や製造過程の改良

を行うことができ，大型工場で最新の機械を使用

できます。事実フラマトム社はシャロンとクル…

ゾ随一で8基の圧力容器と20基のPWR蒸気発生

器を製造したわけです（スライド4，5）。

　ここには圧力容器のスライドが出ておりますが，

毎年このような複数の容器をつくることが可能に

なったわけです。

　次に同型機を使うことによって安全性と信頼性

を増すことができます。入手可能なすべての技術

と資源を結集してプ・ジェクトを遂行することが

でき，今までの成果に積み重ねて新しいものを造

っていけるという利点があるわけです。

　また最後に，規格化を行うことによって危険を

最小限にすることができ，故障した部品があった

場合には製造中の他のユニットから取って置ぎか

えることができるという互換性の利点もあります。

　このような利点はもちろん経済的な効果：もあり

ます。～つの効果としては，フランスの原子力発

電所のkWh当たりの発電原価が非常に低いというこ

とです（スライド6）。

　もう一つ重要な点は原子力発電所の立地に関係

することです。今のところほとんどの原子力発電

所は近隣住民によ・って認められて薫りますが，そ

の地域に経済，政治，社会的な問題があるような

一部の場所，例えばブルターニュ地方のプ・ゴフ

に最近あったような激しい反原発運動も見られ忙

した。現在までに17のサイトが選定され認可さ

れました。このうちのほとんどの地点ではすでに

発電所が運転中または建設中です。そしてこれら

は総出力5，300万kWになります。　i現在その他

7つのサイドで計画が進められて判ります。

　そしてすべての24のサイトで建設が行われ壕

すと，電気出力は9，000万kWになります《ス
ライド7）。つまり，原子力発電所の建設がフラ

ンスの今世紀末に齢けるエネルギー供給を保証し

ているのです。産業面，技術面，行政面，財政面

といろいろの面での努力を，これまで積み重ねて

きましたが，今やフランスはこの努力を結集し，

利益を引匙出し始めているのです。

　もちろんプログラムの中には当初の計画より遅

延したものもありますが，このような遅れもだん

だん少なくなっています。と言うのは今まで蓄積

された経験〔を基に新しい同種の機器を造るように

なったからです。ここに見えて齢りますのはダン

ピエール発電所でロワール川のほとりにあります

が，ダンピエール1号から得られた結果はすばら

しいものでした（スライド8）。ダンピエール1

号は1980年3月15日に臨界に達しました。
3，月23日に送電網に接続，5月29日に全出力

運転が行われ，1980年6月15日には累積発
電量：が10億kWhに達しました。これは臨界して

から3ヵ月後でした。

　1980年の1年間忙は合計で6基の90万kW
級プラントが送電網に接続されました。というこ

とは，2ヵ月齢鳶に1基ということです。そして

来たるべき将来もこの割合で拡大を続ける予定で

す。原子力発電所の稼働率は従来の火力発電所の

最も性能の良いものに比肩できるものです。原子

力発電所の利点は特に経済的な面からより明確に

なってきています。石油ショック以来電気のkWh

当たりの発電原価は加圧水型原子力発電所の場合，

他の化石燃料による発電よりずっと低廉なものに

なって創ります。

　また，CEAの子会社であるテクニカトム社が

一連のモジュール式の中型（30万kW）のPWR
蒸気供給量の開発を行ったことを特に述べさせて

戴きたいと思います。これは特に熱生産，発電，商

船推進力を行う．ものです。

　次に核燃料サイクルについて述べます。フラン

スでの今後数十年の計画による原子力発電の増大

は核燃料サイクルの熱心な開発推進を意味してい

ます。そしてこの分野で私どもは原子力発電にか

けたと同じぐらいの熱意を持って進めて齢ります。

特にフランス核燃料公社（コ．ジェマ社）は，CE

Aが全額出資して建立した会社で，フランスに

論ける核燃料サイクルのすべての分野で先駆的役

割を果：たしています。

　フランス本土や海外に訟けるウランの探鉱は常

に注目を浴びて配りますが，これは資源供給先の

多様化という原則に基づくものです。経済的に見

合うフランス国内の確定資：源量は現在12万tで

す。このウランの量はフランスの原子力計画の需

要を満たすに足るものです。また，フランスは諸

外国での探鉱作業も行っており，これによる海外
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からの補足的な供給も行われています。例えばエ

ジェールでは，コジェマと日本の海外ウラン資源

開発株式会社が共同出資してコミナック社を設立

して探鉱を行っています。しかしながら，フラン

スに輸入されるウランもやはり増加し，今世紀末

には全需要量の70％ぐらいに達するであろうと

考えられます。ですから，後で申し上げますが，

フランスは全力で高速増殖炉（F擶R）の開発に

努めて齢如ます。このFBRこそが長期のウラン
供給の問題を根本的に解決するものであると考え

られます。

　CEA，コジエマ・グループの・子会社であるウ

ラネックス社が海外での天然ウランの販売を担っ

て齢り，特に日本の電力会社と密接な関係にあり

ます。六弗化ウランへの転換はフランスではコミ

ュレックス社によって行われて留り蚕す。これは

ペシネ・ユージン・クルマン・グループ（PUK：）

の子会社です。現在の年間の処理能力はフランス

の需要を超すものであり，外国の需要にも応えて

います。

　軽水炉発電に関して，ウラン濃縮が核燃料サイ
クルで次に重要なものであると思いますとこの分

野では，ピエルラット工場で得られた科学的，技

術的ノウ・ハウにより，大型ガス拡散濃縮工場を

民器用に建設することがで嚢たわけです。ユーロ

ディフ社の主導の下で，フランス澄よび外国の数

社の参加も得て，トリカスタン工場が建設され，

当初の予定通り1979年に低出力の運転を始め

ました。現在その容量は・年間600万SWUに達
しています。今後は大量のウラン濃縮が輸出向け

になることが考えられます。ちなみに最初の輸出

が行われた1980年は，醸本の電力会社に出荷

されました。このトリカスタン工場は1982年
に全出力運転に達し，その能力は1，100むSWU／

年になります（スライド9）。これは世界の濃縮

能力の4分の1に当たるものです。長期的にはも

う…つ，多国間の協力によるガス拡散工場の建設

を予定して澄りますが，この操業開始時期，サイ

ト，規模については，市場の需要によって決定さ

れます。これはユ・一撃ディフ社に出資している諸

会社によって設立されたコレディフ社によって建

設されます。

　また同時にCEAはいろいろな同位体分離技術
の開発計画にも努力を傾けています。その中には

ガス拡散法がありますが，これはまだ，技術的，

経済的な改良の余地があると思われます。またも

う一つ非常にユ凱一クな化学交換法があり，これ

は13年前にフランスで発．見されたものです。こ

のケメックス法と言われるプロセスの近年の進歩

はすばらしいものです。このシステムは非常によ

く知られている工学的な原理に基づいたもので，

何も新しい技術を用いる必要はありません。これ

は一貫したプロセスを用い，そして原子力発電所

の運転に大愚く寄与するもめです。特にモジェラ

ー式の建設が重要で，これによりまして市場の需

要に見合った大きさのプラントを造ることができ

るわけです。経済的観点から現在非常に将来性の

ある分野だと思われます。また，中型のもの，大

体玉，000tSWU／年のクメックス工場のSWU当
たりの推定コストは，既存のガス拡散法やガス遠

心分離法と競合できるほどの水準になると思われ，

同時に将来大型のプラントとしての改良も行われ

るでしょう。ケメックス法開発の次の段階はパイ

ロット・プラント，つまり実際の工i業用プラント

と同規模のものの建設で現在設計が行われて駆り，

1近い将来，建設に取りかかる予定です。

　またフランスのPWR型原発の燃料ですが，こ
れはフランス，ベルギー共同の燃料製造会社（F

BFC）のロマン工場（フランス）とドッセル工

場（ベルギー）で行われて齢如ます。F8FCは
PUKとフラマトム社の子会社です。ロマン社の

プラントの能力は目下拡張中です。またコジェマ

社とフラマトム社が最近トリカスタン工場敷地内

に新しい成型加工．工場をつくることに同意してい

ます。この工場め建設はEdFの下でCEAとフ
ラマトム社の協力でフランス側の設計によって行わ

れるものです。これらの決定は十分な安全性を確

保しつつ急速に成長するフランスの計画の要求に

対応しうるものでありましょう。

　また使用済みの燃料の再処理も近い将来非常に

重要な問題になると思い蓬す。使用済み燃料を長

期間貯蔵することを避けるために，より安全な核

物質と放射性廃棄物の管理が必要です。再処理エ

ネルギー資源を最大限利用するために不可欠なも

のです。貴重な核分裂性物質の再生利用を図るべ

きです。高速炉の運転開始時に拭いても，プルト

ニウムが必要です。増殖炉を欠いては原子力のエ

ネルギー問題への貢献はほんの一時的なものとな

ってしまいます。

　フランスの現在の公式な立場は非常に明快なも
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のです。つまり再処理は不可欠なものであり，こ

れはエネルギ…の自立に決定的役割を果たすもの

です。

　次に再処理の実施状況について申し上げましょ

う。工業規模での技術的な実証は終わって澄りま

す。フランスではすでにマルク…ルとう・アーグ

に施設があり，現在非常に順調に運転を続けて澄

ります（スライド10）。軽水炉燃料再処理の累

積量は，ラ。アーグだけで250tを超えていま

す。このうち150tは1979年～’80年のも
ので，もちろんどのような産業にもあるように，

この再処理工場も初期故障等種々の問題がありま

す。しかしその重要性は言葉では言い尽くされな

いほどのものであり，今まで再処理で住民や環境

への些細な事故も起こってないということを申し

上げたいと思います。

　この新学：処理工場では，特に使用済み燃料の最：

適な管理を保障する必要があります。コジェマは
この意味で，現在ラ・アーグ工場の規模を拡大し

つつあります。また主要な工学分野はSGN社に

よって行われて齢ります。今までフランスは多く

の経験を積み：重ねてきて下り，この技術に関する

設計は世界で最も近代的なものであると思います。・

ラ・アーグ工場の再処理容量はだんだんに増加し，

’80年代の終わりには年間1，600tを超えるで
しょう。この工場は海外諸国の使用済み燃料の再

処理も行うことは申すまでもありませんが，その

うちのかなりの量が日本からのものになると考え

られます。

　私どもは放射性廃棄物処理についての現在の方

法を改良することに大いに注目しています。これ

は中，低レベルのみならず，高レベルについても

同様です。どういうことがなされるかを申し上げ

るために，フランスに山けるガラス固化法の状況

について申し上げたいと思います。

　マルクールのガラス固化工場，AVMは運転を
順調に継続し，良い成果を土げています。この成

功により，AVMと同型の大型のプラントをラ・

アーグに建設する計画が進められて澄ります。

　ともかく，強力な開発努力により現在フランス

の産業は燃料サイクルの全分野をカバーして論り

ます。今日国内の核物質の安全な供給を保障し，

少なくとも今世紀末蒼での国家の原子力計画の需

要にも応えるものです。また余裕のある分は輸出

にも回すつもりです。

　最後に高速増殖炉について話したいと思います。

　フランスの軽水炉発電丁丁は，先ほど申し上げ

ましたように石油によるさ凌ざまの束縛を軽減す

るものであり，今後とも国のエネルギー需要に応

えていくものですが，軽水炉はエネルギー供給の

根本的な問題を解決するものではありません。

　実際PWRはその他の熱中性子型原発と同じよ

うに，ウランを非常に無駄に使って明ります。こ

の点FBRは非常に有効なものとなります。また

天然ウランのみならず減損ウランを使うこともで

きることが…つの利点です。F13Rはこのように

フランスを原料への依存から解放する一つの手段

となります。そしてその結果，原子力産業に澄け

る天然ウランの需要量を削減することができるわ

けです。FBRを徐々に導入することにより，短

期的にはプルトニウムの保有量の問題はありまし

ょうが，天然ウランの需要は今世紀末には年間1

万tになリピータに達して，そしてその後徐々に

減少し，2015年には1985年レベルまで落
ちると予想されます（スライド11）。

　FBRの計画はフランスで25年前から開始さ
れ，絶えず努力が続けられてきました。実験炉，

ラプソディー一は1967年に運転を開始し，機器

の全出力試験と燃料，材料の照射装置の試験を行

いました。この装置は今後もこのような目的に利

用されます。

　フランスに診ける液体金属冷却高速増殖炉（L

MFBR）の開発が工業規模に入ったのはフェニ
ックスからです。これは25万kWめ実証炉です。

この建設には5年半を要しましたが当初の計画期

限とコストに見合ったものでした。そして1974

年には全出力運転に入りました。それ以来，絶え

ずこのようなタイプの発電所の建設が可能であり，

通常の発電所と競合できる条件で運転しうるとい

うことを立証し続けています。

　運開以来フェエックスによって発電された電力

量は，85億kWhに達します（スライド12）。

このプラントの稼働率は1979年には93．5％
を記録1し，　1980年には70．7％になりました。

このような落ち込みは定期検査，保守点検のため

の3ヵ月にわたる運転停止によるものです。

　ですから，フェニックスの運転は全体的に見て

非常に満足なものであり，特に環境的な観点から

もそう言えることを指摘したく存じます。フェニ

ソクスの7年聞の運転期間において，今までガ
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スや液体の流出は全くありませんし，運転者の

被曝線量も基準値の100分の1になってい綾す。
フェニックスは技術的な分野で，殊に燃料の振舞

について全く独自の経験を積んでおります。1977

年に行われた研究の結果，中間熱交換器のプー

ル概念が補修の観点からも全く問題のないことが

判りました。

　高速炉開発は以上の主要な段階を踏んでまいり

ましたが，ここで…つ問題になるのはその商業化

ということです。これが電気出力120万kWの
スーパー・フェエックス炉の目的です。この炉は

ヨーロッパの諸企業の協力のもとに1977年に

クレイマルビルで建設が開始され，現在丁度50

％程度の進捗率ですが，原子炉の建屋の土木工事

はほとんど終わって齢ります（スライド13）。

また蒸気供給系に関する諸契約も終わって齢りま

す。原子炉の内部構造は現地でフェニックス炉で

成功した工法を用いて進められて論り，例えば安

金容器とか主容器が含まれます。．この安全容器と

主容器は198、0年の5月と8月にそれぞれ設置
されました（スライド14）。その他の主要な炉

内構造物，例えばナトリウム・ポンプとか熱交換

器，蒸気発生器等はフランス，イタリア，西ドイ

ツなどの会社によって造られています。また，種

々の試験もCEA，EdFの施設で行われて齢り
ます。

　クレイマルビルの原発は，’83年の終わりには

最初の臨界に達する予定です。スーパーフェエッ

クスの資本費は1980年のフランス。フランで
80億フランです。これには建設時に澄ける金利

や燃料等の費用は含まれて澄りませんが，同じよ

うな発電容量のPWRに比べて2倍ほど高くなっ

て澄ります。しかしながら，この発電コストは，

フランスの近代的設備の石炭火力発電所と同程度

のものです。

　スーパーフェニックスはこの種類の炉の初号機

であり各国の協力を得て行われ，一つのサイトに

一つの原発しか設置されていないことを考えれば

経済的に見劣りすることはないと思います。この

結果は原型炉としては許容できるものですが，ま

だ商業化に充分というところまでは行って齢りま

せん。目下の我々の主要な関心は，FBHのコス
トを下げるということです。今後の課題は。だん

だんとFBRの建設費とPWRの建設費の差を少
なくしていくことです。現在，FBRのコストが

高くつくということは将来への保険と考えて澄り

ます。これは疑問の余地のない大目標です。しか

し，我ダはそれほど遠くない将来，このコスト目

標が達成されるであろうという確信を持って齢り

ます。

　高速中性子炉に関連した燃料サイクルにも同時

に努力が傾注されております。年間5tのFBR
の再処理施設（TOR）をマルクールで現在建設中

です。そしてこの①ORは1983年には運転を
開始する予定です。

　現在，フェニックス炉，スーパーフェニックス

炉の燃料成型加工や照射済み燃料集合体の再処理

だけでなく，将来の高速炉の建設必要量を満たす

ような設備の設計，工学的検討がなされています。

　次のFBKの予備設計も現在行われて齢ります。

特にここでは安全面に努力を払っています。例え

ば原子炉耐震設計も一つの大きな目標になってお

ります。

　また数ヵ月後EdFはCEAと協力してノバト
ム社とスーパーフェユックス後の高速炉への蒸気

供給系の詳細設計契約を結ぶでしょう。

　このような設計が最終決定され，安全手法も完

成した暁には，EdFは基本的には1984年に
一連の単機容量150万kWの小型高速増殖炉発
電所を発注する予定です。これは1年半に1基の

割合で建設が実施に移されます（スライ図5）。

そしてまた同時に，大型の工場を2つ造るという

決定がなされます01つはFBRの燃料の製造工

場（FOR）もう～つは再処理工場（PURR）
です。そしてこの計画は，スーパー・フェニソク

スとTORの運転経験が最大の利益を⊥げることが

出来るようにスケジュールが組まれています。

　最近の研究によりますと，次のFBK発電所，

そして燃料サイクルに関連するFORやPUKは
ローヌ・バレーにあるマルクールを拡張して同じ

敷地内に隣接して置くべきだということです《ス

うイド怖）。

　もし，このような総合的な計画が実行可能であ

るという結果が出れば，経済的な見地からも，ま

た長距離にわたるプルトニウム輸送を避けられる

ことからも有利であると考えられています。

　私どもの長期戦略では，初めての大型の原型炉

であるスーーパーフェニックスが着工してから，今

世紀の末FBRが原子力発電の主役を担うまで，

20年間という時間が考えられています。この計
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画の実施はもちろん電力需要の成長とプルトニウ

ムの供給可能量に関係しますが，フランスは慎重

にこれまで通りFBRの開発を進めていく所存で
す。

　結論として，フランスのエネルギー政策は国内

事情と国際情勢を照らし合わせ，充分に検討した

結果打ち出されたものと申せます。エネルギー危

機は全世界に影響を一与えて澄り蓬す。しかしなが

ら，世界の主要先進国の中でも，フランスほど化

石燃料が欠乏しているために弱い立場にある国も

少ないと思います。フランスが地理的に地質的に

他国に依存をせざるを得ないとしても，その状態

に甘んじて何も手を打たないというわけにはいき

ません。

　今日簡単にご説明したフランスの原子力政策は，

フランスが自国の将来をその手で切り開いている

ことを示すものであると私は信じます。また同様

にこの分析は一字一句日本に置き変えて言うこと

ができましょう。フランス，日本両国のエネルギ

ー事情があまりにも似て診り，また両国の反応も

酷似していることに驚かずにはいられません。両

国とも化石燃料が欠乏して論り，また両国とも軽

水型原子力発電所の大規模な建設を行って齢り，

同じように燃料サイクルの開発に力を注ぎ，最：終

的には高速増殖炉の必要性を認識しています。こ

の意味に論いて，日仏両国は一貫した論理にかな

った決定を行ってきて澄り，両国政府は6月のべ

ネチ・ア・サミットで西側諸国首脳が行った勧告内

容にも合致した政策をとってきて澄ります。これ

までにも増して日仏両国が一致協力し，これが両

国の発展に寄与することを願って論ります。
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フィリピンのエネルギー事情と原子力開発

フィリピン原子力委貫会
委員畏
　Z。バルト鰐※

　　　　　　　　　　1．はじめに

　　　　　　　　　　　フィリピンの開発計画的

　　　　　　　　　　の工業発展ならびに生産性

　　　　　　　　　　向⊥に関する目標を実らせ

　　　　　　　　　　るためには，商業エネルギ

　　　　　　　　　　一一消費（注：フィリピンで

　　　　　　　　　　は，商業取引されていない

エネルギーがかなりあるため，エネルギー統計に

おいては商業取引されるエネルギーを商業エネル

ギーと呼んでいる）の増加は避けることのできな

いものです。1960年代半ばに3，600万人物
フィリピン国民は，董人当たり男声平均1．1bbl

（石油換算）のエネルギーを消費していましたが，

1970年代後半には4，700万人の国民が1人
当たり年間平均石油換算で2bb1を消費していま

す。1985年目は5，400万人が1人当たり年間
平均2。5bb1を消費するだろうと推定されています。

　エネルギ…消費について1981年と85年を
比較してみると，ここに見られるようになります

（スうイド1）。しっかりした体制と計画により，

運輸部門の需要は5％の節約が期待されます。そ

れにもかかわらず，同部門の需要量は，工業化が

進むことによってある程度の伸びは避けられませ

ん。さて次の図が示すように，1981年の最終
需要に占める電力の割合は全体のほぼ35％にな

りますが，85年には40％になるだろうと推定
されています（スうイド2）。

　～欠のスライドはフィリピンがエネルギー需：要を

賄うのに原油に大きく依存していることを示して

います（ス『ライド3）。1965年から80年まで

石油は全体の90％から95％を占めています。

フィリピンの残りのエネルギー需要は，水力発電，

石炭火力並びに地熱発電等によって賄われていま

す（スうイド轟）。このように単一のエネルギー

源に大部分依存していることは，激動する国際政

治による不安をもろに受けることになります。

　こうした状況により，1973年までの石油輸

入代金は，輸入総額の13％以上になっています

（スライド5）。またこの8年間，石油価格は次

々と上昇を示しており，ついに3倍にもな：って

1980年には輸入総額の32％にもなっていま
す。そして，1980年の輸出総額の44％が，
燃料の輸入代金の支払いに向けられています。燃

料輸入額は1973年の4倍に上りました。

2．エネルギー開発見通し

　’］973年の石油危機の時，フィリピンは全商

業エネルギーの95％までを石油に依存していま

したが，その際フィリピンの科学者や計画関係者

は機内エネルギー資源を確定，予想，推定鉱：量に

分けた見通しをまとめております。これは単に化

石燃料ばかりでなく再生可能燃料（水力，地熱，

太陽エネルギー）も含めています（スライド6）。

　水力発電の潜在発電規模は，年間石油換算で，，

5，000万bb1と推定されており，現在ではその

うち660万bb1分しか発電に利用されておりま
せん。地熱発電のポテンシャルは，理論的には約

2，300bb1と推定されています。これはフィリ

ピンが，地熱発電能力が豊富にあるとされている

環太平洋火山帯にあるからです。

　石炭の埋蔵量は4，000bblと推定されており

ますが，これはトン数で申しますと，14億もの

推定鉱区となります。石油に代わって石炭が将来

のエネルギー，あるいは発電に大きな役割を占め

るものと期待されます。また，従来使われていな

い資源も豊かにありますので，そういう意味でこ

のようなものが今後は非商業エネルギー源に使わ

れていくようになると思います。

　従って，石油への依存度を減らし，需要を適切

なレベルに調整するために，フィリピンのエネル

ギーを，再生可能な，あるいはより好ましい国内

資源依存型の方向に多様化する計画が立案されて

います（スづイド7）。

　商業エネルギー消費は1981年の9，780万

※V。ナカリオ，0。アンパロ　共著
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bblから1985年には1億3，370万bb1に増
大すると見込まれています。1980年のエネル
ギー需要における石油依存度は88％でしたが，

85年には55％に減少させることを目ざしてお
ります。その結果，まだ現在のところは77％を

示していますが，1985年の輸入原油への依存
度は41％に減少するものと期待されます（スラ

イド8）。

　エネルギー需要は年間8％ずつ伸びていくだろ

うと思われます。というのは，：重工業からの電気

と石炭の需要がますます増えていくと思われるか

らです。そのほかに，従来から石油を使用してい

る交通部門のエネルギー需要増加率はほぼ横ばい

を示すものと思われます。

3，原子力発電の展開

　1970年代のエネルギー事情の転開は趣く予

想だにされなかったものでした。1950年代半
ばの動向や，アメリカのアイゼンハワー大統領の

「平和のための原子力」計画などの動きの中から，

1958年にフィリピン科学法が施行され，フィ

リピン原子力委員会が設置されました。この委員

会の使命は，原子力発電の推進を含む原子力の智

利利用を促進することにあります。

　フィリピン原子力委員会の当初の主要な課題は，

充分な人材の養成にありました。従って，漸進的

なプログラムの下に積極的な若い科学者や技術者

の養成を進めました。その際，可能な限りの海外

からの協力を受けたわけです。当時は，幅広い専

門的知識を得ることが原子力の平和利用を進める

ために必要だったのです。

　原子力委員会は1960年から原一子力技術の国

際的展開をiAEAの活動やプログラムへの参加
を通じてフォローしてきました。そして委員会の

指導の下に，原子力研究に関する特別委員会が結

成されました。この中には原子力委員会の代表の

他，国家動力公社（NAPOCOR），鉱山局（BM），

マニラ電力公社（MEKALCO》フィリピン電気
事業者協会（1）EPOA），フィリピン商工会議所

（PCI）の代表が入っております。この委員会は

ルソン地域の電力需給状況を調一秘し，将来におけ

るルソン地域での電力系統への原子力の導入の可

能性に関する勧告を出しております。

　その後，1964年6月には，原子力を含む動
力に関する事前調査が国連環境プログラム（UNDP）

と1AEAの支援の下に開始されました。これは2
年間のプロジェクトで，70万ドルの費用が投入

されました。この主たる目的は，原子力利用の可

能性をも含めたルソン地域電力系統の拡張計画を

作成することでした。包括的な動力市場調査を含

むこのプロジェクトの第1段階では，10年間に

わたって年率約12％の成長が推定されました。

国内エネルギー資源，例えば水力，石炭，地熱な

どの研究において，水力のみがこの成長を達成す

るために重要なものとして注目されました。とい

うのは，当時わが国には石油やガスの埋蔵量のデ

ータがなかったからです。従ってとの調査では，

稼働中，あるいは建設中の火力発電所を考慮して

1975年までにさらに100万kWtの火力発
電所が必要であることが示されたわけです。

　このプロジェクトの第2段階では原子力発電所

と在来発電所の経済性を調べました。その当時の

推定では，原子力発電所の初期投下資本は在来型

のものよりも高くなることが予想されていました

が，調査の結果このような差は原子力発電所にお

ける燃料コストの節約の結果1979年までには
回収され，年間の運転経費の節約分は1，400万

ドルにも上るだろうと推定されました。

　しかしながら，この調査では，あまりはっきり

した判断は下されませんでした。初期投下資本が

原子力発電所の方が高くなるということは，意思

決定の段階においては決して簡単に克服でき為よ

うな問題ではありませんでした。とはいえ，この

研究を通して，原子力開発が必要であるという発

想が生まれ，また当局の間において原子力開発に

関する積極的な姿勢が生まれるようになりました。

特に原子力発電の経済性がその後良くなってきた

ことも加味されて，当局や国内電気事業者の原子

力発電に対する姿勢が建設的なものになってきま
した。

　このように欠点があるとはいえ，原子力委員会

や国家電力公社，マニラ電力公社からなるフィリ

ピン・エンジニア委員会では実地調査を行い，ル

ソンの4ヵ所を候補地として上げ，原子力発電の

追跡調査が行われました。この4ヵ所はバガック，

りマイ，アチモナソおよびパドルブルゴス田村の

近郊です。そしてタルナカビテが5番目の候補地

として追加されました。

　当時，データが充分ではありませんでしたが，

IAEAは個々の立地候補地点を次のようなパラ
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メーターを使って評価しました。

　第1のパラメーターというのは，建設⊥および

運転上の要素で，具体的には基礎地盤，水の供給，

そして腐蝕問題および電力消費地への地理的な近

さです。第2のパラメ…ターは安全性の要素で，

入口，気象，水文学，海洋学，地震学的調査が行

われました。

　当時入手できた情報に基づきましてIAEAは
1965年2月，立地候補地点を望ましい順に，
次のようにランクづけました。リマイ，バガック，

パドルブルゴス，アソチモナソの順でした。この

報告ではさらにどの候補地を選択する場合でも地

盤の状況，津波や地震，台風の影響，環境を考慮

しなければならないことが勧告されました。

　事前調査の結果から共和国法5207号が公布
されました。これはフィリピン原子力責任賠償法

として知られているもので，1968年1月22
日に施行されました。この法律は原子力発電の開

発と利用の指針となるものであり，原子力損害に

ついての責任ルールを決めたものです。そうする

ことによって，賠償請求を満足させる財源の確保

を目ざしました。

　1971年，フィリピン共和国大統領は，石油
の値上がりによって高騰する電力コストを挽える

ために，国内発電に占める原子力の重要性が高ま

っていることから，新たな実証研究を行う準備を

するように指示しました。そして，原子力発電所

の立地候補地の判断基準を作るための小委員会が

設置され，ここで現地調査や可能な限り様々な立

地点の情報やデータの収集が行われました。

　立地選択の条件としてはいろいろな要素があり

ますが，それは3つのカテゴリーに分けられます。

1つが経済的な測面であり，第2が工学的，技術的

な裳求であり，第3が災害および安全に関する問

題です。

　立地選定小委員会は次の順序で候補地を勧告し

ました。第1がバガック（バタアン州），第2が

テルナート（カビソト州），第3がパデルパコス

（ケソン州），4番目がサンジュワン（バタンガ

ス州）で，5番目がリマイ（バタアン州）でした。

さらに報告書は，バガック（バタアソ州）の実証

研究を保証するためには，平板測：量による地質図，

試験場，地質および岩盤の試錐，淡水供給のた
めの試錐等が必要であるということを指摘してい

ます。

　フィリピン政府の要請を受けましてIAEAは
1972年に原子力発電所の5つの立地予定地が
適切か否かを評価すべく，篤2の視察団を設けま
した。

　1972年3月の報告書は，バガックが1位，
サソジュアソが2位という最終的なランクづけを

示しました。そして次に行うべき調査段階として

は地震についての不確定性研究があり，その後プ

ラントの詳細設計を調査すべきであるとの勧告が

行われました。

　その結果1973年10，月，エバスコ社は，2

つの立地的の評価および60万kWe級原子炉2
基からなる原子力発電所開発の実証研究を行うた

めのサービスを提供するという国家電力公社の提

案を受け入れました。評価作業の結果，エバスコ

社はバガックとバタアソのサイトについてのみ集

中的に検討することになりました。エバスコ社の

技師および地質学者は，2つの立地点で調査を行

い，バガックの下検分を行ったところバガソク地

方には当初指摘された場所以外に，より好ましい

場所があるということを示す充分なデータが集め

られました。

　この調査の結果，1973年7月31目，マル
コス大統領はバタアンにフィリピン原子力発電所

（PNPP－1）を建設することを命令しました。

　立地調査で好ましい結果が出るであろうと見込

んで，原子力委員会は原子力施設の許認可につい

ての法規を1974年6月に発布しました。てれ

はUSNRC…10－CFR－50を模倣したものです。
さらに1976年2月9日には国家電力公社はウ
エスチングハウス社とターン・キイ方式でバタア

ンにPNPP…1を設置する契約を締結しました。

プラントの建設に当たり，400ga1の水平加速
度を安全停止地震の値として採用することによっ

て国民の健康と安全の確保ができると考えました。

これについては1976年8月30日付のウエス
チングハウス社からフィリピン大統領への公式書

簡の中で再確認されています。

　国家電力公社は．原子力委員会に対して建設許可

の申請を1977年6月27日に提出しました，，

原子力委員会は1977年6月29日に出された
PNPP－1の事前安全評価報告の内容を充分に検

討した後，1979年4月4日に最終的に建設許
可を出しました。

　1979年3月と4月に発生した事態によって，

一50一



このPNPPプロジェクトの建設日程が影響を受け

ました。つまり，スリーマイル島事故です。大統

領はスリーマイル島のような事故がPNPP－1の

運転中に経験されることのないように：，1979

年6月15日に大統領命令537一号を発令し，
PNPP－1の安全性に関する公聴会を開くように，

原子力委員会に対して指示しました。その結果委

員会は，スリーマイル島事故による教訓を盛り込

んで安全設計を改善する必要があるものの，PNPP

…1は立地要件を充分に満たしていると報告しま

した。そして1979年11月13日付の大統領
書簡957号で，マルコス大統領はPNPP－1の
原子力安全関連部分の建設の中断を命じました。

この建設中断は，PNPP－1の建設および運転に

よって国劇の健康と安全に過度のリスクが及ばな

いことを大統領が確認した後に，1980年9月
15日付の大統領書簡1065号の公表によって
解除されております。続いて1980年9月24
日に国家電力公社はウエスチングハウス社との再

交渉されたプラント契約に調印しました。

　サイトの工事は当初はスケジュールよりも早く

進捗し，一一昨年末の時点では建設は予定よりも8

ヵ月も早まっていました。それで1982年の11
月にはプラントの引き渡しをする目標が立てられ

ていました。しかし，1979年1月半ば頃にな
るとプロジェクトの：重要部分の機器の納入が輸出

許可の関係で遅れました。この状態は大統領が工

事中止命令を出すまで続きました。

　工事中断中，約540万m3の土が掘り返され
て，13万3，970m3のコンクリートが流し込まれ，

238tの埋め込み資材と1万3，338tの再生鉄
筋が埋め立てられ，これでプラント建設の進捗率

は約16％になりました。
　工事が中断されていた間，一部枠組みにコンク

リートを流し込む作業や資材の受け入れ，資材や

設備機器の保守と保護が認められました。この土

木工事で1万2，000m3のコンクリートと1，500
tの再生鉄筋が埋め込まれましたが，これはプラ

．ント進捗率の4～0．25％の追加となりました。

　機器・電気系統関係の分野では，補助建屋の下

部に主要機器が据えつけられ，大口径配管が据え

つけのために準備されました。プラントが完成す

ると機器・電気系統分野には180kmを超えるコ

ンジット，　13．5kmにおよぶケーブル・トレー，

860kmのケーブルと現場組み立て用配管64km，

ならびに2万3，000のパイプ・アングルと8，000

のバルブが設置されることになります。

　現在の安全記録は，建設に関する全米安全審議

会の記録より良いものが出ていると報告されていま

す。この内容を補充するものとして，次のことを

引用したいと思います。

　1976年4月16日の着工以来，一度も作業
関連の死亡事故は起こっていません。5，332m3

のコンクリーートと2，239tの鉄鋼を消費する原

子炉建屋は，36日間の連続建設作業の期間内に

一度も事故を起こさずに完成しました。作業全体

に係わったのは，建設者，石工，溶接業者，電気

技師，パイプ装管者など500人以上です。
　以上のすばらしい安全面での成果：は，多分に国

家電力公社とウエスチングハウス社とこれを補助

した他の契約者が結成し，運営した立地規制安全

委員会が作成した厳しい安全計画によるものであ

ると言えます。未曾有の遅れを起こしましたが，

関係者のすべてが努力をし，1985年当初には
プラントが運転できる状態にしたいと考えており
ます。

　これがPNPP一一1の建設サイトです（スライド

9）。海抜15mめ場所にあります。次のスライ

ドはプラントの実際の掘削が行われているところ

を示しています（ス『ライド1⑪）。第2プラント

のサイトの準備も始まっています（スライド11）。

しかし，第2プラントを造るかどうかの決定はま

だ下っていません。

　次のスライドは掘削が行われているところで，

そのときに造られた桟橋の写真です（スライド

12）。

　次のスライドはプラ：／トの基礎となる土木工事

風景です（スライド13）。ここに再生鉄筋が埋

め込まれています。こう♪して建物が建設されてい

きます。このサイトは，次のプラントのものです

（スライド14）。建設されることになるかどう

かまだわかりません。また夜間工事も行っていま

す（スライド15）。これは約半分工事が終了し

たところです。

　次のスライドは建設状況を示しております（ス

ライド16）。後で完成したものをお見せします。

別のアングルから撮った写真です（スライド17）。

これは原子炉建屋を示しています。

　これは航空写真で（スライド18），ここは現

在復水器冷却ポンプのために掘削が行われている
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ところです（ス箏イド¶8）。パイプラインは

1．6kmぐらいの距離になると思います。

　これがドームがカバー一一されたところです（スラ

イド19）。1週間前に私も行ってきたのですが，

丁度カバーが終わっておりました。アクセスの部

分が非常によくわかります。圧力容器は来年の第

1四半期には供給されることになるでしょう。

　これはこのプラントのための補助建屋で，貯蔵

施設などが見られます（スライド20）。裏側の

ところに建てられているものですけれども，原子

炉建屋が少し向こうの右・手の方に見えます。

これは，住宅の建設が行われているところです

（スライド2筆）。サイトから7kmほど離れた

ところに建てられておりまして，ここは実はもと

もと発電所のサイトとして考えられたものなので

すが，原子炉建屋を後で移すことを考えています。

　フィリピンで新しい発電所を建設する難しさに

つきましては，第4セッションのパネル討論の時

にお話ししたいと思います。

　∵萄離す輪力の平岩さんは，

エネルギー安全保障の方策を長期，短期の2つの

視点から捉え，極めて明快に論議を展開されまし

た。長期的には世界のエネルギー需給の不均衡を

是正するための条件作りが必要であり，先進諸国

のエネルギー節約と国家協力体制下でのエネルギ

ー供給拡大：方策を推進しなければならないこと，

短期的には，主要国が協力して当面の危機管理対

策を樹立する必要があることを指摘されました。

わが国はこの見地から原子力開発と石炭利用の拡

大を主体とするエネルギー安全保障政策を推進し

なければならず，原子力を軸にエネルギーの開発

を進め，安定確保を図ることにより，長期的な需

給不均衡の是正を図るとともに，発展途⊥国の原

子力利用拡大への条件整備に力を貸すべきだと輸

話しになりました。壕た，原子力の拡大に関連し

て，核不拡散を国際的に保障する制度の確立に向

けての各国の努力と協力について言及されました

が，今後のセッションにとって極めて示唆に富む

ものと思い侍す。全く明快な論旨で，考え方には

金面的に賛意を表するものであります。

　次に，フランス原子力庁のバンドリエス1さんは，

フランスが原子力開発をエネルギー政策の中核に

据え，確固たる信念の下に原子力発電を積極的に

推進している有様を紹介され馴した。当面軽水炉

の大容量化，標準化の路線に沿って原子力発電計

画を進め，濃縮，再処理を含む核燃料サイクルの

事業体制を固め，さらに高速炉開発に積極的に取

り組んで冷られます。工業国で，しかもエネルギ

ー資源の大部分を外国に依存しているという点で，

わが国はフランスと同じような立場にあり，フラ

ンスの原子力に取り組む姿勢は我々にとって大い

に参考になるものと考えます。

　フィリピン原子力委員会のバルトロメさんはフ

ィリピンに澄いても石油：危機の影響が大きく，そ

のためエネルギー源の多様化政策を早急に進めな

ければならない事情をお話しにな』られ，その一環

として石炭，水力，地熱などの国内資源の開発利

用計画に加えて，今後増大する国内エネルギー・需

要を満たすため，原子力開発に着手した経緯が紹

介され畦した。現在建設中の原子力発電所の速や

かな完成を願うとと竜に，今後わが国と致しまし

ても同じアジアの一一員として，協力が可能な部門

で密接に連携をとり，齢国のエネルギー確保と経

済発展に寄身していきたいと考えるものです。
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ブラジルにおけるエネルギー問題と原子力の役割

ブラジル原子力委員会

委　員長

　H。　カルバリョ

藍

1．　状況説明

1．1　地理的側面

　中国，アメリカなど世界

最：大の面積を持つ国々と比

肩しうる澄よそ850万km2
の国土面積を持つブラジル

は地理的には北部，北東部，

南東部，南部，中西部の5つの区域で構成され，

これら区域は27の政治区分，つまり22州，．4

統治領そしてブラジリアを首都とする連邦区から

成っています。

ブラジルの国境の長さは約23，100㎞で海岸線

は7，400kmです。

　ブラジルの統治領は南アメリカ全域の47％に

あたり，チリとエクアドルを除いた南米大陸のほ

とんど全ての国々に接してい象す。

　国内の気候は年間平均気温が28℃の赤道付近

の北部地域から，平均気温19℃の温暖な南部地

域までいくつかに分けられています。

1．2　人　ロ

　ブラジルの1980年の人口は1億2，000万人
で，過去10年間の年間人口増加率は2．4％でし

た。人口は5つの地域にこのスライドのように分

布してい離す（スライド1）。

1．3　経　済

　1978年を基にした80年のブラジルの経済
規模はここに見られる通りです（スライド2）。

2。一次エネルギー需要の推移

　次の図は1970年から1980年までの一次
エネルギー需要の推移と，その間の年間成長率を

示してい蒼す（スライド3）。1980年には一
次エネルギー総需要は約1．25×108t／年（石油

換算），すなわち約5．65PJ／年（IPJ（ペタジュ

ール）＝1015J）でした（スライド4）。

　ブラジルの1人当たりの一次エネルギー需要指

数は，1．04t／年（石油換算）で開発途上国の平

均に近いものです。

3．エネルギー消費

　今世紀終わりにはブラジルの一次エネルギー需

要は1980年レベルの4倍に達すると予測され
綾すので1980年の総需要1．25×108▽年
（石油換算）（5．65PJ／年）を考慮に入れると

2000年には確実に5×108t／年（a2．6P／年）

に達するでしょう（スライド5）。

4．エネルギー資源

4，1　再生不可能なエネルギー資源

　再生不可能なエネルギー資源の埋蔵：量は，最：新

の調査データー（1980年10，月）に基づいて

67億2，200万t（300PJ）と見積もられ
ています。

　　　　油と　・、Σガス

　再生不可能なエネルギー資源に関する調査は，

適当な踏査が不足しているため，ブラジルには現

在のところ国内の石油を天然ガスの埋蔵量がほと

んどないことを示しています。しかし，大陸棚や

沖合での試錐を増やして石油と天然ガスの生産：量

や埋蔵量を増やすために大きな努力が払われてい

蚕す。さらに，リスク補償の条項のあるなしに係

わらず，新しい有望地域での石油の実地踏査と開

発のためにいくつかの契約が締結されました（ス

『ライド6，7，8）

　　　石　炭

　ブラジルの有名な石炭産地は，於よそ1，000km

続く堆積地帯を含む南部にあります。また経済的

に開発可能な産：地であるかどうかはまだ未調査で

すが他の地域にも埋蔵石炭があります。

　1980年10月の最新の調査データーに示さ
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れているところでは，石炭埋蔵量は1．66×1010七

存在し，艮閲澄よび国家組織による様々な鉱物調

査計画を通じて増加しつつありますくス㌘イド鋤。

　　　泥　炭、

　：豊富な埋蔵量を持つ泥炭は国津に広がってむり，

予備的な評価では，泥炭の全体の埋蔵量は25×
109tであることが示されてい蜜す。泥炭は熱含

有量や一般的な物的特性が優れているので，石炭

産地である南部地域以外の地域に澄ける眉炭の代

用品として，その利用が将来のブラジルのエネル

ギー収支の上で特に重要と：考えられています。ブ

ラジル泥炭の熱含有量は3，000～7，000ca6／gで

灰分も大部分の石炭に匹敵する20％以下です。

　　　頁　炭

　頁岩の埋蔵は南部地域にあり，この利用のため

に特別な技術が開発されました。ブラジル国営石

油会社（ペトロプラス）によって閣発されたペ

テロシクス・システムの最初のユユソトが1985
年に運転を開始し，25，000bbレ／日の重油を産出

する予定です。

　　　ウラン

　ウランの試堀は10年前に始懐つたばかりです

が，ブラジルのウラン推定量は多く，U308で

236，300tの埋蔵量に達するものと思われます。

　原子力発電所の30年の寿命，70％の平均設
備利用率齢よび最低65％のウラン鉱の利用率を

考慮に入れると，ブラジルでは約3，800万kW規

模の原子力発電容量（西ドイツのビブリス型原

子力発電所の性能に基づく〉に30年間ウラン鉱
を供給できます。

　次のスライドはブラジルに齢けるウラン鉱床8

ヵ所の位置を示したものです（スライド獅）。

　膨大なブラジル領内でごく一部が探査されただ

けで，すでにいくつかの放射能の異常値が検出さ

れ，試錐とそれに続く評価を待つ状態であること

を考慮しなげればなりません。さらに多くの低品

位ウラン含有鉱物が発見されて齢り，大規模な採

掘のための，技術的経済的な可能性を決定すべ

く慎重な分析が行われています。

　これらすべての事実の分析によって，我々はブ

ラジルのウラン埋蔵量は実質的に近い将来増加す

ると結論できます。

4．2　再生可能なエネルギー資源

　　　潜在水力のエネルギー

　潜在水力に関しては，過去の流水量記録⊥水飢

鰹状態が最も長く続いた時期（危機を迎えた時期）

に基づいても平均出力が年間933TWhと見積も
れるので，相当確実で信頼できるエネルギーを相

当量供給しうるものと言え黛す。この信頼できる

総エネルギーは，50％の設備利用率を仮定しま

すと，約2億1，300万kWの設愚容量を維持でき
書す。国内各地域に齢ける潜在水力工、ネルギーの

分布はご覧のようになっており（スライド胴），

建設中も含めまして全体の23％のみが水力発電

に利用されています。

　　　バイオマス

　ブラジルにとって，バイオマスの潜在力が占め

る意義は膨大です。母司馬のエネルギー”とも呼ば

れるこの分野では，砂糖きびから得られるアルコ

ール，特にエタノールは相当：量のガソリンの代用

品になりますが，燃料としてアルコールを利用す

ることはアルコールとガソリンの混合液が一般的

に使用されていた1920年代に戻ることになり
ます。ブラジルでは日光が蕪斜な熱帯性気候，適

温，適当な土壌及び利用可能な広大な地域など，

エタノールを大規模に生産するのに必要な条件が

揃っていて，砂糖きびの搾り殼である，繊維質の

残留物もまた生塵過程に思いて必要な蒸気を発生

させるための燃料として使われます。

　現在では，砂糖きびをエネルギー資源に組み入

れるに当たり，資源の多様化を図るため，ソルガ

ム，キャッサバ，セルロース残留物などの新しい

原料の工業化を進めることを研究しています。年

3回忌収穫が可能で，生産周期が短いので，サソ

カリン・ソルガムもエタノールの生産に利用が可

能であり，ソルガムと砂糖きびの両方の利用によ

ってアルコール・エネルギーを最大限に活用でき

ます。

　もう一つの最も有望な生体燃料資源の…つとし

て考えられるブラジル原産植物は，ババスやしで

す。この植物はブラジル北部原産のやしで，すで

に工業化されていますが，さらにその堅く厚い殼

を砕く技術に成功したため，この活用のための総

合計画が立てられています。内輪に見積もっても，

この再生可能エネルギー資源の潜在生産力は年間

LOOO万tであり，社会経済状態が極端に悪い地
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域に利益をもたらすでしょう。

　野上油はディーゼル油の代用として，国内燃料

供給に利用することの可能なもので，その化学組

成を，ディーゼル・エンジンの性能に最も適した

ものにするための研究がなされてい寮す。寮た，

とうごま，ピーナッツ澄よびデンデ（原産やし）

のようなブラジルで・昔から耕作されている採油作

物に関して，その生産力の向上と大規模生産によ

る影響を評価するための研究も行われています。

　ブラジルの原生林は，1978年現在約3．5×
106km2の地域を覆っている一：方，ある一定地区

ではもう一つの重要な再生可能燃料としての木炭

を，製鋼工場や農村住艮のためのエネルギー源の

一部として商業ペースで大量に供給するために，

将来の時日を定めて再植林が行なわれました。

　小規模なものでは人間澄よび動物の排泄物とと

もに収穫後の作物の廃棄物が．，嫌気性の発酵作用

（無気呼吸）という自然作用を通じて地方や遠隔

地域で使われるメタンを生産するために利用され

ています。

　バイオマス燃料のような再生可能なエネルギー

資源は，多くの国々にとって有望なものです。特

に熱帯地域に属し，利用可能な土地があり，1人

当たりのエネルギー消費：量が低く賃金も低く．そ

のために相対的に高いノミイオマス・エネルギー生

産力を持ちうるような国々では将来のエネルギー

需要を満足させるのに一層大きな可能性を持って

いると言えます。事実，ブラジルは生体燃料に大

変恵まれています。バイオマス燃料開発を進める

国々にあって現在行われている最も重大な活動は

ブラジルのアルコール計画です。

　これから先数十年の問に，新しいエネルギー需

要を賄うための生体燃料の利用は主として地方齢

よび遠隔地域に供給する地域規模のエネルギー資

源ユ端ットを通じて増大するでしょう。

　この表はその他の再生可能なエネルギーを補足

するためのバイオマスを基礎としたエネルギー・

システム確立に関するブラジルの可能性を，他の

国々と比較して表わしたものです（スライド12）。

4．3　他のエネルギー資源

　以下のものもまた，ブラジルに澄いて可能なエ

ネルギー源として考えられています。

①　太陽熱。　これは光電池を通して水の加熱，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ作物の乾燥，低温レベルの工業過程に澄ける熱源

論よび電気エネルギー源として利用されます。

②　風力エネルギー澄よび小型水力発電。　これ

らは出力が限定されて診り，主として機械動力や

発電のために利用されます。

5．エネルギーの主要問題とエネルギー関係機関

　　の基本行動戦略

5．1　エネルギー消費問題

　エネルギー消費に関してブラジル政府は，我々

が直面しているのはエネルギー危機ではなく，国

際市場での石油価格の劇的な上昇によってひき起

こされた経済危機であるということを常に念頭に

置いてきました。次のスライドは1985年にお・

けるブラジルの一次エネルギー需要を示していま

す（スライド13）。

　1973年のアラブ石油の輸出停止以前は，世
界市場は概してエネルギー資源は実質的に無尽蔵

であると見る立場で動いていました。しかし石油

への過度の依存によってひき起こされた危機以来，

世界経済の弱点が明らかになりました。

　この状況下で，国内石油資源の乏しい国々は石

油価格の高騰に直接かつ大きく影響されました。

ブラジルのエネルギー収支における輸入石油は一

次エネルギー消費量全体の約32％です。これは

1980年には100億米ドルに相当しました。
ブラジルにとってエネルギー政策を決定する基礎

的問題は国外の石油への依存を減らし，貿易差額

を軽くすることですが，外貨の赤字をどうやって

悪化させないようにするかという問題に取り組む

ため，技術的な能力や容量澄よびエネルギー状況

に関する分析に努力が払われました。その結果，

我々のエネルギー政策の基本指導政策は国内の資

本と技術を大いに用いての国内資源の開発を刺激

するようなものとなるべきでしょう。

　エネルギー政策が目ざすべき原則として以下の

点が確定されました。

①　主として石油製品に置き替えることを狙った

国内代替エネルギー源の最大利用

②国内石油産出高の増加

③省エネルギー手段の導入

　これらの原則に基づき，行動戦略が，各種のエ

ネルギー源の開発を組織化すると同時に，主とし

て輸送（45％以上）診よび工業（30％以上）
のような石油派生贔を多く消費する部門の需要面
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でエネルギーの有効な利用を行うよう立案されつ

あります。

5，2　供給問題一将来のエネルギー需要を賄うた

　　　めに考えられている資源

　ブラジルに解ける一次エネルギーの消費量は，．

1970年から1980年の間・に年問平均7．5％
の割合で増えましたが，同時期の電力消費は年間

約12％⊥射しました。現在の国内エネルギー政

策では，1985年蚕での一次エネルギー総需要
に対して年間7％の伸び率を予測しています6電

力は年間のエネルギー需要の⊥昇の大きな部分を

占めて齢り，ブラジル全体のエネルギー需要の中

での電力の割合は1980年における27％から
1985年には38％，そして今世紀の末磯でに
少なくとも40％まで上昇するでしょう61980

年と1985年を予測した資源別一次エネルギー
全消費量も先程のスライドに示されています（ス

ライド13）。

　エネルギー総需要の伸び率を年間7％としてダ

1985年の石油需要予測に合わせた資源計画は
ご覧の通りですが（ス箏イド筆4），これについ

て次に簡単に説明します。、

国内におげる石油生産量

　現在利用できるエネルギー資源の拡大と新しい

資源の調査はブラジル政府によって至上命令と考

えられています。このような状況下で，、石油の開

発は国営石油会社によって，特に有望な結果が期

待される大陸棚について強化されています。先程

澄見せしたスライドをもう一度ご覧戴きたいので

すが，1970年から1980年の間にブラジル
で行なわれた試錐量の推移（スライド6），国営

石油会社によって探査された埋蔵地域（スうイド

7）が示されています。予め予定された地域では・

この作業は，リスク条項つきの契約を締結した諸

企業によって支援されています（スライド8）。

この開発活動によってブラジルで得た平均産出量

は試錐1mについて500bb1です。
　一方国外に於ける開発はダ国営石油会社の子会

社を通じて行なわれています。

　　　アルコ．一ル

　1985年のアルコール生産量は約107億4
（1980年の生産量は約35億4）と予測され，

これは次のように分けられます。すなわち，新型

於よび改造車両の水性アルコールが61億4，20

％の割合のガソリンとの混合用無水アルコールが

31億4で，残りは化学産業用の15億4です。
1985年のアルコール生産地域は国土のわずか

0．3％，つまり大体31，000km2の地域に過ぎな

いごとは注目すべきことです。

　　　石　炭

　石炭の生産は1985年までには年間生産量が
・2．35×107に達して，産業に澄ける燃料用石油需

要の相当な部分の代替エネノレギーとして利用され

るはずです。

　　　水．力、

　ブラ1ジルで発電に利用される一一次エネルギー源

のうちで．も水力は最も豊富なものです。実際の潜

在水力の調査は，開発の必要性に従い時間を追っ

て代替資源のコストの⊥昇とともに進展してき臥

した。

　水力発電計画の発展のための基本方針は電力部

門の主導で決定されることになり，ブラジルのエ

ネルギ痴政策に関係してき賦す。基本的にこの方

針によると，発電そのもめの必要と水力の利用が

最も有効であることの両方を満足する地域では，

水力を石油への代替エネルギーとして利用できる「

としています。

　水力発電による石油の代替は概して，アルコー

ルプ石炭，頁岩及び木炭などの…次エネルギー源

を効率よく，低価格で利用できない分野に齢いて

のみ考えられます。各ケースを個別に調査しなけ

ればなりませんが，石油火力発電を水力発電に置

きかえることが可能な場所でかつ産業用の石油利

用が機械エネルギーとしてであって，水力発電に

置きかえることが他の代替手段に比べても最も経

済的である部門に於いてのみ，水力発電による石

油への代用が行われます。

　電力はlr石炭のような石油以外の資源が効率よ

く利用できない部門では工業用プロセス・ヒート

と置きかえられます。

　ブラジルのエネルギー政策の実施に携わった電

力関係部門は，長期・短期計画の再構成を必要と

しました。国全体の電力消費量は1976年から

1980年までの間に年率約112％で」二昇しまし

たが，この伸びは1985年まで一定のま’ま続き，
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その後1995年まではより低い成長率（約8％）

になると予測され鎖す・

部門への資金調達機関でもある国策会社，エレ

トロブラス社を通じて活動し’ます。

発電容量の追加一石炭火力発電と原子力発

　　電計画

　水力が優勢な発電システムの中では，火力発電

は水力に対する副次的エネルギーとされ，いわゆ

る「補足的な運転」を行うことが必要です。との

やり方は，豊水期には放流によって幾分の損失が

あり凌すが他の期間は水力の完全利用が可能にな

ります。この運転方式は非常によく知られて彫り，

広く利用されています。火力発電所の運転のため

に最適の政策を確立するため多くの研究がされ，

またモデルが作られています。

　南部地域に澄いては，1990年までの運開用

として，総出力87万kWの様々な石炭火力発電
所が発電関係部門により計画されました。また国

家原子力発電計画に基づいた3つの原子炉が計画

されていますがこれらは62．6万kW出力のもの

が1基，1245万kWが2基で，3基とも南東部
の同じ敷地内にあります。

　　　木　炭’

　ブラジルのエネルギー収支に澄ける木炭の役割

は，生産量を増やすために数回にわたって実施さ

れた再植林計画によって実質的に：重要度を増しま

した。1985年の計画では・80年に計画された

5万haに植林用地が3万ha追加されました。

　　省エネルギー

　1985年までの石油需要を賄う重要な方法は
石油精製過程の派生物の合理的な利用とエネルギ

㎞生産に急げる効率を増加させる省エネルギー対

策の実施です。石油消費に関して，政府は消費規

制を適用せざるを臨ませんでした。これは石油需

要全体の水準を下げようとするためですが最：も影

響を受ける分野はすでに述べたように輸送と工業

なのです。

6．ブラジルの電カシステム

6．1　電力関係部門の組織

　電力関係部門は鉱山動力省の責任下にあり，免

許を与え，料金を調整する行政組織である水道電

力部（DNAEE）を通じて活動を行います。電力
部門はまた，調整と計画のための組織であり，同

6．2　消費量及び設備容量の推移

　ブラジルに澄ける電力の消費に関する歴史的推

移を消費部門別に表わすと，‘このようになります。

（スライドi5）。これから産業関係部門が全体

の半分以上を消費している事が判ります。スライ

ドには水力論よび火力発電の設備容：量に関する歴

史的推移も示されてい蔵すが，1975年には全
容量の85％を占めた水力発電の優位性が明らか
です。

6．3　関係部門の推移に関する見通し

　．1960年代の終わり頃までに，．その後の20

年間で，北東部，南東部地域の潜在水力が充分に

活用されるであろうことが明らかになっていまし

た。代替エネルギー拡大に関する研究によると南

東部に輝ける原子力発電所の設置とともに南部に

診けるパラナ川，北部にお・けるトカンティン川の

潜在水力を活用するという2つの目標を同時に達

成する必要があります。

　地域別電力系統浄福互の連携を利用するため，

以下の予備対策が講じられました。

一設備容量1，260万kWを持つ世界最大の水力

発電所喫旨タイプ”を建設するため，パラグアイ

と共同で2国間共有会社を設立しました。

一エレトロノテル社（北部電力会社）が396
万kWの容：量を持つテユクルイ水力発電所の建設

を初めとするアマゾンの潜在水力を開発するため

に設立されました。

一南部と南東部の相互連携が，イタイプとサン

パウロ間の765kVの送電ラインをエレトロスル
社（南部電力会社）の500kVの送電網につなが

れることによって確保されます。

一テェクルイ発電所とサンフランシスコ川電力

会社の送電系統を連結する500kV電力網，澄
よび北東部と南東部をつなぐ別の500kV電力
網建設のための計画が立てられました。

　1979年度のブラジルに眠ける総発電量は

1，220億kW時でしたが，この76％が南東部
12％が南部，11％が北東部，1％が北部の需

要にそれぞれ充てられました。2010年の消費

予測は約1兆4，000億kW時であり，政府の産
業分散を達成するための試みのためにこの割り当
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てはもっと均等なものになるでしょう。すなわち

南東部は全消費量の58．1％，北東部は15．7％，

南部は18％，そして北部は8．2％となる見込み

です（スうイド16）o

　ブラジルの潜在的水力発電容量は2億1，300

万kWで，これは9，330億kW時の年間発電量
を供給でき補す。電力の需要予測と，潜在水力と

の比較は，需要が今世紀の終わり蚕ではほぼ水資

源によって満たされることを示しています。しか

し，潜在水力は各地域の需要の伸びに従って使わ

れなげればならず，送電，火力発電所の補足的運

転の経済的社会的利益，さらに地域開発との相互

関係などを考慮に入れなければならないととは明

らかです。

　潜在水力発電容量の地域分布と需要の分布とは

一致してい綾せん。1990年頃までには南東部
と北東部は水力発電だけでは赤字となるでしょう。

一方南部では2000年になっても少しの余裕が

あり，北部は2000年以降も数年間，余裕があ
るでしょう《ス‘ライド胴）。

　1983年に完成する地域間の連携は，南部と
南東熱間齢よび北部と北東部門のエネルギー一の流

れを作り出すでしょう。1990年代にはアマゾ
ンの潜在水力を実用化するために南東部への大送
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電システムが，5，000万kWもしくはそれ以上
の出力で，2，000kml以上にわたって必要となる

でしょう。この問題は，技術上の一大挑戦事項で
す。、

　一・方，システムの開発のために2つの：重大な選

択を考慮に入れなければなりません。

①石炭一一てれは南部に埋蔵されて知り，エネ

ルギー体系の中での役割はより増大するはずです

が，それには生産，輸送ならびに計画という下部

構造に大きな投資を必要としています。

②原子力発電一一これは開発中です。

エネルギー危機を否定しえない状況にある世界で

は，多くの国々は技術的に信頼でき，とりわけそ

の供給が保障される代替エネルギーを妥当な価格

で見つけるという厳しい問題に直面しています。

このととはまた，ヅラジルのエネルギー政策決定

の基礎となっています。

　ブラジルに論ける原子力発電の採用を正当化す

るために，次の2つの基本条件が考慮されました。

1）先程述べたように，利用できる潜在水力は現

在のところ年間9，330億kW時と月、込まれます

が，経済的要因のために恐らくこの数値の75％

しか利用できないでしょう。

2）今後数十年の面この国で増大する竃力需要に

見合うように，競争経済ベースでの発電のための

代替電源を確保する必要性があり葦す。

　ブラジルの総電力需要は2010年に年間約1
兆4，000億kW時に達するでしょう。この数字
と，年間9，330億kW時という理想的な有効潜
在水力発電の数字を比較すると，我々は少なくと

も年間5，000億kW時の不足を抱えることにな

り，これは主として原子力発電で補なわれるべき

です。この不足に対処するため，窯000年まで
に代替エネルギーは設備容量で年間澄よそ1，000

万kWの増加が必要となります（スライド17）。
　ブラジルの原子力計画全体を要求通りに進めて

いぐためには明らかに原子力にかける多大な努力

を，人的資：源と技術という観点から見て地方が独

自に充足できるような能力の開発に振り向けなけ

ればならないでしょう。

　ブラジルの原子力は今のところ規模の経済の点

で水力のコストには太刀打ちできませんが，原子

力開発の規模の拡大と水力発電所の建設に於ける

良く知られた困難，特にアマゾンに海けるその困

難さを相殺すると，我々は今後の状況は原子力に

とって有利になると考えてい蚕す。

7．ブ『ラジルの原子：力苗圃

7，1　ブラジルに澄ける原子力発電の必要性

　広大な領土を持ち，1億2，000万人の人口を

もつブラジルはその経済発展と国民の福利のため

に一定した信頼できるエネルギーの確保を必要と

しています。

　新しいエネルギー源の利用は，確実に今世紀第

4四半期に齢ける世界中の共通関心事となり，そ

れだけに，全人類のための至上命令でもあり憲す。

7．2　ブラジルの原子力発電計画の歴史

　ブラジルの最初の原子力発電所は現在炉心に燃

料を装荷する段階ですが，62万6，000kWの
ウエスチングハウス社製PWR原子炉（アングラ

1号）です（ス讐イド唱8，吊9）oターン。キー

契約で発注されたこの発電所は我々にとって実験

台として，いわば我々が実地に学んだ実験見本と

して，非常に：重要なものでした。ブラジルはアン

グラ1号を通じて原子力発電所に関して徹底的に
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学び医した。

　以前に述べたように，ブラジルに輸ける平和利

用のための原子力計画を行なう重要な決定は，国

内のエネルギー需要に対する注意深い評価と，そ

のような需要を賄うエネルギー源に対する評価に

基づいています。

　技術的ならびに経済的研究によってPWR型の

原子炉の選択が決潜りました。ターン・キー　契

約で原子力発電所を購入する代わりに，原子炉製

造の全面的な技術移転をその購入に含むという条

件つきで4基のプラントを発注することを決定し

ました。これは燃料サイクルのすべての段階を含

むもので，これによって究極的にはブラジルは総

合的な原子力部門の独立を達成できるでしょう。

　今のところブラジルが豊富なウラン埋蔵量をも

っているという地質学的な事実からすれば，国内

供給を確保するための数ヵ所のウラン濃縮工場の

計画も当然といえます。このことは原子力に診け

る独立ばかりでなく，国際収支の赤字を実質的に

好転させることになるでしょう。なぜなら我々の

原子力計画は実質的に発展する方向にあり，将来

ブラジルが燃料要素の形で相当量の濃縮ウランを

輸出するだろうからです。一方熱中性子．によるウ

ラン需要を約30％節約し，将来の高速増殖炉に

不可欠なプルトニウムの在庫分を増やすために我

々はPWRでの使用済み燃料の再処理をも研究し
ています。

　　　　　　　　　　　　　バ

7．3　西ドイツとの協定

　数ケ国との交渉の結果，西ドイツが我々の条件

に合い，二国問協定が調印されました。

　この協定は原子力発電所の設計，建設，論よび

核燃料サイクルの様々な段階を含む原子力開発全

体を包括した技術移転を目的として，様々な共同

事業を成立させるものです。

　濃縮，燃料要素製造澄よび再処理を含む核燃料・

サイクル用の施設が，この協定の期間中にブラジ

ルで建設される予定です。代わりに4基の130万kW

級の加圧水型炉西ドイソによって建設され，さら

に4基が発注予定です○

　これらすべての活動と施設は国際的な保障措置

下に置かれることになります。

　装置の輸入と作業に必要な融資は西ドイツの銀

行グループによって確保されました。

　ウランの採掘とウラン精鉱の生産は協定外で開

発されつつありますが，ウラン探査のための共同

事業も進められています。

7．4　原子力開発組織

　ブラジルの原子力開発は連邦政府の一元的な監

督の下で開発されています。特に燃料サイクルの

関連は厳格な政府の管理下にありますが，私企業

が原子力発電所の電気機械部品，装置および土木

作業の供給者として重要な役割を占めてます。

　原子力関係の政府部内の責任分担はこのように

なっています（ス夢イド2⑪）。　ブラジル大統領

が原子力発電政策を決め，鉱山動力省が政策実行

すなわち国家原子力計画に関する立案，実施胎よ

び管理に責任を有します。鉱山動力省は直接連携

している3形式機関，原子力委員会（CNEN）

ニュー Nレブラス社澄よびエレトロブラス社を

通じて活動しています。

　これらの各機関とその任務について簡単に説明

致します。

　　　ニュークレブラス社

　ニュークレブラス社は，株の過半数が連邦政府

に所有され，ブラジル大統領によって取締役が指

名される持株会社であり，後に述べるいくつかの

子会社を持っています。

　ニュークレブラス社はブラジルの原子力計画の

主要な機関です。特に核燃料サイクルに論ける全

ての設備の所有者，運転者として，並びに核燃料

に関係する全ての商業活動の指導や，私企業では

まだ取り扱え：ない商業活動の遂行などに責任があ

り曝す。

　これらは核熱蒸気供給系のためのエンジニアリ

ング，土木工業，原子炉用の主要機器の製造を含

んで澄り，ニュークレブラス社は原子力計画にお

ける個入企業の参加を育成し，同社の計画の範囲

内での技術塁壁の実施も行っています。このスラ

イドは機器製造工場の外観（スライド2循）で内

部では圧力容器や蒸気発今治の製造が行われてい

寮す（スうイド22，23）。これらは日本型よび

フラマトム社から輸入されたものです。

　いくつかの独自の技術開発，研究，産業支援活

動を含む全般的な技術開発はニュ…クレブラス社の

技術複合組織（CDTN）が集中的に行うことにな
．ります。

　伯・西独協定の最も：重要な点は，ブラジル国内
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に原子炉と様々な段階の燃料サイクル企業を設立

するという二国間の取り決めです。このような企

業はニュークレブラス社の子会社として設立され

て，ブラジルへの原子力技術の移転が可能になる

でしょう。それらの子会社は次の通りです。

目皿一クレブ社…（主要機器製造）

　ニュークレプ社は，クラフトベルク・ウニオン

社（KWU），　GHH社およびオ…ストリァ製鉄協会

（VOEST）からなる借款団からの借り入れで設

立された核熱蒸気供給系の主要機器製造会社とし

て操業します。会社の株主としてブラジルの私企

業の参加を認める計画もあります。ニュ…クレプ

工場は1980年に操業を開始しました（，

ニュークレン社一（エンジ晶アリング会社）

　ニュークレブラス社とKWU社は原子力発電所
の設計，必要な装置の仕様決定と発注および原子

力発電所建設作業全体の管理を指揮するため原子

力エンジニアリング会社を設立しました。

ニューコン社…（原子力発電所建設）

　この一番新しい子会社は100％ブラジル入か

らなり，原子力計醐での発電所建設に独占権をも

っています。

ニュ…クレアリ社…（ウランの濃縮）

　濃縮ウランの分野では，ニュークレブラス社は

ジェット・ノズル法に基づく同位体分離プラント

を建設し，操業させる子会社を設立しました。

　これは24台のノズル・カスケードをもった

工場です（ス＝ライド24）oここにはUF6をUO2
に転換する施設もあり，フランスの技術協力を得

てい寮す。

ニュー
?テノレネ士＝（ウ．乏ン1壁縮胴上看母）

　これは西ドイツのエッセンに本部を置く会社で

ニュークレブラス社と西ドイツのステアッグ社が半々

の資本を出して運営していますQその目的はジェ

ット・ノズル濃縮法の技術を商業目的のために開

発することです。この会社は過去も将来もこの：方

法のすべての特許齢よび免許を持ってい蓑す。

ニュークラム社一（ウラン鉱試掘）

これはニュークレブラス社と西ドイツのウラン

ゲゼルシャフトによって所有されている会社で，

ブラジル領土のある一定の地域でウランを試掘す

る目的を持っています。スライドはウラン鉱山を

示してい凌す（ス‘ライド25，26，27）。イ箕岡

イァというブラジル北部の鉱山ですが，これは世

界でも最大規模のものです。

ニゴークレモン社一（モナズ石と’関連鉱物）

　この会社の目的はトリラムやその他の重元素で，

希土類元素の化合物を生産することです。

⊆NEN一（ヅ乏ジル原孟力委員会）

　ヅラジル原子力委員会（CNEN）は規制，許認

可齢よび基礎的な研究活動や，人的資源の養成に

責任を持つ連邦政府機関であり，委員長と委員は

ブラジル大統領に指名されます。

　CNENの主な責務は次の通りです。

①国内原子力政策を計画し実行するのに関連す

る課題について鉱山動力省に助言を与える。

②　原子力に関する協定，その他の国際的交渉に

ついて助喬を与える。

③　原子力の平和利用の推進と奨励を行う。

④国内保障措置の確立。

⑤　国際保障措置の実施。

⑥　原子力発電施設に関する期制の明確化と認可

を行う。

⑦　原子力施設の建設と運転，並びに核物質使用

に関する安全保護基準の明確化。

⑧原子力活動の監督と監視。

⑨原子力の科学者，技術者，研究者の養成。

⑩　原子力研究所の運営

⑪　あらゆるタイプの核物質貯蔵の管理。

　　エレトロブラス社

　エレトロブラス社は主として連邦政府によって

所有されている株式会社であり，その理事は大統

領にま旨名されます。原子力関係部門に関してエレ

トロブラス社は次の事に責任があります。

①　　（特にニュークレブラス社との契約において）

原子力発電計画を含むブラジルの長期，短期エネ

ルギー計画の調整

②　発電所，特に原子力発電所の建設への融資

③　子会社を通じての，原子力を含むすべての発

電所の運転
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　ブラジルで建設中の最初の3基の原子力発電所

はエレトロブラス社の子会社である，フルナス社

に委託されましたが，これらのプラントは全て同

じアングラの敷地内にあります。

8．結　　論

　ブラジルには大きな潜在水力発電資源がありま

すが，21世紀初頭の電力予測は，原子力発電の

強力な開発が緊急に必要なことを示していますの

で，今後20年間に原子炉の建設，核燃料サイク

ル施設の建設並びに我々の持つウランの利用に際

しての完全な自立ができるでしょう。

　経済的，生態学的の両見地から見て，原子力の

特性は好都合なので21世紀には必然的に主要エ

ネルギー源として使われるでしょう。

　原子力を大量に早急に使うには，国際社会に論

けるとともに各国政府に臨いても真剣で明確な政

治的態度がとられる必要がありましょう。

　このことは今後数十年間は，世界全体が代替エ

ネルギーを開発するにめの厳しい時期なのですが，

原子力を大幅に拡大するためには，エネルギー問

題のこのような解決策に対する国内の意見統～と

確固とした決定がなされなければなりません。

　原子力発電が将来のエネルギー需要を賄うため

には，ウランの試掘から放射性廃棄物の管理に至

るまでの核燃料サイクル全体を管理することと同

時にウランをより効率的に使うために高速増殖炉

技術を開発することが必要です。

　原子力への国民の信頼を得るために原子力技術

のあらゆる側面に関する一定の，しかも徹底した

情報提供が明確で偽りのない，かつ実際的な方法

で行われねばなりません。

　原子力の平和利用のために国家間で積極的に協

力していく事や，通常よく使われる核拡散のため

の口実をなくし，国々の問に完全な信頼と自信の

雰囲気を作り出すことが必要です。

　ブラジルにとっては輸入石油への依存から脱出

することが最も：重要な問題です。そのような独立．

を達成するためには積極的な国際協力が必要とな

るでしょう。

　結論すると，私はブラジルが，あらゆる段階の

核燃料サイクル活動と同時に原子力の導入に必要

な主要機器製造を全面的にカバーする完全な原子

力計画を，非常に一貫した方法で導入し，必要な

能力を持った労働者を提供するための独自の教育

プログラムを実施している最初の開発途上国であ

ることを改めて強調したいのです。我々の財務的

努力も強調されるべきものです。原子力計画のた

めの予算は今年度で15億ドルにも上ります。

　最後にブラジル政府は，原一子力を平和目的のた

めに利用する権利を国が確保するという政治的決

定を行うに当たり，ブラジル国民の生活向上を保

障する方向で賞讃に値する第一歩を示したことを

敢えて述べさせて戴きたいと思い犠す。
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韓国における原子力発電の役割

韓團原子力委員会
常任i委員

　Y。　　　リ　　ム

簸近のエネルギー情勢

　韓国は独自のエネルギー源

を充分に持っては旧りません。

ですから，輸入石油に対する

依存度も非常に高くならざる

を得ません。現在まで国内エ

ネルギー源としては石炭が最：

も重要なものでしたが，経済ベースで考えますと，

可採鉱量は石油価格の状況により変化しますが5

億tから10億tの間と見られております。石炭
の生産は現在年に2，000t程度に限られており
ます。

　潜在的な水力発電容量ほ300万kWと推定され
ており，このうち75．7万kWが現在開発されてい

ます（スライド1）。残りの水力発電容量の開発

を進めることによって，国内エネルギー源の効率

的な利用を図っていくことができると思います。

また，潜在的潮力発電容量が約170万kWと推定

されています。目下のところどのような地点が考

えられるか’を調査して齢りますが，現在のところ

それ以上の作業はなされていません。

　沿岸石油は可能性が最も高いものと言われて造

り，現在試掘が行われて悟り寮すが，たとえ沿岸

石油が発見されたとしても，すぐに供給が可能に

なるわけではありません。また，低品位のトリウ

ム齢よびウラン資：源も韓：国内に多少存在して論り

ます。トリウムはモナズ石の形で100万tの鉱量

が推定されてお・り，そこから4万5，000tの酸化

トリウム（ThO2）が取り出せるものと思われま

す。また，ウランの方はもう少し広範に存在して

は診りますが非常に品位の低いものであり，ウラ

ンを含んだ黒色粘板岩の形で存在して澄ります。

そのウラン含有比は約0．04％です。黒色粘板岩の

確定可採鉱量は約3，000万tで，ここから12万

tの（八酸化三ウランU308）が生産されますが，

これは現在の経済的な採掘限界である0．08％以

下となってお・ります。

　たとえ国内エネルギー源の開発に力を注いだと

しても，輸入エネルギーの重要度は将来に齢いて

増すでしょう（ス3イド2）。と申しますのは，

国内エネルギー源だけでは，これからの増大する

エネルギーの需要を満たしていくことができない

からです。

　ですから，輸入エネルギーを単滋の輸入源に過

度に依存することは特に信頼性のあるエネルギ｛

供給の確保という観点から非常に危険度の高いも

のです。韓国のエネルギー供給が中断されると経

．済成長とか，国防の面から破局的な状況をもたら

します。ですから，輸入エネルギーの形態及び供

給源の多様化というものがエネルギー政策の基礎

的な問題となります。多様化を目ざす韓国のエネ

ルギー計画の中で一番重要度が高いものが原子力

です』もちろん．相対的な原子力の経済性は疑う

余地のないものですので，我々の確固たる政策と

して，．財政，労働力，立地，訟よび信頼できる核

燃料の供給といった問題を中心に原子力開発の推

進にできる限りの努力をしていきたいと考えて澄

ります（スライド3）。

原〔・子力発電計醐

　1961年から1976年までの期間，韓国のG
NPの年間成長率は9．7％でした。しかしながら，

1977年から1980年にかけては主としてエネ
ルギー・コストの高騰によって5．5％に下がって

おります。

　韓国の経済成長は下がったと申しましても，過

去20年の間世界で1，2位を争うものとなって
診りました。発展途上国の場合どこでも同様です

が，韓国に診ける電力需要の伸びはGNPの伸び

の約2倍となって齢ります。つまり，1961年
から76年までの電力の伸びが平均18．3％，1977

年から1980年にかけては平均9．4％となってお

ります（スライド4）。
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　GNPの伸び率が徐々に減少し，1980年代
には7％になり・1990年代には6％になると
しても，韓：国にお・けるエネルギーの需：要は，2000

年で石油換算約1億6，000万tに達するものと：考

えられて齢ります。そして総エネルギー需要の中

で電力の占める割合は197g年には23．5％でし

たが2000年には35％以⊥になります。
　原子力発電の発電に占める割合は，例えば建設

コスト，運転コスト，発電コスト等の直接的な経

済比較のみならず，安全，労働力および立地可能

性，信頼性といった間接的要因のシステム分析に

よって決定されます。このような手法に基づいて

化石燃料発電，原子力発電，水力発電齢よび揚水

発電の比率を考えてきました。この分析は韓国エ

ネルギー研究所で，ウィーンー括システム分析計

画（WASP）に基づいて行って割ります。，

　WASPによる分析では，原子力が全設備発電
容量に占める割合は順調に伸びていき，現在7％

であるものが1991年には36％になり，一方，

石油火力発電所の占める割合が現在の72％から

28％に減少すると考えられております。

　このスライドは発電用エネルギーの形態とその

推移の予想を示しております（スうイド5）。

　この目標の達成のために，我々は詳細な原子力

開発計画を設定しました（スライド6）。この計

画には設定後実質的な変化は起きておりません。

と申しますのは，これが設定されたのは1973
年後半の深刻な石油危機の後であったからです。

1991年末までに韓国では12の原子炉が運開
予定です。現在設備容量58．7万kWの原子炉が1

基稼働中です。建設中が8基あり，3基が計画中
です。

　これは3ケ．月前に撮った韓国の第2号炉の原子

炉建屋の写真で，現在ではほとんど建設が完了し

ています（スライド7）。

　これはウォルサンのCANDU型の原子炉炉心
澄よび給水系です（スライド8）。完成は1983
年初頭の予定です。

　これは建設中の第5号炉の低圧タービンの羽根

の部分で，現在設置がほぼ終わって与ります（ス

ライド9）。

　これは第5号炉の子炉格納容器です。運開は

1984年を計画しております（スライド10，
智）。

　もちろん1991年以降については正式な計画

はできておりませんが，2000年までに韓国に
導入される原子力発電量は3，000万kWを超える

ものと考えられています。

　また，韓国におげる2000年以降の原子力計

画はINFCEで発表されている原子力伸び率の
世界平均の倍の速さで続行されてゆくと考えられ
ます。

　このスライドは原子力発電計画をまとめたもの

です（スライド12）。

核燃料サイクル

　現在燃料サイクルのどの段階をとっても自国の

能力のみで手に入れることはできないし，近い将

来にそのような期待も持てません（ス箏イド唯3）。

　順調に原子力計画を遂行してゆくためには，ウ

ラン韓国よび濃縮役務が保証されなければなりま

せん。

　この表は1995年までの濃縮ウランの年間需
要量の見積もりを示しています《スライド唱4）。

1990年には2，500tのU308が必要であると
考えられ，また1995年では最低3，700t，最
大6，400tのU308が必要となると考えられて孕

りますがこの最大最小見積もりの違いは，どの燃

料サイクルを選ぶかとかあるいは設備利用率とか

また尾鉱の濃度の差によって変化し綾す。

　最小の見積もりは改良された，あるいは最適化

された核燃料サイクル計画に基づいており，これ

は，韓国の原子炉メーカーの提案してきたもので

す。一方最大見積もりの場合は現在利用可能な標

準的な核燃料サイクルだけによる計画に基づくも

のです。いずれの計画にも2年のリード・タイム

が必要とされております。

　また，1990年までの累積需要はU308で1
万7，500tから1万8，500t程度となっており，

1995年までをとりますと，U3083万3，500
tから4万4，000tとなって操ります。

　只今のスライドに示した通り，1986年の需
要量はすでに契約済みです。

　現在のところ短期的に必要なウラン鉱はスポッ

ト市場から購入されて論り目すが，こうした形態

の購入は将来減らしてゆく方針です，，長期的な需

要については長期購入契約や共同採掘といった形

で確保していくつもりです。

　1万4，000tのU308を現在スポット購入と長
期契約によって確保しております（ス‘ライド15）。
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そのうちカナダから40％，アメリカとオースト

ラリアから各20％，残り20％をその他の諸国
から輸入しております。このように資源確保の多

様化政策が，すでに確立されて要ります。

　現在2つの共同探査計画が行われて澄り，その

うち一つが1978年に始まったパラグアイでの
計画です。我々のパートナーは台湾電力会社と，こ

の計画を担当しているアメリカのアンシュッツ社

です。

　もう一つの共同探査計画は，1980年半ばにガボ

ンで始まりました。アフリカのガボン政府とフラ

ンスのコジェマ社がパートナーとなって診ります

コジェマ社はこの計臨を運’営し，コジェマ社と下

請け契約をしている韓国のボーリング会社が試錐，

試掘を行って齢ります。

　濃縮役務の基本政策としましては，長期的な固

定委託契約や濃縮役務契約先の多様化を図ること

も含まれてい蓬す。濃縮役務については現在運転

中お・よび建設中のすべての軽水炉に関して契約が

なされております。濃縮役務契約に関して，8号

炉まではCANDU型炉である3号炉を除き，アメ

リカ・エネルギー省（DOE）との間で調整可能

確定量契約方式（AFC）で契約されております、

また，9号炉，10．号炉に関しましてはフランス

のコジェマ社との契約で確保されました。またア

メリカとAFC契約を・11、・i2号炉に関しても

行うかどうかは現在検討中です（スライド棺）。

　核燃料の転換，製造，並びに再処理は現在国内

では行っていませんが，核燃料の転換齢よび製造

に関しては，近い将来国内でこれを行うのに大き

な問題はないと思われます。核燃料加工は燃料サ

イクルを国産化する上で最初の要素となるでしょ

う。各原子炉が敷地内に使用済み燃料貯蔵施設を

持って料り濠すので少なくとも10年間は広く採

られている核不拡散政策に従って再処理せずに正

常運転することができますδ

そ　の　他

　原子力発電の立地について韓国では

①同一敷地内に原子炉を4～6基建設する。

②立地調査を準備段階で行う（すなわち原子力発

電所完成11年前から）。

③詳細な調査を発電所完成の10年前に行う。

という3つの原則があります，，

　現在，原子力計画を支援してゆくため200．O年

壕でに約10の立地点が必要であると考えて齢り

ます（スライド循7）。

　そのため国内の技術能力を育成してゆく必要が

あります。

　次のスライドは，韓国原子力技術株式会社（K

NE）という，最も原子力政策に係わっているエ

ンジ謀アリング会社の計画で，今までの韓国の原

発の建設については，1号機以来，多くの関与を

してきて器ります（スライド18）。9号炉，10

号炉については，フランスのフラマトム社の技術

協力を得ておりますが，これにもKNE社が積極
的に係わっていくことになるでしょう。

国産化計圃に関する国本政策
　政府の政策に従って国産化の計画が各原子炉に

ついて実施される予定です（スライド19）。

　韓国電力は国産化推進のために主要機器メーカ

ーに対して契約上の条件を設けています。また，

品質保証齢よび納期の厳守のために国内のメーカ

ーの協力が求められています。従来の発電所に論

いて安全関連機器に関してのテスト期間を置くこ

とが望まれます。韓国重工業はますます重要なメ

ーカーとなるでしょう。

長期暗証戦略

　経済的な比較や，燃料サイクルの分析をするた

めに，4種類の亜型組み合わせのシナリオを考え

てみましたくスライド2⑪）。将来においてはも

っと多くのタイプの原子炉の利用が可能になると

考えられますが，ここではできるだけ簡略化する

ためにPWRとHWRとLMFBRを考えに入れ
ることにします。PWRの資本費は90万kW　1基

の場合kW当たり827ドルであり，120万kWの
場合はkW当たり734ドルとなっております。一

方，HWRにつきましては，それぞれkW当たり
1，061ドルおよび947ドルとなっております。

　これらのコストは，4周忌まったく同じ炉が同

じ敷地内に建設されたと仮定し，1978年のドル

価格に基づいた「＝コン一図プト5」のコンピュータ

ー・コードを用いて計算しました。

　1基の資本費はもしユニットのサイズが大きく

なったり，同じタイプのユニットが同じ敷地内に

適当な間隔，例えば1年間隔で建設される場合低

くなる傾向があります。

　過去の記録に基づいて計算しますとHWRの設
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備利用率はPWRより5％ほど大きいようです。

また，この調査ではLMFBRの資本費はPWR
のそれに対して1．4倍となるとされて澄ります。

しかしながら，LMFBRについて耐用年数中の
燃料サイクルの平均コストを見ますと，PWRに

比べて4分の1と低くなって焙ります。この4つ

の異なった炉型の組み合わせに関する経済評価は

韓国エネルギー研究所（KAERI）のWASP－1
計画を用いてなされました。

　2000年までに韓国で31の原子力発電所を運

転するには，300頑ないし320億ドルが必要
となるでしょう。こうして見ますと結局全体のコ

ストは炉型戦略を凝らしてもあまり違いはないよ

うです。

　また，果たして韓国がその計画された僚子力発

電計画のために充分なウランを得る事ができるか

どうかを判断するのは大変重要なことです。と申

しますのは，すでに述べたように国内資源は非常

に限られているからです。

　世界中で130ドル／kgの水準で採掘可能な天

然ウランは多くても500万t程度です。一方IN

FCEの研究では高価格ならU308換算の推定埋
蔵量は約1，800万tくらい空幕的には採掘できる

と考えられて齢ります。

　韓li蜀は世界のGNPの0，3％を占めて澄り，エ

ネルギー消費量では世界の．0．3％を，また世界人口

の0．9％を占めて澄ります。将来，GNPの伸び

率はINFCEで予測されている世界平均の2倍
になると考えられて澄ります。また，我々は韓国

原子力計画のために，先程の2つのウラン埋蔵量

の推定値についてU308を4万5．000t（500万
トンの0．9％）から10万8，000t（1，800万t
の0．6％）得ることを期待しています。もし我々

がもっと多く得られるとするならば，あとどれだ

け入手することができるでしょうか。　　　　　．

　たとえ控え目に見積もりましても，韓国の原子

力計画は先程予測したように世界平均の2倍にな

ると考えられます。海外から得られる最大限の天

然ウランはU308換算で約20万七と思われます、

2040年までに必要なU308の累積需要晶は，こ
こに示すようになると思われます（スライド20）。

次のスライドはまたこれら4つの戦略のためのU3

08の年間需要を表わしています（スライド21）。

　この計算ですと2000年まではPWR齢よびH
WRのどちらでもウランを使い捨てで利用するこ

ととしています。また，LWRの使用済み燃料か

ら回収されるプルトニウムをある一定期間貯蔵し

て，LMFBRの初装荷燃料として供給すること
も考えて論ります。

　これらの原子炉が寿命になるまでのウラン鉱の

総需要量はINFCEで報告されているものとほ
ぼ同じです。この戦略分析からの結論は決定的な

ものではございませんが，次の3点を述べること

ができるでしょう。

①ウラン鉱の消費に関する限り韓国にできるだけ

早く高速増殖炉を導入することが最も望ましい。

②もし使い捨てサイクルが近い将来唯一利用でき

る方法とするならば，使用済み燃料の再処理が行

えるようになるまで貯蔵して悪くのが適当である。

③もしプルトニウムのリサイクル，または使用済

み燃料の再処理をすぐに行えないならばHWRの
燃料サイクルに全力を注いでゆかなければならな

い。

　使用済み燃料の輸送距離を短くし，またもし使

用済み燃料のリサイクルが可能となった場合，分

離されたままのプルトニウムの貯蔵時間を少なく

することが重要です。

　さらに韓国の原子力計画をより効果的に実行して

いく上で，原子力発電所の信頼性向上と原子炉の

安全性の確保が必要です。

　日本は韓国に最も近い隣人であり，また原子力

発電を行って論りますので，日本と韓国の間に以

前にも増して密接な協力，共同関係を維持してい

くことが大切であると考えます。
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アメリカのエネルギー政策と原子力開発

アメリカ　エネルギー省

国際原子力計画部長
　＄．　　ロ　ーゼン

藷燈
ていこうということです。新しい政権ができ，そ

のエネルギー政策の特徴が打ち出されようとして

おりますが，一つ明らかなことは，原子力が現在

もまた将来もエネルギー構成の中で不可欠の位置

を占め続けると予想されていることです。・

　つまり「，我々のエネルギー問題に対する答えを

捜すために水平線を見渡すと，少なくともこの先

数十年は発電の重要な構成要素としての原子力を

抜きにしてはやってゆけないことが感じられるの
です。

　アメリカおよび海外におげる権威あるエネルギ

ー関係の研究は，原子力がエネルギー供給にとっ

て大きな役割を果たすべきであると繰り返し述べ

ています。つまり原子力を今のレベルからさらに

拡大させ，石油への依存を減らす主たる燃料源の

一つとして考えていかなければならないというこ
とです。

　すでに述べたように，アメリカ・エネルギー省

のエネルギー政策の詳細は，自下作成されつつあ

ります。しかしながらエネルギー省の戦略の枠組

みを示すために原子力開発に関しては逆説的な状

況もあるということを簡単に述べておきたいと思

います。

　ここに示されているように1973年から74年
の石油禁輸が終わって7年後でも，アメリカのエ

ネルギー消費の半分近くを，国内に豊富にはない

石油が供給しているのです（スライド¶）。つまり，

石油供給のほぼ40％は絶えず価格上昇を続ける

輸入石油に頼っています。石炭および天然ガスが

かなりあって利用できるわげですが，再：生不能な

　　　アメり力の原子力の現況

　　　　アメリカでは今日，エネル

　　　ギー政策は移行期にあります。

　　　そして，実際上可能な限り速

　　　く石油に大きく依存してきた

髄　　　経済をその他の燃料やエネル

　　　ギー源に依存するように変え

資源です。これとて我々の需要の半分以下を賄う

ているに過ぎません。豊かな資源一一ウラン，こ

れはすべての国内の化石燃料を組み合わせた場合

の何倍ものエネルギーの潜在力があると考えられ

ておりますが，現在のところエネルギー使用の中

の4分の1以下を占めているに過ぎません。

　英語の読みにくい方もおられるかもしれません

が，このスライドに書いてあることは，アメリカ

では石油の輸入が，一次エネルギー供給の中の44

％を占めていて，その中の17マ％が輸入石油だと

いうことです。あと50％がガス，石炭，水力，

原子力などによって賄われているという状態です。、

アメリカのエネルギーは15．3％を輸入に依存して

おります。その中の大部分が石油ですが，石炭も

あります。1978年と1980年ではほとんど変お
っておりません。しかし，輸入石油に対する依存

が少なくなっているということを見て戴けると思

います。

　アメリカには約70の原子力発電所があり，そ

の総設備容量は5，000万kWを超え電力の11％

を賄っております。そして13州では，25％以
上の電力が原子力発電で賄われ，その中の2つの

州におきましては，50％が原子力となっていま

す。この電力をもし火力発電所で供給すると，年

間5億bb1の石油が消費されることになります。

これは1日140万bb1に相当します。これは大体
・アラスカのパイプラインの容量に相当するもので

す、，今の予想と致しましては，この数字が1985

年までにはさらに1日100万bbl増大するだろう

と思われています。原子力はすでにアメリカのエ

ネルギー供給にとって不可欠の要素となっていな

がら，今の状況は，原子力市場にこの3年間新し

い注文がない⊥に多数の発電所がキャンセルされ

ています。このスライドはアメリカの電気事業者

によって商業運転の計画されている原子力発電の

容量を示しています（スライド2）。スライドは

6つのカーブから成っていて左から右に1975年
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から1980年にかけて計画設備容量：が減っている

ことが示されています。1976年以来電力事業者

は50以上の原子力発電所をキャンセルしていま

す。この中には成長率の低下によるものもありま

ずけれども，多くは原子力独自の問題に基づいて

いるものです、，ごく簡単に申しますと，ご覧のよ

うに1977年にはig90年の設備容量を2億kW
と予測していたわけです。それに対しまして1979

年にはここに示されておりますように1億5千万

kW以下の予測になっています。

　アメリカでは，原子力早業は1970年代初頭に

繁栄，拡大し，アメリカの電力需要の増大見通し

に見合う状況を見せていましたが，それが今，脅

かされているということです。しかしながら，近

い将来の早期の契約締結と豊富なエネルギー源の

将来の潜在能力の活用は新政権が提案している行

動によって達成されるであろうと考えております。

　状況が悪くなっている理由は，技術的というよ

りも制度的なものだと思います。各地の電力事業

者は化石燃料の発電所よりも原子力発電所の方が

発電コストが低いと一貫して報告しているにもか

かわらず，ここ数年間，電力事業の首脳にとって，

原子力施設は魅力的なものではありませんでした。

　許認可の手続きが一つの発電所を運開させるの

に要する時間を連続的に長期化することにより，

常日ごろから市場の不安定化を助長しています。

許認可の手続きだけが理由だということではあり

ませんけれども，アメリカにおける原子力発電所

は立’地から設計許認可，建設を通じ，目下10～

14年を要しています。今から10年くらい前に

は，これは5～6年でした。…方，化石燃料発電

所も遅延やコスト増が起きていますが，そんなに

悪くなっていないように思われます。電気事業者

たちがリード・タイムが10年から14年もかか
る原子力発電所に投資することにためらいを感じ

ることは理解できます。これは決してアメリカだ

けのことではないと思います。リード・タイムは

世界中どこを見ましても，大概の場合，必要以上

に長くなっていると考えられます。許認可，建設

の時間を短くするということになりますと，原子

力のコスト全体から見て節約になるのは確かです。

　潜在的な節約の好例を挙げましょう。アメリカ

で2つの同じようなサイズの原子力発電所の建設

認可の申請が両方とも1969年になされました。
もともとの建設計画とコストの推定は，ほぼ同じ

ような規模でした。しかし，一方は1975年に運

開し，コストも5億ドル以下でしたが，もう一方

は，いろいろな理由から遅れて，目下商業運転が

1982年に予定されておりまずけれども，・・スト

は15億ドル以上であろうと見られています。

　政府レベルでの行動が，原子力開発にとって積

極的な貢献を果たすであろうと思われます。これ

までの政権の政策は多くの点ではっきりしていな

かったわけですし，，また増殖炉の研究を遅らせる

ということもありました。こういつた要因のすべ

てが，エネルギー欄題解決のための原子力への期

待を薄らいだものにしてきたわけです。もしアメ

リカが不安定な外国石油の供給に頼り続げること

を避けようとするならば，こうした状態を是正し

なければならないわけです。これには電力不足の

起こる可能性，いろいろな経済的困難，そして我

々の国家の安全保障という問題も含まれています。

　原子力を取るということ，これは自動的に夜が

明げたらできるというものではありまぜん。つま

り，一朝一夕にできることではありません。しか

し，その政策と計画において状況を逆転させ，産

業界，一般大衆や投資家に自信を回復させると予

想されます。

　肯定的な政策のはっきりした声明を行うことが，

現政権のやるべきことの第一段階であると思われ

ます。このことは我々のエネルギー安全保障から

も，国際的な団結ということからも原子力計画の

再生が必要だからです。

　この問題には中期・長期両方の見通しが必：早な

わけです。短期的な問題の解決は，‘主に軽水炉と

いうことになると思います。そして，それには増

殖炉を次代の原子力技術とする，責任ある，時宜

を得た計画が伴うことが必要です。

軽　水　炉

　次に軽水炉産業の再生ということに関し，少し

考えてみます。原子力の安全については，二つの

大きい問題があります。その一一つは安全自体の問

題です。我々の見方では，原子力の安全は建設面

でも運転面でも，ますます技術が進み続けてゆく

と確信しています。また，原子力はすでに他のエ

ネルギー産業に比べて安全だという記録を持って

おります。にもかかわらず，人々はまだそれに対

して重大な関心を抱き続けているわけです。従っ

て，もう…つの問題として一般大衆の理解を得る
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ことが重要になってきます。スリ…マイル島の事

故は不幸な事故でしたが，そこから一つの教訓が

出てきたと思います。そして発電所の設計，運転

ということにそれを組み入れて，さらにこういつ

た事故の確率を低めるということになろうと思い

ます。教訓が学ばれ安全研究の成果が引き続き提

出されることにより，原子力が最も安全なエネル

ギー供給源の選択として残り，原子力開発活動は

強められていくでしょう。

　同様に並行して，一一般国民に対して，このよう

に安全性の改良が達成されてきたことを知らせる

努力がなされるべきであると思います。このよう

に，…般大衆への原子力の正確な情報の伝達につ

いて，もつ「と注目されるべきであると思います。

　国内の原子力源を安全に効率良く使うために，

アメリカのエネルギー省は軽水炉の開発計画を立

てております。このプログラムの中には，次のよ

うな技術開発と実証が含まれております。

　1番臼は，軽水炉でのウラン利用の改善です。

2番目は作業員被曝の低減でず。そして3番目に

は，発電所の発電能力を高めること，4番目には穿

事故の確率と結果の重大性を低減させることです。

　軽水炉でのウラン利用の改善による利点として

は，ウラン資源のより良い利用，それによる使用

済み燃料貯蔵量の軽減，核燃料サイクルの経済性

の向上等が挙げられます6ウランの必要：量を15

％減らすという技術を目下1988年を目標に開発

中です。短期的な手段としては，既存および将来

の原子炉に対して，高燃焼度燃料を使うことが考

えられています。

　次に従業員被曝の低減と発電に関する改善計画

には，運転員の被曝を減らすことと，原子力発電

所の信頼性と稼働率を高めることによって輸入石

油への依存を減らすことがあります。60～65
％の設備利用率で，大型の軽水炉は…日賦2，500

bb1の石油を節約します。今，既存の原子力発電

所の稼働率を10％上げますと，…一日当たり13

万bb1，1年間では5，000：万bb1近くの石油の節

約になると考えられております。また，システム

の改善，炉内構造物の信頼性向上に関するプログ

ラムの進行の遅れを減らす計画が行われています。

また，線量の低減という領域での研究は，信頼性

を高めること，遠隔検査を行うこと，操作の技術，

あるいはシステムの改善，除染の技術というもの

も含まれています。

　軽水炉の安全技術計爾の方向決定において，＿

つには産業界が使えるような技術の開発を行うこ

とが目指されております。原子力規制委員会（N

RC）は原子カプラント設計や操業におげる規則、

や方法を単純化して，高度な安全性を維持するこ

とができるように図っております。この中には，r

機器やシステムの性能を高めるために必要な技術

やデ…タを得るということも含まれております。

つまり格納容器の設計や立地点の選定，緊急時対

策等の基準を開発するということも，研究の対象

となっております。また施設の要員訓練や発電所

運転のための新しい情報収集も行うことになって
います。

　もう一つ原子力産業をさらに発展させていくた

めに考えられておりますことは，規制改善です。

原子力規制委二会は許認可システムの改善に主導

権をとっております。現在の許認可手続きは，恐

らくそれを短期化しても，安全性に関してはほと

んど犠牲を強いられることはないと思います。我

々が効果的な効率の良い改革をしない限り，原子

力への電気事業の新しい投資を引きつけることは

難かしいということが言えると思います。許認可

手続きが予測できないということが負荷成長に見

合う原子カプラントの稼働率や，実際に電力を生

み出さない期間中かかるコストに信頼がおけない

ことで電力が原子カプラントの発注を避ける状態

を引き起こしています。もう一つの問題となるの

は，資金調達の面で原子力発電の追加容量に必要

な資金を得ることの困難ということです。そのよ

うなことに関しても対処しようとしております。

廃棄物管理

　3つ目にさらに注意を要する重要な領域の一つ

といたしまして，廃棄物管理という分野がありま

す。これは，恐らくアメリカの一般大衆が原子力

に関して最も懸念を抱いている分野であると思い

ます。商業的な廃棄物計画が，原子力計画の増強

に必要な事柄を決定するという広範な計画の一環

として検討されております。すでにある程度放射

性廃棄物を安全に処分する技術は持ち合わせてお

りまずけれども，私の意見としましては，我々は

アメリカ国民からの信頼を失っているのではない

かと思います。この問題を解決するには技術的な

実証を長期にわたって行うことだと思います。廃

棄所の設計，開発，あるいは立地という周辺技術
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についても，アメリカの努力は引き続き行われる

ことになると思います。これには岩塩層，玄武岩，

凝灰岩，頁岩・花露岩あるいはその他の妥当な地

層の研究も含まれております。今後も廃棄物閉じ

込めのための固化技術（加熱器を用いての現場試

験を含む）や輸送に関する研究開発が続けられる

予定です。

　以上述べたいろいろな行動は最近，原子力発電

を再び肯定するためにとられているわけですが，

明日の実りある先進的な原子力計画は今日の力強

く効果的な原子力産業によって約束されるもので

す。そして将来のエネルギーの必要性に対しては，

増殖炉という形で応えることができます。エネル

ギー源と異なり増殖炉技術は科学の大きな進歩を

待つ必要はないのです。増殖炉技術はもう手中に

あるわけでその実行が今求められているわけです。

アメリカはすでにそのための能力，専門知識，施

設を持っているのです。

　LMFBRに関し，ご存じのように大規模な研
究開発がなされてきましたが1977年以降延期さ

れています。この研究開発計画の焦点がどこに絞

られ，日程がどのようになるかについては一連の

商業薫炉の規模に関する決定と深い係わりがあり，

またそれに依存するべきものです。

　プロジェクトの計画としては，1969年頃に始

まった出力37万5，000kWのクリンチ・リバ㎏

増殖炉（CRBR）も一例です。ここ10年ほど
この計画の障害となってきたことは厳しいおびた

だしい干渉，計画の遅延，そして時折のインフレ

によるコスト増などです。1977年以来，　このプ

・ジェクトへの許認可プ・セスが停止しています。

このクリンチ・リバーの増殖炉計画を再開するこ

とに政府も議会も努力し，建設と上首尾の操業に

向けて死活問題とも言えるこのプロジェクトを進

めて行くものと期待しています。この増殖炉プロ

ジェクトの設計とハードウェアの分野は順調に進

んでいます。全体的な設計は，80％以上できて

おります。またすでにハードウェアの5億ドル以

上の契約もなされております。プロジェクトはも

うサイトの整備，建設開始の段階にあり，許認可

を待つばかりです。この点に関して，何とかして，

原子力規制委員会の増殖炉に対しての許認可が早

い時期になされることが非常に重要であると考え

ています。

　多くの方々がお気づきのようにエネルギ　省k

おきましてはCRBR炉を一歩進めた増殖炉の概
念設計，研究の最終段階に至っています。その結

果はアメリカの議会に来月提出される予定です。

　増殖炉の実証試験から我々が解ることは，この

証明された概念の現実の可能性です。そして今，

アメリカの高速増殖炉の強力な産業基盤の開発に

向かい仕事を進めるべき時です。こうした動きが，

産業界から歓迎されるであろうと思っています。

　アメリカの増殖炉プログラムに関しては，高速

中性子束試験施設（FFTF）と増殖炉基本計画
についても述べておかねばなりません。アメリカ

の増殖炉開発計画は，昨年重大な一里塚と言うべ

き時期を経ました。それは，FFTFが初めて全
出力で運転したということです。次のスライドは

ワシントン州，リッチランド近郊にありますハン

フォード国立研究所にあるFFTFを示していま

す（スrライド3）。このFFTFは40万kWの
ナトリウム冷却高速増殖炉で，特に高速炉用核燃

料，材料の照射試験用に設計されております。

　このFFTFは試験炉であって増殖とか，発電
を考えた設計に．はなっておりませんけれども，設

計や基礎技術の研究においては重要な情報を与え

るものです。すなわち，発電システム，炉内構造

物の設計，炉内構造物の製造，原型炉に関する試

験，さらには大規模プラントの建設，試験，運転

などに関してです。さらにFFTFはこれまでに
冷却材ループ，炉内構造物をもつ大型の原発の運

転経験を典型的な冷却材速度の近辺で行っており

ます。この経験と，アメリカ国内の他の実験施設

での運転，保守の経験を合わせて，システムや炉

内構造物のスケール・アンプに関する基本線が作

られております。FFTFは，ナトリウムと燃料
を動的な状態において，事故時をも含めた燃料要

素の試験を行うべく利用されます。そして究極的

な性能と事故モードの確証を行います。事故状態

の理解は炉心の信頼性，修理，安全性，寿命を知

るために不可麗なことです。FFTFは燃料運転
を最適化するに重要な新型燃料あるいは新型被覆

材，ダクト材料の開発研究試験にも使われること

になります。

　増殖炉の基本的な技術の開発は年間予算3億ド

ル以一kをかけて行われていますが，これによって

長期のリードタイムを要する技術的問題や商業化

の問題を解決することができるでしょう。この開

発中で5つの要素が：重要です。1つは工学系およ
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び機器，2つ目は燃料および炉心設計，3番目は

材料と構造，4番目は炉物理，5番目は安全性と

いうことです。このプログラムは，広範な試験施

設で行われています。すなわち，増殖実験炉とか

出力過渡試験施設，アルゴンヌ国立研究所のゼロ

出力原子炉あるいはエネルギ“一技術エンジニアリ

ング・センターのテスト・リグなどです。アメリ

カの増殖炉計画を生かすも殺すも，我々がいかに

迅速に進め，実証し，そして最終的にはそれを実

際に使っていけるかにかかっています。

　この増殖炉開発計画に合致する形で燃料サイク

ルの開発も必要です。再処理は燃料サイクルの重

要で不可欠な要素であると考えられています。こ

の点について政府内で現在議論が続けられており

ます。…月ほどの議論がありましたが，やがて予

算が提出されるわけです。その中には恐らくこの

再処理計画に対する予算も含まれるであろうと思

います。あと5時間ほどでそれが出るわげですか

ら，二二になりますと，予算面でどうなっている

かということが判ると思います。

スり一マイノレ島

　最後にスリ　マイル島の除染と改修について述

べておきたいと思います。除染に関して技術的な

問題が出てきておりますが，それは解決できるも

のです。アメリカのエネルギー省は，技術的な側

面に関して，原子力規制委員会，フメリカ電力研

究所（EPHI）およびGPU社などスリー々イ
ル島原発の所有者や運転者によって締結された覚

書に基づき，調査を行ってきました。GPU社の
最初の努力はプラントの清掃と復旧に向げられ℃

います。そしてエネルギー省の戦略としては，電

力業者だけでは入手できないような情報を入手す

る計画を立て，また同時にスケジュールを遅らぜ

ないよう努力しています。その情報はすべての原

子力発電事業者やその供給産業にとって一般的に

価値があるものでしょう。そして破損した炉心に

ついて，また除染について出される放射性廃棄物

の処理問題に関して政府の援助も考えられている

わけです。「確固とした規制基準がこの除染問題を

解決するために設定されなげればなりません。

　以上，現時点でアメリカの新政権によって考え、

られている方向について述べてまいりました。す

でに原子力開発に影響を与えるであろう多くの分

野での決定がなされてきました。まだ未決定のも

のもありますが，基本線は明白です。つまり今の

時点ではっきりしておりますことは，アメリカ政

府は原子力を発電の不可欠な手段として確保す尽・

く重大な役割を果たしてゆくということです。そ

して原子力の選択を妨げる要因を解決し，将来の

安全でクリーンで豊富な，そして信頼性のおけや，

エネルギー源として利用していくこと，これが世

界的に達成され得るであろうと思っております。

　我々の成功は全世界の成功でもあります。この

ことを念頭に皆さんともどもこの会議を通じ我ダ

の時代の最も重大な挑戦が成功するよう望みたい

と思います。

　　　　　　　　　　宮崎議長　ここで，セッシ

ラジルにお・いても石油危機の影響は例外でなく，

一次エネルギーの42％を石油が占め，さらにそ

の78％を輸入に依存しているため，1980年の

石階支払外貨は100億ドルにも上ったことが述べ

られました。

　このためブラジルでは，国産石油の活用増大と

エネルギー節約計画を中心に据えて事態の改善を

図って澄られるとのことですが，これまで齢伺い

した他の国々とは異なってジブラジル国内には石

油，石炭，ウラン等埋蔵資源も多く，開発可能な

水力資源にもかなり恵まれてお・ります。

　それにもかかわらず，原子力発電開発にはかな

り意欲的に取り組んで診られ，30年後の2010
年にはジー次エネルギーのほぼ50％を電力で賄

い，その電力の約20％を原子力で賄うとの計画

を示されました。また原子炉の国産化ならびに核

燃料サイクルの確立を，今世紀末までに完金に達

成することを目標にして，精力的に進めて澄られ

る開発の現状や計画についても述べられましたが・

経済性齢よび生態的な観点から原子力の優位性を

指摘されましたことは，極めて印象的でありまし
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た。

　次にリムさんから，韓国の2000年までのエネ

ルギー需要予想を前提に澄いての原子力発電の役

割について齢話を伺いました。

　エネルギ…資源に乏しい韓国が原子力關発計画

に賭けられる期待の並々ならぬことが強く窺われ

ました。

　まず1991年までに，1，000万kWの原子力発
電所を開発することが公式に決定されて診り，非

公式ではありますが，2000年蓬でには3，000万

kWの原子力発電を開発する見通しとのことであ
ります。

　また長期的観点から，高速炉導入問題も含めて

核燃料サイクルの型と暗期の選択．の問題を含む，

原子力開発の基本戦略を，様々な角度から精力的

に検討して論られることが窺われ，私どもといた

しましても非常に興味深く拝聴した次第です。

　最後にローゼンさんから，レーガン新政権で現

在検討中のアメリカの新エネルギー政策の大筋に

ついて器伺いしましたが，価格機構を活用し1国

内資源の開発に重点を置いてエネルギー供給の増

大を図って行く齢考えのようです。

　特に原子力発電につきましては，石油代替の主

力エネルギー源として，積極的に開発される澄考

えのようであり，また各国の原子力開発にも積極

的に協力されること，高速増殖炉の開発について

も意欲的に取り組まれる方向にあることを齢伺い

しました。

　アメリカのエネルギー政策が国際的に大きな影

響を及ぼすものだけに，明るい兆しがでてきたの

ではないかといささか意を強くしている次第です。

　ローゼンさんには，新政権発足に伴うご多忙中

を澄越し頂き，多くの示唆に富んだお話をお聞か

せ戴きました。深く感謝致したいと存じます。

　本セッションの講演を聞かせて戴いて，一国の

社会経済の発展のためのみならず，人類の平和と

繁栄のためにも，エネルギー問題の解決が不可避

であると痛感致しました。

　同時に原子力開発の重要性を改めて認識した次

第ですが，原子力産業の役割ならびに原子力開発

推進⊥の課題にっきましては，明日以降のセッシ

ョンで活発な討論が行われることを期待します。
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〔G。バンドリエス氏スライド＝1
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〔G。バンドリエス氏スライド〕

隷鹸

》無灘

謹

聴
　　　還ぜ

　　　　㌦無測

鮮ボ

欝㎏燃　　　遮
欝、

糠
譲

簿
　恥㍉帆㌧

准岬r母

灘ミ轍

繕糠　鑑

羅

鋤壷轟

スライ　ド8

スうイ　ド9

一75一



〔G．バンドリエス氏スライド〕
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〔G。バンドリエス氏スライド〕
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〔Z。バルトロメ氏スライド〕
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〔Z。バルトロメ氏スライド〕
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〔H，カルバリョ氏スライド〕

　　　　　　　　ぺト隣プラス社によって探査されることになった地域
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〔H．カルバリ欝氏スライド〕

リスク条項に基づく探査地域の分布
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〔H。カルバリョ氏スライド〕

ブラジルのエネルギー資源（198⑪年1⑪月）
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（H．カルバリ欝氏スライド〕

ブラジルのウラン鉱床
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〔H。カルバリョ氏スライド〕

　　　　　　各地域の電力需要を満たすための潜在水力とその充足度
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〔H．カルバリョ氏スライド〕
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電力需要の見通し
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〔H．カルバリ劉氏スライド〕
原子力部門の組織と責任分担
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セッション黛「原子：力発電傾斜開発への課題」

　　　　　　　（ノ｛ネノレ言寸言命　）

議　長大堀　弘氏（共同石油㈱社長電源開発調整審議会会長代理）

・これからの原子力発電一合意形成と立地促進に何をなすべきか

　　　　　　　稲葉秀三氏（産業研究所理事長）

〈パネリスト〉

　上記の他以下の各氏

　　　　　　　及　川

　　　　　　　加治木

　　　　　　　笹　生

　　　　　　　須　知

　　　　　　　高　橋

　　　　　　　比　嘉

氏
氏

平
道

孝
俊

氏
遅
遅
氏

仁
武
男
子

　
邦
正
正

（全国漁業協同組合連合会顧問）

（関西電力㈱副社長）

（日本大学生産工学部教授）

（福井県参与）

（全国日本労働総同盟副書記長）

（関西主婦連合会会長）



　　　　これからの原子：力発電
一合意形成と立地促進に何をなすべきか一

所
葉

究研
長

業
事
画

面
理

秀

　　　　　　　　　　1．エネルギーについての

　　　　　　　　　合意形成

　　　　　　　　　　現在，わが国だけでなく

　　　　　　　　　世界の多くの国々にエネル

　　　　　　　　　ギー危機というべき事態が

　　　　　　　　　進行しています。1950
　　　　　　　　　年代，中東，アフリカで大

々的に石油が開発され，エネルギー革命が進行し

石炭に代わって石油がエネルギーの主力となり，

現在では全世界のエネルギーの50％強，日本で

は75％弱が石油によって賄われています。しか

しその石油も昭和45年の石油輸出国機構（OP

EC）攻勢と48年の第一次石油危機を転機に将

来の供給増加の可能性があまり期待できなくなり

価格が大幅に上昇していかざるを・えないようにな

ってきたのです。しかも54年の第二次石油危機

の発生はこれをより決定的にしたと言えます。こ

れは日本だけでなく，全世界の存在に係わる重大

問題でした。今後，これにどう対処していくか，

その：方策は二つあると’言えます。

　一つは省エネルギー，中でも石油を節約して使

っていくということです。

　もう一つは石油に代わるエネルギーを大：量かつ

安い価でしかも早い時期に供給していくことです。

それにより石油の値上げも抑制できます。すでに

様々な代替エネルギーが開発されつつありますが

当面20～30年間については，第1に原子力，
第2に石炭，第3に天然ガスが大きな役割を占め

るように思われます。なかんずく原子力の開発が

切望されます。しかしこれを本格的に実行してい

くことはなかなか困難です。これも世界と日本で

実証されつつある事実だと言えましょう。

　第一次，第二次石油危機の発生によって世界の

多くの国で経済や国民生活が大きな一山に立たさ

れている中で，日本は比較的事態を上手に収拾し

てきている国だと言われています。昭和30年か

ら十数年間，日本のエネルギー総消費：量は年率平

均で11％も上昇していました。しかし，48年
から今日まで毎年の消費量はほとんど増えていま

せん。しかも国民生活は向上していますし，鉱工

業生産は50％近く上昇しています。省エネルギ

ーについても日本は割合大きな効果をあげている

国だと言われています。問題の原子力発電も現在

日本は1，500万kWの設・備容量を持っており，これ

はアメリカ，フランスについで世界第3位になっ

ています。

　このようなことに加えて，特にここ2年間，つ

まり昭和54年に第二次石油危機が生じてからの

期間は，政策や合意形成の上ではより大きな前進

が見られていると言えます。日本政府はエネルギ

ー政策を国の最優先政策としています。省エネル

ギー，原子力発電の推進，石油に代わるエネルギ

ーの開発体制も他国に比べて引けをとっているよ

うには思えません。しかも最近国民の間にもエネ

ルギー問題の重要性が浸透しつつあります。それ

にもかかわらず，私はもし我々がこの1～2年の

問に原子力発電や，石炭その他の代替エネルギー

開発を今まで以上に本格的な軌道に乗せることに

成功しなければ，日本の経済や国民生活はエネル

ギーの制約から，予想通りに順調に運営されるこ

とは困難でしょう。今や我々は最終的に自分たち

の決意を固めなければならない：重要段階にきてい

ます。このような問題意識を私は皆さんに提示し

なければならないと考えます。

H．何をやらねばならないか

　第2次大戦後の日本の経済発展にはエネルギー

の確保がその重要な前提条件でした。これが成功

したので日本経済の高度成長がもたらされたと言

えます。昭和30年から48年の第一次石油危機
発生までの間に日本のエネルギー総消費量はカロ

リー・で7倍，電力で約8倍増加しています。さら

に石油輸入量は27倍にも達しています。

　他方1970年代になりましてから日本では環
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境問題が非常に深刻に登場してきました。原子力

発電が実用化時代に入ったのはこの時期と…致す

るのですが，そのためにより…層深刻な問題が発

生してきていることはご存知の通りです。しかも

最近の5年問については先ほど述べたように，エ

ネルギーの総供給量はほとんど増加していないの

に，諸外国と違って，GNPや鉱工業生産，それ

に国民生活も着実に伸びてきています。

　このようなこともあり，私に’言わせますと日本

では多くの地域住民，あるいは国民の中に「環境

とエネルギーの調和，さらに原子力の安全という

ことを政府と電力会社がもっと積極的に笑現して

いくことを求めたい。それが実証されないならば

自分たちの住んでいる地域に電力設備，特に原子、

力発電設備を新設，増設することを拒否したい。」

という声が有力です。r

　しかし私はそのようなことで果たして将来の問

題に我々が対処できるか，この問題をもう一度本

格的に再検討してみなければならない時に来てい

ると思います。政府と政治家，経済界，労働組合，

また一般国民の皆さんにもう一度真剣に考えて戴

きたいと思います。

　ご存知のように日本政府は昨年の11月に将来

のエネルギーの見通しと石油代替エネルギーの開

発目標を閣議で決定しています。より深刻な国際

エネルギー情勢に対処するためにこの目標が決定

されました。またこれらに基づいてこの4月から

の新会計年度では財政事情が厳しいにもかかわら

ず，エネルギー対策には必要最少限の予算措置が

採られようとしています。私はこのような努力を
高く評価しています。・しかしながら果たして将来

の日本のエネルギーや電力を楽観してよいかどう

かに疑念を感じます。

　このことについて簡単に論じてみたいと思いま

す。皆さんも充分ご存じのように去年の11月の

政府の閣議決定は向こう10年間に石油以外の国

産ならびに輸入エネルギ…を3．3倍増加し石油の

比率を今の75％から50％に滅らし，省エネル

ギ～の供給貴を石油換算で7億k1強とし，本年
5．5％の経済成長を達成しようというものです。

電力設備については，1億2，400万kWで，その

内訳は47％にあたる5，900万kWが石油火力，

22％の2，700万kWが水力，15％の1，900万
kWがLNG，12％の1，500万kWが原子力，4
％の400万kWが石炭火力でした。これによる総

発電量（電気事業；者用）は5，200億kW時でしたQ

因みに昭和35画面対して発電設備は7倍，発電

量は5倍強の増大となっています（スライド1）。

　これに対し，今から9年後の昭和65年につい

て政府は次のようなことをしなければならないと

しています。54年の1億2，400万kWの発電設

備を65年度には2億3，100万kWと1億kW強
増強していくこと。その内訳は石炭火力で1，800

万kW，　LNGで2，200万kW，水力で2，300万
猛Wそして原子力については最大の3，600万kW

の増設を達成しなければならない，というもので

す。これらを通じて65年の電力供給量は電気事

i業者分について9，370億kW時としていかなけれ

ばならないというのです（ス箏イド2）、，

　私はこの目標は全く達成困難だと思っていませ

ん。しかし非常に難かしいものだと考えています。

　また政府ならびに一般国民の認識も大きすぎる

目標であるということについては一致していると

言えます。

皿．将来のエネルギー確保

　そこで私は，これから申し上げるような検討を

行ってみました。

　将来を適確に予測することは難かしいが，これ

から10年間については，日本の石油輸入量は現

状より，順調に行けば横ばいか，むしろ10～15

％減る公算の方が強いでしょう。しかも日本は発

電用に石油を年間6，000万kl使っています。恐

らく日本は10年後には最：小限20％ぐらいの石

油を電力用からカットしなければならなくなるで

しょう。最悪の場合には40％カットの事態も生

じるでしょう。

　また最近の日本の状況は，発電所の建設が環境

対策，安全対策その他から非常に長時聞を要する

ようになってきています。その背景には合意を形

成することが難かしくなったり，手続きが非常に

煩預になったりしていることが挙げられます。特

に原子力についてはその点が余計に厳しいのです，

私の経験では，電力会社が原子力発電について地

元との話し合いを進める，関係地方団体と接触す

る，漁業その他の怠業団体と話し合いをする，こ

れらによって政府に対し電源開発調整審議会の決

定を求めるまでに皇朝年の日時を要します。認可

後さらに安全審査その他の手続きをして，現実に

稼働するまでの期間は12～13年間必要とされ
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ています。

　これらのことを考えますと，発電設備と発電電

力量は政府の目標を大幅に下回らざるを得ないの

です。

　そこで私は一一応の想定として，「原子力発電所

については既設分1，500万kW，建設中のもの

6，000万kW，これに加えて電源開発調整審議会で

決定され建設準備中のもの700万kW，それに計

画中のもの500万kWを加え，合計して3，300
万kW程度が65年時点で稼働しているのではな

いかと考えます。同様に石炭，LNG，　LPG，水

力についても実現可能性を考慮し，調整を加えて

みることとしました。これらを併せて昭和65年

での実現可能な電力設備は1億8，600万kWとな

ります。これは政府目標の2億3，100万kWより

4，500万kW小さく，またその際実現可能な電力

供給量は政府目標の9，370億kW時に対し，

7，130億kW時と想定したのです。

　誤解のないようにここで強調しておきたいのは，

私が政府や電力会社が持っている計画をこの点の

ところまで，下方修正せよということを言わんと

するものではな：いということです。

　またこれと反対に，今までのやり方をしていて

も，目標のユ億8，600万kWと7，130億kW時は
65年でできるということに太鼓判を押そうとい

うものでもありません。率直に言って，私はこの

修正された目標の実現のためにも，政府，地方団

体，電力業界に相当頑張って載かねばならないと

思っています。私の主張したいのは，日本の経済

や社会生活の最低限の安定確保のためには，この

涌標ぐらいは是非実現して載きたい，できるなら

ばそれを上回るよう諸般の手立てをとって即きた

いということです。この修正目標の場合は，年率

3％ぐらいの電力増加はできることになるでしょ

う。だからせめてこれだけは万難を排して実行し

て臨きたいのです。またそのために電源立地につ

いての合意一形成を強力に推進して難きたいと思い

ます。

】V．望みたいこと

　さて，私は以上のことを前提に，これからの合

意形成と立地推進について各界に次のことを望み

たいと思います。

　その一つはエネルギーの制約によって自分たち

の生活や経済沽動が大きく影響されることはない

という意識がわが国にはなお強く存在していると

言えますが，私はこれについて再検討を要望した

いのです。「どんな事態になっても自動車，新幹

線，船舶，航空機は運転され，家庭の電化製品も

障害は受けない，冬になれば北の地方では灯油や

石炭が手に入る，工場は動くし輸送は確保できる

し，漁業では魚を取るに必要な油は供給できる，

農業に：は：影響は生じない，今までそうだったのだ

から今後も大丈夫だろう。」　こう考えている人が

多いのでず。しかし私は将来への対処を誤まれば

そういうことも成立しなくなる懸念があると考え

ているのです。

　第二点について申し⊥げます。私は昭和52年

から55年まで世：界16力国の方々と一緒に，世

界石炭会議（WOCOL）というエネルギーと石炭

についての討議に日本の代表として参加したこと

があります。WOCOLの結論は，国際エネルギー

機関（IEA）の基本的な考え方として取り入れら

れています。ここで昭和52年掛基点に2000年
までの各国におけるエネルギー需要と電力需要の

見通しについて討議したのですが，日本を除く各

先進国では，エネルギーの伸びは年率2％前後

（1．75～2．5％）であり，GNPは同じく年率3％

と想定されていました。ただ注意しなければなら

ないのは，ほとんどの国でエネルギー中の電力の

伸びは，GNPの伸びを上回ることが指摘された
ことでした。

　上述した私の想定では，これから10年間の日

本の電力の伸びは年率3％ということになりますb

ですから他国との比較からするとそれほどの問題

はないように思えますが，日本では電力の伸びは

1960年代には年率11．7％，1970年代でも
6％でした。従ってそれが3％になるということ

は，エネルギーの制約がもっと本格的に生じるこ

ととなるはずだと考えられるのです。

　その三として，この他に我々は，劇界の政治情

勢の不安定さや石油の一時的入手困難などの事態

をも考慮していかねばなりません。しからばエネ

ルギーの制約から国民生活，産業活動，社会活動

か大きく影響を受けざるをえないようになった時

に，日本はそれに対応できるのでしょうか。私は

そのような場合，5年以上エネルギー，電力の増

強は困難な事態になると考えるのです。
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V。結　　論

　初めに指摘しましたけれども，私はここ1～2

年間特に日本ではエネルギーについての合意が，

政府，経済界，労働組合，また国民の各層にでき

るだけ形成されていくことが大切だと考えていま

す。ひょっとするとこれが我々の将来に大きな影

響を与えるかもしれないと考えるからです。これ

から各界を代表する方たちにご討議を願うことに

なるのですが，この点を意識して，私はややはっ

きりした形で問題の提起をしておきたく思います。

　第一に，我々はエネルギー，特に原子力のPA

について，これからは今までと違った問題提示を

しなければならないということです。石油は今後

供給の増大は期待できず，価格もさらに大きく上

昇していかざるをえないという局面を出1界と日本

ははっきり意識しているからです。言ってみれば

今までについては，原子力の環境との調和，安全

性の確保をどうするかが政策PA上の最大の論点

でした。この重大性は失われていません。けれど

も私に言わせれば，問題を一歩進めて充分なエネ

ルギー，電力の確保がなくても自分達は環境や公

害の排除を重大なものとして我慢していくのか，

どんなに高いエネルギーでも量さえ確保してもら

えばそれで良いというのか，我々はもはやエネル

ギー一の供給増加は必要とせずその代わりに環境と

安全を確保したいというのか，つまりエネルギー

の量的確保と価格についてもっとはっきりした判

定をしなければならないと考えるのです。

　第二に，私が最近地域住民の方に判定をお願い

していることがあります。府県あるいは市町村で

は過去10年から15年の間に5～6倍の電気が
使用されるようになっています。以前には電気を

作り，他の府県へも供給していたのが，現在では

需要が増加したために，他の府県から供給を受け

なければならないようにな：つた州際がたくさん生

じるようになっています。私が皆さんにお聞きし

たいのは，　「私は今後電気の使用量がますます増

え続けていくであろうと思うのですが，そのよう

なことはない，今後電気やエネルギー（石油）は

現在以上には使用しないので今後も自分たちの地

域に発電所を建設することは反対である。あるい

は，禺ネルギーや電気は今後も使用し，節約する

つもりはない，しかし増加する電気は全部他の府

県の発電所で賄う。または，飾電に努力し，しか

も自分の府：県や市町村に発電所，場合によっては

原子力発電所を建設することに協力する。この3

つのうちどれを選択されますか。」ということで

す。私はその選択は，三番目の道でなければなら

ないと思っています。

　第三に，今後政府，電力業界，…二四：業界，農

林水産業界，また国民の皆さん方にそれぞれの立

場に立って，エネルギーについての合意形成に努

力して戴きたいということをお願いしたいのです。

　そのために，政府に対して次のようなことを要

望したいと思います。政府はさらに一歩進めて，

エネルギ…制策，源子力政策についてもっとはっ

きりした政策をとるべきであり，今のような各省

庁がばらばらな行政を進めるのではなくて，もっ

と政府部内が一丸となって推進措置をとるべきで

す。具体的には，電源立地に関する諸手続きの簡

素化，迅速化を図るべきだと思うのです。また環

境庁や農林水府：省は，エネルギーと環境の関係，

また農業，漁業との関係について，今までのよう

な中立的，あるいは局外的な立場をとらず，最少

限必要な原子力開発について，もっと積極的な役

割を果たすべきであると思います。環境や漁業権

もむろん重要な問題ですが，それだけに捕われて

いたのでは，もっと根本的なところで，先行き貝

本全体が混乱な招きかねないので国民全体の立場

に立って総合的，長期的に考えることを望みます。

　また，政府は地方自治体との連携を密にして，

立地促進を図るべきです。安全性の問題について

も，政府は安全審査体制を充実強化して審査期間

の短縮を図るとともに，地方自治体や住民に対し

て，安全性に対する確信をはっきり宣言すべきで
す。

　立地促進にはうその地域の総合的な発展を目ざ

すことが必要です。このために，新政策の諸制度

を沽用して地域振興を図るとともに，原子力発電

所の熱を利用する工場を建設するな：ど雇用の吸収

にも努力すべきです。

　PAの推進には，政府および関係業界に加えて，

第三者機関の活動をもっと強力に進めることが重

要です。その地域に論争を起こし，一部の反対の

ための反対派やイデオロギー的な反対を超えた，

真の意識の統一一を目ざすべきなのです。

　最後に私は，今日ここにお集まりの方々の中で

も学者の皆さんに普段からもっと勇気を持って発

言や行動をして’下さることを大いに期待していま

す。また今後PAの面においても国際的な交流や
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協力がますます重要になっていくものと思われま　来のために意義あるものとなるよう願って止みま

す。私はこの議論の場が，日本，そして世界の将　　せん。
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パネル討論

　　　　募㌧

て加治木さんからご発言戴きたいと思います。

　　　　　　　　　　加漁木　先ほど稲葉さんか

　　　，、　　　ら原子力立地の問題について

，
幽

　　　　大堀議長　先ほどの稲葉さ

　　　んのご講演を踏まえながら，

　　　最初に各パネリストの方々か，

　　　ら臼歯考えておられる問題点

　　　についてお話し戴いたりご提

勘　　　案をして戴きたいと思います。

　　　　まず立地閲題の状況につい

　　き　　惹　．雛　講
　　　　導　婆
　　ヨ　　　　ゆ　　め　　陶’レ：ll愚

櫨〆

：お話がありました。その中で

第2次石油危機後評日本の工

速ルギー閥題に対する認識，

意識はかなり浸透してきたと

言われましたが，私も全く同

感です。

　そういう状況にもかかわらず，正直申しまして，

今のままの状況で進むと近い将来に原子力ばかり

でなくエネルギ…，特に電力の供給は，かなり危

機的な状況に追い込まれるのではないかという状

態にあります。これは誠に我々自身の不甲斐なさ

と言いますか，努力の至らなさ，またこの事態に

対する対応力の不充分さを示していると考えてお

ります。どうぞ皆さん方が適宜我々を叱兜激励し，

また「これは」ということがあったら教えて戴

ぎたいと思います。我々も勿論そういう状況を囲

前にして手をこまねいているというわけにはまい

りませんので，獅子奮迅の努力をふり絞って対応

していきたいと思っております。

　ただ，立地聞題ということになりますと，累年

は優れて地域問題ということになります。いかに

電力，あるいはエネルギ～の問題について認識が

深くあっても，そういう政策レベルでの認識だけ

では立地聞題は解決しません。ここにいわばマク

ロでの問題の捉え方と，ミクロと言っては失礼だ

とは思いますが，地域問題としての捉え方との

場合に整合性の不充分さがあるのです。そこに実

は立地闇題の難かしさがあると私は考えておりま
す。

　簡単に申しますと，原子力立地に関する限り，

地域にとっての間題は何であるかというと，まず

安全性の問題，それから地域振興の閾題です。後

者について申しますと，要するに電源立地を認める

ことによって，その地域に何か利点があるかどう

か，どうも常識的に考えるとマイナスだけが当該

地域に与えられて，プラスになるもの，つまり電

力はすべて遠く離れた大都市，例えば関西地方で

言いますと，大阪，神戸等へ送られていくわけで

す，源子力発電につい．て言えば地域に残るのは安

全性への不安，あるいは環境問題ということにな

ります。こういう捉え方をされるし，またそれは

我々の立場から書いましても1ある意味ではもっ

ともな受け取り方だと思うのです。

　従って，原子力の立地問題を解決するためには，

安全性の問題について充分納得のいく説明をし，

ご理解戴くということ，それから，できれば原子

力立地をその地域で進めることによって，その地

域が当面不利益と考えられる点があるにもかかわ

らず，それを超える利益が期待されるという状況

にしなげればならないと思っております。

　ところが，この二つの問題は，実はある意味：で

は電力会社の限界を超える部分があるわげです。

安全性の間題については，我々も自分たちの承知
している限りのことをできるだげ解りやすく説明

しているつもりですが，どうしても地域の：方々は我

々を利害関係者と見るわけです。原子力は国家的

な政策課題になっておりますが，やはり地域の方

々としては，電力会社がここで電源立地をやるこ

とは，電力華墨の利益だというふうに＝考えておら

れますから，どうしても同じ安全性の間題につい

て専門家の方々に劣らぬ程度の説明をしたとして

も，われわれがそれを行ったのでは，必ずしも充

分納得を得られないのです。従ってどうしても権

威がある第三者，あるいは原子力の安全性に対し

て最終的な責任者である国家による充分なご説明

を戴かないと，我々だけでは限界があるというこ

とになるのです。

　次に，地域振興の間題ですが，我々も協力でき

ることはできる限り協力しているつもりですけれ

ども，電気事業者である我々としてはどうしても，

電力コストとして合理的な理由に基づいて，そこ

に見込むことができる範囲でしか地域の振興に協
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力できません。しかしすべてを電力コストにはね

返らして，この問題に対処することは実は許され

ないわげです。

　今日，我々が立地点として考え，またご了解を

得られる地域といえば，例えば，道路なり港湾な

りあるいは工場誘致を考えている地域，つまりあ

まり地域開発が進んでいない地域です。こういう

状況は実はそれなりの理由があるわけです。その

条件を変えない限り，その地域の発展はできない

のです。そういう間題になりますと，やはり政府

あるいは府県，当該市町村の行政当局も含めて国

の政策として取り上げて解決して戴かない限りは，

我々電力会社ベースでやるには，先ほど申しま

したように限界もあるし，それだけでは地域の開

発振興は，必ずしも充分には期待できないと思い
ます。

　こうした点について，政府や国会において，政

策的課題として立地闇題を取り上げようというこ

とであれば，是非そういった諸々の関係について，

国の手を差し伸べて戴きたいのです。やはり政策

的な課題は政策当局の方でなるべく解決して戴き，

その中で我々は我々としての努力を尽くす，こう

いうことだと考えております。

　　　　　　　　　　比嘉　今までのお話を聞いて

撚

鹸

　　　感ずることは，高い所にいる

　　　皆様方も，政府も業界も，一

　　　雪下の我々も，皆困る困る，

　　　と書っております。その間の

蜘漏鵬1瓢1’くか
　私は，関西流に言いますと贈おかみさん”です。

従って，高度の原子力の科学的知識はありません・

しかし，おかみさんの集団である闘西主婦連合会

が今日まで原子力に対して，またエネルギーに対

してどう受け止め，どう理解をしたか，そしてそ

の理解が発展してどのような宣伝活動をしたかと

いうことをあらまし述べた上で，その経験が立地

問題を解決する上においての小さいヒントにでも

なれば幸いだと思います。

　私どもが…番心紀しているのは，原子力が原爆

に転用される可能性があるということです。政府

も原子力産業の方々も，原爆に転用することを厳

に慎まなくてはいけないと思います。

　旧約聖書の創世記の中に，神は天地を創造して

最後に神に似せた人間をお造りになった，その人間が

非常に堕落したので，ノアの洪水という水で一掃

してしまったという内容がございます。現代人が

もし堕落するならば，今度は火によって一掃され

るでしょう。丁度麦の穂を燃やした灰のようにな

ってしまう，という予言がイザヤ書にありました。

今，私はエネルギー戦争が起こり，核戦争の準備

をし始める国がだんだん増えラ最後に火によって

人類が滅びるという予言が的中しなければ良いが，

という神に祈るような気持です。

　さて私たちは，灯油，電気，ガス等の料金の値

上げが実施された時，気がむしゃくしゃしたので，

仕方がないから，、この次は石油の研究をしょうじ

ゃないかということになって，昭和46年に「石

油と暮らし」というテ～マを掲げて勉強致しまし

た。その時に得たものは何であったかというと，

日本の産業は石油によって支えられ，石油によっ

て経済も繁栄しているということ，それから石油

の家に住み，石油の衣服をまとい，石油の食べ物

を食べている．こと，またその石油が日本にはほと

んどなくて，大部分を外国に依存しているという

ことを理解したのです。それで石油を節約しなけ

ればならないというところへ考えが発展して行っ

たのです。

　それからさらに，49年には「古代史とエネル
ギー」というテー層マを掲げて，勉強会を致しまし

た。その時に得たものは何であったかというと，

古代からのエネルギーの移り変わりを知り，石油

とガス，電気の再認識，およびその資源が限りあ

るということを知ったのです。その限りある資源

に代わるものは何であるかということになると，

それは原子力発電であるということが解りました。

そして，原子力を平和的に利用すれぽ，入類は幸

せになるのだというところまで発展致しまして，

原子力を見直すことになったの「でございます。

　これらの勉強の成果を我々のものだげにしてお

かないで，それを青写真にして，「石油と暮らし

展」というようなものに仕上げて，パンフレット

も作成し，方々に持ち歩いたのです。

　それから，49年には「暮らしとエネルギー展」

というものを行ったのですが，その時には時代を

10年先取りしていますから，主婦たちの心や生活

にあまり密着していませんでした。だから，その

宣伝は非常に困難でしたけれども，それでも女が，

主婦たちがこの問題と取り組んでいるということ

で，非常に興味が持たれたようです。
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　それから，今日ではこの原子力もあまり興味が

なくなって，サンシャイン計画，地熱発電，ユー

カリ，青サンゴ，バイオマスなど未来のエネルギ

～のことに非常に興味を持ち，その方の勉強をし

ております。私は沖縄で青サンゴの裁培をしてい

る民間会社の挺子入れに今度の24日に知事さん

とお会いすることになっているわけです。

　それで，私たちはこの勉強をする上での資料集

めに駆けずり回ったのですが，その時の反応は，

関西電力や大阪ガスなどに飛び込んで行ったら，

資：料を非常に意欲的に出して下さったのです。そ

れで非常に知識を得ることもできたわけなのです。

　一方，原子力の資料を得に工業技術院に行きま

した時に，原子力と主婦たちとは噛み合わないと

思ったのかどうかあまり誠意がないのです。あん

まり資料を要求するものだから仕方なくあっちの

引き出し，こっちの戸棚から出して下さったわけ

なのです。それで私たちはたまりかねて，エネル

ギ～め問題は国家の柱として大切なものであるの

に，民間会社に任せてばかりいてどうしますか，

ということを申し⊥げたことがあるのです。少し

は政府が挺・子入れしてあげなくては大変だ，10

年も20年も遅れることになります。大体科学者
というものは，政治性がないので，政府の予算を

確保することができません。少し政治性を発揮し

て，政府の予算を多く確保して，科学技術のため

にお使いになるようにしなくてはだめですよと言

ったわけです。

　すると，「おっしゃるとおりです。」と，学者は金

に縁がないから，皆さん方から声を出して下さいと

いう話だったわけです。本州に呑気な状態でした。

　それから，その工業技術院に行く前に，一一入の

主婦から未来のエネルギ…について，太陽から電

気を取れないかという発言がありましたが，そん

な突拍子もないことを言ったら笑われるからそん

なことは言わない：方がいい，などと口を封じてし

まったのです。それで工業技術院に行ったときに，

サンシャイン計画のシステムを見てびっくりして

嬉しかったわけなのです。主婦たちの発想もあな

がち的を外れることはないな，たまには的を射る

なということで，それからというものは，主婦の

発想や着想を大事にするようになったわけです。

それで，サンシャイン計画の図版を大きく作って

展示しました。

　しかし，その時期に，本当に10年も20年も

エネルギー問題への対応が遅れるのではないかと

思っていたのです。あのときにはみんなエネルギ

ーの問題は民間に任されていたように感じました。

今臼はそうではありません。石油ショックで足元

に火がついたものですから，政府もようやく挺子

入れをするようになったのですげれども，それで

も十分に国家権力というのが便えない，いつも行

政というものは歯がゆいほど遅れるように思いま

す。それで，後から後から挺子入れをしてくるけ

れども，それでも遅れてくるわけなのですが，こ

うなるのではないかということは私たちがその資

料を集めて歩いたときに政府から受けた感じでご

ざいますし，また会社から受けた感じでございま
た。

　それから私たちは，こういう勉強会をしてきま

したけれども，特別な団体で組織体を持っている

から，自発的に縦横無尽にやれるわけなのです。

けれども，今日立地問題を取り上げる上において，

そういう組織体もできていない立地住民に対する

いろいろな勉強やら理解を深めるためには，仕掛

げ人がなくてはならないでしょう。その仕掛け入

は誰がなるかというとですが，これは電力会社に

やらせブこら金1譜けに：なるからうまいことを『言うの

だと．いうあまのじゃくが多いですから，あくまで

これは政府の主宰にするか，町村の主宰にするか，

あるいはそこの民闘団体の主宰にするかしなくて

はいけません。それで入集めはう皆さん方の主宰

する団体の戦略によってなされぽよろしいでしょ、

う。それともう一つは，必ずその土地の公民館を

彼うとか，集会所を俊うようにしなくてはいけま

せん。大きく網を打つとどうしてもいろいろな雑

音も入りますので，その立地住民の住んでいる場

所でやるということが大事ではないかと思います。

　それで，私たちが経験した戦術の中から具体的

にどうずればいいかということは，この次に発言

の時間があったら述べさせて戴きます。

　　　　　　　　　　須知　一番根本になります

　　　　のはg原子力の社会的な位置

　　　　つげをはっきりと皆さんに理

溢1擦灘鎌
責任のない立場に置かれております。そういう者

の発言でございますが，私は地域社会の背景を踏
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まえて，そこに，どこがどういう責任を持って，

またどういう価値観でそれを推進していくか，あ

るいは推進する必要があるかという聞題の認識が

大事だろうと思うのです。

　先程の稲葉さんのお話にもありましたが，エネ

ルギー政策の基本的な方向としては，政府も国の

重要政策ということで取り上げられ，昨年の11

月には閣僚会議によって，その目標額も，非常に

困難な情勢ではございまずけれども，一応示され

て，そしてこれからお互いに努力しようという形

になっています。これも今後の推進に当たっての

大きな一歩前進になるのではないかと思っており
ます。

　しかし，それを実現するためには，先程のお話

しの通り，幾多の困難な間題を抱えているわけで

ございまして，現実に昭和45年から55年のこ

こ約10年間の立地推進状況を見ましても，ほと

んど集中立地地区への増設が行われておりまして，

基．数においては13基が36基と大体3倍ですが，

また出力の規模におきましても，4倍近い数字に

なっているのですが，しかし新規立地点というの

はその中のわずかな割合しか占めていないのが現

状です。すなわち県にして3県，地点にしても5

地点というような情勢で，初期段階の立地地域の

理解を得ることが非常にむずかしいという現実に

直面しているわけです。

　そこで一応，私の経験を思い出しながら，そう

いう背景と，どうしてまた福井，福島という先進

の県に立地が集中したかという背景を皆様方にお

伝えし，理解を深めていきたいと思います。

　実例を申し上げますと，ご存知の通り，昭和

30年には原子力基本法が制定されました。そし

て，その後32年に県では原子力懇談会を設遣し

ました。その時の地域社会をどう持っていくかと

いう課題の中に，県民の生活が溶け込んでいった

感じでした。

　と申しますのは，ご存知の通り，昭和の地域社

会というのは，農業と繊維企業で囲まれているわ

けです。けれども，その時点で，これからの社会

のために新しい時代を作ろうというイメージが描

かれておりました。第一次産業において近代化が

進み効率の高い経営が行われますと，そこに余剰

労働力も出てきます。それから，戦後の社会にお

いても，生産手段の革新による効率化が行われま

した。そういう背景を踏まえて，この地域社会を

将来につながる幸福な社会にするのにはどうした

らいいのであろうかという課題が，当時の住民の，

また県民の一番大きな願いであったと思います。

そこからたまたま京都大学の研究用原子炉につい

ていろいろなPRがありましたので，川－西町（旧

坂井郡川西町，現福井市の一部）に誘致しようと

いうのが発足の発端だったわげです。今から見れ

ば初期段階のこういう情勢の中でしたが，理解度

が低いというのではなくて，むしろ県民が自分の

生活の中に，何とか新しい地域集約型産業を導入

して地域の開発を進めていこうという意気込みが

あったということを，一つの大事なポイントとし

て考えて罵ります。

　それが第一一ですが，以後昭和40年頃に日本原

子力発電と関西電力にいろいろ努力戴きました。

当時は施設者に一任するという法体係で，政府が

直接出てくるという姿勢は見られなかったわけで

す。この場合，今申したように，地域の方から動

き出したから良かったわけですが，その後，スペ

ーサーの閥題やムラサキツユクサ多減肉現象等，

ここ5，6年の経過の中で新しい課題が生まれて

きました。こういつた間題から安全性の問題に対

する不安感というものを受けてきているわげです。

　県といたしましては，それ以蔚から，ご存知の

通りテレメーター・システムによる監祝体制や評．

価等を当時から行っておりましたから，革新を行

うことに対するいろんな不安感も出た反面，それ

の立証するところのデーータというものは身近な中

にきちんと生かされてきた，こういう点がやはり

そう大騒ぎにならずに，皆さんの理解を得ていけ

たのではないかと考えられます。しかし，もちろ

ん当時の説明そのものについては不満もあったと

思います。

　そしてもう一つは，やはり政府，国が原．子・炉等

規制法等いろいろな規制法によって施設者だけに

任せるという体心では，住民とのパイプという点

で難かしい問題があると思いましたので，当時か

ら，実は32年以後，47年に美浜発電所3号炉
に着工した時に，一応協定書というものを結んだ

わけです。この協定書問題というのは，まさに地

方自治体として，地域住艮と政府，あるいは施設

者間の媒体としての役割りを果たさせてもらうと

いう意味で作らせて戴いたわけです。そして，そ

の協力の下に，やっと住民の不安感の中にあって，

監祝体制，立入検査，あるいは連絡通報というよ
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うな点が協定書の中にはっきりと定められました。

そしてまた，例か不時のいろいろなことがあった

場合には，責任をもって損害を賠償するというよ

うな課題も織り込まれているわけです。それでそ

の後の原子力に対するデータの不安感の中でも，

それがありましたために，大体それを信頼して，

皆さんのご協力を得てきたという経緯があります。

　ただ，その後スリ…マイル島の事故等を踏まえ

て，最近では防災閥題，廃棄物問題等，現在，既

設の原発を持つ地区でも新しい立地地区と同じよ

うな課題を同じように抱え込んでいるという点は，

．安全対策についで一つの課題であると思います。

　それからもう1点は，今までは「点」と申しま

すか，一一市町村の中の施設周辺というような点の

＝考え方でしたが，これも広域的な「面」という見

方で将来を考えていく必要があろうと思います。

　時間になりましたから，総括的に申しますと，

3つの点に集約されるかと思います。第1は安全

性をしっかりと確保してもらいた：いということ，

2番目は，地元の合意，信頼と理解を深めること

が必要であること，3番目には，将来につながる

福祉，地域振興を踏まえての施策というものが大

事だということ，この3点を住民の総意として受
げとめながら，しかも話が戻りますげれども，最

初は一施設者のみに任せていたかもしれませんが

そうではなくて国がまず先頭を切って，この3項

目に対する責任をはっきりと姿勢の上に示し，そ

れを住民に理解していただくということが，大変

大事ではなかろうかと思っているわけです。

　施策につきましてはまた後で申し上げたいと思

いますので，以上謀題だけ印し上げた次第です。

　　　　　　　　　　及川　まず，卒直な気持ち

　　磁醜　を机熟すと・あまり傾

轟
漁

斜開発をしますと何か焦りを

感じます。あまりかたくなに

なって傾斜しますと，逆反動

も出て来るのではないか，そ

んなことを実は表題から感じ

ていたのです、，傾斜的といいますと，原子力発電

をあまりに焦り過ぎる気持ちが表われているので

はないかというので。あまり傾斜しますと，逆に

今度は反論をなさる方も出てきます。

　実は私は長いこと漁業者の立場にあっていろい

ろな申し上げにくいことも申してきたわけですが，

稲葉さんもおっしゃっておられ，またきのうの有

沢会長の所信表明にもございましたように，いま

エネルギー問題は避けて通れないということは，

労使を闇わずどのような国民各階層も解っている

と思うのです。

　私の属する漁業関係でも，エネルギー聞題は避

げて通れません。石油に限界があることも知って’

ますし，それに代わる代替エネルギーとして一一番

手近なのは原子力発電だということも知っていま

す。このようなことを知らない人は日本にもうい

ないと思うのです。

　ところが，それをいかに強調しましても，だか

らといってすぐ黙ってついてこいというわげには

なかなかいかないのではないでしょうか。よく日

本人は総論賛成，各論反対ということを言いまず

けれども，私は実は，なぜ総論が賛成で各論が反

対なのかということを考えなければならないだろ

うと思います。

現実に，漁民の方が一番先端にあって㌔・ろいう

な利害を持つ立場にありますから，いつでも漁民

がやり玉に上がるようです。原子力発電の推進側

から言うと，「漁民が反対している」と。ところ

が，漁民といえどもよそへ造るのなら，例えば，

長崎県の人が鳥取県に原発を建設することについ

ては反対するわけはないのです。漁民だって知っ

ているのです。、しかし自分のところに造ってもら

っては困るということになる，実はここに問題が

あると思うのです。

　なぜそうなるかという問題，現実の愈愈として，

本来ならばいかに合理的に安くコストを切り詰め

て魚を獲るか，組合員のためにどういうふうにし

て安い資材を供給するか，また亘った魚をいかに

有効に市販していくかというようなことを考える

のが漁業協同組合です。

　ところが…たび原子力発電の閥題が起きると，

組合の仕事が一変するのです。毎日毎日会議ばか

りあって，本来の漁業の任務を離れざるを得ない

のです。そうして本当に塗炭の苦しみをしていま

す。よそから見ると，補償金をいっぱい取ろうと

思って会議をやっていると思うかもしれませんけ

れども，漁民の指導者から見たら，いや全く困っ

たことになったということになります。沢山の補

償金をもらったからといって，組管長は何も自分

が金持ちになるわげではありません。一たん間違え

ると首が飛んだりすることになっていくわけです。

　補償金の聞題にしても，週刊誌，新聞でも叩か
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れます。ところが考えてみますと，例えば補償金

の問題…つ取り⊥げても相場が書きてしまう。そ

うすると，どこどこの原子力発電所ではこれだけ

になったと言えば，それ以下の額では，いかに組

合長が原発に理解を示しておりましても，あそこ

では一人伺千万だということになる，と，民衆を率

いる立場としてもうそれ以一ドの発言とかそれ以下

の妥協工作というものができるわげがないのです。

　結果としては，漁民の粘り勝ちだとか何とかと

言われます。ところが払う方の電力会社の方も，

恐らくみんなからほめられておらぬわけです。払

う方は公共料金にその分を被せればいいと言って

払うのかもしれませんが，払う方ももらう方も両

方とも非難を受けているのが現状ではないでしょ

うか。そういう事態は，一朝にできたわけではな

く，長い過程の中から生まれてきたものです。

　政府の攻撃，非難をするつもりはありませんが，

何かいろいろなことを言ってはいますが，政府は

いざというときにはさっぱり出てこないと，私は

強く感じます。当事者間の力の押し合いへし合い

だげに任せているというようなことではないでし

ょうか。攻める方も守る方も塗炭の苦しみをして

いるのが現在の原子力問題ではないでしょうか。

　私は，きょうは漁業代表でございませんから，

個人として意見を申しておりますから，そのつも

りでお聞き願いたいと思います。例えば一つの地

域において，相当莫大と称する補償金交渉という

ものが行われたとします。しかし，補償金が1

入何千万と言っても，その連中はもらうからいい

のです。隣の組合は指をくわえている，一体歓迎

していましょうか。片方はこうやって指をくわえ

ているのです。この現実を当事者は見逃してはい

けないと思うのです。うっかりすると補償交渉が

まとまらなげればいいと思うかもしれません。

　それで，金をもらって漁業者が漁業を辞めるの

ならいいのですけれども辞めないわげです。そう

すると，それでもって生産力を拡大すれば，隣の

入たちはあまりいい気持ちはしないのです。ある

地域では補償金もらった漁民は，漁業を辞めてく

れというような気持ちも轟いています。物事はず

ばり言わないとはっきり判りませんから，語弊の

あるようなことをあえて申します。その真情もや

はりお考え願わなければいけないのではないかと

思うのです。1人何千万とか伺百万とか，そうす

るとその次に今度は生産力を拡大して，人の領分

を侵していくということになります。その地域の

入はいいかもしれませんが，ほかの漁民は何か割

　り切れぬものを持っているわけです。

　ですから，私は申し上げにくいことを何度も申

し上げますけれでも，いまの電源三法にしてもそ

ういうことだと思うのです。地域に体育館を建て

たり福祉施設を造ったりしていますげれども，最

後の抵抗線の一一つは漁民だと思います。その抵抗

線を忘れて，市町村長さんとか県の関係者のこ気

欝を先にとるのです。こう言っては語弊が出ます

が，いざとなると，最後になって温排水その他に

よって被害を現実的に受け，その立場から抵抗し

ていくというのが漁民なのです。

　だから，その除，漁民がいけないとか，漁民が

反対していると言ってもらっては困るのです。も

っと漁業者が漁業ができるように，その地域の補

償実題だけではなくて，地域振興という問題，漁

業の振興という問題を優先的に考えて戴くという

ことが必要だろうと私は考えます。

　それから，いろいろ言っているけれども，いわ

ゆる原子力問題というのは，国会の場でどのくら

い論議されているのでしょうか。前陣の総選挙の

ときに初めて野党の中にも原子力産業に理解を示

した党もあります。また反対の野党もあります。

私は，避けて通やことができないこの原子力問題

というものは，もっともっと国会の場において論

議されてしかるべきだと思うのです。いざとなる

とみんな引っ込んでしまって，当事者に任せてい

ますが，これは誠に遺憾であると私は思います。

　　　　　　　　　　高橋　今までの話を伺って

　　　　　　　　　いて，一昨年の東京サミット

　　　　　　　デ辱がエネルギー，石油一色に塗
　　　　や　　　ヌが　　 　

重要政策課題だということを国民に説明したと思

うのですQ

　従って，只今皆さんから話がありましたげれど

も，その中でエネルギ～問題については国民がみ

んな知っているのだと言われますカ㍉実は本当の

ことは知らないと思うのです。

　あのサミソトの後に新経済社会7力年計画が出

され，5．7％の実質経済成長，これは後で下方修

整されて5，5％になりました，そしてサミソトで
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の合意に基づき昭利60年に石油が1日当たり

630万bblから690万bblとされたと思うの
です。しかしながら，それだけの石油量の確保は

もう夢であるわけです。

　そうしますと，稲葉さんから措摘がありました

ように，実はこの80年代前半早目にエネルギー

の構造再編成を図らなければならないわけです。

　その第1としては，省エネルギーを徹底し，石
油の依存度を減らし，エネルギー弾性値を一ドげるこ

とです。要するに効率的な利用というものをどう

しても国民合意で進めていかなければなりません。

　2つ目としては，石油代替エネルギー，新エネ

ルギーの開発です。これも官民協カー致して進め

なければならないと思うわけです。これを進めな

いと日本の経済成長は不可能です。今後高齢化社

会を迎え，そのための受け皿1を作っていくために，

どうしても5．5％の経済成長を必要だとするなら

ば，年間750万kWの電源立地を実現していか
なげればならないわげです。ところが，現実には

そのようには立地が進んでいないわけです。

　世界でいま原子力発電を運転しているのは22

力国です。さらに，建設計画を持っているのは

19力国ですし合計で41力国になりますが，こ
れは産油国も含んでいるわげですから，原子力発

電の安全性というものが保持されるという国際的

な評価ができていると思うわけです。

　また，日本の原子力発電所建設に携わる労働者，

そして電力に従事する労働者，彼らが第一線で働

いているということは品質管理や運転管理，検査

体制の強化などによる，安全性を確認していると

いうことから，労働をしているわけです。この事

実を我々は見つめなければならないわけです。

　聞取は，なぜそのような安全性が国際的にも認

められながら日本では充分認められないのかとい

うことです。今原子力発電所の建設が極めて急速

に進んでおるのはフランスでありソ連です。日本

が一番：テンポが遅いわけです。しかしながら，そ

の原因を地域エゴによると言って片づけることが

できるでしょうか。できないわけです。

　とするならほ，何がこの立地を阻害しているの

かというと，まず国の責任です。フランスではジ

スカールデスタン大統領がテレビ，ラジオを通じ

て国民の前で原子力発電の建設をやらなければフ

ランスの真の経済の独立はあり得ないとフランス．

国民に訴えているわけです。工業大臣もそうです。

　しかしながら，日本の政治家にそんなことを言

う人がいましょうか。ここから私は政府のリーダ

ーシップが大きく欠如していると感じるのです。

与党，野党を問わず，この原子力発電を政争の具

にしている今日，主権者である国民はこういう状

態を強く糾弾すべきではないでしょうか。こんな

状態はデモクラシーの時代だからこそ可能である

わけですQ私はここに問題があると思います。

　そしてまた，稲葉さんからも指摘されたように

今日の政府組織は贈爵りであり，通産省や資源エ

ネルギ…庁が一一生懸命やったにしても，農林水産

については所管ではないため，国民的コンセンサ

スもできないという問題があるわけです。

　さらにもう…つは，地方自治体の間題です。許

認可権が知事にもあります。先ほども窪川町の町

長リコール問題が話されました。私は現地報告を

読みました。あの窪川町長の藤戸さんというのは

社会，公明の推薦でi当選した人なのです。そして

非常に微妙なことには，あの原子力調査の推進の

時点で，あそこに反対政党の人が300人ぐらい

行ったわげです。そうしたら，町のナンバ2の

人がひつくり返って反対の方向に行くわげです。

金をもらったのか何かわかりません。そうしてた

くさんのビラが翫布されましたけれども，奥さん

方に恐怖を．与えるような，極めて非科学的な内容

のビラをばら撒くわけです。放射線は牛乳まで汚

染するとか，稲作も汚染するとか，全く諜科学的

であり放射線が出るということはあの広島，長崎

を連想するようなことですから，地域住民の皆さ

ん方は，純朴な農民の方なので恐怖におののいた

のです。

　こうことをやられても地方自治体，県は何の手

の打ちようもないのです。また電力会社も同じで

す，，このような状況では国益のための立地問題は

解決しないと思うわけです。特に我々はエネルギ

ー対策国民会議なり県民会．議を作れということを

3年前から言ってまいりました。同盟自身が10

県に及ぶ，尿民会議とは名称が異なりまずけれど

も，　エネルギ・一懇議舌会とか，　懇談会とかをイ乍って

います。

　皆さんもご存知の通り，福島県においては，地

域経済開発のために浜通り地域の自治体は立地促

進を決議しているわけです。そしてまた，先般島

根原子力発電所2号機建設促進の暴民会議を結成

しました。これは官公労の組合を除いて民間，さ
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らに経営団体や事業者団体等，すべての団体が参

加しています。さらに石川県においては労働4団

体で話レ合いをして総評の皆さん方も原子力発電

は避けて通れないというところまで話し合いを進

めてきているわけです。

　やはり経営者団体も日本商工会議所も，あらゆ

る団体が今日，日本のエネルギーの問題につい

て真剣に合意形成のための役割りを果たすべきだ

と思うのです。エネルギーがどうにも確保できな

い時代になったら，日本は全く転落しますし，国

民生活はパニック状態になります。なってみなけ

れば解らない国民ではないと思うのです。

　そういう点から考えて，地域振興ビジョンとい

うものを作ることを提言しています。今も及川さ

んが言われましたように，農林，漁業についてや

はり経営の安定ということも考えていかなければ

なりません。工場の誘致の問題も経団連や日商を

初めすべての団体が協力してその地域の開発を図

り，雇用の拡大，経済の発農，そして福祉など近

代的な地域振興を行いその地域住民に結びついた

開発を行っていくべきです。これについては，電

力会社も当然その先頭に立つべきだと思います。

関西電力の加治木さんが当事者としてなかなか難

かしいと言われましたけど，そのようなことでな

くして社長自ら先頭に立つべきだと思います。今，

正にそういう時代だと考えているわけです。

　私たちは原子力発電の安全性を国際的，国内的

に申し⊥げているわげですが，核燃料サイクルの

問題，廃棄物の処理処分の確立の問題，そういう

図題にも政府が責任ある方針を明示するべきだと

いうふうに考えているわけです。さらには事故や

故障については一切公表するべきです。

　私は先般福島の東京電力の原子力発電所を現地

に行って見ましたし，その周辺の労働組合の代表

も集めまして，シンポジウムを開催したわけです。

その際，福島県の原子力発電関係のチェ．ックの部

署にいる課長さんが「温排水についても全く問題

ありません。かえって魚が集まるぐらいです。」

と言われました。こういうような話も聞きました

し，空気汚染についても，河川の汚染についても

心配ありません。　　　　　　　・

　このように環境保全のための監視体制の強化や

一切の事故，トラブルを隠すことなく公開すると

いうことが地域住民の信頼を得ることになり，さ

らに安全操業をすることが安全性を立証するとい

うことを忘れてはならないと考えるわけです。

　今日のマスコミでは，原子力発電について本来，

科学部門の記者が書くべきであるのに社会部や経

済部記者が書いています。するとトラブルをすぐ

に誇大にPRします、、こういう時代ですから，国

民が賢明に科学性を持った新聞を読み取るという

ことも必要ではないかと考えているわけです。

　また，窪川町の件ですが，私は原子力誘致だけ

によるりコ…ルではなく，きわめて微妙な複雑な

政治情勢が絡んでいたものだと考えており，あの

窪川町のリコールが今後の原子力立地を後退させ

るとは少しも考えていません。必ずや地域住民が

理解してくれるだろうということを印し⊥げまし

て，私の意堤、を終わります。

　　　　　　　　　　笹生　私は，産業立地論が

　　　　曇　　　　専攻です。産業立地論という

響噸

麟臨，

立場から，従来，地域のこと

についていろいろ勉強する機

会が多く，また，今日エネル

ギー立地の問題が非常に重要

だといっことから，エネルギ

ーの場でいろいろお手伝いさせて戴いているわけ

です。その立場で，先ほど稲葉さんからお話がご

ざいましたことに関連して2，3補足的なことと

申しますか，印象を申し土げてみたいと思います。

　地域にはいろいろな人々が住んでおりますし，

それらの人々は生活に密接に絡むいろいろな問題

に取り囲まれております。そこでは大変重要な問

題であっても，それに対して地域としての割り切

った結論を出すことがなかなか難かしいわけです。

恐らく子供の教育をどうしたらいいとか，あるい

は住宅ローンをどうしたらいいとかということも，

実は住民自体にとってみれば原子力発電と同じよう

に生活の1つの問題として：考えざるを凹ません。

従って，いろいろな決定をしていくまでに，ほか

の人から見るとかなり矛盾を含むような行動が見

られるのではないかと思うのです。このような状

況ですから，やはりある決定に至るまでには様々

なことが整理されていかな：ければなりません。そ

ういった住民個々の意志決定の推移の中で全体の

意志が収敏していくということはご理解戴きたい

ので，私はその過程自体がむしろパブリンク・ア

クセプタンスなのではないかと思うのです。

　為政者，あるいは中央の方から見れば，こんな

ことは当然考えていなければならないことだと言
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われましても，やはり生きていくという過程の中

では，国にとって重要なことでも，生活をする人

から見れば多くの問題のうちの一つに過ぎないの

です。つまり決定に至るまでには様々な整理が必

要で整理をうまくさせるように考えていかなけれ

ばならないといつことだと思います。

　それから，先ほど来，地域振興のお話がいろい

ろございましたが，住民の立場で今のようにある

決定をする時に，確かに安全性の問題が基本的で

すが，さらに底に行きますと，自分のいままでの

生活が変わるということに対する漠然とした不安

感が強くあります。ですから，これから良くなる

のだという以前に，今の生活がどう変わり，それ

にはどう対応し得るのかし得ないのかという，も

っとビジョンとか振興以前の問題についての住民

の理解，納得を得るということが重要です。

　第2点は多これも先ほど来お話がありましたが，

立地地点，あるいは立地侯補地点の多くは，一・般

的に経済的にまだ発展の機会にそう多く恵まれな

いところです。しかも，それらの地域は，水力も

含めて電力の供給地域である場合が非常に多いの

です。ですから，いささかでも安全なり環境間題

について懸念が残っている場合ジそれなのに，な

ぜ我々がさらに追加供給をせねばならないかとい

った，かなり素朴な疑間が当然あるわけです。

　それがまた別の面で言うと，産業地域振興とい

う聞題にも結びつくわけです。ところが，地域振

興という場合に，発電所がいわば移出産業，ある

いは主導産業としてどの程度の適格性を持ってい

るのか，という問題が出てきまして，そういった

事柄が充分論理立てできないままで，決定が迫ら．

れてくるという状況ですと，そこに，住民の甘え，

住民の行動がそこに発生する可能性があるという

ことを，私どもは非常に恐れています。私どもが

地域を常々見ていると，そんな事柄に気がっくわ

けです

　それから，最後にもう1つ申し上げたいことは，

皆さんのこ発揚の中にもございまして，皆さんは

そうではないと思うのですが，電源立地の問題が

地域振興の面とあまりに結びつくと，これは地域

の方から見ても，経済的な発展に恵まれないとこ

ろですから，その電源立地を契機として，より新

しい地域社会を築けないかという期待を持つこと

は当然です。ただ，それだからといって地域振興

を挺子に電源立地の推進をするということは，い

わば逆もまた真なのか，逆はまた風ならずという

ことなのか，その辺はかなり問題なところではな

かろうかと思います。

　地域の曲直というのは，先ほど高橋さんからの

お話がございましたけれども，当然のことながら

住民が主体です。地域というのは先程のように様

々な間題を抱えておりますから，そのためには様

々な対策がなされねばなりません。それには当然

総合的な対策が継続的になされていく必要がある

わけですが，現在の電源三法等の建て前では，そ

ういった地域のニーズに対してはかなり部分的あ

るいは付加的であり，また一一時的であるという制

約がございますから，これを挺子にということに

なると，あるいは地域振興の本来のあり方を結果

的には損なうことにもなりかねません。

　ですから，やはり電源立地を契機として，地域

自らそれを活用して自らの発展方向を主体的に築

き上げていくという状況を，最初の選択の段階に

どう作り上げていくかと．いうことを；考え．ていくこ

とが非常に重要なのではなかろうかと考えており

ます。

　大堀議長　先ほどの稲葉さんのご講演に引き続

いて皆様方からのご指摘や大変示唆に富んだ貴重

なご発雷癒戴きました。いろいろな：考え方がござ

いますが，一つの流れはパブリック・アクセプタ

ンスと言いますか，ご家庭の主婦までを含めて広

く国民各層の方々に理解をして戴くにはどうした

ら良いかという第一・線の地域の理解の問題だと思

います。

　それからもう…つは，やはり地域において円滑

に原子力施設を受げ入れて戴くには何が必要か，

という問題に集約されてくるのではないかと思い

ます。

　画題を分けてこ発言戴こうと思いましたが，時

間がなくなりましたので，ここで稲葉さんにお話

をいただきたいと思います。

　稲葉　皆様方のお話にもございましたが，私か

ら簡単にもう一度間題の提起をさせて戴きたいと

思います。

　先程も申し上げましたように，私自身政府の仕

事，あるいは各産業のお手伝いをしながら原子力

パブリック・アクセプタンスについて10年間い

ろいろ努力をしてきたわけです。その間に感じた

ことの一つは，昭和54年以来石油の間題につい

てはもはや先行がはっきりしてきたということです。
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つまり，それまでは何とか日本の石油は増やそう
と思えば増やせるんのではなかろうかという意識

があったのですが，もはや石油は増やせないわけ

です。しかも日本の電気も60何％というのは石

油とLNGによって発電をされています。そうい
う意味において，非常に電力の間題は不安定な状

況にあります。

　第2に，経済の発展もあるし，国民生活も向上

しているわげですから，需要は伸びます。そうす

ると，もしもそれに対する対処を誤りますと，や

はりいっか電気や熱の不足の問題から経済や国民

生活がうまく運営できないようなことになります。

それをどのように自分たちの努力でやっていくのか

ということを，政府も政治家たちももう一度真剣

に考えてはどうかという問題を，私は2年来出し

てきているわけです。

　そして遺憾ながらまだそのような意識が日本の

中にみなぎってはいません。しかし，私たち日本

人は非常に英明な国民ですから，もう一度最後の

努力を振るって，今までよりももう少しはっきりし

たコンセンサスを作ることに努力してはどうかと

思います。

　それについてのまず第1の問題は，私たちもパ

ブリック・アクセプタンスについて努力をしてま

いりましたが，ともかく人間の半分はご婦人です。

しかし，アメリカやヨーロッパと違いまして，日

本で真剣にご婦人に対してエネルギーの聞題を訴

えたことがあるかと申しますと，遺憾ながら日本

は一般的な角度でしか問題を提出していません。

　例えばアメリカでもヨー臼ッパでも，ご婦入の

中で非常に自発的な方たちは，やはり自ら進んで

原子力も含めてエネルギーの問題に対していろい

ろ意見を出しておられます。また5年ほど前にア

メリカでカリフォルニア州を初め8州で原子力の

住民投票が行われましたが，この際のご婦人の賛

成と反対の熱の入れ：方というのは，それこそ大変

なものでした。その点どうも日本は無関心であり

過ぎたと申せましょう。この点，特にご婦人に考

えていただきたいのです。

　しかも，いまご婦人間で，どうも原子力発電所

を造っていくとその地域は，すぐには判らぬけれ

ども，これから50年，100配すると妊娠でき
なくなるというようなことすらいかにももっとも

らしく言われています。しかし，それが本当かど

うかということに対して，もっと私たちは真：剣に

考えていく必要があると思います。

　第2の問題は，やはり政府と政治家にもっと考

えて戴きたいということです。いかにも今のとこ

ろ日本の状態はよいのですけれども，これからは

片や石油，片や原子力の両面において，どうもエ

ネルギーの増強が難かしいような感じが致します。

ですから，余計に努力を払っていかねばなりませ

ん。努力の手始めは，現実に政府自らが環境のた

めにエネルギーを増やさないで済まそうという結

論をお出しになるのか，それともやはり環境のこ

とをある程度まで考えながらエネルギーを増やす

のかということに対してもっとはっきりした意：思

の表明をお出しになることです。遺憾な：がら，同

じ政府の部内でも環境庁というのは，そういうこ

とに無関心に基準を考えて，そして中立的な立場

をおとりなっています。同じことが漁業権につい

ても言えるわけです。及川さんもいろいろおっし

ゃいましたけれども，私は過去において農林省や

水産庁が本当に漁業権のために自ら閥に入って，

エネルギーと国民の将来という問題と自分たちの

漁業の調整をどのようにするかということを，大

臣や長官を初めとして…生懸命におやりになった

という例を聞いたことがありません。そして，政

府はエネルギーは第一の政策だとおっしゃってい

るだけです。それではやはり事は絶対進まないだ

ろうと思います。それが進むような運動をこれか

らは強くやっていかねばなりません。

　また，現在は非常に官僚主義でして，いろいろ

手続が煩預であり，原子力発電所については，遺

憾ながら地域に胡談をして，それからいろいろ順

序を踏んで電工審にかけて安全審査をやって，そ

れからいよいよ正式に建設をやっていこうという

のに，12年から13年かかるということになっ
ています。それが縮められないかと申しますと，

本当にやる気になれば縮められるわけです。何も

一つ一つ済んでから次をやるということでなくて，

同時並行的にやって戴くという手もあるだろうと

思います。

　また，安全審査も大学の先生方の時間の都合が

つかないから2ヵ月に1回，　3ヵ月に1回くらい

しか開けないということについても，これだけの

大きな即題であれば月に伺回か開いて戴いて，充

分議論をして戴き，認可していくという手もある

わげです。私はまずそのようなことをやって戴き

たいと思っております。
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　第3に私が申し上げたいことは，やはりよく言

われることでございますげれども，どうして不便

なところにしか原子力発電所を造れぬのかという

ことです。原子力の安全性を立証するためには，

もう一度25万kWぐらいの軽水炉発電所をでき
得る限り都市の近くに造るということに，政府と

電力会社は努力を払って戴きたいと思います。ま

た原子力発電所の周辺に温排水を利用して化学工

業を造るとか，雇用を吸収するということもやろ

うと思えばできるわけです。

　私は今回頼まれまして，そういったことの可能

性について，原．子力産業会議の原子炉熱利用懇談

会の座長としてこれからやっていこうと思ってい

ますが，私たちには今後検討していかねばならな

い聞題が残っているわげです。その問題について

みんな：が努力をし合い，知恵を出し合い，それぞ

れの場で強い形で隙路を打開していこうではない

かという問題提起を重ねて申し上げたい次第です。

　大堀議長　もう少しバネリス’トの方々からごゆ

っくりご意見を伺いたいと思っておりましたが，

定刻まであまり時間がございませんので，先ほど

来ご発言戴きました。各パネリストの方に3分ぐ

らいつつ追加のこ発言を戴きたいと思います。

　最初に，今稲葉さんからご指摘がございました

婦人潮懸について比嘉さん，お願い致します。

　比嘉　私はまず第一に財政的な取引きをどうい

うふうに感じているかということをお伝えしてみ

たいと思います。

私に，「気の遠くなるような莫大な金を使ってい

るのだが，原子力発電所を建てるとそれ以上に儲か

るのですね。」と言った方ありましたが，それが

普通の主婦の感覚です。やはり国家的利益という、

広い祝野の上に立って，会社は急ぐために金で解

決したら良いと思ったりg町村は取れる時に取っ

ておこうと考えたりしないで，公正な，だれでも

納得のいく取引きをしてそれを公表すべきではな

いかと思うのです。

　それからもう一’つは，電力を確実に供給するた

めに急ぐのだという考え方は大衆には受け取りに

くいのです。ですから，もっと大衆に受け取りゃ

すいような説明をするべきだと思うのです。

　それから住民の放射能への恐怖を取り去るため

には，百聞は一一見に及かずで，福井県の美浜発電

所のような，美しい立派なところをどんどん見学

させたらどうでしょう。それは100％効果：があ

るのです。私たちは原子力ができたら漁民の方々

は魚が獲れないでお気の毒だなと思っでいたので

すが，向こうに行ったら魚がピチピチ泳いでいま

す。温排水の関係が魚にどう影響するかというこ

とも判って，このごろは心配は解消されたのです。

　それから，もう～一つは先程も申し上げましたと

おり，見学をさせる時に，見学の費用は地域住民

は持てないでしょうから，開発費用から会社や政

府が出してどんどん送り込んだらいいと思いますp

それは発電所が観光資源にもなっているし，非常．

に環境が変わっていることも見ることができます

から，これを是非おやりになった方がいいのでは

ないかと思います。

　福井県では小学生，中学生，婦人団体がどんど

ん行っております。例えば私たちの場合は，バス

で連れて行きます。我々は資金がないから，関西

電力の協力も得て共同でやるのですがパンフレッ

トを持っていってバスの中で講議を聞く，そして

歌も歌い，楽しく連れて行きます。行ったらいろ
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いうな資料があってためになるし技術者が機械の

前で説明をして下さいます。ということで帰りは

どうだったかという感想を聞くのです。その感想

は，実にりっぱだった，あそこで働いている最高

の技術者の奥さんは，ご主人の価値というものを

どう認めているだろうかという声，心配していた

げれども魚も泳いでいましたねとか，というよう

な話題が出てきて，その反応ぶりがわかるのです。

　それから，放射能の心配をする人には，地上の

自然の放射能が1年間に70mrem当たるのだけ
れども，原子力発電所の放射能というのは，10

％とか言うようなことを話せばすぐ解ります。ま

た原子力発電所ができたら電気が・安いのだという

ことです。停電があってローソクを1本100円

で買って，それが台所と茶の間とトイレと勉強部

屋と4本要るとすれば一晩に400円かかり，し

かも5時間しか燃えないのです。けれども，電気

の場合は15時間便って1ヵ月に3，500円から
4，000円です。ローソクだったら1万2，000
円かかるのに，電気はこんなに安いのです。原子

力になったらまたコストが安くなるのだというお

話をしたら，皆さんが安くなってしかも便利にな

るといっことを考えるのです。

　ですから，もし講座をお開きになるならば専門

用語を便ってはいけません。できるだけ平易に解

りやすいように話をすべきです。そうしたことに

ついてはもちはもち屋と申しますか，電力会社の

方で上手にやっていますから，協力を得たら良い

のです。

　次に，非常に皆さん方が病難に思っているのは

住民パワーだと思うのです。その住民パワーの一

番因るのは，左翼の外藩部隊が入り込んで非常に

紛糾する場合です。この人たちは政治目的のため

にやっていて反対のための反対ですから，いくら

合意に達しようと思って話し合いをしても駄目な

のです。ですから，こういう団体にあんまり精力

をお使いにならないで，二面作戦を考え，どうい

う団体が入り込んでいるかをよく分析して対処し

なくてはいけないと思うのです。

　それからもう…点は，茶の聞の話題にするため

にはどうすれば良いかということで，それにはや

はり茶っ間でラジオ，テレビを聞く時間帯を考え

て，平易に茶の間で話題としての放送をすること

も一つの方法であると思います。

　以上で終わりますが，私は神も信じております

し，科学も信じています。勉強している過程にお

いて不安があっても，少々ぐらい故障があっても

日本の科学技術の進歩によって，この不安も故障

も克服できる時が来るのだと，現に来つつありま

すが心配しないで呑気に構えているのです。

　及川　　先ほど私は肝心なことは何も言っていな

いのです。総論みたいなことを言ったのです。具

体的に私の見解を申し⊥げます。

　先ほど申しましたように，漁業補償の問題が一

般のジャーナリズムの批判を強く受けています。

全国の漁業界にとっても野また我々漁民にとって

も悲しいことです。従って，何かこれに対しては，

政府は黙って見ていないで，一…つの合理的な基準

というようなものを設定して欲しい，ということ

が申し上げたい第1点です。

　それから，原子力発電の立地に理解が得られて

立地できたとしますと，ここの地域は賛成派だが

らと言って，重ね重ね追い打ちかけてどんどんそ

こへ増設していきます。私は集中立地には絶対反

対致します。100万kWのものを1毒言ったら，
あそこは理達者だから，あそこへ持っていげば賛

成するということで500万，何百万となる恐れ
があるのです。そういうことも結果としては立地

を促進することになりません。これが第2点です。

　それから，安全性の閥題が強く言われています

が，安全か安全でないかというようなことは，安

全委員会もあることですが，庶民には実際はわか

りません。それは政府とかダブルチェックを信頼

するほかないと思うのです。だが，入がやること

です。スリーマイル島のこともあります。ですか

ら絶えず，海の方から言えば，海洋生物にどうい

う変化を与えているかということを調査して，嫁

しくも，いわれる放射性物質の蓄積といっよつな

ことが過去に行われているかどうか，人体に影響

がある程度なっているかどうかということを，絶

えず監視していてもらうことが実は安全性なのだ

と私は思うのです。設計のようなことは漁民には

解りません。現実に海洋生物の変化をはっきり＝わ

かるようにすることが安全性だと私は思うのです。

このことが第3点です。

　それからもう1つ＝考えなければならないことは，

電源三法です。これは発言するかしないか考えた

のですが，申し上げさせて戴きます。市町村に体
育館を造ったりしておりますけど，一一番被害意識を

持っている漁民の側に…一体創が行われているかと
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いうことです。先程も言いましたけれども，1人

何千万の補償金をもらっているといっても，もら

っている人はいいかもしれぬが，もらってない人

々は指をくわえているのです。

　ですから，私はもっと広域的に，電源三法をど

ういうふうに利用するか解りませんけれども，地

方のそれぞれの漁業の，例えば石川県なら石川県，

新潟県なら新潟県の漁業振興基金というようなも

のをつけていくべきだと思います。個々の人間の

懐に入るのではなくて，基金という形にすれば，

自ずから私は漁民の全般的な理解度というものは

深まっていくだろうと思います。

　その次には，風評に対する対策です。例えば放

射性物質による被害があれば原子力部門によって

補償されます。しかし，ある種の学者が何か書き

ますと，それには何の補償もないのです。放射性

物質がホッキ貝に蓄積したという問題が昨年も福

島県でありましたQそのときに誰かが妙に挑発的

に書きますと，直ちに東京市場に響いて，その貝

が売れないのです。こういうことは誰の責任かと

いうと，誰も責任を負わないのです。それをみん

なが憂いているのです。そういうことに対する対

策をどうしたらいいかということです。

　それから，私’は何としても，原産会議が音頭を

とるのかどうか判りませんが，漁民の側から言い

ますと，個々の，新潟なら新潟という問題でなく

て，大き．ぐ我々の水産業界と電力業界との相互理

解を深める話し合いの場を早急にお作りになる方

がいいのではないかと思います。そういうふうに

して，高い次元でも理解を示し，副次的な問題は

副次的な宿題として解決をしていくという姿勢が

非常に大切であるのではないかということを私は

提案いたします。

　高橋　先ほど申し上げましたけれども，国政レ

ベルにおける論議が少ないという指摘があったわ

けですが，実は私どもの方から各政党に対して申

し入れをしているわけです。しかしながら，ある

左翼政党は，体制によっては，原子力発電はOK

なのだけれども，今のような資本主義体制では反

対だということで，今日左翼外人部隊として日本

全国の立地反対に駆けずり圏っているという現状

です。全く理畑に合わないと思うのですが，これ

は持病のようなもので，どうにもならないという

のが今日の実情です。

　労働4団体においても，昨日も話し合いをした

わけですが，総評でも原子力発電の問題は避げて

通れないと考えています。問題は安全性というこ

となので，特に我々の電気労連，造船重機労連，

電力労連関係で原子力発電で実際に10万人近い

労働者が働いており，災害がないわけですから安

全性は保証されているということな申し上げて理

解を得ようとしているわけです。

　閲題なのは，私も福島，佐賀，島根，石川，福

井にも行っているわけですが，やはり献題は地域

住民との対話です、，比嘉さんも言われましたけれ

ども，この持っていき方だと思うのです。コミュ

ニティ作りをやりながら，エネルギー問題の危機

というものを十分認識してもらうことです、，いま

や社会が変わり，生活様式が変わり，：文化が変わ

った中で，このエネルギー政策も変わるのは当然

だと思います。これは土地政策の副題も然りです。

旧態依然とした政策はもう通用しないのだという

ことを私は言いたいのです。

　従って，地方自治体，特に知事について言えば，

ある知事は積極的，ある知事は選挙のとき政争の

具にされるから，と消極的なのです。「おまえ

は何を言っているんだ，こんな奴は落としてしま

え、，」ということになると知事は公選で4年に1

回選挙がありますから，いろいろ難かしいところ

があります。そのためにも県民運動を強めるべき

だろうと思います。その地域の研修会なり研究会

は，地方公共団体，すなわち爆どか市町村にも具

体的にやって戴きたいと思います。率直に言って，

我々自身が地方公共団体に申し入れて行いますの

で，国民各層，各階の皆さん方に協力を戴きたい

と考えているわげです。

　各党の政調，政審会長に，政策担当者として私

自身，お会いしているわけですので，原子力間題

について国会でもっと論議を深め，左翼1党だけ

はどうにもならないわけですが，他の政党との話

し合いの中で合意が形成されつつありますので，

地域において従来のようなこつに分かれた醜い紛

争はさせたくないと考えているわけです。

　加治木　全く立地が進まないのは電力会社に第

一の責任があると思っています。今日いろいろお

話を承ったわげですので，ここから充分教訓を汲

み出して，これから一生懸命やっていきたいと思

いますが，一つ要望を申し上げたいと思います。

　今や電源立地，ことに原子力立地については，

国を挙げての第一の政策課題になっています。一
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方，地域振興の問題は先程からいろいろ出ました

げれども，通産省の手持の政策でできる課題では

ないのです。各省の施策をここへ集約しなくては

到底進まないと思うのです。農林省，建設省，運

輸省等各省の施策をここに集約するためには，せ

っかく総合エネルギー対策推進閣僚会議というも

のがありますから，この場で思い切って総理大臣

がリーダーシップをとることが必要です。具体

的な地域振興については，各省のいろいろな施策

もあるかもしれませんが，立地予定地点について

は，これを優先的に考慮するようにといった配慮

が願えないものでしょうか。稲葉さんは非常に影

響力のある方ですから，どうか何かの機会にお取

りつぎ願いたいと思います。

　須知　先ほど地域側から見て重要な3つの原則

を申し上げたわけですが，それを受けてそれに対

してどう対応するかについて，簡単に申し上げま

すと，やはり初期段階から国の心無した姿勢をは

っきり立地地域に示すべきだということです。そ

して，どうして自分の地域が選ばれたのかという

不安感に対してこうなんだということをはっきり

と国が示すべきだと思います。この点がまず第1
です。

　それから，先程いろいろの手続や，農林水産省

画の倉本も出ましたげれども，やはりこれを総合

的な国の場で，大きな調整をして推進するように

して戴きたいと思います。これが電弧審以前は少

しもなされないという行政の仕組み，この点をこ

の際大きな次元のところで改正し，反省すべきで

はないか，と思っています。

　3番目は，地方自治体の問題が膨ましたからは

っきり申し上げますと，我々の方で協定書を結ん

だのも，その原因は実は当事者つまり現地と折衝

すれば良いのだという国の姿勢にありました。こ

れでは間題の本質には触れないわけです。今申し

上げた通り，どうしても地方自治体は，住民の健

康と幸福を守るという当然の責任を持っておりま

すから，むしろ知事としては積極的に出て，健康

と幸福振興のために，自ら計画を作成し，国に建

議し，そして住民と話し合ってそれを決定に持ち

込んでいく，という仕組みが非常に大事ではない

かと思われます。この3点を申し上げたいと思い
ます。

　あと…つ補償交渉の問題もありましたけれども，

これも先程のルールの中で，国と施設者との順番

が違っているのです。その行政の仕組みが間題な

ので，初めに合意形成をさせるものですから，い

ろいろな金を迷惑料だなどと言って取られること

になるのです。そうではなく前段に，知事が地域

振興に出ていき，国の方で国益に則ったものを負担

して，公共の問題を処理してジ後に単なる補償だ

けを施設者と交渉するということになれば，非常

に円滑に行くのではないでしょうか。またこうし

た順番をとればいろいろな許認可手続きも円滑に

行くのではないかという点を対策として提案した

いと思っているわげで，これは原産会長も述べて

いる事項です。

　笹生　パブリック・アクセプタンスの行動計画

ということについて，皆さんが言われましたこと

以外の問題について，項目だけ申し上げたいと思

います。

　私は，原発立地の問題解決には基本的には魔法

の杖はないと思っています。皆さんがいろいろ言

われたようなことを総合的に進め℃いくには苦労

を重ねざるを得ないのではないかと思います。

　私は2，3申し上げたいと思います。その一つ
は先ほど来のことですが，住民の主体的な選択が

できるようにまず開かれた情報環境を形成する努

力をすることが大切です。そのためには，かなり

地道な調査研究体制というものを作る必要があり

ます。また，地域の行動の核として，若い人たち

が共感できるような，いわぽ草の根元に根ざした

住民運動というものをどう展開させていくかとい

うことが，そこで重要な問題になるだろうと思い

ます。

　第2は，自治体の方々，特にそのトップの方々

が調整者としてはかけがえのない機関なわけです。

今までに原子力発電所の立地のない自治体に対し

て，もう少しトップから実際の窓口に至るまでを

含めた突っ込んだ学習体制を，国がきちんとカリ

キュラムを組んで行うことが重要なのです。現在，

研修がいろいろなされていますが，これは各省バ

ラバラで，今のところ私どもの見る限りでは，国

のこういつた間題についての研修政策は充分では

ないのではないか，と思っていることを付言した

いと思います。

　それから第3点は補償交渉についてです。水産

との共存の問題について，補償交渉が先行して，

補償が片づいた後で電調審にかかり，水産のあり

方，振興の間題が出るという手順はおかしいので
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はないか，．ということで恐らく須知さんが言われ

たかったことであろうと思います。私たちもこの

補償交渉に入る前にむしろ国なり自治体がその地

域の水産資源をどう開発し，それが原発とどう絡む

かという方針巻大把みにでも検討するということ

が不可欠だと思います。そういうものを踏まえた

⊥で，補償に入り，合意を求めていくという仕組み，

手順を是非とも作って戴きたいと思います。

　最後に牢しま：げますが，先ほど来，皆さんから

お話しがございましたが，立地に絡むいろいろの

問題は，ご承知のように，通産省の権限を超える

ものが非常に多いわけです。今の電源三法をより

複合的な形にすることで，このような閥題が解決

できるかも知れません。あるいはもしできないと

すれば，産業政策的，あるいは立地政策的な領域

と地域政策的な領域というものを一度区分した上

で，それの連携を図るような政策の仕組みという

ものがあるのではないでしょうか。ともかくそう

いった岐路に現在に立っていると思いますので，

こういつた面からも，閣僚会議の話し合いをより

着実なものにしていくためにも政策体系の抜本的

な見通しを行うべき時期が今日来ていると思って

います。

　大堀議長　どうもありがとうございました。

　時間があれば，さらに皆様方にご意見を承りた

いところですが，時間もまいりましれので，ここ

で締め繰くりたいと思います。

　いろいろ貴重なご意晃，ご提言を戴きましたが，

これらの中には，今後原子力産業会議を初め，関

係機関でより深く検討しラ実現に向けて努力を傾

けるべき事柄が沢山含まれていると思います。

　エネルギーや原子力について茶の間のご婦人に

ももう少し解るような説明が必要ではないかとい

うご提案がございましたし，また，皆様共通して

おっしゃ位たことはやはり政府なり政治の姿勢を

はっきりさせることと各省庁間の協力が必要であ

るということについてもいろいろご意見があった

かと思います。

　また，本件が地域の問題ですので，原子力開発

と地域開発が調和する形に早い時期に持っていか

なくてはいけません。あるいは現場サイドとエネ

ルギー政策のサイドで大局的な話し合いなど，い

ろいろな場での話し合いが必要ではないかという

ご意見を承りました。この大事な時期に本日の貴

重な討論をして戴いたことを感謝いたします。
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・通商産業大臣所感

　　　　　　田　中　六

〔特別講演〕

・人類の進化と科学技術

　　　　　　今　西　錦

会餐午

）臣大業産商通（氏助

）三教誉名学大都京（氏司



通商産業大臣所感
通商二業大臣

田　中　六　助

　本日は第14回の原産年次

大会に澄招きを受けて嗣言ご

挨拶する機会を得られました

ことを心から喜んでおります。

　ご承知のように，今，OPEC

やii蜀際エネルギー機関（IEA）

では会’議を開いて消費国，産：

油国，それぞれの立場からのエネルギー対策への

協議を進めて齢ります。これも全世界のエネルギ

～が非常に足らないことが大きな原因であります。

需要が多くあるのに供給が少ない，これが世界の

人々の頭痛の種であり，わが国もその塒外にはあ

りませんし，むしろわが国こそ消費国の最たるも

のであります。通産：省としては10年後に石油依

存率を50％にしようという計画の下で10年後
の代替エネルギー各々の開発目標値を定めて政策

を進めて齢のます。石油換算致しまして，例えば

石炭への依存量を10年後には1億2，300万k1，
原子力に7，950万k1，　LNGが約7，110万k　l，

水力が735万k1，として澄りますが，なかなか
計画通りにはいかない点が多いようです。バリ島

にお・けるOPECの値上げ，　IEAに加盟している

21ケ国のパリの会議，この両者の利害は相反し

ておりまずけれども，エネルギーについての真剣

な討議がそれぞれに行われて澄ります。

　わが国でも今国会で審議している来年度予算案

では，電源立地促進のための交付金制度が設けら

れてお・ります。日本が計画している原子力発電所

は，既設のものが21基，建設中あるいは計画中

のものまで含めますと35基あります。それでも

私どもが予定している原子力発電所を10年後に

5，100万kWから5，300万kW程度に持っていこ
うという計画は非常に至難な状態にあるわけです。

ご承知のようにアメリカは現に稼働中のものが，

71基，日．本が35基を予定している時期にはア

メリカは181基，ソ連に澄きましても現在の27

基を54基に，フランスは18基稼働して訟りま

すがこれを将来74基に，西ドイツは11基を日

本と同じ35基にしょうとそれぞれ各国が原子力

発電所の開発に向けて努力して澄ります。これは

濃縮ウランという石油に比べて非常に便利なもの

に依存すると同時に原子力発電所のコストが非常

に安く，石油の半分と言われているためです。そ

ういう条件が私どもの大きな魅力となっているわ

けであります。

　日本は非常に核ア1／ルギーが強く，その立地条

件も苦しい立場にありますが，皆様の努力でこの

回復が進んでいることは私も嬉しく思っていると

同時に，これからもさらに悪条件の克服に努力し

ていかなげればならないと決意を固めております。

　一方，核燃料サイクルに対するご理解を得，ま

たその開発を一生懸命進めるべく努力して診りま

す。核燃料サイクルの要にもなって坐ります，再．

処理問題については再処理工場の事業家の方々初

め皆様の努力によって大きく進展しつつあると同

時に，ウラン濃縮工場につきましても，民間の皆

様に鋭意を集中して努力して戴いて澄ります。私

どももこれの促進につき蓑して，より一層の努力

とより一層の活動をしなければなりません。これ

また悪条件を克服して，民間の皆様のご努力に報

いる環境作りを行うべく税金面を含むあらゆる政

1策を・集中していかなければならないと思って齢り

ます。

　申し遅れましたけれどもこの会議は各国からそ

れぞれ有力な方々が出席されており，国際性が豊

かですが1これは原子力ならびに原子力発電所が

いかに偉大であるかというご認識が膨溝として世

界に起こると同時に，日本にも起こっている証左

だと思います。回を重ねること14回，いろいろ

なご苦労もあったと思います。有澤会長初め皆様

のご苦労を思えば思うほど，行政の責任者と致し

まして，省を挙げてこれからも障害の回避撤去に

努力していかなげればならないと思っております。

どうか日本の立場，世界の立場を充分認識の⊥，
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この大会で実り多い，そして，説得力のある結果

が得られることを心からお・祈りすると同時に，心

から皆様のご助力を感謝申し上げ，皆様のご健闘

を診祈り致す次第です。甚だ簡単ではありますが

これをもちまして挨拶に代えさせて戴きます。
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人類の進化と科掌技術

確言

　
授
心

学
教

駄
誉
今

隠
名

㌃∫｝入類の祖先に間違いがない

｛と言われている化石の年代は，

｝最も古いもので300万年前
；です。もちろん群類がその時

1に突然現れたわけではなく，

　その前から実在していて，そ

　の後徐々に進化して行ったの

です。そして，科学技術は200年ぐらい前から

始まっています。つまり桁違いに新しいものなの
です。

　人類の進化を取り⊥げる場合に，その証拠にな

るのは専ら化石です。肉体の変化を基にして進化

を論ずることは入類だけでなくて，生物一般にも

とられている方法です。わずか200年の間で，

非常に技術が進歩して，物がたくさん作られるよ

うになりましたが，これらはすべて身体外につく

られたもので，体を作り直したものではありませ

ん。そういう身体外に作られたものを取り上げて

も，次々と変わりました。だから，入間の作った

物の進化ということも考えられるのですが，それ

はやはり進化を論ずる土で少し別格にしておかな

け泊ぱいけないと思います。

　これをどう取り扱うかということは，私もまだ

よく考えていませんが，そういう身体外に作り出

したものとしては，先程も言いました300万年

前の化石入類にも石器があります。これは確かに

300万年前の入間が作ったものに違いないので

すが，一体どういう気持ちで作られたのでしょう

か。そこでこれから物を作る心について，ちょっ

と考えてみたいと思います。

　大低の入が，石器は，何かに利用するために作

られたのであろうと考えるでしょうが私はそれに

対して軽々しく賛成はしていません。これはむし

ろ，ちょっと変わり者が石をこつこつと割ってい

ましたら非常に気に入った割れ方をした石ができ

上がっただけのことで，初めは何の目的も考えて

いなかったのです。ところが，それをある入が見

て，そのころはまだ言葉はなかったでしょうが誉

めたたえましたので，その作者も本当に良いも

のができたと思うようになりさらに他の入がそれ

に共鳴して「くれ。」と言い出したのに対し，い

くらでも作り与えたことでしょう。ここが大事な

ところなのです。

　つまり心を込めて作り，でき⊥がるとそれだけ

で満足し，他の者にやっても構まわないという気

持ちになることが創造ある㌔．・は芸術に結びつくと

’言っても良いのではないかと思います。これは，

今日の物を作っている入の心のあり方と少し違っ

ています。

　古い話はそのぐらいにしまして，日本の徳川時

代を振り返ってみますと，当時入寮は士農工商と

いう4つの階級に分類されて齢りました。商は別

に物は作りませんし，農というのは，隣の入のし．

ている通りしてたら黒米はとれますので物を作る

人々は工の中に入っていたと言えましょう。その

中で工の階級にはいろいろな物を作る入が，十把

一一一 ｩらげで入っていたと思います。そのころはも

う石器は作られていませんが，鍛冶屋，大工，左

官，それから実用向きではありませんが絵を描く

，人もやはり1つの物を作るわけですからこの中に

はいっていたでしょうし墨譜師というよう噸もの

も工に入っていたと思います。

　そこで大事なことは，その中で武士階層だけは

藩という組織に所属して，扶持米というものが決

まっていましたので，生活の保障はされていたと

いうことです。

　話は変わりますが先程，科学技術は200年ぐ
らい前からだと言いましたが，それは産業革命以

後というつもりで述べて細ります。この革命を境

にして機械というものが登場してきます。それで

非常に物の作り方，物を作る心に変化が生じてく

るのです。産業革命というものはあまり大したこ

とではないと思っていたのですが，これはなかな

か深い影響を与えています。
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　機械が出てきてからの変化を眺めてみますと，

今までの手で作っていた時代には，入間は，創造

するという満足感を覚えていましたが，機械が物

を作り始めると，そういう満足は減ってきます。

それから，機械というものはその工程に齢いて，

まず部品を作って，それを組み立ててというやり

方ですので，時計でも自動車でもラジオでも，器

用な人でしたら分解してもう一度それを組み立て

て元通りにすることができます。これは芸術とは

違います。ここがまた澄もしろいところですが，

昔ながらの陶器をつくったり，俳句を詠んだりと

いうことは，産業革命が勃興したからといって別

に競争する必要がなかったのでそのままの形で今

でも伝統として存在しています。しかしこれは産

業ではないのです。産業革命以前でしたら，手で

作るのですからあまり大きいものは作れません。

大きいといっても家ぐらいでしょう。家でしたら

大工の親方と弟子が何人かで建てることができま

すQしかし，自動車メーカーへ行ってみても，一

入でコツコソと自動車を初めから造っている入は

おりません。だから，トヨタとか日産というのは

メーカーの名前であって個入の名前ではないので

す。一：方，石器時代から始まった陶芸などは，非

常に優れた入つまり名匠あるいは巨匠というよう

な入が出ています。そこにも違いがあります。

　今日の産：業は機械とともに生まれて，もはや家

．内工業ではなくて，工場とか会社の中で物を作る

ようになっています。塚内産業でいろいろなもの

を作ってたころ，例えば鍛冶屋が一生懸命に刃を

作っていたり，大工が家を建てていたりするのは

通りすがりにでも見えます。その見る乏いうこと

で「これは誰が作った。」ということが判って，入

聞同士が結びついていくのだと思います。

　しかし，時計も自動車も，工場や会社の中で造

っているので，外から見えません。また製品にな

るとデパートなどに出され，お・金を持っていれば

いくらでも買えます。これによって非常に人聞関

係が薄情になってしまって，産業の発達とともに

庶民といいますか，産業に携わっていない者は疎

外されたようになります。

　ここの点は皆さんよく聞いて欲しいのですが，

産業というものはその中にたくさんの入を吸収し

て懸りまずけれども，…入一…入は昔の武士と同じ

で，武士が扶持米をもらっていたように今の入は

給料をもらっています。

　明治以後，日本は敗戦にもかかわらず官僚組織

が崩れずにきて，現在公務員はみな給料をもらっ

て射りますから武士階級です。その．」二に政府があ

るとすれば，政府と産業とは，癒着とまでは言い

ませんけども，ある程度一体化していることにな

ります。これは巨大なる組織です。

　しかし，産業が敗戦後の日本をここまで復活さ

せる牽引力になったということは，認めて間違い

のないことです。

　ここまで来まして，さて，これから先のエネル

ギー問題がどうなるだろうか，ということになる

のですが，それを主張したり，本当に真剣になっ

て考えているのは，今言いました政府・産業共同

体とでも言うべき組織で，自らが崩れ全いように

するということを第～条件としてやっているので

す。中にいる入は別に不思議でないと思っていま

すが端の者から見ますと，政府・産業共同体が自

分の体を維持するために世界の人類の危機だから

とやあやあ言っているように見えます。そもそも

世界などという言葉を持ってくるのはげしからぬ

ことだと思い綾す。なぜかといいますと，入口は

わずかかもしれませんが，アフリカとか東南アジ

アには，今でも狩猟⑤採集によって，または，昔

「ながらに家畜を追って遊牧生活をしている入々が

います。この戸々は，我々と違い，自給自足が建

て前なのです。だから，エネルギー一と言われても

頭にピンとこないだろうし，そんなものはどこ吹

く風だと考えているのに相違ないのです。その人

々を無祝して「エネルギー危機，エネルギー危機」

と騒いでいるとやはり文明国だけの勝手気ままを

言っていると取れないこともありません。

　しかし，それはそれとして，我々はもう自給自

足の生活をしている訳ではありませんから，大い

に政府・産業共同体に期待をしているのです。私

のような仙入生活をしている者でも，新聞を見る

と，どこどこに原子力発電所を造る，というと，

必ず地元の蝶々の反対を受けている記事を見かけ

ます。非常に皆が嫌がっているのです。なぜ嫌が

るのかと考えると，日本入は，他の国が経験した

ことのない原爆を広島と長崎と，2回も体験させ

られていますのでその恐ろしさが深く頭の中に浸

み込んでいて，そんな危険物は持ち込んでもらい

たくないということになるのでしょう。スリーマ

イル島事故もありましたし危険であることは事実

です。しかし，どんなものでも危険は伴うものか
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もしれませんが，原子力のことを解らない一般の

入間，一・私もその一入ですが一は原子力発電

所も原子力船も原子爆弾も，エネルギー源がウラ

ンを使用しているので同じように恐いものという

ような感じになります。それをアレルギーと言え

ばアレルギーですけれども，どうしてそのような

危険なものを使わなければならないのか，みんな

の嫌うものを押しつけるのか不思議に思うのです。

昔は武士が，農庶民を辻斬りにしても構わなかっ

たように，政府・産業共同体もそんなわけのわか

らない入々は無視し，原子力発電所を増やしてい

こうということかもしれません。それでは私ども

は不満です。

　私は原子力について全く知らない入間ですので

これから後で述べることは，実は受け売りである

ということを予め澄断りして語きます。私の填入

で，学生時代に数学，物理，化学を非常に得意と

していた噸堀栄三郎という男がいます。彼は，戦

争中，アメリカに行った時に現地の軍艦を見て，

「アメリカの海軍はもうレーダーを使っている。」

また，広島に原爆が落とされた時にも，軍は何が

落ちたのかすぐには解らなかった時に，「アメリ

カはとうとう原爆を使った。」と蕎つたくらいの

入物です。そして，戦後は日本原子力研究所や日

本原子力船開発事業団の理事も務めました。その

彼によれば，「ウランは確かに危険である。それ

よリトリウムを原料にすれば．コストも安いし，安

全である。　」ということです。これを彼は非常に

固く信じて主張していますので，私も彼の言うこ

とには間違いないだろうと思いまして，本日受け

売りしているわけです。その危険性が少ないとい

う一つの証拠になるかどうか解りませんが，トリ

ウムでは原子爆弾ができないそうです。だから，

発電に使うぐらいならば何もウランを買い込んで

使わなくても，トリウムで充分ではないか，とい

うのが彼の主張ですQ

　しかし，トリウムを使えない一つの理由に，ア

メリカがあまり賛成でないらしいというのです。

そうなるとアメリカはいつの日か日本に原子爆弾

を造らす気ではないかと疑いたくなります。

　もう一つは，どこの国でもウラン。サイクルを

開発して，それに相当の設備投資もしているため

に今さら変えるのはどうだろうかという非常に引

っ込み思案な考え方でして，これは，入のしてい

ることなら間違いないからしよう，入のしていな

いことはやるまいというような姿勢に結びつくと

思います。とごろが私や彼のように登山とか探検

を，若い時からやってきた者は，入のやらないこ

とをやるからこそ値打ちがあり，入のやっている

ことをしていたのではつまらないという考えを持

っています。それを我々は開拓者精神と言ってい

ます。会社のことはあまり知りませんが，役入の

方は皆あ綾り変わったことはしないようにいつも

心がけて診られるようです。

　やはり私としては，政府に原子力の平和利用と

いうζとなら，すぐにでも飛びついてトリウムの

研究にかかってほしいのですが，日本は「ツルの

一声」で物が決まる世の中ではありませんので，

なかなかそういうわけにもいかないようで，誠に

残念なことであるというのが，私の受げ売りの最

後の一一言でございます。
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原子力産業の課題と今後の展望

東京芝浦電気株式会社

社長

　佐　　波　　正　　一

議
も重要な課題であるという

認されたところです○とりわけわが国は，エネル

ギーの海外依存度と石油のエネルギー構成比が極

めて高いという脆弱なエネルギー供給構造を持っ

て撚り罫その安定供給を確保することが今日の：重

要な課題となっていますQ

　このような状況から，石油の安定確保，省エネ

ルギーの推進，石油代替エネルギーの開発を強力

に推進することが必要とされています。石油代替

エネルギ…の開発、とり．わけ，原子力の開発と利

用は、極めて重要であり，その開発の積極的な推

進が図られています。すなわち，昭和65年度に

齢いて，5，100から5，300万断の発電規模を
達成することを目標として，原子力発電を推進す

ることとしてい寄す《スライド1）o原子力発電
所の品質保証，検査，運転管理等の体制を充実し，

強化することによって，原子力発電の安全性の確

保に万全を期して，原子力発電に対する国民のコ

ンセンサスを得て，立地の促進に努める必要があ

り蜜すQ

　護た，再処理事業を含む自主的核燃料サイクル

を早期に確立するとともに，高速増殖炉等の新型

炉の開発と利用を推進しなければなりません。

　原子力発電の推進と新型炉への対応を踏まえ，

原子力産：業界としての課題と展望についてこれか

ら述べたいと思います（スうイド2）o

1．はじめに
　エネルギー問題は最近一層
5重大な問題としてクローズ・

アップされてきました。昨

年6月のべネチァ・サミット

に澄いても，エネルギー問題

への対応が先進国にとって最

　　　，各国共通の認識が確

勲。原子力発電の推進

　原子力発電の推進には5つの項目が挙げられま

す（ス讐イド＄）。

（つ稼働率向上への努力

　まず，初めに，原子力発電推進⊥の最大の課題

である，稼働率向上への努力について触れたいと

思います○

　昭和40年代初頭の原子力発電の実用化以来十
数年を経過した今日，わが国の原子力発電は，す

でに1，500万kW，すなわち、総発電設備容量の

約12％を占めるに至っています。しかしながら

原子力発電所のこれまでの運転実績は，残念なが

ら，満足できるものではありませんでした。これ

は主に，ステンレス鋼配管の応力腐食割れ（SCC）

問題や，蒸気発生器の細管漏れ，すなわち，細い

伝熱管からの漏れなどの初期故障的なトラブルの

発生により。長期間の発電所停止を余儀なくされ

たためです。

　原子力機器産業界は。関係官庁論よび電力会社

のご指導を得つつ，その原因究明と解決に当たり，

これまでに蓄積した自主技術を駆使してその対策

を確立しました○その結果，昭和52年度から発

電所稼働率も次第に向上し，昭和55年1，月より

12月までの全原子力発電所の平均時聞稼働率は

66．7％，設備利用率は61。2％と相当の改善を

みることができました（ス讐イド魂）Qこれは、

初期に建設された原子力発電所を改良することに：

よって，その稼働率が，次第に向⊥してきたため

です○

　この稼働率をさらに向上させるため，現在，原

子力機器産業界に齢いては、政府論よび電力会社

の種々の施策に協力するだけでなく，自らも稼働

率向上への努力を重ねて齢り談ず。すなわち，定

検を含む運転プラントのサービス体制の確立と強

化，トラブルの未然防止のため，品質保証体制の

強化と拡充，定検期問短縮，被曝低減のための工

法と設備の改良開発，特に自動化・遠隔化サービ

ス機器の開発，さらに長期運転サイクルへの対応

・検討などを進めて益りますQ

　稼働率向上は，今日の原子力発電に課せられた
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最重要課題であり，今後とも，宮民協力して，そ

れぞれの立場から最善の努力を重ねる必要がある

と考えます。

《2）安全確保施策の推進

　安全確保は源子力発電の推進のためには不可欠

の屯のであり，～これまで多方面にわたる安全研究

むよび実証試験が進められてきていますQ特に，

原子力工学試験センターに駆ける信頼性実証試験

については，その計画が本格化し，すでに多くの

成果が得られてい曝す。源子力産業界は，原子力

エ学試験センタ…に牽けるこの実証試験の推進に

対し，全面的な協力を進めてまいりました。

　昭和54年3刀にアメリカで起きたスリーマイ

ル島（TMI）事故は，原子力発電所の安全確保
の：重要性を再認識させる結果となって，この貴重

な教訓を踏凌えた多くの安全対策が提起されてい

ます。原子力産業界，とりわけメーカーとしては，

発電所の保金，運転員の教育・訓練などの面で，

政府・電力会社に協力するだけでなく，自らも制

御盤の改良等，必要な技術改良・開発を進めて冷

ります。また，昭和55年度から，通産省の補助

金により。原子力発電支援システムの開発が開始

され，故障防止，安全性向ま：，稼働率向一とのため

インストラクション・システムと格納容器内自動

点検システムの技術開発にメ・一カーは鋭意取り組

んで細り，その開発成果は，各方面より期待され

て堪ります《xうイド5）o

（＄）　隅本型軽水炉の確立

　昭和50年に：官民一一体となって開始された軽水

炉改良標準化計画はすでにその第一～次の段階を完

了し，さらに本年度には，第二次段階を終えよう

としてい譲す。すでに改良標準化の成果を取り入

れた標準型原子力発電所が建設されるに至って涛

り卸す。また，種々の改良技術が運転中や建設中

の原子力発電プラントにも採用されて，所期の目

標としての信頼性・安金性の向土，被曝低滅，稼

働率の野土に大きく審与してい驚す。

　昭和56年度より，自主技術による日本型軽水

炉の確立を目ざして第三次改良標準化が開始され

る予定であり，原子力機器産業界としては，鋭意

その計画達成に努力する考えですQ国の委託費に

よる軽水炉改良技術の確証試験，さらに補助金に

よる自動検査装置実証試験が，同じく昭和56年

度より開始される予定です。

・これからも，この種の，政府による軽水炉改良

技術等への助成に，大いに期待して齢ります（ス

ライド6）。

（4）国際協力の推進

　これまで，長年にわたって培われた多くの設計

・建設経験と初期トラブル対策の貴重な体験は，

導入技術の見直しと自主技術の蓄積を加速させる

こととなりました○その結：果，国内メーーカーの自

主技術開発力が評価され，平塚軽水炉メーカーと

の問で，技術開発情報の交換が活発となりました。

　このような，国際協力関係の強化は，例えば世

界各国の軽水炉メーカ・一が協力し，各社の：豊富な

経験とすぐれた技術力を結集して，軽水炉の改良

と次期機種の開発を推し進めていることにも見ら

れます。日本型軽水炉の確立を目ざした第3次改

良標準化に対しても，この国際協力の成果を取り

入れて行きたいと考えております（スライド7）。

《5）核燃料サイクルの確立

　自主的核燃料サイクルを早期に確立することは

原子力発電の推進にとって不可欠な条件と考えて’

齢ります。わが国の核燃料サイクルは，動力炉・

核燃料開発事業団（動燃）によるウラン濃縮パイ

ロット・プラントと再処理プラントが完成した時

点で，研究開発ベ…スでの核燃料サイクルの輪が

完成したことになり談ず。今後この輪を本格的に

商用化することが必要です《スうイド欝）。

　まず，ウラン濃縮事業につき』ましては，動燃に

よるパイロット・プラントが人形峠に完成されつ

つあり，非常に小規模ながら濃縮が開始されてい

ます。今後は原型プラントを経て，大規模な商用

プラントを建設することが必要であり，早急にそ

の方針が確立されることを期待しますQ原子力機

器産i業界とし蜜しては。従来，動燃に協力して蓄

積してきた技術ポテンシャルを結集し，来たるべ

き商用プラントの遠心分離機製造に備えたいと思

い綾すが，これにつきましては，現在の技術が途

’切れることなく，商用プラントにつながるような

方策がぜひとも必要です。

　次に，再処理事業につきましては，昭和55年

3月，日本原燃サ…ビス株式会社が設立され，事

業化への第一歩を記したところです。これについ

ても，立地，技術，国際問題など多くの困難な課
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題があるとは思いますが，是非ともこれを克服し，

計画が推進されるよう期待いたします。

　さらに，放射性廃棄物処理処分に関して，高レ

ベル放射性廃棄物については，固化処理と処分の

技術開発が動燃を中心に進められて親ります。蓬

た，低レベル放射性廃棄物については，（財）原子

力環境整備センターを中心として，事業体制が確

立されつつあり鎖す○

＄。新型炉への対応

　高速増殖炉などの新型炉の開発推進は，わが国

では，ナショナル・プロジェクトとして動燃が中

心となって実施されてき尊した。原子力機器産業

界は，積極的にこの開発に協力してきましたQそ

して，昭和52年4月に高速実験炉「常陽」を完

成させ，また昭和53年3月には新型転換炉の原
型炉「ふげん」を完成させました。この新型転換

炉「ふげん」については，軽水炉から高速増殖炉

へという，わが国の動力炉開発の基本路線を補完

するものとして位置づけられて掌ります。また，

「ふげん」の次の実証炉の建設についての評価

を行うため，原子力委員会は，昭和55年1月
「新型転換炉評価検討専門部会」を設置いたしま

した。そこでは，新型転換炉の実用化の意義，技

術的評価，経済評価などについて審議が続げられ

ております。原子力機器産業界としてはその結論

が出次第，その方針に従って協力していく考えで

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　減た，高速増殖炉については，現在，高速増殖

原型炉「もんじゅ」の安全審査が行われており，

原子力機器産業界としては，従来，設計と研究開

発を実施し，動燃に協力してきました。また現在

では，安全審査に関連した作業にも協力して堪り

ますQ一方，原子力機器産業界としては，「高速

炉エンジニアリング株式会社」を設立，　「もんじ

ゅ」の順調な建設を進めるべく準備をして於りま

す。「もんじゅ」の成果は実証炉，さらに将来の

実用炉に引き継がれることになると思いますが，

題および電力会社により，これらのプロジェクト

が計画的に推進されることを期待します（スライ

ド9）Q

　一一つの炉型の開発には莫大な資金とマンパワー

が必要です○原子力機器産業界は，従来積極的に

国の資金による研究開発の実施に参画してきまし

たが，同時に：，自己資金も投入し，その開発に協

力して参りました。我々としては，今後とも協力

していく考えですが，国におかれましても，是非

とも充分な資金をこれに充てられ談ずようお願い

したいと思います。

　今後の問題：としては，ナショナル・プロジェク

トとして開発したものの成果：を民間に移転する産

業化が大きな課題になると思い卜す。新型炉の開

発についても，是非とも国および関係機関による

産業化の方向づけを期待するところです（ス『ライ

ド鴛）。

4．原子力産業の課題

　原子力産業の課題には次の4つのことが挙げら

れます（スうイド綱）o

　原子力発電の開発目標は昭和65年度で5，100

万kWから5，300万kWと決定され（ス箏イド12）

原子力機器産業界としては，この厨標を達成する

ための体制の確立を推し進めて齢ります。さらに

技術開発の推進，運転プラント・サービス体制の

強化，新型炉開発に対する対応などについても，

積極的な努力を進めて括り蓬す。

　原子力機器産業界に澄ける現在の最大の課題の

一つは，技術要員の確保と充足ですQ技術要員の

育成には、長期聞を必要とし，その意味からも，

原子力開発の計画的推進を望んで止みません（ス

うイド唯3）。

　一方，原子力機器産業界は，これまで長年にわ

たり，自主技術の確立と蓄積のため，開発研究投

資を積極的に進めてまいりました。

　過去15年の原子力機器産業界に澄ける売上高

と支出高（ここでは，鉱工業界に澄ける原子力関

係の売⊥高と支出高を用いた）を比較致しますと

（ス‘ライド循4），支出は常に売上げを上廻って

診り，源子力機器産業の経営の厳しさを物語って

駈り督すα開発研究投資率は，昭和54年度実績

で，売り土げの6．5％であり，一一般産業の平均の

1，5％に比べ，格段に高い比率となっております。

このような原子力機器産業界の厳しい現状につき

まして，ご理解を戴きたいと思います。

　原子力産業は知識集約産業として，将来有望な

輸出産業であり，輸出戦略化を推進する必要があ

ると考えております。原子力発電プラントの輸出

に関しては，核燃料サイクルの確保や輸出規制面

の制約もありますが，長期的な観点から輸出相手

国への経済協力・技術協力をも含めた輸出政策を
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進める必要があると考えられ，国が主導性を発揮

されることを期待したいと思います（スライド15）。

5，おわりに
　以⊥原子力発電の推進，新型炉に対する対応澄

よび源子力産業界の担っている課題について，概

説いたしましたQ

　原子力産業界としましては，原子力開発のため

これまで以上に努力を続ける所存ですので，国な

らびに関係機関におかれましても，それぞれの立

場，役割に応じた施策を円滑，かつ計画的に推進

して戴けるようお願いいたしまレて，本講演の結

びとしたいと思います。
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新型炉および核燃料サイクルを中心とした技術開発と産業化

動力炉・核燃料開発事業樋

理事蔑

　瀬　川　正　鴇1

磁

　わが国の原子力発電所は最：

初の東海発電所以来14年間

に21基1，500万kWとなり，

その国産化も稼働率の向⊥を

中軸として確1立しつつあり醸

す。この軽水炉を中心とした

全核燃料サイクルの体系を，

有効に確立するための原子力政策として，核燃料

サイクル技術の開発を進めるとともに軽水炉体系

と組み合わせてウラン燃料の有効利用を図るため

に導入すべき新型炉として，新型転換炉（ATR）

澄よび高速増殖炉（FBR）の自主開発を行うこと

が昭和36年に原子力委員会によって決定されま

したが，このことは他の原子力先進国に比べてか

なり遅れて一一概ね10年位一着手したと言え
るでしょう。

　この政策の目的のために動力炉・核燃料開発事

業団（動燃）は昭和42年に設立され，それ以来

各プロジェクトの展開のために，官民の努力を結

合させるように心がけながら，自主技術の確立と

民間技術の基盤育成を目標として活動を進めてま

いりました。

　しかしそれまでの日本における環境は大型技術

開発になじみにくい習慣があり，さらに軽水炉は

当初，技術導入によって展開された背景もあり，

我々に与えられた当初の構想は底の浅い甘い内容

であったと思います。この種の大型自主開発は穿

ノウ・ハウ以前のノウ・ホワイの究明を要するた

め，動燃は工学的安全性等．について自ら大型モン

ク・アップ施設を建設運営する必要があり，多額

の政府資金の投入が当初から必要でした。さらに

実際に研究開発を展開するに伴って，次第に広範

囲の産業界の協力と予想以⊥の長期的構想が必要

となりました。このため実施予算の規模は当初の

予想の4倍を超えるものとなり，現在までに燃料

サイクル分野と動力炉開発分野で各々4，000億円

に達しています。

　また各プロジェクトを担当する技術者の3分の

1は関連産業界より派遣され，その会社数は80

に達しています。動力炉開発の分野でFBR実験

炉，ATR原型炉の設計建設を通じて，将来の商業

化時代に対応することを考慮して源子力産業5グ

ループの共同参加を求め，その機器製造，建設に

ついて各々の分担を協議決定して進めてきました。

現在FBR分野では，すでに関連メーカーによる共同

エンジニアリング会社が設立され，原型炉の設計

に協力しつつあります。また28万kWの原型炉「も

んじゅ」の建設について，政府による安全審査が

進められて叢り，今後1年以内に着工すべく電力

界との建設エ事体制についての調整が進められて

います。しかし，FBRの開発については，少なく

とも20世紀末までの原子力発電の状勢「もんじ

ゅ」以後の実証炉の計画の進め方塞についても長

期的な展望に立って，さらに掘り下げた政策的配

慮：をすることが必要でしょう。海外の例として，

フランスのFBR実証炉スーパー・フェニソクスの

建設が進捗して澄り寮すが，その建設費は軽水炉

に比べてほぼ2，3倍高となり，その次の実証炉も

軽水炉に比し，約1．S面高になると見られている

ようです。

　動燃のATR原型炉「ふげん」に：続くATR実証

炉（60万kW）計画も，現在原子力委員会におい

て検討が進められており，その建設費は軽水炉に

比べてkW当たり1。8倍程度と試算されています。

　このように新型炉の開発は原型炉に続く実証炉

を経て商業炉につながるという長期にわたる過程

であり，その間，大型化のための機器の試験改良

も並行して継続的に進められることになり，長期

かつ多大の努力と忍耐が要求されることになりま
す。

　しかし，このようなことを考える時，アメリカ

に澄ける軽水炉の商業化の過程においてオイスタ

ー・ Nリーク原子力発電所以前に原型炉ないし実

証炉と見られる発電所が10基程度建設された事
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実を想起したいと思います。

　なむ，実証炉建設細よび商業化への過程に齢け

る研究瀾発のための試験施設は，さらにスケール

　アンプが必要ですが，その渾営について今後民

間企業の一層大幅な参加を希望したいと存じます。

　ウラン濃縮の分野に齢いては，将来の商業プラ

ントに対応してメーカー3社の共同エンジニアリ

ング事務所が設立され，すでに建設ずみのパイロ

ット・プラントに引き続いて，明年着工を予定し

ている250tSWU原型プラントの建設計画にも
協力願っております。

　しかし，燃料サイクルに澄ける下流分野の中心

である再処理技術の産業化と中・高レベル廃棄物

処理技術め研究開発は困難な多くの問題点を持つ

で隠ります。

　再処理技術については，わが国は軍需的先行技

術をもっていないという経過もあり，平和利用と

してのプラント・エンジニアリングの研究開発は

遅れていると見なされたため，東海再処理プラン

トの設計と建設は，フランスからの技術導入によ

り，昭和46年に着工され，52年の秋にホソト運

転に入りました。厳重な臨界管理と放射線管理を

伴うこの化学プロセスに対して，国内化学工業の

参加は必ずしも容易ではありません。

　動燃の東海再処理プラントは，最大能力1日
0．7tのパイロット・プラントとして計画され，

過去3舘間のホット試運転において相当の改良と

補修を加えながら85tの処理が実施されました。

　しかしその間，放射能によって環境齢よび従業

員の健康に影響を与えるようなことはなかったの

であり，今後再処理技術の安定な確立を目指すこ

とは可能であると信じています。このパイロット・

プラントの今後の稼働率向⊥のために保守関係設

備とプロセス機器の予備品等の国内生産を実施し

つつあり，…一方において，保守・運転実務への

電力齢よび化学工業界よりの参加を一一層拡大する

ことによって，将来の産業化を促進するつもりで
す。

　再処理プラントの建設は，長期ゐリ…ド・タイ

ムを要するとともに，そのプラント数も限定され

ているため，企業リスクもかなり大きくなります。

　現状では再処理事業は回収されるプルトニウム

とウランによって評価されるだけでなく，さらに

原子力体系の全体の必要性から見た評価に置き換

えるべきでしょう。

　この意味にむいて，この分野に澄ける経済性を

高めるための技術開発と民聞企業の参入を促進す

るためには，総合的な核燃料サイクル政策から見

た臼標の確立と，政府による資金，税制面等で強

い誘因が必要と考えられます。

　次に，再処理プラントにより発生する高レベル

廃液の処理については，安定固化体として海容貯

蔵するものとし，ガラス圏化法を最も有力な方法

として選び，昭和62年度までに固化貯蔵のパイ

ロソト・プラントを建設することを目標として，

技術開発を進めています。

　現在，ガラス固化のための各工程に対し，5メ

ーカーが分担製作して工学試験設備を東海村に建

設し，各工程の設計及び運転のデータを蓄積しま

した。

　昭和56年度は，新たに建設した化学処理施設
に：おいて，実廃液によって固化試験を行い，プロ

セス工業の開発を進めて，パイロット・プラント

の詳細設計の基礎と致します。貯蔵プラントは，

3，000tの再処理に相当する容量として，30～

50年間の貯蔵を目標として設計します。

　な齢，我々はこれと並行して耐用年数100年

以上の工学的技術による貯蔵施設についても，設

計手法，管理方法等について土木建設業界等とと

もに検討を進めており，100年程度の長期貯蔵施

設については，現在の土木工学技術によって可能

と考えています。

　高レベル放射性廃棄物の適切な処理処分は，原

子力利用を推進していくための重要な課題であり，

その技術開発政策はナショナル・プロジェクトで

あるべきでしょう。談た広範囲の民間技術の活用

も必・要です○

さらにその長期貯蔵ないし処みは高度に国の責任

を必要とする性格のものです。

　また，この分野に齢いては原子力先進国間に澄

いて，相互に積極的な技術的協力をなすべきであ

ると考えます。
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パ　ネ　ル　討　論

　　　ご癖　　　』　田島議長　ただ今よリパネ

　　　　　　　　　ル討論に入らせて載きます。

1〆織1バネ繍を行うに当たり・

　　　　　■r魁聡製福篇章無

熱濫訴勧総轄劣灌諜
載きたいと思います。

　　　　　　　　　　カウチマン　私はアメリカ

　　　、海軍の原子炉計画に論ける初

　　　　期の経験について，所見を述

　　　　べたいと思います。研究開発

　　　：段階から原子力発電所の；運．転

禽　　　　までの移り変わりの中で，私

　　　　のアメリカ海軍原子炉計画に

関する経験は大分以前に属しますので私の所見は

同計画の初期に関するものになります。そして，

私の所見はあくまでも私自身の個人的なものであ

り，リッコバー提督が私の意見に同意するかどう

かは必ずしも期待できません。

　私はアメリカ海軍原子炉計画の実例は重要なも

のであったと思い蚕す。その理由の一つには，同

計画が極めて首尾よく行われたということです。

さらに私ども原子力産業に永年従事して来た者に

とっては重要な意義をもつものであると考えるも

のです。なぜならばそれは軽水炉技術に妬けるア

メリカの指導力の基礎の多くを，この計画が提供

したからです。

　私は他の成功した大規膜計画に影響を与えたこ

のアメリカ海軍の計画には重要な特徴が二つ存在

すると思います。第一に，その計画は極めて明確

な目的を有していたということです。つまり計画

の進行方向や成し遂げようとしていた目的には何

等の疑いも存在しなかったのです。私は極めて強

力かつ調和のとれた管理の下で働き証した。リッ

コバー提督の下で働いた人は誰でも彼が有能な管

理者であったことを知ってい燃す。

　私はアポロ計画は確かにアメリカが経験した，

成功した大規模計画のもう～っの特徴的な例であ

ると思います。この計画の組織は多分リッコバー

提督下での多くの大規模計画とかなり相違する面

があると思います。なぜならばりッコバー提督の

司令部は比較的少人数であったからです。私が

1955年にそこで働き始めた時は全要員の人数は

35～40人であったと思います。当該計画の活
動の大部分は二つのかなり大きな研究所によって

行われました。皆さんは次の二つの研究所をご存

じだと思います。一一つはメディス・アトミック

原子力研究所で，ここはウエスチングハウス社と

の契約により運営されてい綾すδもう一つはノウ

ルズ原子力研究所で，こちらはゼネラル・エレク

トリック社により運営されています。

　この二つの組織は大きな例外ですがアメリカ海

軍原子炉計画では新宮僚制度または新組織を作る

ことを避けるために極めて熱心な努力が払われま

した。計画を遂行するために，現存する組織や新

たに作られた機器メーカーを通じて極めて強力な
　

企画が立案されました。

　この計画の前例としてアメリ、力海軍研究所での

温度変化に澄けるブリトル点での破壊特性や延性

の喪失についての，初期に実行された研究を挙げ

ることができます。その作業は有能な組織により

遂行中でした。もっともアメリカ海軍原子炉計画

はその前例の焼き直しではなく，原子炉計画の目

的を完遂するために新たな資金計画が提出された

のです。

　アメリカ海軍原子炉計画の運営方針も極めて三

三なものでした。請負業者は自分の仕事に関する

技術齢よび管理に責任を持たされてい壕したが，

リソコバー提督とその部下の極めて強い技術的テ

コ入れを伴ったものでした，，この請負業者への技

術的テコ入れば厳密に毎日のように行われました。

請負業者は軍との聞で明確な雇用形態をとってお

らず，自由に仕事をするような制度の下に置かれ

ていました。彼らは厳しくかつ連続的にチェック

されていたのです。事実彼らの多くはそのチェッ

クの度合に対して異議を唱えましたし，それ故に

計画を去った者も何人かは澄りました。

　アメリカ海軍計画での実際の研究開発や原子炉

設計の大部分は各研究所で遂行されました。各研

究所は炉物理，熱水力学，材料開発，製造工程開

発その他の分野で本格的な研究開発組織を有して
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いました。この計画はプロジェクトごとにその特

性に合わせて原：子炉の設謝’や仕様，開発計画の遂

行に分けられ責任を負う別個の沮織に委託され寮

した。通常事業計画グル…プは原型炉の機器の購

入と各職域のとりまとめに責任があります。両方

の研究所の経営は全く別個で，それと並行して各

々に購売組織が設立されました。これら購売組織

の囲的は各職域の差異に応じ，これらの取り綾と

めに必要な購入活動を長期的観点から遂行するた

めのものでした。これら購入組織は研究所の要員

から充分な技術的支援を受けて供給者の質を見定

め，技術的な問題点を解決して蓮ました。そして

その撰択に関しては，個々に責任を有していたの
です。

　さらに，購売組織は設備ごとに鹸低二者，できれ

ば三者，装備の各項目毎に適正な供給者を確保す

ることについて明確な責任を負わされてい綾した。

そしてこの方針はフランスやブラジルでなされて

いると雷われる国家計画とは著しく異．っています。

購入組織の責任は売主となる可能性をもつものに

対し供給者としての資格を．与えるのに必要な指導

と援助をすることも含まれていました。多数の供

給者を獲得するというやり方は短期的には供給者

をただ一つに絞るよりは必然的に原価が高くっく

ことになります。しかしながら，広い産業基盤を

確立するものとして追加投資を正当化するという

判断がなされました。これはアメリカ海軍計画の

さし迫った必要と原子力産業の確立という長期的

な利益の両面からの決定でした。この努力は犬部

分に澄いて成功であったと思っていますが多数の

：重大な困難も存在しました。私はその成功の一例

として次のことを述べたいと思い旧す。1960年

忌初期までにアメリカ海軍は濡者の異なる供給元

から蒸気発生器を購入していました。このうちの

三者が必然的にアメリカに細ける脚気蒸気供給者

即ちPWRの売主となりました。
　アメリカ海軍の初期の湯気は，時代の特殊性や

環境の特異性から多くの側面で独特のものであっ

たため，広範囲には適用することはできないかも

しれ冠せん。一つの明確な例をとりましょう。ア

メリカ海軍推進機工場の設計に憎いては燃料サイ

クルの二四は確かに主要な蘭心事ではないと思い

ます。しかしながら，本計画の多くの側面が広範

囲な応用の可能性をもっていると思われます。強

力でまと蜜りの良い管理が望ましいことはほとん

ど何れの計画でも明らかです、，そして，特に研究

開発から実際の利用までの困難な道のりを取り扱

う計画にむいては：なお・さらです。私はまた：ほとん

どすべての高度妓術の領域にお・いて最終的使用者

となることを目ざす者にとり，計画そのものに強

力に参加することは重要であるという点を痛感し

て昂ります。

　海軍計画を去ってから携わく）た商用原子力発電

業界での私の経験から致しますとアメリカ海軍で

あるか電力会社であるか。アメリカか他国である

かを問わず計画遂行者の技術面，管理運営面での

より多くの頽極的な参加によって，計画に齢ける

多数の問題を回避するかまたは少くとも最小限に

止めることができたであろうという結論を下せる’

ものと考えます。しかし私はこうしたグループの

中で多分日本の竃力会社は，その事業計画の実行

において積極的な役割を果たすことにより，これ

以⊥は望めないほどの成果を上げたということを

認めたいと思います。

　　　　　　　　　　ベンメルギ　私は次の二つ

　　　騨　　乱　　の点を中心にお話しさせて載

　　絵ザ　　　きます。一つは調査段階から

　　㌧パ蝶棚姪融で二二
細紐／藪欝癒懸灘
力体制の確立についてです。

　まず開発計画の歴史について述べたいと思いま

す。フランスのナトリウム冷却高速：増殖炉開発に

撫ける主な経過は次の通りです。

　初めに，低出力原型炉ラプソディー一（2：万kWt）

の建設が挙げられ，これは，原子力研究開発のた

めの国家機関であるフランス原子力庁CEAが

1968年建設したものです。

　次がフェニックス炉（出力25万kWt）であり，

フランス原子力庁（CEA），並びにフランス電

力庁（EdF）が1973年，発電力を実証する
蹟的で共同開発を行ったものです。

　引き続き，　ス…パー・フェニソクス炉（出力120

万齢梅）が産業規模の発電所としてクレイマルビ

ルに点心されました。この発電所は，碧一ロッパ

の電力会社数社の共同出資によるネルサ社によっ

て建設されてむり，同社へは居dFが相当比率の

出資をして糖ります。この炉は，1983犀の運開

が見込まれて齢妙綾す。
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　最終的には，これらに続いて1984年から150

万kW出力の炉が18ケ月に1基の割合でシリー
ズ生産される予定で，これはEdFが独占的に建
設する予定です。

　EdFはフランスの国営電力会社として，かな

り早くからナトリウム冷却高速増殖炉の重要な潜

在的な利点を1認識していました：。

　CEAの緊密な協力の下に，EdFは，国内の
原子力開発に臨いて，殊にフェニックス開発計画

についてはその当初から極めて重要な役割を果た

してきました。EdFの研究機関では，試験ルー

プの建設，運転を通じ，ナトリウム回路に関する

独自の経験を積み：重ねてき尊したが，例えば，フ

ェニックス並びにスーパー・フェニックス用の機

器として最大出力4万5千kWtの蒸気発生器月ナ

トリウム・ループが開発され，試験が行なわれた

ことは，特記すべき成果と思います。

　1970年以来，スーパー・フェニックス開発計

画の設計，建設にあたり，EdFは，建築技師と
して，並びに主要な請負業者としての伝統的な役

割を担・ってきました。

　そして最後に，欝dFはスーバ㎞⑥フェ謀ック

ス着工を契機に，高速増殖炉開発計画の幅広い適

用を可能にするような産業構造の確立を奨励して

きました。

　続いてヨーロッパの電力会社間の協力について

述べます。

　ヨーロソバの電力会社は，常時の相互情報網を

通じての接触により，緊密な協力・交流関係を樹

立しました。　　　　　　　　　　　　l

　EdFは近隣諸国の電力会社と共同で水力発電，

原子力発電の分野で数々の共同計画を手がけてき

ました。こうした背景を基に，ヨ…ロッパ3大電

力会社すなわちEdF，イタリア国営電力会社（E

NEL），そして西ドイツ最大の私営電力会社であ

るライン・ウェストファーレン電力（RWE）は，

2基の産業規模の原形炉の建設と経験を共同で行

うことに原則的に同意しました。即ちフェニソク

スの技術を基礎としたスーパー・フェニックス炉

と西ドイツのSNR－1の技術を基礎としたSNR
－2の2基です。

　その後，この分野を専門とする2つの企業が

1974年創設されました。一つはフランスのネ

ルサ社であり，これは持株の51％がEdF，33

％がENEL，16％がRWEで構成されて澄り，

もう1つは，西ドイツのESK社で，これは，持

株の51％がRWE，33％がENEL，残りの
16％がEdFという構成になって論ります。
　上述の電力会社は，フランスのフェニックスや

西ドイツのカルカール等における建設の実証を通

じて開発された技術の産業への適用を可能にすべ

く各社の成果を結集しました。そして次の合意が

なされました。

イ）電力会社はジ開発計画の融資を行なう。

ロ）生産されたエネルギーは共有する。

ハ）この事業参加の度合に比例して，3ケ国の電

力会社がエネルギー供給量を配分する。

二）直接的経験を通じ，ノウ・ハウを得る，，

ホ）将来実用可能なネルサ社，ESK社の2つの
技術を備えること。

　フランスの方では，フェニックスの完成，運転

開始により，実用段階にζぎつけ叙した。一方，

西ドイツでは，SN鷺…蓋の開発の遅れにより，
西ドイツの開発計画に支障を来たすことになりまし、

た。再びジランス側に目を向ければ，EdF，E

NEL，　RW奪による共同チームが極めて目覚ま
しい成果をあげ．ており，クレイマルビルのスー・パ

ー・フェニックスは目下半分以⊥完成にこぎつげ

ています。

　3ヶ国の電力会社は，相互提携の要請に応える

連携組織を作ってき蓑した。特に仏一伊提携によ

るノバトム社とニラ社の原子炉ボイラー製造にこ

のことが言え，西ドイツのINB社もこれに積極

的に参加しています。

　⊥述のことを踏まえ，次のようなことを結論と

して申し⊥げられると思います。

　一つは新型の発電所開発を，最も迅速で最良な

方法で行うためには，電力会社が，開発計画に初

期段階から関．与して，最終ユーザーとしての中

心的な役割を担うごとが肝要であるということで

す。

　もう一つは，各国の電力会社間の国際的協力は，

具体的開発計画に適用可能であり，実際の経験を

通じ，コストを分担し合い，又，ノウ・ハウを共

有する等により，計画をより迅速に達成させるこ

とができます。こうした経験は，クレイマルビル

におけるスーパー・フェニソクスの建設にあたっ

てのネルサ社内3電力会社の積極的な姿勢により，

明確に実証されて齢ります。
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　掘　私は電気事業者の立場

から，脱石油の本命として大

規模開発の時代を迎えた原子

力産業の新しい展開について，

三つの点を1述べたいと思いま

す。

　まず第一一は，軽水炉の一層

の改善と罰スト・ダウンということです。わが国

の軽水炉は，当初アメリカからの全面的な技術導

入で緒につき，語次機器の国産化に努力してきま

した。しかし，この間，運転を通じ各種のトラブ

ルが発生するなどして…時稼働率の低下を余儀な

くされました。この経験に鑑み，自主技術を加え

た軽水炉の改善に努力するとともに，官民合同で

一次，二二次の改良標準化を進めました結果，近年

ようやく安定化してきており，我々の努力の効果

が表われてきたものと思われます。すなわち，約

10ケ年にわたるこうした困難な時代を通じて自

主技術が育ち，アメリカとの対等な協力を進める

基盤ができてきたということです。

　今後ますます原子力を大量に開発する時代を迎

え，従来以上に安全性，信頼性はもちろん経済性

の優れた軽水炉の開発が必要となってきています。

これに対処するため，8WRについては昭和52
年より，G鷺社，東芝，日立．アセアアトム面面，

米，日，スウェーデン等世界の8WRメーカーがそ

の最新技術を結集して，…段と技術の進んだ「新

型BWKj開発のための実証研究を推進してきま
したが，東京電力は，その成果を評価し，その実

現のための実証試験に入るべく，他の電力とも共

同して，識一ザーとしてこれに全面的に協力する

こととして細り憲す。

　慶た，この計画は，これから始まる通産省の第

三次改良標準化の…環としても推進されることと

なって隔り，特に稼働率の向上，被曝低減等の成

果が期待されているところですが，国際協力によ

る技術向上の好例と申せ控しょう。

　第＝二に核燃料サイクルに齢ける自主技術開発と

その実用化について述べます。

　原・子力開発促進の基盤として，濃縮，再処理を

初めとする核燃料サイクルの自主的かつ長期的な

確立を速やかに図ることは重要です。このうち，

再処理については，すでに事業化への第一渉を踏

み出し，民間再処理工場の計画推進が期待されて

いるところです。

　一一方，濃縮については，核不拡散，核物質防護

の観点から，海外からの技術導入が困難で市場が

特定国に片寄る恐れがあるので，わが国としては

濃縮ウラン自給の拡大と国際的な購売力の獲得の

ため，国産技術の開発と実用化を図ることが急務

になっています。

　動燃事：業団は，昭和48年遅り国のプロジェク

トとして濃縮技術の開発を開始し，現在，遠心分

離法のパイロット・プラントを運転中であり，ほ

ぼ研究開発の段階は終了したと考えられます。

　今後は，さらに性能を向上し，実用的な信頼性

経済性を実証するため，まず，200t程度の原
型プラントを建設し，その経験を踏匿えて，昭和

64年忌目途に民間による商用プラントを建設し，

将来，需要の約3分の1を国産で賄うこととした

いと考えています。

　第三の点としてFBR開発の推進について述べ
ます。

　わが国では，従来勤燃事業団が中心となり，基

礎技術から実験炉「常陽」の建設運転までを行．っ

てき綾した。また，原型炉「もんじゅ」は，昨年

12月より安全審査に入っています。

　電気事業としては，これに続く実証炉の準備を

するために，昨年6月電気事業連合会に高速増殖

炉開発準備室を設け，100万kW級の概念設計研
究を中心に業務を進めてい漆す。

　しかし，わが国のFBR開発はフランスに比べ

ると，10年以上の開きがあるので，動燃事業団

ならびに関連メーカーが開発してきた自主技術に

併せ，今後は仏，英，米，西独等海外諸国の技術

を活用しつつ，できる限り速やかに信頼性，経済

性の優れたプラントを指向して技術開発を推進し

ていきたいと思います。

　　　　　　　　　　束永　私は原子炉メーカー

麟

の立場から2，3申し上げた
いと思、います。

　先程，佐波さんに原子力関

係磯器メーカーの考えや活動

について澄話し戴いたので，

その中から2，3述べること

としたいと思います。

　原子力機器メーカーはこの10年聞ぐらいにわ

たる苦しい時代を経て，自主改良などを行い，今

日に至って齢り蓬す。そして稼働率の向上面でも

ある程度の結果を得てきたわけですけれども，や
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はり原子力自体の存在意義を強調するためには稼

働率の…層の向上が非常に大切な問題であると考

えて澄ります。従って今後とも全力を挙げてこれ

の向上のために努力していく所存です。

　そのためにはいろいろな部品の品質保証体制の

強化とか，故障が出ない前に手を打つという機器

の予防保全対策の確立，さらに定検までの期間を

長くとる長サイクル運転対策とか，あるいは定検

短縮のためのいろいろな設備，器具の開発，．要員

の訓練など，電力会社と協力してメ…カー側もい

ろいろ努力してきて隔ります。

　それから，この前スリ…マイル島の．事故があり

ましたが，これがたまた談PWRであるというこ

とから日本のPWRの発電所に関するいろいろな
研究，開発，解析を行うように，との仰せが政府

から私どもにございました。関係者は夜も寝ずに

頑張ったわけですが，その結果，我々が得ていた

ライセンス供給者からのいろいろな技術的なノウ

㊤ハウについて自分たちの10年間の経験を基に

改めて見直してみようということが出てきました。

そして我々が習ったノウ・ハウを再検討して，そ

れを基に日本的なPWRを開発して，安全性，信
頼性，あるいはコストといろいろな面で澄客様に

役立つものに育成していきたいということが稼働

率向上の次の第2番目の課題です。

　それから3番目と致し．ましては，新型炉，ウラ

ン濃縮用の遠心分離機などの技術開発の問題です。

こうした分野は先程齢話がありましたように，外

国に比べて大分遅れをとって論ります。動燃事業

団や政府，いろいろな関係機関からのご指示もあ

り盆して，FBRにつき罪してはfもんじゅ」の
設計や安全検討に関する作業を目下進めて陥りま

すが，メーカ・一の立場から致しますと，新しい原

子炉の開発，研究というものには非常にたくさん

の金と人と時間が必要となります。日本の我々程

度のメーーカー一一社だけではとてもこれを負担する

ことはできません。それで原子炉メーカー各社が

集まり，必要な基本設計や人員を出し合って…緒

になってこの間題に対処していこうということで，

先ほど報告がありました研究会社，すなわち高速

炉エンジエアリング㈱が設立されたわけです。そ

して，この会社の設立目的には，全体の力を集め

るだけでなく，同時に，それらのグループの人々

が得た知識，獲得した技術をつないでいくという

意味をも含まれています。この会社がFBRの建

設，あるいは今後の進展についていろいろな面で

今後活動していくことになると思いますが，今後

とも設立に係わ。つた各メーカーが力を合わせてや

っていきたいと思って論ります。

　こういつた効率的な開発推進のためには，限り

ある民間の技術力と資金力を有効に活用するとい

う方向でや・って行きたいと思いますし，総花的に

何でもやるというのではなくて，重点的な開発の

進め方を考えるということも大事だと思います。

また時貸を得た効果的な国塚資金の投入も今後必

要ではないかと思って澄り称す。

　我々物を造っている側としては，現在の軽水炉

のより…・層の向．上，あるいは新しいものの開発発

展ということに全力を尽くして頑張って参る所存
です。

　　　　　　　　　　浦田　末永さんと重複する

》点もあろうかと思いますが，

，私もメ…カーの立場から齢話

　しさせて戴きます。私も三つ

　の点を中心に述べたいと思い

塾す・

　　まず第一は軽水炉について

です。私ども豊W鷺のメーカーは，堀さんの澄話

にござい際したように，国際協力により，新：型B

WR，即ちA8WRの開発を進めて澄ります。ま
た導入技術である軽水炉技術も相当程度に消化が

進んで論ります。現在，診よび今後の軽水炉開発

につき，重要と思われる点を申し上げてみます◎

この中には定検の短縮と運転時の安定性確保とい

うこ：つの問題があります。現在，定検は（助発電

用熱機関協会の指導の下に行われて澄りますが，

メーカーとしては各種の自動検査装置，遠隔操作

による検査装置，自動作業装置すなわち自動燃料

シッビング装置や高速自動燃料交換機などの開発

を行い，作業性の向上や町歩の短縮に一役買って

齢ります。また，運転の安定性については，電子

応用機器を駆使し，新しい安定的なシステムを開

発して掘ります。しかもスリーマイル島事故で問

題となった人為ミスを防止するシステムも，これ

に組み込むことができます。こうしたシステムは，

昨年，通産省の指導の下に発足した「原子力発電

支援システム」の開発の中で行われています。

　次に信頼性，安全性の向上について申し上げま

す。これに関しましては，（財）原子力工学試験セ

ンタ…の振動台試験やバルヅ，ポンプ信頼性の実
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証試験が計画もしくは遂行されて亙りますが，メ

ーカーとしては，品質管理の徹底に努めることが，

最大の責務と考えられます。これ竜製造段階のみ

ならず，設計，製作，掘付け，運転の全段階で，

また元請けから下請けに至るまでの全過程での一

層の徹底を目ざしているわけです。

　こうしたシステムの開発には，やはり電子機器

とシステム設計に関するソフト技術の発展が必要

であり，その成果を充分に利用して行くべきです。

　もケ…つ，今後の課題として負荷追従の問題が

あります。これについては炉心設計，炉内構造に

関する研究開発が行われて澄り，同時に燃料の改

良も行っています。ただ燃料を実際の炉で照射す

ることは国内施設では行えず，実験段階より先に

なると海外の施設を利用せざるを得ません。国内

でもこれが可能となれば燃料改良研究に大きく寄

与するところとなりますので，関連機関のご理解，

ご助力をお願いしたいと存じます。

　第二はナショナル・プロジェクトによる開発成

果の産業化についてです。

　ATR，FBR，ウラン濃縮などナショナル。
プロジェクトによる自主技術の開発は，技術レベ

ルでは国際的に相当な所まで進んできました。し

かし経済性も含めて産業として定着するためには，

国津よび関係機関による適切な方向づけと，海獣

的な推進が一層必要であると思われます。

　原型炉から実証炉段階へ進む場合，建設主体論

よび建設計画の早期決定と研究開発に対する国費

による援助を望むものです。F8Rに齢いては，

電事連に高速増殖炉開発準備室が昨年設立され，

メーカー4社のエンジニアリング会社も正式発足

しました。これらに技術が蓄積され，また親会社

との緊密な協力のもとに，技術的ノウ・ハウが親

会祉へ還流されることが，長い年月と多額の費用，

多くの人材を必要とする原子力開発の産業化に当

たっては，リスク回避上からも必要なプロセスで

あろうと思われます。

　ウラン濃縮はパイロット・プラントの建設が今

秋には完了し，全稼働します。次の原型プラント，

商用プラントの計画が早く具体的に設定されない

と，メーカーの技術者は散逸してしまうことにな

りかね蓑せん。電事連にウラン濃縮準備室が設立

されたことは，将来に明るい希望を与えてくれる

ものですが，明年から原型プラントの建設が始め

られるよう国紅よび関係機関の早期の方針決定を

望んで澄ります。メーカーはそれに応えた生産体

制を整備する用意がござい綾す。

　核燃料サイクルの確立は，原子カプラントの将

来の輸出のためにも是非とも必要な条件であり，

婚家安全保障澄よび原子力産業の健全な発達のた

めに，強力に推進されることを期待致します。

　三点目と致しまして，核融合について触れさせ

て戴きます。

　核融合では，現在，日本原子力研究所のJT－

60を中心とした開発が進められて論ります。同

時に他の研究所や大学に細きましても種々の型の

核融合炉につき，活発な研究が行われて齢ります

が，これら技術が今後確実に産業界に移転される

ことが重要であり，これと今までに産業界が開発

してきた技術を併せてさらに開発を進めていくべ

きであると考えます。幸いにして原子力産業会議

に「核融合技術懇談会」が設けられ，産業界と学

界が一同に会する場ができ寮したことは意義深い

ものと申せ綾しょう。今後これらの場を通じ，核

融合の産業化が進められることを念願してお・砂ま
す。

　　　　　　　　　　牧浦　ラ私は核燃料加工産業

　　　．　。　　　の立場から一ド言申し上げたい
　　　ア　　　　　　　　　　

　　　、　　義　　と思います。

フユエル㈱諭よび日本核燃料コンバージョン㈱の

4社がございます。三菱がPWR燃料，私どもが

BWR燃料，原子燃料工業が試験混用燃料澄よび

P，B両燃料の若干を作って診ります。日本コン

バージョンは住友金属鉱山㈱の転換事業部門が分

離独立した新会社で，わが社その他へこ酸化ウラ

ン粉末を供給して診ります。

　現在談で国内で生産され，原子力発電所に送り

込まれた核燃料は二酸化ウランのトン数にしてP，

｝3合せて約3，000もです。これが過去約10年間

の累計ですが，原子力発電の今後の展開から考え

ますと，昭和60年頃までに，つまり今から約5

年聞ほどでこれとほぼ同量の核燃料が生産される

見通しであり，その後はさらに加速されると考え

られます。

　次に現在の重要項目と今後の課題について述べ

させて戴き蓬す。
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　現在私どもが最も力を注いで寄り目すことは，

「1高品質の保持」ということであり，生産工程の

各関門ごとに綿密な品質管理システムを張り巡ら

せて品質保証体制の完壁を期して澄ります。下蔭

をもちまして現在私どもの作って齢ります核燃料

は1本のり一クもなく，高い信頼を克ち得て細り

ます。今後もこの高品質保持に絶えざる努力を続

けてゆくと同時に，昨年より実施に移されました

通産省燃料検査運用の合理化・効率化に対応して

わが社の検査システム，生産システムの合理化・

改善ならびに生産技術の高度化を促進し，オーバ

ー・ Iールの生産性向．上を図り，高品質を保ちな

がら生産コストを低滅し，燃料加工業の産業化を

確立してゆくことが今後の課題であり，またこれ

が国際競争力をつける道であると考えて旧ります。

　1本もリークがないのは，これは私ども製造者

側の努力だけではなく，わが国の電力会社がPG

IOMR即ち燃料のいわゆる賦ならし運転”を忠
実に齢やりになっている語蔭が相当ございます。

しかし原子力発電が増えて行きますと原子力も出

力を振らねばなり蓬せん。即ち負荷追従です。そ

れにはまず燃料がもっと頑丈でなければなりませ

ん。現在これに向かって「高姓能燃料の開発」がナ

シ認ナル・ヅロジェクト巴して進められて瞑り，

これで最終的に実用燃料の仕様が確定致しますと，

それによって我々は，実際に製造を行わねばなり

ません。それには生産のプロセス，加工方法，品

質管理手法等あらゆる面での慎重な施策が必要と

なりますので，親会社設計陣と緊密な連絡をとり

つつ，すでにこの準備に入って澄ります。これは

我々の事業の今後の展開の中で重要な項目の一つ

です。

　次に私どもの事業の中で特徴的な事項の一つに

核物質計量管理の問題がございます。現在私ども

は計量の確度，電算機システムのデータ処理速度

の何れについてもIAEAの要求に十二分に応え
て齢り，毎月の査察にも何の問題もなく対応して

齢りますが，問題は核物質棚卸し検証で，年間の

ウランの処理量が300もを越えておりますので

年21可’となり，検証にはIAEA，科学技術庁合

わせて10名以上が来社し，1回3日かげて行わ
れますが，この間すべての核物質の移動がストッ

プされますので，準備と後始末を含めますと相当

な生産停止ロスとなります。従って，これがもっ

と合理化・効率化されて簡素化ができれば，燃料

加工業界全体として大きなメリソトとなります。

勿論雫抜きをするのではなく，いかにして効率ア

ップを図るかということで，私どももシステム改

良等に努力致し刑すがこれについては国際折衝も

絡んでなかなか難かしい問題もあると思いますの

で特に政府のご努力をお願い申し．上げたく，今後の

課題として提起したいと存じます。

　　　　　　　　　　大島　原子力が今や石油に

代わるエネルギー源として今

後最も重要な役割を果たすこ

とになるということは，すで

に指摘されている通りです。

特にわが国では供給の安定性，

コ．ストの経済性の何れの点に

齢いても，原子力は発電用エネルギーとして石油，

石炭の化石燃料をはるかに陵駕するようになり蚕

した。このような情況に閃いて，原子力産業は新

しい展開を迫られています。また，大学に齢いて

も，これに対応する教育・研究の変化が見られて

います。

　その第一・は，原子力技術の実用的産業技術とし

ての確立です。今までは，原子力は石油火力との

競争に細いて，’技術的，経済的な優位を達成する

ことが目標でした。従って，技術開発に論いても

発電用原子炉の性能向上が課題であったと申せま

す。しかし，今後は単なる原子炉の性能よりも実

用的な運転，保守管理の面を含めての総合的な経

済性，安全性がより重要となってきています。つ

まり設計の簡素化，運転を含めての安全性の確立，

保守管理技術と性能の向上など地味ではあるがよ

り実用的技術の開発が中心となるわけです。

　第二は，トータル・システムとしての原子力産

業の展開です。静的には濃縮，再処理，廃棄物処

理など燃料サイクル全般を含む総合的な原子力産

業体制の確立ということです。動的には，高速炉，

多目的炉などの将来の新型炉の適切な導入の体制

の整備ということです。これは今までの個々の原

子炉の建設，運転を中心とする原子力産業から，

技術的にも経済的にもより広範な総合的な産業と

しての原子力産業としての展開に移ったというこ

とです。

　以上，このような新しい展開の下にあって，原

子力産業の重要な課題として国際協力が挙げられ

ます。原子力産業の特徴として国際的な協力関係

は本質的な問題となり綾すが，今後の問題として，
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以下のような点が挙げられます。

1）原子力産業における規模の利益，研究開発投

資の増大などと，安全性など社会的な問題の国際

化から，今後の原子力企業間の国際的な協力の強

化が期待される。しかし，協力による利益と市場

の寡占的傾向に対する競争原理の導入を如何に調

和させるかが問題である0

2）原子力産業に対して核不拡散政策に見られる

国際政治的な制約や，環境安全問題に見られる国

際的な社会的制約が増大しつつある。このような

状況に臨いて今後の政府間の協定や合意による政

府の介入と原子力産業の技術移転，国際貿易に齢

ける自主性と自由度との関係をどのように：考える

かが次の問題である0

3）原子力産業の国際的な展開が着実な発展をす

るためには，今後，発展途上国を含めて，大学や

公的研究機関の国際協力が盛んになることがます

ます必要である。これは，原子炉などの基礎技術

のみならず，環境安全問題，核不拡散問題など，

原子力産業の発展の社会的，政治的条件の整備に

係わる問題での協力にまで拡大されるべきである。

このような協力体制をいかに推進すべきかが第三

の問題である。

　このような問題は，継続的な討議を必要とする

ものと思われ査す。折角の原産年次大会の機会で

すので各方面の意見を拝聴したいと考え蓬す。

　　　　　　　　　　薦渡　私は科学技術庁の立

　　　　　　．挿櫛から三つの点について述べ
　　　　　　懲ド溢たいと思います。

繧漁額講藻凝
り立つ典型的な知識集約産業であり，その発展は，

わが国の産業構造の高度化にとって重要な意義を

持つものと考えられます。また，国のエネルギー

安全保障という観点からも，原子力産業の基盤を

確立することは極めて重要だと申せます。

　国としても，このような見地から原子力産業の

育成に努力してきたところです。すなわち，昭和

30年】2月の原子力基本法の制定以来過去25
年間に，リスクの大きい技術開発を中心に，1兆

4，000億円を超える投資を，また財政投融資とし

て5，000億円を超える投資を行って来ました。

　今や，原子力産業界は，軽水炉技術に関しては，

わが国に適した信頼性の高い炉を砥ぼ自主設計・

製作できる水準に達しました。また，国が主体と

なって進めて来たプ嶽ジェクトのいくつかは，技

術的には，原子力産業界に移転できる段階に達し

ています。

　一方，原子力産業への需要は，櫛油供給の不安

定という状況の中で今後製す湿す増大すると見込

まれています。電気事業の原子力関係支出だけで

も現在は年1兆円前後ですが5年後には年2兆円

を超すものと見込まれて漁り，将来にわたって原

子力魔業の市場は充分に確保されるものと考えら

れます。

　従って，今後の原子力産業は，これまでに培わ

れてきた技術的基盤と原子力産業に対する潜在的

需要を基礎として，自らの努力によって飛躍的発

展を期すべき時代に入っていくものと考えられま

す。そのため源子力開発における国の役割は従来

の主体的立場から，原子力産業界に対する支援的

立場に移行していくことになるものと思われます。

　第二点は，今後の原子力発展に澄ける国の役割

についてです。

　まず，平和利用を確保しっっ，原子力開発利用

の総合的・効率的進展を図るためのビジ遡ンを示

すことが挙げられ蜜す。そのためには原子力開発

を巡る内外の諸情勢を翠帳え，原子力研究開発利

用長期計画の策定などを通じて，原子力開発利用

の推進に果たすべき国と原子力産業界の役割分担

を明確にするとともに，原子力産業界の行う技術

開発や投資の指針を示すことが必要です。

　次に原子力開発を円滑に進めるための環境整備

を行うことです。これについては国内的には，国

民の合意の下に原子力開発利用が円滑に進むよう

安全の確保，廃棄物問題の解決等に努力するとと

もに，人材の養成，プラントおよび機器の規格化・

標準化など原子力開発利用の基盤整備に努める

ことが肝要と思われ蓬す。壕た国際的には，核拡

散防止と原子力平利利用は両立し得るというIN

FCEの成果を踏まえ，わが国の原子力開発利胴

の進展が阻害されることのないよう，積極的な国

際協議を進めるとともに，開発途上国への協力を

行うことなどにより，1東子力先進国としてのわが

国の園際的責務を果たすよう努めることが必要で

しょう。

　さらに先導的・基盤的技術に関する研究開発を
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進めることが必要です。総合的かつ大型の研究開

発あるいは長期的かっ基盤的な研究開発について

は，今後とも国が主体となって産業界の協力を得

つつ，研究開発を進めることになるでしょう。そ

して，これらの研究成果が円滑に原子力産業界に

移転されるよう研究開発の初期段階から原子力産

業界の協力の．ドに研究開発を進め，また，官民の

人材交流を促進する等必要な施策を講じて参る所

存です。

　第三点として，原子力産業界への期待について

申し上げます。原子力産業界はすでに蓄積された

技術に加えて，国が主体となって開発した技術を

積極的に吸収するとともに，それらの技術を自ら

の努力によって…層高め，源子炉のみならず核燃

料サイクル分野をも含めた総合的産業としての体

質強化に努めて戴きたいと思います。その努力を

通じて，わが国のエネルギー安全保障に貢献する

とともに，ひいてはわが国全体の産業構造の高度

化に貢献することを期待するものです。

　　　　　　　　　　　　　私は通産省の立場か

〆

　
騒

　高橋
；ら六つの点について申し上げ

：たいと存じ・ます。

　寮ず原子力発電の必要性に

ついてです。

　原子力は，核燃料サイクル

の確立を通じて安定供給が可

能となり，自立的なエネルギー源となりうること，

石油火力に比べ燃料費が低廉でかつ燃料費の発電

コストに占める割合が小さい点から優れた経済性

を有すること，技術的に高度でしかも巨大なシス

テムを用いるため，その普及は産業構造の高度化

に資すること，また長期的に見ましても，新型炉

の開発・導入によリウラン資源の有効利用を図る

ことができるため，来世期に至ってもエネルギー

の相当量を供給することが期待できること等の利

点を有することから，石油代替エネルギーとして

最：も有望視できるものと考えられます。

　次に原子力発電の現状と展望について述べます』

　わが国の原子力発電は，昭和41年に東海原子

力発電所に訟いてガス冷却炉で営業運転を開始し

て以降，軽水炉の導入に努め，日立，東芝がゼネ

ラル・エレクトリック社から沸騰水型を，三菱が

ウエスチングハウス社から加圧水型炉を技術導

入し，製造技術の習得に努めてきたところです。

そして今日原子炉機器の国産化状況は，初期の40

～50％程度から，現在90％を粧える発電所も
現れるに至って早り，また，発電規模は運転中の

ものが21基，約1，500万kW，わが国の全発電

設備の約12％，全発電電力：量の約13％を占め

るまでに至っています。さらに将来の原子力発電

開発については，昭利55年11月28日の閣議
において，石油代替エネルギーの供給目標として，

昭和65年度に原子力発電で2，920億kW時，即
ち原油換算7，590万kl分の電力を賄うことを決め，

そのために必要な設備容量は5，100～5，300万

kWと見込まれています。このように原子力は長
期的に見ても相当量のエネルギーを供給し得ると

考えられ，その点からも石油代替エネルギーの中

で最も有望なものと見込まれています。

　第三点として軽水炉定着化のための努力につい

て申し上げます。

　わが国の産業界は，国産化体制確立のために充

分な技術的蓄積をもって計りますが，今後ともよ

り…層の改良標準化や品質保証技術の向上等を進

め，日本型軽水炉技術の成熟を図っていく必要が

あります。そのためには，わが国の実情に応じた

軽水炉の定着化はもとより，核燃料サイクルをで

きる限り早期にかつ自主的に確立することが必要

であり，このような分野の事業を支える原子力機

器産業の基盤強化が強く要請されてお・ります。

　このため，通商産業省としましては，原子力機

器産業の育成，強化のため機器の国産化に対して

特段の助成を行うこととし，昭和41年度から9
電力会社に対し，国産原子力発電機器の購入資金

について開発銀行より特利，特枠の融資を行って

きてお・りますQ

　また，日本型軽水炉の確立を図る観点から第三

次改良標準化調査に着手するとともに，確証試験
の実施により，被曝低減化対策技術，高性能燃料

技術の実用化を促進することとし，軽水炉改良標

準化等の推進を行っています。

　さらに原子力発電所の信頼性のより一層の向上

を図る観点から，日常の運転管理等に；沿ける運転

員の負担軽減等のための原子力発電支援システム

の開発を促進してまいります。

　四点目は新型炉についてです。

　ウラン資源の有効利用のためには，新型炉の開

発・利用の推進が不可欠であり，ウラン資源の乏

しいわが国にとってエネルギーの自立化に大きく

資するものです。
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　このように，ウラン資源の利用効率が極めて高

い高速増殖炉等新型炉の実用化を推進するため，

通産省としては，技術面，経済面を中心とした調

査を行うこととして由ります。

　五点目は核燃料サイクルについてです。

　核燃料サイクル確立のためには，再処理・儂縮

等の新規事業の確立が不可欠ですが，これらの事

業に係わる機器，設備等が広く関連事業を結集し

て総合的システムとして開発，製造される必要が

あります。このことに鑑みてこれに対応した関連

機器産業の体制整備が必要ですが，現状は必ずし

も充分であるとは申せません。

　これを，現状のまま放置するとすれば，信頼性

の向上，新規事業分野への進出，技術開発に対す

る機器産業の意欲を低下させ原子力機器の安定供

給に不安を生ずることになりかねません。

　そこで，今後原子力機器産業が上述のような諸

問題を克服し，原子力の定着化を支える産業とし

て，また，わが国産業構造の高度化を担う重要産

業の一つとして，その自立と定着を図るためには，

原子力発電の推進はもとより，核燃料サイクルの

確立を急ぐとともに，引続き原子力機器産業の格

段の育成振興を行うべきであると考えてい博す。

　最後に第六点として「高度な複合産業への途」

ということについて申し上げます6

　わが国の原子力機器産業は，これまで原子炉の

研究，開発，建設，運転経験を積むことにより，

今日，年間600～1，000万kW程度の建設能力を
有するに至って澄ります。しかし，近時に叩ける

発電所の新規立地の停滞等から原子力機器産業は

低操i業率となってお・り採算が悪化する等その経営

基盤は未だ脆弱な状態にあわます。しかしながら

原子カプラントは，高度の安全性・信頼性が要求

されるため，プラントを構成する機器そのものに

ついて，製造段階から厳しい製造管理と，品質検

査が要求されるなど，高度の信頼性・安全性，さ

らには実証性が必要とされるほか，プラントが複

雑・巨：大なものであるため，そうした機器を蓬と

め上げるシステム能力が必要とされることになり

ます。このように原子力産業は高付加価値産業で

あり，かつ技術先端産業であり，技術波及び大き

いものです。

　さらに原子カプラントは，電気機器製造業が中

心となってその製作を行っていますが，造船業，

鉄鋼業，建築業，化学工業等，その国の工業力を

結集した巨大プラントと欝えます。このため，原

子カプラントの国産化度は，その国の工業力を示

すものとなっているほか，原子カプラントの建設

は，その経済的波及効果が大きいわけです。

　このように原子力産業は，わが国の産業の基盤

となるとともに，産業構造の基幹として今後とも

発展が期待されて旧り，国としてもできる限りこ

れを支援していきたいと考えて齢ります。

　田島議長　皆様のご意見がこれですべて出揃っ

たわけですが，非常に広範閉にわたって掛ります

ので，…つ一つこれにつ糞まして討論して酔いり

慰すと，とても時間が足りません。そこで最も重

要と思われますテーマにつきまして整理してみま

すと，…・つは原子力の研究開発から産業化へのプ

ロセスの問題，…つは原子力機器供給産業の基盤

強化の問題，もう一つは原子力産業の国際的な展

開について，大きく分げてこの三テーマに絞るこ

とがで鳶るのではないかと思い査す。

　そこで，この三つのテーマについて少し突っ込

んだ討論をして戴巷たいと思うわけです。ただ，

時間が非常に限られて輸りますので，その点を考

慮してご意見を戴きたいと思います。

　まず原子力の研究開発から産：業化へのプロセス

の問題につき織して，堀さんからご意見を戴きた

いと思い識す。

　堀　大体今までに目凹は出尽くしているように

思いますが，先ほど述べました私の意見に少し補

足させて戴きます。

　現在の段階は，他の方々の齢話にありますよう

に，原子炉の問題についても核燃料サイクルにつ

いても，研究開発の段階から実用化の段階に移る

転機にある，非常に重要な時期だと思います。そ

ういう意味で…般的に申しますと，開発した技術

を事業化に持っていく場合には，必ず慎重なステ

ップを踏んで進める必要がありますし，特に私が

痛感しますのは，研究母体から事業母体にいかに

円滑にバトン・タッチをしていくかということの

重要性です。またそれと同時に，実際に開発を具

体化するために重要な役割を持つメーカーに，そ

の生巌体制を充分整理して戴くことが非常に大切

だと思います。

　また，いかなる企画にしても，事業化する場合

にはそのための環境整備の問題とか，膨大な資金

の必要という問題があり蓬すので，これを国に制

度的あるいは資金的に支援して戴くことが非常に
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重要だと思います。

　先ほど私は濃縮の場合について，パイロット・

プラントから実証プラントの移行の澄話を申し上

げたのですが，その過程に煙いてやはり原型プラ

ントという中規模の段階を踏むことが非常に大事

だという点を重ねて申し上げたいと思います。そ

してその中間段階に論いて，実規模の商用プラン

トを建設する場合の実際を学ぶと同時に，さらに

その期間を通じて，技術的にも経済的にもさらに

向上を図る努力が必要だと思います。

　動燃事業団のパイロット・プラントのOP－1

からOP－2に移る段階においても，すでに5割
の能率上昇が行われていると伺って隔りますが，

ヨーロッパのウレンコ社の遠心分離工場の実績を

見ましても，その途中の段階に澄いて機能が倍加

されたという例が沢山見られます。そういうこと

を含めて先ほどの商業プラントの事業化へ持って

行くことが非常に大事だと考えるわけです。

　それから事業化に当たりましては，当然濃縮プ

ラントだけではなく，これに付帯した例えば転換

工場，加工工場，または所要施設というような関

連施設を総合的に考慮してサイトの選定を行うべ

きであると思います。

　高速：増殖炉についても，動燃事業団が進めてい

る開発段階から電力が実証炉を手がけるまでに進

みますと，やはり民間の持っている実際の運転上

の経験と：か，効率性の発揮などを充分に考えに入

れて事業化を図ることが大切でしょう。特に高速

増殖炉は膨大な資金が要るということで，私は先

ほど，電気事業連合会の中に準備室を設けたとい

うことを申し上げましたけれども，その程度では

実現にはほど遠いわけです。やはりこれを推進す

るための強力な組織と資金が必要になってき楼す。

それをどういう形態で今後作っていくかというこ

とが，現在の大きな課題であると私は思います。

　それから同時に，実用化には，メーカー側の体

制も非常に重要で，現在高速炉エンジニアリング

株式会社ができて齢りまずけれども，将来の実用

化を目指して今から「もんじゅ」の建設も一一つの

貴重な経験に入れながら，できればフランスのノ

バトム社並みの高いレベルの技術を目標としてこ

れから充分力を養って戴きたいということを希望

致します。

　宋永　原子力の研究開発は国家の莫大な資金が

投入されて行われますし，また政府の諸機関，そ

れからメーカーや電力会社が研究に参加して，産

業化の可能性についての見通しをつけるわけです。

その過程で非常に沢山の分野の方々が参加し，沢

山の政府資金も入っています。民間も資金を出し

ている増殖炉、濃縮の遠心分離機とかいうような

ものがありますが，この産業化の見通しが大体つ

いた場合には，これをどういう形でどういうふう

に民間ベースに移すかということが問題になるわ

けです。

　どういうことかと言いますと，結局先程の澄話

のように，見通しのついたプ難ジェクトについて

ユーザ・一とメーカーの関係が具体的にどうなるの

かということが…番大きな問題で，またでき上が

ったメーーカーとユーザーの関係に対して，このプ

ロジェクトを進めることにやはりメリットが必要

です。民間ベースというのは，あくまで商業的に

成り立たねばならないという問題がありますので，

生まれたままの姿からそこに移るためにはずいぶ

んいろいろな検討事項があることになります。こ

の点については，我々もいろいろ考えて齢ります。

　それから，いろいろな場所でいろいろな方向で

研究開発された技術がどのように最：終的に物を造

るところに移管されるかという技術移転の問題が

あると思います。これにはなかなか複雑な問題が

あると思うわけです。これについて今の段階で我

々もすぐに答えを出すというところまでにはなっ

てお’りません。

　当面の遠心分離機や「もんじゅ」の問題につき

ましては，先々どうなるか判らぬ時代からいろい

ろな準備をすることになりますので，原子炉メー

カ…の力を合わせて，基本契約のところにつきま

しては，まと蓬・つた一つの会社を作って仕事を進

めて澄ります。当面のところは同一設計，分担製

作と申しますか，基本的な設計は各社が出したも

のの中から採用し分担して物を造ってプラントに

まとめるという形で進んでいかざるを得ないわ

けです。我々としては，堀さん，高橋さんからお

話がございましたので，「もんじゅ」の経験から

次に来たるべき増殖炉という問題についての方向

を考えていかなければいけないと思います。

　結論的にこういう方向だというのを今申し上げ

ることができませんが，方向づけとしてはそうい

う問題力し番大きなこととして産業界の中に存在

するということだけを申し上げて澄きたいと思い
ます。
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　牧浦　燃料工業の立場に限って申し上げたいと

思います。UO2燃料についても先程治話を申し

嫁げたような高性能燃料の開発というプロジェク

ト，これはほかのプロジェクトに比べたらそんな

に大きなものではございませんが，こうしたもの

があるわけです。この場合には，先ほど申し土げ

たように，研究開発の段階から製造側も噛み合っ

て澄り，生産体制の整備も行いつつ進んでおりま

すので．その意味からはそう問題はありません。

　先ほど時間の関係で触れませんでしたけれども，

プルトニウム燃料加工の産業化の問題ということ

になり綾すと，その簡単にはいきません。現在勤

燃が「もんじゅ」の燃料まで製造するということ

で進められて齢りまずけれども，将来FBRが本
格的に進められる時期に至っても未来永劫動燃が

やって行くというわけにはいかないことは明らか

です、，そこで先ほど齢話の出ているいわゆる技術

移転，つまり動燃の技術を民間へいかに移転する

かという問題になるわけです。ただ今，アメリカ

細よびフランスでの大型プロジェク1・の成功例の

診話もありましたが，わが国でも産業界として真

剣に取り組んでいかなければならない問題だと考

えております。ただ，プルト麟ウムを取り扱うこ

との技術的な問題以外にも関連する種々の問題が

ありますので，どこか一社が手を挙げてで因るよ

うな問題ではないと思い愛す。従い窮して，本件

についてはメーカー・グルーープが結集して，いわ

ゆる受けざらを確立することが先決の問題で，次

のステップの商業ペースの製造を純民間でやるの

が良いのか，あるいは動燃のその部門の経験者が

すでに沢山齢いでになるわけで，そういう方々と

一体となって，いわゆる第三セクターのようなも

のを作って進めるのが良いのか，また産業化推進

に当たっても，いろいろな問題があるわけで，こ

れを具体的に洗い出してどういうスケジュールで

どう解決すればよいのか，というようなことを今

後充分討議していくべきであると思います。それ

には今申し上げたメーカーの結集による受けざら

の結成が楼ず第一に必要ではないかと考えます。

　田島議長　カウチマンさん，何か我々に研究開

発から産業化へのプロセスの問題について助言を

戴けることがあり楼したら…需齢願いいたします。

　カウチマン　私は高橋審議宮に何か提案をする

立場に：立とうなどとは思って澄りません，高橋さ

んは他のパネルのメンバ…の方々に日本政府が今

後採るべき政策について示されました。しかし私

にはアメリカ政府がどのような政策を採ることが

最もよいのかということも解らない段階ですので，

とても他国に対してアドバイスなどできません。

しかし過去の研究早発の産業化問題について，一

例として再び私の過去にお・ける海軍計画の経．験を

申し上げたいと思います。もっとも，この計画の

もつ実際的な経済要因のいくつかは，明確に示す

ことが困難なものです。海軍計画の特徴は，先程

申しましたように供給元を一社に絞らず複数社に

することを重視していたことです。この場合に直

面した困難な問題というのは，ある分野に細いて

一つの供給元が非常に有力になってきますと，第

こ二，第三の売主よりも製造費がかなり安くなって

しまうということです。

　最近の様相を見てみますと，同じような状況が

億かの国でも出てきています。政府がある会社に

対してある機器に関する開発能力があると判断し，

それを国内市場向けに生産することを認めると，

その機器の製作能力を持っているほかの売主がそ

の市場に対しての魅力を失ってし蔽う傾向があり

ます。つまりその市場に進出してもあまり魅力的

な商売ができないのではないかと思って諦らめて

しまう嫌いがあるように思います。これは国内企

業のみならず外国．企業でも同じような：ことが書え

ます。つまり，そのような外国市場に対しては充

分な輸出への需要を換起できないのではないかと

いうふうに思うわけです。日本についてはそのよ

うなことが言えるかどうかは解りませんが国内市

場の小さい国におきましては，このようなことが

言えるのではないかと思います。

　ですから，この問題はいかなる事例についても，

充分に考える必要があると思います。私は，こう

いう政策がいい，あるいはこういう解決策がある

といったようなはっきりしたことは申し上げられ

ませんけれども，この点は一つの指摘すべき大変

重要な点だと思います。

　もう一一点私がここで指摘して瞬きたいのは，技

術移転を人の交流を基礎に行うということです。

アメリカの場合には皆様よくご存じの通り専門家

が比較的自由に職をかえられる環境にあります。

従いまして，アメリカの計画に駆ける技術の浸透

は，そのほとんどがある原子力分野に進出しよう

とする会社がその分野に齢いて経鹸のある人を引

き抜くということで行われてきています。これは
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最も有効な技術の移転：方法であったように私は思

っております。

　私はこの方法をほかの国々が採用すべきである

ということは申し上げて語りません。アメリカは

こういう専門家が自由に移動しうる状態にありま

すが，これをその綾ま他国が採用するべきだとは

思っておりません。げれど先ほど瀬川さんのお話

の中で，動燃事業団め活動に他の企業からも多数

の方々が参加しておられるというお話がありまし

たが，私はこういう形で何らかの知識の交流が行

われるべきだと思います。アメリカほどの重要度

をどこの国でも占めるとは思いませんが，どこの

国に抱き按して，単に知識の交流だけではなく，

人の交流が業界の中で推進されていくべきである

と思います。

　石渡　問題意識については，皆さん共通であっ

たわけで，むしろこれはカウチマンさんもおっし

ゃったように，…一般論として解決策があるわけで

はないと思います。綾た日本にとっては非常に新

しい経験ですから，ぶつかったケースごとに一つ

一つ試行錯誤を繰り返すかもしれませんが，とも

かくやってみるということしかないだろうと現在

考えているわけです。

　その時に，やはりひっかかるのはEl本の産業社

会は競争によって育ってきたという歴史を持って

いるわけで，それを一つにまとめてうまくいくか

どうかに人々はかなりの抵抗を感ずるわけです。

その辺が新しい秩序というのか，大島さんの言葉

によれば新しいケースが生まれて一向に解決しな

いことの非常に基本的な問題の根が，ここにある

と感じているわけです。

　田島議長　次に先ほど申し上げました原子力機

器供給産業の基盤強化の問題についての地話に移

りたいと思います。

　まず浦田さん，お願いいたします。

　浦田　原子力産業は大変巨大な産業です。先程

の高橋さんの澄話のように，昭和54年度は売り

上げが5，800億に達したわけです。しかも冒頭に

佐波さんから齢話がございましたように，収支は

必ずしも均衡していない，非常に厳しい状況です。

同時にまた，知識集約型産業です。従いまして，

企業としましては，経営基盤齢よび技術の確立が

極めて重要な問題になってきます。両方相調って

進める必要があるわけです。

　経営基盤の確立のために，まず私どもが必要と

思って与りますことは，やはり計画的かっ継続的

な発注をして戴くことです。もう一つは，原子力

は建設期間が非常に長期になり，また非常に大き

な金がかかるわけで，工場段階でも相当膨大な仕

掛りが発生致します。このために資金効率の向上，

あるいは資金回転率の向上ということが必要で，

資金面についてユーザーや国のご理解とご支援を

戴きたいと思うわけです。

　一方，企業としては，やはり技術の確立を最優

先に進めているわけです。技術の蓄積，あるいは

生産性の向上，さらには冒頭申しましたように信

頼性の高い機器を納入すること，これが日頃心が

けているところです。同時に人員の確保，あるい

は確保した人員の教育訓練にも相当力を入れてい

くことが．必要です。また開発については，多額の

開発資金が必要です。昨今国家からの補助金，あ

るいは委託金，電力会社との共同研究という形で

研究資金も出るようになり裏したし，国家予算も

年々増加していることは大変結構なことだと思っ

て齢りますが，引き続きこの点をよろしくお願い

したいと思います。

　それから，先ほど私は今後の原子炉につきまし

ては，ソフト技術とか，あるいはシステム技術と

いうのが相当に重要な役割を演ずると申しました

が，このようなソフトの費用，あるいはエンジ凱

アリングの費用，こういう屯のも非常に増えてき

て澄りますので，この面につきましても正当な評

価を戴ければ幸いだと思います。

　日本のメーカーの年間の原子力発電所の生産能

力は600万kWと言われています。昭和65年蓬

でに5，100万卿から5，300万欝を完成するため

には，600万齪の生産能力をフルに活用し，効

率よく製造を進めることが絶対に必要なことであ

り，これによってこの目的達成に寄．与したいと念

願する次第です。

　田島議長　国側として高僑さん，簡単にまとめ

を齢願いします。

　高橋　それでは簡単に締めくくりたいと思いま
す。

　私どもとしましては，原子力産業はエネルギー

安全保障という観点から日本に1とって重要な産i業

であるのみならず高付加価値型産業であるという

ことから，日本の産業構造高度化に不可欠な産業

だと思っています。コンピューター麓業，航空機

産業とともに戦略的重要産業であるという認識も
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持って論り，今後その円滑な育成，発展を政府と

してもできる限り支援していく姿勢です。

　ところで一つ憎まれ口を言わせて戴き綾す。私

は常に思うのですが，何か原子力産業でトラブル

なり問題がありますと，国会や地元で怒られ託す

のは，私ども政府と電力会社です。どうもメ…カ

ーそのものは何となくその蔭で怒られないように

思います。これはぜひ各国どうなっているか伺い

たいのです。

　例えば，電気洗灘機というものが何方台良いも

のがあっても1台でも悪いものがあって感電でも

すればそのブランドは壊滅的な影響を受けます。

要するにそれだけ造る方が最終需要家に対して，

細客様は神様だという気持ちで真剣にやることが

原点だと思います。眠して私どもは環境づくりが

するわけです。電力会社も一生懸命施設を使いま

ずけれど，造るのはメーカーです。そういう自覚

を持って戴きたいということを申し上げたいわけ

ですσ

　もう…つは，先程から出ている競争関係です。

私は原子力の発嘱分野においてはそろそろ国内的

にそういう関係があっても良いのではないかとい

う感じを持って齢ります。有力なメーカ…の皆様

が3人いらっしゃいますが，相競い合い，また使

用する側もメーーカーの競争ということを意識する

時代に来たと思うのです。この辺まで言えば大体

何を申し⊥げたいか滋解り戴けると思い潤す。

　圏島議長　それでは最後のテーマである原子力

産業の国際的展開にっきまして，まず大島さんか

らご意見を賜りたいと思います。

　大島　私は国際的展開には1＝二つの面があると思

うのです。一…つは，先程カウチマンさんが’言われ

たことにも関連があるのですが，原子力産業が非

常に大きな魅力のある市場を持たなければいけな

いということになりますと，どうしても国際化と

いいますか，海外に出ていくということになると

思います。その場合に，私は昔は各国に一社ぐら

いずつあって国際競争をやったら良いのではない

かと思っていましたが，どうもそれは本当ではな

くて，国際酌にいくつかのグループがあって齢互

いに競争することが良いのではないかと思えてき

ました。自動車などでも最近言われて論ります国

際化と雷いますか，部品などを齢互いに供給し合

うという形，すなわち国境を越えた形での原子力

産業の体制ができないと，どうも生産の規模の経

済に比較して，あるいは研究開発投資の大きさに

比較して市場が小さ過ぎ“るのではないかという問

題があるようです。

　そのため必然的に今後国際化ということが起こ

ってくるでしょうが，その時に先厳ど申し上げた

ようないくつかの論題があると思いますので，私

はこの問題は，こういう国際パネルや原子力産業

会議などの場で原子力産藁の新しい展開として充

分検討する必要があるのではないかと思い談ず。

　第．二の問題は，先ほど申し上げたことにも関連

があるのですが，今度は制約の方が，つまり，核

不拡散条約だとか，反対運勤が国際化して酉ドイ

ツで原子炉建設が進まないとのお話もありました○

ζのごろはアメリカのデ…ターばかりではなくて

スウェ…デンのデーター一，「薦ドイツのデーターな

どみんな持ってきても進展していないという話に

なるわけです。こうしたいろいろな意味：での国際
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化の傾向に対して，事情の違う国々が澄互いに異

なる面を進めていく形が，もし今後のエネルギー

問題の解決が世界的な規模で必：要であるとすれば，

大変重要だと私は考えます。これは恐らく政府間

の研究開発協力という形になるのではないかと思

うわけです。

　先程申しましたように，私はこ二つの視点から原

子力産業は本質的に国際化するものであると思っ

ているわけですが，そのときに鉄鋼とか自動車の

ように国際化というのは齢互いに手をとり合って

寡占を維持して，なるべく摩擦をなくしてという

ような形は原子力では止めて，もっと積極的な意

味での国際化ということが大事であろうと思う次

第です。

　掘　国際化につきましては，齢話が大分出て細

り蚕すが，私が最近痛感して罵り霞すのは，先程

ベンメルギさんの論話にもあり磯したように，灘

一物ソバに診いては大体3国ないし4国で共同し

て研究開発を行い事業化している例が非常に多い

ことです。一・例を挙げますと，ウラン濃縮を行っ

ているウレンコという会社はイギリス・西ドイツ

・オランダ3国の共同でやっております。今も語

話がございましたように，3国で常時技術の競争

をし合って論り，良いものができると情報交換を

して一つにまとめてウレンコの商標のもとに売り

出すということが非常に見事に行われているのを

私も見てまいりました。

　日本は残念ながらヨーロソバから非常に離れて

おり，従来こういつた国際協力の経験があまりな

かったように思いますが，これからは．そういう地

理的関係を離れて学ぶべき点は学ぶべきだと思い

ます。ヨーロッパほどまではいかない綾でも，先

ほどお話しした改良型BW只のような面から逐次

そういう機運を作っていったらどうかということ

を考えます。特に国際協力を我々が必要と感じま

すのは技術開発の段階から実用化に移る場合に，

濃縮でも，再処理でも，あるいはFBRでも同じ

だと思いますけれども，いわゆるスケール・アッ

プする際には従来の典型的な技術ではなかなか想

像できなかったような新しい技術が出てくること

が多いと思うのです。その中にはいわゆる先進国

の先進技術というもの，つまり実際に運転をして

経験を積んでいるところの技術を取り入れる方が

早道である場合もあるわけで，そういう意味から

も，日本はもう少し積極的に国際化を図るべきで

あろうと考えるものですQ

　野島議長　それでは最後にペンメルギさん，我

々にアドバイスを一言澄願いしたいと思います。

　ベンメルギ　私は機器メーカーや電力会社は，

この新しいプロジェクトがまだ初期段階にあるこ

とに気づくべきだと思います。そしてこのプロジ

ェクトに携わっている人や資本を提供している人

は問題のすべてとは言わぬまでも少なくとも一一部

を知るべきです。そして互いに分担をすることに

よって澄互いが持っている問題を伝え合う必要が

あると思います。

　フランスではPW逸発電所を建．設し始めて以来

こういう問題が出て来て齢ります。すなわち，こ

れは4社の共同で行われ黙した。一つはフラマト

ム社で，これはフランスの原子力蒸気供給シヌテ

ム（NSSS）製造企業です。それ以外にウエス

チングハウス社，CEAやEdFが関係しました。
それぞれが別々に研究し，試鹸を行っていました。

　しかしその後協議をし，今では訟互いに意思の

疎通を図る慣例ができましたので，パートナ…と

しての意見交換が行われるようになってき織した。

こうしたことがプロジェクトの当初から行われて

いれば，困難な問題も相当容易に解決できていた

でしょう。

　現在PWRではこうしてアメリカと協力できる

ようになりました：oそしてFBRについてもヨー

ロッパ諸国間，つまりイタリア，西ドイツとこの

ような協力が行われて贈ります。

　田下議長　長時間にわたりまして，非常に貴重

なご意見を戴き，大変有難うございました。この

議論が今後実のりのある対話の行われる礎となる

ことを希望いたしまして一言とりまとめを申し．上

げたいと思います。

　原子力の研究開発段階からいかに．して円滑に産

業化に繋ぐかという最初のテーマにつきまして，

まず．議論して戴きましたが，このプロセスは国の

予算で運営されている動力炉・核燃料開発事業団

と原子力関係の機器を製造するメーカー各社，そ

して原子力のユーザーである電力会社の三者がど

のような有機的な結びつきをすべきかという視点

からいろいろなご意見が出されたわけです。この

点につきまして，第一に動燃事業団と民間企業の

一層の協力推進を強調したいと思います。瀬川さ

んのキー・ノートでご指摘がございました通り，

勤燃のプロジェクト担当者の3分の1は関連業界
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80社からの派遺エンジニアだということで，そ

の緊密な協力ぶりが窺われるわけです。このよう

にまずは人材交流が協力准進のベースになること

は疑がいないことと思います。

　FBRの開発について申しますと，動燃を中心
として「もんじゅ」を推進中ですが，佐波さんか

らご指摘のありました通り高速炉エンジ麟アリン

グ株式会社という原子カプラント・メーカー4社

の合弁エンジニアリング会社が設立されて掌り，

その・合弁会社が動燃とメーカーとの技術の橋渡し

役として有効に機能することが期待されて彫りま

す，、特にFBRの実証炉以降につきましては堀さ

んからの齢話がありましたように，電気事業連合

会の中に設置されております高速増殖炉開発準備

室を中心として，電力会社の主体的参加が望まれ

るわけです。このように開発体制を有効に活用し

て，概念設計，基本設計，詳細設計の各段階での

充分な設計能力澄よび品質の高い部品を実際に製

造する能力，さらにはアーキテクト・エンジ識ア

リソグ，あるいはプラント全体の総合的なシステ

ム・エンジニアリングを着実に高めていくことが，

今までの大型プロジェクトでの経験が，それほど

多いとは雷えないわが国にとっての…つの重要な

課題であろうと思います。

　最終的なユーザーである電力会社とプラント・

メーカー各社，勤燃のそれぞれが有効に機能し合

って信頼性と経済性に優れたプラント建設を目才旨

し，今後充分な人材交流とノウ・ハウの交流を行

うべきだと考えるわけです。三位一体の努力の下

に是非ともフランスに対する10年の遅れを取り

戻したいものだと思います。

　それから，国の支援体制についてですが，研究

開発から塵業化へのプロセスに齢きまして国の支

援が重要であるという指摘が多くなされて懸り綾

す。私も第1二点としてこの点を強調したいと思い

ます。

　佐波さんからご指摘のあった通り，原子力機器

メーカーにとりまして，開発研究投資率は対売上

高で1979年度で6．5％ということであり，一
般産業の平均に比べて格段に高い水準にあるわけ

ですが，このように研究開発費用のウェイトが高

い原子力産業が1頗調な発展を遂げて行くためには，

国の潤沢な研究開発予算が決定的に重要な要因で

あることは疑いのないところです。充分な予算措

遣を今後とも齢願いしたいと思います。

　な齢，国の予算措置に関連して，末永さんから

国嫁資金の丹毒を得た効果的な投入が必要だとい

うような趣旨のご指摘がございましたが，国の予

算借置を質的な側面で増強するためには，時には

予算制度にありがちな硬直的な枠を突き破って，

民間の研究開発の実態に即した，また民間の具体

的な要請に対応した予算措置を国に望みたいと思

うのです。

　国の支援策につき黒しては，次に国のビジョン

の明確化ということを要望したいと思います。石

渡原子力局長からこの点はご指摘戴いて睡ります

が，いつごろまでにどのような規模で産業化され

るべきかということの明確なビジョンが打ち出さ

れていれば，それだけ研究開発の豊麗づけが明確

になり，民間側も打ち出されたシナリオに合わせ

て人材の育成やノウ・ハウの蓄積を効率的に行う

ことができるわけです。

　蓬た，実験プラントから原型プラント，実証プ

ラントという研究開発の各段階で不連続面の少な

い開発計画を立てていくことが民間の人材の散逸

を防ぐ上で極めて重要であると考えます。この点

特に現在濃縮事業の国産化につきましては，浦田

さんを初めとして遠心分離機のメ…カーの方から

いろいろ示唆に富むご指摘をいただいて齢り壕す

ので，私も強調したいと思います。

　それから，産業化の方策につきましてベンメル

ギさんとカウチマンさんとのコメントから学ぶべ

鳶点がいろいろあると思い記す。

　ベンメルギさんは鷺dFがスーパー・フェニッ
クスのアーキテクト・エンジ嵩ア兼主契約者とし

て…元的な推進体制の下にスーバ…一・フェエック

スの開発に当たっているということと開発当初か

らEdFが参加していることの重要性を強調して

齢られ医した。　150万kWのFBHを1984年以
降18ヵ月に…基の割合で建設するというフラン

スの計画は非常に目を見張るべきものがあります

が，秘訣はやはり一一元的な准進体制にあると書え

ると思います。一方，カウチマンさんは，海軍に

幽きまして，原子力開発のビジョンが明確だった

ということが1950年から60年にかけて初期の
大規模開発の成功を支えたという点を指摘して診

られたと思います。

　このような海外の方からのコメントを踏まえま

すと，明確なビジョンのもとに最終的ユ…ザーで

ある電力会社の積極的参加費含んだ…元的な推進
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体制を指向することが産業化のプロセスをスムー

ズにするための最も賢明なやり方であるというこ

とがほぼ間違いのないことと思います。官民挙げ

ての一層の協力に大きな期待を寄せるものです。

　次に，第二のテーマとなりました原子力機器供

給産業の基盤強化策につきまして取り綾とめてみ

たいと思います。

　原子力機器供給産業は，安全性，信頼性，ある

いは経済性まで含めて，高品質，高精度の機器を

製造するという大役を担う重要な産業でありまし

て，すでに申し上げた通り高水準の研究開発支出

を長期にわたって負担していかなければならない

醗業です。このような産業の財務体質が健全であ

るべきことは今さら言うまでもないことにもかか

わらず，佐波さんのスライドに示されていた通り，

原子力関係支出高が原子力関係の売」：：高を過去に

上回ってきた産業であると雷えるわけです。

　原子力開発の初期にお・ける研究開発支出と設備

投資とが大変膨大な金額に及んだわけですが，原

子力開発計画が下方修正され続けて需要が殊のほ

か伸びなかったために，初期の膨大な投資がまだ

回収し切れないという企業も多いと思います。原

子力発電所の立地の停帯が結果的に機器メーカー

にとって痛手となったということもあり綾す。

　従って，メーカーに対する基盤強化策の最大の

要点は，計画通り原発推進を行って，原子力発電

機器の需要を年々着実に拡大するということにあ

ろうと思います。また．毎隼の需要が極端に上下

しないで平準化されるということがより好駁しい

ことは，人員の手当や製造設備の稼働率の維持，

運転，補修，雨車の面からも嶺然でしょう。

　基盤強化の第2の点とし凌して，メーカーに対

する助成策の工夫について述べたいと思います。

例えば，肋成金，委託金を大いに活用すること，

減価償却について加速償却，特別償却，割り増し

償却などの優遇措置を講じること，それから研究

開発投資について，投資税控除を工夫することな

どの手段で，是非実質的な政策を論じて戴きたく，

これは特に高橋さんに申し上げたいと思い綾す。

　基盤強化策の関連で将来を展望したご意見とし

て輸出競争力の確保について佐波さんがキイ・ノ

ートの中でも触れて齢られ綾すが，第三点と致し

まして，この点についても触れたいと思います。

　わが国は個々のコンポーネントについては，輸

出実績を積んできて論りますが，残念ながら原発

プラント全体での輸出実績は皆無の現状にありま

す。わが国は原発のプラント輸出については，ア

メリカ，’ｼドイツ，　フランス，　カナダ，スウェー

デン，イギリスの後塵を拝した格好にな．って齢り

ます。原子力機器供給産業の収益力を将来にわた

って確保していくためには，品質や性能の面でも，

また価格の面でも充分国際競争力のある原子力発

電プラントの国産化を目指すことが必要でしょう。

堀さんから澄話しのありました軽水炉の経済性を

今後一層確実なものとして，将来価格競争力のあ

る原子力発電プラントを輸出し得る能力を養うと

いうことも今後充分に検討されるべきものと思い

ます。

　石渡原・子力局長と大島さんに国際協力について

触れて戴いたわけですが，発展途上国のエネルギ

ー問題の解決のためにも日本型原子炉の輸出が今

後あり得るかと思います。これは追加して申し⊥

げたいと思います。

　原子力機器供給産業の基盤強化につき癒しては

これくらいに致し楼して，国際的な展開の重要性

にっき綾して最後にまとめてみたいと思います。

　まず，国際協力についてですが，今後の原子力

産業の着実な発展のためには，わが国の原子力平

和利用の政策，核不拡散政策につきまして国際的

な理解を得ていくことが必要で，そのためにも平

和利用の分野でわが国が国際的な研究開発，協力

の実績を着実に積んでいくことが必要だと思い了
す。

　蜜た，現在のこ国間の原子力協定とか科学技術

協定を活用し，あるいは拡充強化して，一国当た

りの研究開発の膨大化に対処し，多国間で研究す

ることが有効でしょう。ということは，例えば核

融合の例からも明らかだと思います。

　ベンメルギさんからご説明のありました通り，

FBRについても望ス・一パー・フェ説ソクスの推

進・母体であるネルサ社にはフランス，西ドイツ，

イタリアの国際的な共同事業体となって；浄り，研

究開発段階における国際協力の非常な好例になっ

ているように伺いました。

　しかしながら，すでに産業化の段階に入ってい

る分野については，供給国間での競合関係も生ず

るわけです。しかし安全性，核拡散抵抗性などの

技術的側面やパブリック・アクセプタンスなどの

社会的側面では引き続いて国際協力体制が非常に

重要ですので，競合関係と協調関係をうまく調和
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させていくということが，今後の国際協力を考え

る上での一つの重要な課題だと思います。

．わが国が原子力平和利用の分野にお・いて，自主

的な技術開発の成果を一一層充実させ，世界の原子

力開発に論けるわが国の役割を明確に打ち出して

いくべきだと思います。平和利用に徹するわが国

の原子力産業界がその存在意義を全うするという

ことを願って止漆ない次第です。

　以⊥，各テーマにわたって皆様のご意見を取り

まとめてみましたが，原子力産業の今後の展開に

つきましては，原子力の開発利用そのものに対し

ての国民の合意を一層強固に形成していく必要が

あり，そのためには宮民挙げての一・致団結した努

力が何にも増して重要であるということを最後に

改めて強調させて戴きまして，私のまとめを終え
た二㌔・と，思し・まいず。
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〔佐波氏スライド〕
㊧膿獄溌灘晶晶油代替鑑一瞬蹴して
最三三

㊧原畢力灘蹴　　幌　網野⑪芳購

　⑳醐発闘標　騰年腱舗⑪⑪～灘⑪銑網

㊧パブリック・アクセプタンスと測地⑳縄遷

　　　　　λ　ラ　イ　ド　国

原勒麟の諜題姪璽璽！

⑳際畢力発電の推逓

㊧薪型蝉への対応

㊧特等力野業の課題：

　　ス　ラ　イ　ド　慧

薩麺魏の縫
㊧稼勲率向上への努力

㊧安全確保：施策の推進

㊥臨本型軽水姫の確立

㊧醐際協力の推進

働核燃料サイクルの確立
　　　　ス　ラ　イ　ド　3
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〔佐波氏スライド〕
欄嘱

　鱒

　麗

　7ゆ

鱒

⑪
⑪
⑪

難
尋
諺
馨0

幡

稼動率⑳輿績

、、
　　、
　　　、　　　　、

、
幽脚 _　　　ノ＼　　　／

　　　、　　！　　＼
　　　　＼ノ　　　　＼！

　　　ぜ！犠恥》岬

　　　蒋間稼鋤麟

一一一 ﾝ備利爾灘

聴聡尋7鱒㈱30釧　麗鵜磯

蜜金研蜘・爽証賦験黙ケが晶一ル ス　ラ　イ　ド　4

ス　う　イ　ド　5
馨水丁丁：良標瀧化

ス　ラ　イ　ド　6

阿魔 灘騒1鍛 総舗灘 総　騨欝弱蔭⑪

第1数 断獄鹸獅瀞ジト
（福鵬第罵慧簿川内1鰍灘か）

第慧次 鋼琴難麟翻

醗
磯儒績性向上

ｱかばく低滅
部Q勤羅陶上 第讐次

（駿荷馨従叢尚詫）
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鴫佐波氏スライド〕

磯際協力の欝欝
　　　　　　　　　　　　脳㎝　

劃

㊧技箭蘭難情報および

選転経験の交換

㊧軽水蜻改良標準化へ⑳

フィードバックおよび，

次期機種の典問醐難

ス　1ラ　イ　ド　7
1

麟燃料撃イタル

紬鯉x蠣
　
欝

　　ウ働ン髄山

プルトニウム
・圓職ウラン

纏倉
轟レヘル　縄レヘル蔑蟹輸
蔑禦物　　　嬉鞭・騎膿糠鹸

〈爾認蛸鯖斜サイクル〉

圏儲灘
惣纒雛灘鰯レ

一准
農4。繍
　嵩逮蝉再然躍濫蠣

ス　ラ　イ　ド　欝

一欝7～



〔佐波氏スライド〕
騨爾

轟マ織

騨鵬戦

傍ン灘翻

面面痴

夢躍納

鵡灘撫姫

械融愈

　　　スケま　は　ル

二瀬晶晶工§亜駕鵬闘
一躍コ　　一＿蕊糺。＿瓢＝＝蓋1鞭麗＝

蜘一＿＿」＝齪欝欝猟・
　一　　戦瀬瀬謝　　　　　　　鰍　謝儂薩蝉）

　　　　　“一岬＿＿㎜＿
般餅　£灘闘

　　　』撚L～　　鰍轟爾募卜）

　　　　鹸　麟　　　蹴一期工膿
一＿盤蹴　　塾膿

　　設謝（鰯灘期）
澱謝　　　　　　＿＿＿礁鱒藝

繋〔三三門門三ヨ

　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　覇

薪型姫璽憂圃

働薪型　騨瀾発⑳樵逸

⑳崖臨界⑳藩臣
㊥塵業化⑳方向づけ　乃イ際，

　　　　　　　薩勤璽麺
　　　　　　鱒原畢力閣発の謝踊酌推逸

　　　　　　愈按衛認許の確保

　　　　　　嚇塵藁葺⑳蘭発投資

　　　　　　鱒原等カプラント⑳輸出戦略
　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　1醤

　　　　　　　　…1総…



〔佐波氏スライド〕

灘鼎
灘⑱翻

磯⑫⑳

鱒⑪⑬

辮囎⑬

綴畢騒騒蹴騒騒規模⑳難織し

7・鱗～7・騰野購、

麟，1ゆ⑬～難，欝⑫欝醗

慧，籔1～霧，⑭⑪⑪躍購

1，鱒鱒灘贈

　騒 　嚇　　　　㈱

ス　讐　イ　ド　旭盤

謎　　臨

7簿農

舗，

灘
人 餓瓢鯉界⑳綴乎力披術蕎

謙
㈱

騰

嚢
灘

雛鑛

脚

⑲

騨灘　鱒　鱒　騰　騰　羅鍵

　　　　ス　ラ　イ　ド　13
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〔佐波氏スライド〕

過巌群集⑳搬翫趨・

1灘隅の比較

叢　餐
灘騰瓢隅

智，覇麟　　　1，⑫翻

一塩

　　　傭円ン，鶴7⑪

　　鶴，曾闘

轍糧　　餓鱒
鱒・窪舗　器，脚

茅

購穂鱒離農～聡警麓　購軸鵯躍膿～憩曝鷹　曙町5⑪隼簾、5曝隼蕊

　　　　　ス　ラ　イ　ド　循尋

原等カブ響ン野⑳輸出戦略

㊧將来の有蟹襟輸出謡講

㊧骸：燃料供給の問題

㊧棚畢国への経済協力・黙過協力

㊧團の露髄性の難揮

　　　　　ス　ラ　イ　ド　15
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駕ッション4「原峯力開発の國際的展開」

　　　　　《　睡1際ノ璽＊ノレ言寸護禽　》

議 長　　垣　花　秀　武　氏　（名古屋大学プラズマ所究所長）

〈ノ〈ネリスト〉

S．こしクノレンド

H［。カルバリヨ

W。シャーマン

田　宮　茂　文

Z，ノミノレトロメ

G。バンドリエス

M。ポ　　ッ　プ

矢田部　厚　彦

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

（国際原子力機関事務総長）

（ブラジル原子力委員委員長）

（在Bアメリカ公使）

（日本原燃サービス㈱常務取締役）

（フィリピン原子力委員会委員長）

（フランス原子力庁産業応用局長）

（西ドイツ研究技術省エネルギー研究技術開発局畏）

（外務省科学技術審議官）



パ ネ ル 討 論

　　　　　　　　　　垣花議長　皆様ご存知の通

　　　　．＿、　　、：り，昨年2月にINFCEの結

　　　　　　．　馬子が出されました。その後8
　　　ド　　　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　セ

　このような国際的な流れの中で，とりわけわが

国は核不拡散のための国際的な制度作りや供給保

証の実現に向けて，積極的な役割を果たしつつあ

り，また今後も果たしていく必要があるものと思

われます。また，本年からはアメリカに新しい政

権が誕生して，より積極的な原子力政策が展開さ

れることが期待されています。

　そのような現状認識の下で，本セッションでは，

原子力の先進国の中でもアメリカやフランスのよ

うに平和利用とともに核武装システムを持ってい

る国，日本あるいは西ドイツのように平和利周の

みのシステムを鋭意展開しつつある原子力先進国，

また発展途上国の中でブラジルのように，原子炉

だけでなく核燃料サイクノレの問題についても，実

績といろいろな希望を持っている国，フィリピン

のような現在いろいろな困難を突破しながら最初

の原子炉を建設している国，こういう国々からの

代表にお集まり戴きまして，今後の世界における

原子力開発の国際的展開のために，有益なお話を

伺い，討論がなされ，さらに一つの方向つげがな

されれば幸いと存じます．。

　ご出席の方々のうち，矢田部さん，ポップさん，

田宮さん争シャーマンさんは，このセッションが

本年次大会での初めての発表の場となりますので，

少し長目に意見を承り，その他の方々からは最初

の日のセッションで大変有益なお話をすでに承っ

ておりますので，討論のきっかげとなるような要

点のみを承りたいと思います。それでは，まず，

日本の外務省科学審議官の矢田部さんに発言をお

願いします。

　矢闘部　最初に発言をさせて戴く光栄を得まし

たことを有難く御礼申し上げます。

　今さらエネルギー問題が，どれほど重要な問題

であるかということをあれこれ申し上げる必要は

　　　　　　　　　、さらさらないとは思うのです

　　　　　　　　ゼが，やはりエネノレギー間題を

　　　。．＿邑湾える場合に，私とし唱まも
　　一　駆路∴ゴ∴iう…度考え直しておかなけれ

蕪！細編簿籍駕
将来のエネルギ～予測ということを考える場合に，

陥りがちな誤りがあるという気がするからです。

　これから20年なり30年なり先の経済予測や
エネルギー需給予測を考える時に，世界に経済的

ないし社会的な混乱が起こらないために必要な最

低の経済成長率は大体どれぐらいかということを

まず設定します。次にエネルギー弾性値を考え，

エネルギー需要の伸びを計算して，その数字と石

油供給の伸びの予測との間に生ずるギャップを考

えます。そのギャップを埋めるものとして，大体

原子力はこのぐらいになっているであろう，ある

いはなっていなげればならないというふうに，将

来のエネルギー問題の解決のための原子力の役割

を，いわば，機能的に決めてしまう傾向があるの

ではないかという気がするのです。これは人々に

幻想を：与えるという意味で，私は非常に危険な誤

りではないかと思うのです。

　申すまでもなく，原子力が今後のエネルギー問

題の上で，いかに重要な役割を持っているかとい

うことは，強調してもし過ぎることはないわけで

すが，その将来性については，あくまでも現実に

立脚した判断が必要ではないかと思うのです。漠

然と従来の原子力の伸びというものを将来に投影

して，それが当然将来の姿であるというふうに考

え原子力の将来の役割はかくあるべきである，か

くあるであろうというふうに考えるのは間違いで

あると思うのです。

　その点でIAEAのエクルンドさんが，先日の
基調演説の中で，その点に触れられまして，非常

に厳しい指摘をされたことに私は感銘を受けてい

ます。ちょっと引用させていただきますと，博士

は次のように言っておられます。

　「1980年代と1990年までの原子力の一
般的な状況を比較すると，一見して我々は現在，
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最低の位置にいるかのように見える。」。それか

らさらに，こういうこともおっしゃっておられま

す。「1990年以降の原子力発電計画は一般的
に減速されそうである。」。つまりこれは現実の

認識としては非常に厳しいものではあるけれども，

こういう冷厳な現実を見つめた上で原子力の将来

というものを考えなけれぽならないということだ

と思います。私は，エクルンドさんのこの指摘は

非常に適切なものだと思います。

　言い換えますと，このような現状が続くとすれ

ば，漠然と期待されている原子力の将来の役割と

いうものは果たされないことになるわけです。ぞ

うすれば我々はその必然的な結果を甘んじて受容

しなければならないだろうということになります。

　そこで，それではこのような傾向を食い止めて，

この際何とか将来原子力に与えられた役割を果た

し得るような上向きの力をどうやったら作り出す

ことができるかということこそ，我々が考えなけ

ればならない課題であると思うのです。

　この点について私なりに2～3議論をさせて戴

きたいと思います。この現状を打破して新しい推

進力を作り出していくには，惰性的なことをやっ

ていたのでは駄目です。この際，革新的な効果の

あることを何かやらなければなりません。しかも

それは平すぐにやらなけれぽなりません。それで

なければ10年後，201年後，30年後に，原子
力が真に果たすべき役割を果たし得るような土手

の基礎を作ることができないことになり剥す。

　また，この何かやらなければならないというこ

とについては，私は原・子力の持っている本質的な

国際性ということと原子力の必要性とがある特定

の国に限られたものではなくて，全世界的なもの

であるということ，そういう二つの意味から申し

まして，何かやらなければならないという行動は，

単なる一国の行勤ではなく，やはり国際的な行勤

でなければならないと’考えるわけです。

　そこで次に，それでは一一体何をやるか，何がな

され得るかということになると思うのですが，そ

の間男に入ります前に触れておかなげればならな

いのは，原子力の開発に係わるいくつかの制約に

ついてです。これは，すでに言い尽くされている

ことですが，私は原子力に内在的な二つの大きな

制約があると思います。

　第1は安全性の問題です。これは廃棄物の処理
ということも含めての広い意味での安全性と理解

　して戴きたいと思います。これは，安全性に係わ

　る公衆の受容，いわゆるパブリック・アクセプタ

　ンスの問題として今大きくクローズ・アンプされ

　ています。

　第2は，原子力が核兵器の開発にもつながると

いうことから生じる，いわゆる核拡散の問題でこ

　の二つの制約を克服しなければ原子力平和利用の

　推進ということは望み得ないと思うわけです。

　　現在原子力がエクルンドさんがご指摘になった

　ような状態に陥っているのも，実はこの二つの要

困が重なっての結果であると思います。私はその

陰には二つの後遺症とでも言うようなものが我々

　の上に重くのしかかっていると考えます。1つは

　パブリック・アクセプタンスという面におけるT

MI事故の後・遺症です。もう1つは核不拡散の面

　における問題で，1974年にインドで平和目．的

　のためと称された核爆発が行われて以来，世界中

　で核不拡散のための措躍が非常に厳しいものにな

　つたことから生じている後遺症です。

　　これらは二つとも決して意味なくして我々の土

。に後遺症としてのしかかっているわけではありま

せん。やはり確かに解決しなければならない闇題

　がそこにあるからこそこういう問題が現在の我々

　の上に重くのしかかってきているわけです。では，

　これを一体どうやって払いのげたらいいのでしょ

　うか。それこそ我々が当面解決しなげればならな

　い具体的な課題であると思います，，

　　まず第1のパブリック。アクセプタンスの聞題

　ですが，私は専門家でありませんし，この点につ

　いて詳しく申し上げる資格はありません。しかし，

　とかくパブリック・アクセプタンスの問題という

　と，まず一一義的に国内殿軍であると思われがちで

　す。当然そういう画が強いことは否定できません

　が，しかし今の世の中は，今ここで起こったこと

　が翌日には地球の裏側に伝播するという世の中で

　すから，やはりパブリック・アクセプタンスの問

題・についても，世界的な規模で物事が考えられる

　必要があるということは確かではないかと思いま

　す。

　　その意味：において，IAEAが安1金基準などの

　面で従来非常に有益な仕事をし，指導性を発揮し

　てこられたことについては敬意の気持ちを述べさ

　せて戴きたいと思いますし，今後もそのような役

割をますます果たして行って戴きたいと思います。

　　しかしながら，私がここで一つ申し上げたいと
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思いますのは，安全性の問題ひいてはパブリック

。アクセプタンスの間題は専門家の間だけで議論

されていたのではいけないのではないかというこ

とです。もちろん専門家の議論が役に立たないと

いうことを申し上げようというつもりは毛頭あり

ません。しかしながら，パブリンク。アクセプタ

ンスという閥題は公衆の問題である以上，専門家

の枠を出て公衆によって理解されなければならな

い，ということをはっきり認識しなけれぽならな

いのではないでしょうか。

　そこで，そういう意味で私がここで一つのアイ

デアとして提唱させて戴きたいことがあります。

それは，原子力の安全性について「賢人会議」と

いったようなものを開くことです。この「賢入会

議」には，専門家の方が参加されてももちろんい

いわけですが，原子力の専門家だげではなく，世

界の人々に精神的に非常な影響力を持っているよ

うな，第一級の人物，申してみればノーベル平和

賞受賞クラスの方々が集まって，原子力の安全性

について議論をし，意見を述べるということが重

要だと考えます。そうすれば公衆への影響力は非

常に大きいのではないかという気がします。

　次に核不拡散の問題に移りたいと思います。こ

の問題についても，もうすでにいろいろなことが

言われましたので，多言は画しみたいと思います

が，私がこの際一つだけ申し上げたいのは，不拡

散の確保ということはもちろん重要ですが，「牛

の角を矯めて牛を殺してはならない。」というた

とえの通り，不拡散の政策，措置というものは，

平和利用の健全な発展を妨げるものであってはな

らないということです。これは初めから非常に判

り切ったことであったはずなのですが多それが若

干行き過ぎの面が見られているように思われます。

この過ちを速やかにもとの常識的な線に戻す必要

があると思います。

　その関連でどうしても触れなければならないと

思いますのは，この面においてアメリカが果たす

べき役割です。これは特に強調したいと思います。

と言いますのは，戦後原子力平和利用の世界的な

規模での振興，そして原子力に関するいわゆる国

際原子力通商と言いますか，そういうものの機構

を作り上げることにおいて，アメリカこそが指導；

的な役割を果たしてきた国であるわけです。その

アメリカがもう一一度原子力平和利用の振興と，正

常な国際原子力通商の復興についての指導性を発

揮する覚悟と自信を回復してもらいたいのです。

そのことを私はアメリカの責任として特に強調し

たいと思います。そういう観点から私は後程シャ

…マンさんからどういう蕊話があるか，非常に期

待を持っています。

　アメリカがその自信を圓復してくれれぽ，核不

拡散という衝での原子力開発に対する制約の問題

は，解決：に向けて大きな一歩を記すことができる

のではないかと思います。

　　　　　　　　　　ポップ　原子力の開発にお

麟麟題謙そ・か雅濃
．
・
．
董ほ

ぱ
へ

難

してきた様々な懸念の内容が，

この会議の中でいろいろ指摘

されてきました、，近年原子力

開発の前に様々な障害物が国

内的にも国際的にも生まれて

きているように思います。時には政策の変更，例

えば核燃料サイクルのバック・エンドにおける各

圏の政策の変化などが見られます。しかしながら，

少なくとも国際的な情勢を見てみますと，事態を

もっとも建設的な方向に動かそうという動きが窺

えます。原子力におげる国際協力システムへの信

頼が，70年代の後半に若干揺るぎましたが，現

在は再び確立されるというか再確立されてきてい

ると思います。そして，新しい原子力開発の展望

が開げてきているように私は感じています。この

原子力開発の転換点は，1年算前の国際核燃料サ

イクル評価（INFCE）の終了によって記された

ように思います。このINFCEは当初は単なる表

面的な話し合いに終わってしまうのではないかと

言われましたが，その検討結果が原子力の国際通

商や協力の新しい合意作りの基礎となる可能性が

生まれてきています。そこで簡単に，INECEの
最も重要な検討結果と国際的な展開への今後の影

響力について考えてみたいと思います。

　まず第一・に，INFCEは，・核兵器拡散の問題は，

元来政治的な問題であって単なる技術的手段だけ

で解決できるものではないと招摘しました。原一子

力平和利用計画が，場合によっては核兵器級の資

材を得るために梗われるかもしれませんが，これ

はさほど容易に実行できることではありません。

またこのようないわゆる誤用を防止するどのよう

な策を予め講じておいても，またその策がいかに

強力なものであったとしても，それが核兵器生産

への動機をなくさせるような政治的な行動の代わ
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りにはなりません。従って拡散の危険は単純に原

子力計画の規摸に比例するものではありません。

また非核保有先進国，例えば日本や西ドイソは，

ここ数年の核不拡散体制の中で最も大きな影響を

受けた国であったと言えましょう。この両国の原

子力開発計画が，平和利用に他ならないものであ

ったにもかかわらず，苦汁をなめた結果に終わっ

ています。一国の原子力計画の拡散の危険性に関

する判断について，INFCEは，その国の原子力

と核燃料サイクル戦略の背景にある経済的な理由

の正当姓ということの：重：要さを指摘しました。

　核燃料サイクル技術についてINFCEは，現在
も将来も，ある種の燃料サイクルが他のものより

も核兵器拡散につながりやすいかどうかについて，

…般的に判断することはできないと指摘している

と同時に，発展途上圏の寸恩，つまり発展途上国

における特別な事情というものを充分に理解しな

げれぽならないと措面しています。核燃料サイク

ル選択の上で，FBRが核兵器につながるとかつ

ながらないといったような議論はできないという

わけです。むしろ核燃料サイクルのいずれが核兵

器につながりやすいかということを語るのではな

く，その核燃料サイクルを選択した国の採算性で

あるとか供給保証あるいは環境的な整合性，技術

レベルなどを考慮しなけれぽならないと思います。

国の事情によってその国が選択する核燃料サイク

ルというのは自ずから変わってきます。それぞ

れの国におげる核燃料サイクル戦略というものを

背景にして判断しなげればなりません。各国のF

BR開発のペースだとかあるいはその中間的な解

決策，例えば熱中性子炉のようなものがどのよう

な形で選択されているかということによって将来

の国際通商や国際協力の規則や規制が考えられて

いかなければならないと思います。

　第三にINFCEは，原子力の平和利用に伴う核
兵器の拡散のリスクを最小にするような方法をい

くつか提案しています。その中には技術的なある

いは制度的な方策や国際的保障措置が含まれてい

ます。このような方策の中でIAEA憲章第12
条A5に基づく余剰プルトユウムの貯蔵システム

を作ることは，その要めとなるであろうし，これ

が将来の展望を開くものと考えられます。このよ

うなシステム設立の煽戸の前提は，現在および将

来にわたってプルトニウムを使うすべての国々が

このような考え方を受け入れ，供給保証と核不拡

散の均衡を上手に図っていくことであると思いま

す。他に解決が残されている問題としては返還廃

棄物の基準作成と同様にIPSシステムと従来の
保障借本シスァムの関係ということがあります。

INFCE後の国際使用済み燃料管理（ISFM）
のアイデアは，核不拡散への観点からは関心が若

干減ったものの，核燃料サイクルの確立まではい

かない，小規模な原子力計画しか持たない国々の

問題の解決には有望なものであると思います。

　INFCEでは，従来の保障措概システムの重要
性と今後の開発の必要性が強調されました。その

一一 wの開発努力と監視の強化が濃縮および再処理

ユ置場の有効な保障借置にとって特に必要だと思い

ます。いずれの場合も先進非核保有国である日本

や酒ドィッは，特別の責務を持っているといえま

しょう◎保障措置やIPSでは，今後の動きに両

国は充分に注意を払って，回すでに十二分に保障

措置が施されているような国々がさらに新しいシ

ステムの攻撃目標になって重荷を背負うことのな

いようにしていかなければなりません。この問題

は，積極的かつ維続的な協力によって解決してい

かなければならないと思います。

　第四にINFCEは供給保証の重要性をエネルギ
ー下金保障と核不拡散の二つの観点から重要であ

ると指摘しています。共同のアプロー・チにより，

原子力通商や協力に関する国際規制の信頼を回復

することが重要な問題です。これが新たに作られ

たINFCEのいわば最後の子供であったとも言え

る供給保証委員会（CAS）の責務です。この委

員会は先週ウィーンで第二回会合を開いています。

CASはこの重要な課題に関するINFCEでの世
界の先進工業国と発展途上国の問の有益な対話を

継続する重要な基盤を作ることができると思いま

す。CASは，燃料供給保証の問題を総合的に話
し合うという役割を果たしていくでしょう。まず

供給保証の技術的改善間題に，現存のウラン貯蔵

のための国際ウラン緊急安全ネットワークについ

て協議したりあるいは計画の枠組みの改善を提案

することなどの対応をしていくでしょう。最終的

には原子力通商体制への共通のアブ・一チが合意

されることができるかもしれません。言いかえれ

ば，時の流れとともに関係各国は，相互に容認で

きるような体制で協力し合えるのだと確信するよ

うになったのです。このテーマについてはっきり

したことを申し土げるには，時期尚早と思います
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が，少なくともはっきりしている一つのことは，

INFCE後，核不拡散体制と矛盾しない燃料供給

保証の体制について共通の理解を持てる見込みが

出てきたということです。

　以⊥が工NFCEの結果ではな：かったかと思いま

す。また，この会議の結果がまだ充分に国際的な

政策の中で生かされていないように思います。ア

メリカにおいてこのような政策が充分に考慮され，

新しいアプローチにつながることを望みます。発

展途上国の間貸を協議する場合に，発展途⊥国の

特殊な状況に対する個々の技術的なあるいは経済

的な解決策が必要なことは明らかですが，併せて，

先進工業諸国との契約の信頼性に依拠する部分が

大きいため，それを支えるものとしての国際的な

制度が特に必要であるということが，はっきりと

理解されます。先程，矢田部さんからパブリック・

アクセプタンスの問題が指摘されました。国際協

力は基本的には国内聞題の解決にはあまり役に立

たないと思います。というのは国内問題は，全く

異った原因を持ち，異った方法によって解決され

なければいけない必要があるからです。しかし国

際協力によって原子力に対する確信を強めていく

ことはでぎると思います。例えば原子力の安全性

や核燃料サイクルのバック・エンドに関する情報

の交換によってこのような確信を築いていくこと

ができるのではないかと思います。現在の原子力

開発の国際的展開は，極めて有望なものであると

思います。新しい推進力が生まれつつあると思い

ます。そして今生まれている新しい推進力を活か

していかなければならないと思います。多国間協

力はIAEAを中心に今後とも展開されていくもの

と思います。IAEAは，多国間調整の核となりな
がら，エクルンド事務総長を中心として従来も活

発な活動をしておられますが，今後ともそれが継

続されていくことが必要であると思います。また

原子力の平和利用に関心のある各国がIAEAを

将来にわたり，支援していく必要があると思いま

す。原子力通商や協力への将来のアブ・一チのす

ぺてが多国間協議の形でできるものではありませ

ん。二国間協力や供給協定をこれから作っていか

なげればならないと思います。私どもは統一され

た国際的な秩序を作っていく必要に鑑み，これら

の動きを調整していかなければならないと思いま

す。そしてこのようなシステム，つまり現在作ろ

うとしているシステムは，普遍性を持つものでな

ければならず，また信頼のおけるものでなげれば

ならないと思います。そうであってこそ初めて将

来の原子力計画の基盤になりえるりだと言えまし
ょう。

　私は先程の矢田部さんのこ発言を強く支持する

ものです。このようないわゆる国際協力の普遍性

そして信頼性を確立することによって，原子力の

果たす役割を高めていくことができると思います。

そしてこの原子力の果たす役割は今後とも大きく

なっていくと思います。

　　　　　　　　涯　シャーマン　原子力の国際
囚〆欝瀬1レ調な三門わ・多くの代表

壽箏》這の方々撚じめ・この繊あ

できれば良かったのですが，皆様にはご理解いた

だけるかと存じますが，この時期，ワシントンは

多忙を極めている状況で，残念ながら実現しませ

んでした。

　日本においてこのような会議が開催されること

も，私にとりまして喜びであります。皆様ご承知

の通り，アメリカは，この会議の主催国である日

本のような重要な国々との緊密な協力関係を重視

しております。レーガン政権は他の分野と同様に，

原子力の平卸利用についても日米両国がこれまで

に培ってきた緊密な絆をさらに充実させていく所

存です。

　本日のセッション・テーマは，「原子力開発の

国際的展開」となっております。皆様方の多くは，

新政権が原子力におげるいくつかの重要な間題に

対して，どのように取り組むのか，私にその詳細

を明らかにするよう望んでおられると思います。

目下，これら多くの政策課題について，その見直

しがワシントンで順調に進んでおりますが，まだ

完了しておりません。ですからもちろん私は，新

政権の取り組みの正確な内容を皆様方にお伝えす

ることはできま母ん。しかしながら，私はアメリ

カの政策の基本的な方向についての感触と政策の

審議において私が承知している重要な点について

皆様方にお伝えすることができます。

　原子力発電はすでに，アメリカの緊密な同盟国

を含む多くの国々のエネルギー需要を賄うために，

：重要な役割を果たしており，この役割を今後もさ
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らに拡大して行くに違いありません。国内的には

レ～ガン政権はアメリカのエネルギ～計画におげ

る原子力発電の利益拡大を実現すること，また原

子力発電計画が抱えている問題に効果的，かつ迅

速に対処することに積極的に取り組んでいます。

我々は，増大する世界のエネルギ…需要を賄って

いくという重要な役割を原子力発電が果たしてい

くだろうと考えています。各国は原子力発電のよ

うな重要な資源から，撤退することはできないし，

また，そつはしないでしよう。

　レーガン政権は発展途上国を含む原子力消費国

の機微な側面についても充分に承知しています。

これらの国々は原子力の供給側との関係が予測可

能であり，信頼できるものであり，また，時宜を

得たものであることを期待しています。我々は，

これらの関係における信頼と信用を回復すべく強

力に取り組んでいます。アメリカはこれらのこと

は原子力の平和利用における通商と核不拡散目標

の効果：的追求の両面において，豊要な要因である

と信じております。・今後アメリカはアメリカによ

る供給の信頼性と予測可能性を高めるべく現行の

諸手続きの見直しを進めることになりましょう。

我々は輸出許可ならびに便用済み燃料管理の問題

に対応するために，より予測可能で，迅速な方法

と基準の開発に努めていくつもりです。

　また新政権は核拡散の脅威を抑制することに確

固として取り組んでいきま、す。核爆発の拡散問題

はアメリカと他の国々がその拡散のリスクと可能

性を小さくする道を，積極的に求めないとすれば，

きわめて深刻な事態に立ち至るでしょう。核拡散

は実際，アメリカのみならず他の国の安全保障，

さらには国際社会全体を危険に晒すことになりま

しょう。ですから，核不拡散は今後も引き続きア

メリカ政策の基本をなすことになります。しかし

ながら，新政権は，我々の他の利益や目的と切り

離しては，不拡散政策を効果的に打ち立て，遂行

することができないということを認識しています。

　我々は原子力協力と，不拡散体制の相互関連問

題についての政策を打ち立てる際に，他の利害に

係わる諸国と緊密に相談してし・きたし・と思って㌔・

ます。供給国と受け入れ国の双方が満足するよう

な原子力協力のための適切な枠組みについて，国

際社会の中で徐々に幅広い合意が形成されていく

ことを期待しているのです。

　これに関連して，IAEAの中で原子力分野に

おける国際協力と通商のための既存の枠組みを改

善する目的を持ったいくつもの国際的な努力がな

されています。これらの努力の中で最新のものは，

IAEAの供給保証委員会（CAS）です。このC
ASは，拡不拡散の要因についての相互受け入れ

可能な考察を行うことによって，より予測可能で

長期的な観点に立った原子力供給保証の方策を考

えることを目的として一年ほどまえに設遣されま

した。先進国と発展途上国，消費国と供給国，核

兵器保有国と非核兵器保有国が，この作業に参加

しています。こうした様々立場の国々が参加して

いるので，極めて多様な，そしてしばしば競合す

る利害を反映した見解を充分，かつ率直に交換す

ることが期待されます。

　アメリカは，CASの作業が，多くの国に合意
された摺針に沿って，原子力協力をさらに拡大す

る土で大いに貢献しうるものと信じています。我

々は，このような観点から，CASの作業に積極

的に参加する所存です。核燃料サイクルと原子力

協力事項に関し，より，現実的で実行できる合意

の形成を進展させるために共に協力していくわけ

ですから，アメリカは他の国々の見解や考え方を

伺うことに大きな興味を持っております。

　さらに，国際的な考慮を払うべきもう一つの分

野としては，核燃料サイクルの，特に機微な物質

を適確に管理するにはどうするか，梗用済み燃料

を充分に管理するにはどうするかと言った問題が

あります。この問題について，IAEAは現在調

査を行っていますが，その～つは国際プルトニウ

ム貯蔵（IPS）で，もう…つは国際便用済み燃

料管理（ISFM）です。原子力発電への要求を
充分に達成するには，プルト謀ウムと放射性廃棄

物の閥題を解決するため，協力していくことが必

要です。

　また，ますます重要となっている原子力への期

待に応えるには，効果的な，信頼できるIAEA
保障借置制度が必要です。もちろん，今日，大多

数の国々は核拡散防止条約（NPT）に加盟して
おり，すべての原子力活動について保障措置を受

け入れています。このNPTと1、AEA保障措置シ

ステムは，原子力の国際協力を進めていくための

重要な礎石です。各国は，保障措麗システムとそ

の能力が，増大する必要性に確実に対応していけ

るように，そしてまた，原子力の国際協力におけ

る国民と国塚の信頼をさらに促進していくために，
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協力する必要があるでしょう。この信頼は，我々

の共通の目的にとって不可欠なものです。原子力

のすべての平和利用において，NPT，　トラテロ

ルコ条約，IAEA保障措置が可能な限り広範囲
に適用されるために協力していくこともまた，我

々の責務です。

　アメリカは原子力問題に関するよりよい国際的

理解を進展させる努力の中で，非常に重要な役割

を果たさなげればならないことを認識しています。

政策，手続き，計画を再検討する際に，この役割

を充分に心に留めておく所存です。我々は現在，

原子力の国際舞台において明らかになってきてい

る：重要課題に取り組むに際して，他の国々と充分

協力して進めていきたいと考えております。我々

はギブ・アンド・テイク，建設的な妥協によって，

国除社会が幅広く合意された共通の立場に到達し，

これによって原子力発電の利用増大のための健全

な礎を提供することができるものと確信しており

ます。

　　　　　　　　　　田宮　今までにジお話にな

　　　　　　　　　つた皆様は各々，自国の政府

　　　　　　　　　において重要な地位を占めて

　　　　　　　　　おられる方々です。引き凹い

　　　　　　　　　て私の方は民間の立場から一

　　　　　　　　　言述べてみたいと思います。

　　　　　　　　　　ご承知のように世界の主要

国で，原子力開発の進め方が大分違います。フラ

ンスとイギリスの場合は政府主導型です，，アメリ

カ，西ドイソ，日本の場合は民間主導型です。日

本の場合は研究開発段階までは主として日本原子

力研究所，動力炉・核燃料開発事業団等政府機関

で行われて，事業化すると民間産業で行われると

いうパターンです。私の考えでは，このパターン

は将来も変わらないと思います。

　原子力発電所の建設，運転，それから燃料加工工

場の建設，運転，さらに私どもが現在計画し：てい

る，商業再処理：工場の建設，運転というような事

業は，日本では民間産業で行われているわげです

が，当然のことながら安全性の面から見ると政府

の厳重な規制を受けておりますし，核燃料物質等

にっきましては，当然のこととして，主として二

国間条約と，これに伴う保障措置のIAEAへの

移管協定に基づく国際規制物質としての規制を受

けています。

　また，これらの規制の内容が技術の進歩や社会

環境の変化によって，あるいはより厳重になり，

または緩和されるということも当然なことです。

しかし非常に急激にこれらのものが不連続的に変

更されますと，これは民間産業の参入誘因を阻害す

ることになります。今までの多くの講演者が申さ

れていますように，原子力はすでに国際化されて

いますので，一国で発生した事故や一国の政策の

急激な変更は，直ちに国際的に伝播します。これ

は矢田部さんのおっしゃった通りです。そして各

国の原子力開発に大きく影響を与えます。特にパ

ブリンク・アクセプタンスへの影響は大きいもの

があります。この点につきましては過去4年間，

日本で原子力開発をしております我々も国内的に，

また国際的丁田についても経験したところです。

また，従って原子力開発に携わる民間企業として

は，原子力を巡る国際環境が非常に急激な変化を

するようなことがありますと，そのリスクを取り

除けないという結果になり，日本の国のエネルギ

ー安全保障上，重要な仕事が頓挫するという形に

なるわけです。只今も申したように，過去2年間，

日本の原子力産業界のみならず，ある意味では世

界の原子力産業界に悩みの種であったことが二つ

あります。

　その一つは，TMI事故の国際的な影響，二つ

には，核不拡散の問題です。幸いなことに，ポッ

プさんが述べられたように，この二つの悩みの種

は，IAEAを舞台とする国際的な努力によって，

少なくとも解決の方向には向かっております。

　例えば，2年4ヵ月にわたって六十数力国の専

門家および5っの国際機関が討議に参加したIN

FCEは，ポップさんが言われたように原子力の

平利利用と核不拡散は両立し得るという，国際的

な合意を得て，昨年の2月にその幕を閉じました。

　また，一昨日，基調演説でエクルンドさんが述

べられたよう鴎TMIの事故後初めて行われた，．

ストックホルムでの原子力発電所の安全性に関す

る国際会議では，原子力発電所の安金性について

の考え方を特に変更する必要はないという，国除

的合意を得ております。

　従って，これらの二つの問題の小康を得ながら，

ら，国のエネルギー安全上必要な原子力開発にこ

れから力を尽くすべき時期ではありますが，一方

で，これらの結論を得て真に国除的に環境を安定

させるまでには，まだ多くの努力が必要であると

思います。
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　．安全性については，各国で現在研究開発が活発

に進められていますが，IAEAなどの場での技
術交流を通して国際的な合意を得ることが必要で

す。特に今後，中小型の捺子力発電所が発展途上

国に下墨されるような時代になると，こういう技

術交流の場を通じて，それらの発電所が安全に運

転されるための国際的な協力が必要だと思います。

　また…方，安全規制の面でも，現在交流が行われて

いますが，さらに一麟の国際的な技術交流が必要だと

思います。

　先ほど矢田部さんが触れられましたが，パブリ

ック・アクセプタンスの面でも，さらに一層の情

報の交換をする必要があると掌状．ます。

　核不拡散については，間題はもっと複雑です。

現在，ポップさんやシャーマンさんが雷われまし

たように，INFCEの結論を基に，　IAEAで，
国際プルト晶ウム貯蔵，国際使用済み燃料管理お

よび供給保証，さらにまた，大型再処理：工場の保

障借置についての国際作業部会などが行われてお

ります。

　ある時点においては，各国間の利益が異なるた

めに，これらのうちのあるものは，その進展が遅

いというようなこともありました。しかし，最近

になって，これらの専門家会議におげる各国の協

力は一一層緊密になり，スピード・アップされてい

るようで，誠にご同慶に堪えないところでありま
す。

　ポップさんが詳細に引用されたINFCEの結論
を見て．戴げればお解りになるように，これらは新

しい核不拡散体制と言いますか，原子力の平和利

用開発を阻害することなく核不拡散の目的を達成

するための，重要な因子については，今言いまし

たようにIAEAの立場で努力が進められていま
す。しかし，総合的に見てみると，繰り返します

が，原子力の平和利用と核不拡散が両立するよう

な，各国が納得するような新しい制度を作るとい

う努力にまだ欠けているところがあるように思い

ます。これらの各因子にエクルンドさんのご指導

のもとにIAEAが非常に積極的に取り組んでお
られまして，そのご努力に対して敬意を表します。

また，今後についても大いに期待するわけですが

IAEAにすべてをお任せして手をこまねいてい
るのでは，進展はおぼつかなく，これらの総合的

な方法と書うか総合的な制度作りについて，やは

り各国がそれぞれの政策を考えて，IAEAの活

動に協力していかねばならないと思います。

　私ども日本の原子力産業界のみならず，各国で

巨大な原子力開発を産業界の手で進めておられる

方々は，今後とも長期にわたって原子力をめぐる

国際環境があまり急激な変化をすることなく，安

心して仕事ができるということが重要ですので，

その点については産：業界としてもできることにつ

いては協力する必要があります。各国の政策を決

定される政府の皆さんに，我々が安心して仕事がで

きるような環境作りに協力して戴くことが大事だ
と＝考えます。

　バンドリエス　予めお詫び致しますが，私がこ

れから申し上げますことは，大半が，今までの講

演者の方々によってすでに．言及されたことです。

単に人口が増加していくということだけを考えて

みても世界のエネルギ…消費は今後の数十年間で

大幅に増加するでしょう。現在世界の人口は40

億，そして2000年までには60億に達し，21
世紀に入りますと，100億人以下に達するでし
ょう。

　この人類の増大する需要に応えていくために，

そして特に第三世界における人々の生活水準を引

き上げていくために多大のエネルギーが必要とな

ります。

　また同時に我々は，現在，石油とガスの埋蔵量

が限られたものであり，また，そう遠くない将来

に枯渇するであろうということを認識しています。

また，　このような：貴：重な資：源は，簡．単に代替エネ

ルギーを見つけることができないような，例えば

輸送機関等の特別の用途のために確保する必要が

あるということも認識しています。

　来たるべき21世紀まで，石油とガスに代わる

エネルギー源としては，石炭と熱中性子炉を中心

とする原子力が考られます。そして21世紀には，

3つのエネルギー源が＝考えられます。一つは，例

えば太陽エネルギーやバイオマスなどの再生可能

なエネルギー，第2が石炭，第3が増殖炉を中心

とした原子力です。

　我々はこれら全てを必要としていますから，こ

のようないろいろなエネルギー源の間には競争関

係はないと思います。原子力は第三世界では種々

の制限のために大規模に，容易に，そして迅速に

開発することは困難だと思います。例えば，充分

な研修を受けた入が少ないということ，産業基盤

が不充分であるということ，送電網が小さいとい
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っこと，それに加えて財政的な問題もあるでしょ

う。ということは，ますます先進国において，原

子力の開発を速やかに行う必要があるわけです。

そうすれば将来の重要なエネルギ～源である原子

力を非常に必要としている開発途⊥国にこれを供

給することができるわけです。この原子力の開発

が，世界の均衡と安全をもたらすものであると考

えます。

　しかし，この原子力の普及は，必ず核拡散四三

を引き起こします。フランス政府は常にこの閥題

を重要視してきました。我々は，原子力を不可欠

としている開発途⊥国への技術移転と，核兵器の

製造能力の世界への普及を回避しようとする努力

と，このこつを両立すべく均衡を図るつもりです。

　正当な必要性を持つ国々が平和目的のためにこ

れを利用しようとするのを否定するということは，

もともとの目的と反対の結果をもたらすかもしれ

ません。恐らく，このような国はあらゆる手段を

使って原子力を推進させようとするでしょうし，

いかなる規制も受けずに独自でやろうとしてしま

つでしよつQ

　それでは，この原子力の開発と核不拡散政策と

を，どのように調整すべきでしょうか。ここで，

INFCE作業部会が非常に：重要な役割を：果たした

わけです。2年間かかって，世界中から何百人と

いう専門家が集まり，多くの資料を用いて問題提

起を行い，2，3の簡潔な考えを明らかにしたわ

けです。まず第1に，INFCEは現在あるこの核
不拡散の板ばさみとでも言うべき状況には，理想

的な解決方法がないということです。確かに現在，

いろいろな種類の原子炉や核燃料サイクル技術に

より，．ある程度拡散を抑えることができましょう。

例えばフランスで開発された化学交換法による濃

縮とか，．研究炉用に低濃縮燃料を硬うことなどで

す。しかしながら，核物質の拡散を完全に防ぎ，

また，原子力の軍事利用を避けるような，奇跡的

な解決：方法がないことは明らかです。ですから，

まず現存の制度の枠組の中で技術的な措置の促進

を図っていく必要があります、，ここでIAEAが大

きな役割を果たすに違いありません。

　しかしながら，INECEはもう一つの重要な教
訓を与えてくれました。核拡散を抑止しようとす

る闘いの中での技術的，制度的な手段の利用価値

というのは最終的には政治的な駆け引きの道具と

しての役割にしか過ぎないかもしない，というこ

とです。

　このような状況下において，私は次の三つの点

を遂行すべきであると思います。しかも今までの

ような抽象的な原則ではなく，より現実的な観点

に立って追求される必要があると思いますQ

　まず第1の点は，ある国の原子力の平和利用に

ついての決定が技術的にも経済的にももっともだ

と思われる場合その決定を尊重するということ，

2番目の点はア核の転用をした場合，その事実が誰

の目にもはっきりと確認されるような技術の使用

を優先するということ，そして3番目には，核物

質，機器，そしてサービスの自由な通商平和利用

を監祝しつつを経済的に見合った形で保証してい

くということ℃すQ

　今日，IAEAの指導の下に供給保証問題が大き

な注目を浴びていることには非常に勇気づけられ

ています。各国の間で信頼の雰圏気をもう一度育

くむ必要があります。

　ここでもう…つ申し上げたいのは，先進．工業国

間の問題です。多くの場合，先進国の産業は世界

の市場で競争をしています。この競争は，もちろ

んそれ自体，技術の進歩といった点で有益でしょ

う。そしてまた，政治的な介入によって歪がめら

れなければ，コストの削減，低減という意味でも

利点がありましょう。しかしながら，多くの分野

では，無駄な努力の重複をできるだけ避げるため，

時間と資金を有効に労う．ため，また，ノウ・ハウ

における進歩を育くむため，さらに，すべての人

が憎げ入れられるような安全基準を設けるため，

そして，パブリック・アクセプタンスをより容易

にするために，工業先進国間の協力が行われるべ

きでしょう。

　過去において，フランスはこのような協力をし

てきました。いろいろな国々との協力をしてきて

いますが，日本とは，アフリカにおけるウラン鉱

床の探鉱と採鉱があり，多国間協力によるユーロ

ディフの濃縮プラントの建設，そしてまたFBRに

関するフランス，西ドイソ，イタリ㌦ベルギー，

オランダ間の金ての面での非常に緊密な協力は，

スーパー・フェニックスの共同計画に如実に表わ

れています。

　これらの例を出発点として，さらに将来の協力

を推進すべきです。特に現在求められているのが

日仏協力です。日仏両国は，先進工業国にあって

エネルギー資源という面では最も脆弱な立場にあ
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ります。ですから，大規模な原子力開発を必要と

る共通の基盤を持っています。かくして両国は，

今までにもまして，特に最新技術での関係強化を

図るべきだと思います。

　カルバリ濁　講演者として最後の方に発言をす

るのは，不利な点もございます。というのは，か

なりのところがもうすでに述べられてしまってい

るからです、，しかしジ逆に新しいところを指摘す

ることもできるので，ある意味では得だとも言え

るかもしれません。私としては丁度良いところで

発言させて戴げたのではないかと思っています。

　電力会社は電力を生産している会社です。つま

り，電力を，採鱒二のとれる適正な価格で，信頼で

きる形で供給しなければならない企業です。経済

的かつ信頼できる供給ということが電力の問題の

基本的な前提です。従って電力供給の間題を＝考える

場合には，電力会社が取り囲まれているさまざま

な制約条件というものを考えて，最も都合のよい

選択を行うべきです。そして将来建設される発電

所の形態がどういうものであるべきかということ

も，そのよ・うな観点から考えなければなりません。

つまり，原子力にするのか，石炭火力にするのか，

石油火力にするか，ガスにするか，水力発電にす

るかということです。

　原子力発電を選択するにあたって，原子力の複

雑な性格に応じた電力会社の体制が整っているこ

とが，第1の条件となります。さらに，原子力の

飛躍的な開発のためには国際社会の支援を得て，

政府が責任を持つ必要があります。原子力に対す

る国民的な合意と政府による確実な推進政策がな

ければ，電力会社はこの原子力という選択を行う

ことはできません。この意味で私は政府が原子力

開発をあまりにゆっくりと行うことは望ましくな

いと考えます。

　原子力開発の第2の条件として，原子力に関す

る一般大衆の信頼が得られなげればなりません。

そのためには明確で信頼のできる方法で，いつで

も豊かな情報が伝達されるべきです。

　第3に，発電所の全運転期間にわたり，品質，

量，すべての点で燃料の供給が保証されなけれぼ

なりません。しかも，できれば，過去において発

生した複雑な問題を避けるため各国ごとに充分に

独立した供給体制を持つべきだと思います。

　第4に，原子力発電所は資本集約的な性格を持

っているので，資本調達が充分にできなければい

けないと思います。フランスは特にこの点を⊥：手

に取り扱われていると思います。

　最後の条件として挙げなければならないのは，

国内的な原子力発電所立地の許認可の間題です。

許認可は，よく整備された技術能力の高い許認可

機関により安全性を高い水準に維持しながらもリ

ード・タイムをできるだけ短くできるような合理

的な形で行われなければなりません。そうするこ
とに：よって最も．安6こな一型＝下において，　安、佃iな：エ

ネルギーを提供できるようになるわげです。中に

は，許認可の決定に43もの省庁が係わる国があ

るようで．すが，改善が必要な問題だと思います。

　このような条件が保証されなければ，電力会社

が原子力を選択することはできません。私はここ

で，新しくユーティリァィ（電力会社）・アクセプ

タンスという雷葉を牽いたいと思います。このユ

ーティリティ・アクセプタンスというのは，原子・力

開発の要めであり，ユーティリティ・アクセプタン
スなしで．ﾍ，国営の電力会社でない限り，原子力

発電開発は不可能です。エクルンドさんのお話か

らも解りますように，原子力発電所の発注の減少

は関係各国に対して財政的，政治的，心理的に大

きな影響を与えることになります。

　原子力産業というのは，適当な発注量がなけれ

ば存続することはできません。原子力技術の研究

開発に向けられる人類の莫大な努力も，年に何百

万人にも土る人材の動員も，発注量が充分になく，

原子力産業が衰退してしまえぽ全く無駄になり，

消滅してしまうのです。まさに，ユーティリティ・

アクセプタンスがなければ原子力開発の将来はな

いというわけです。

　原子力開発にとって望ましい展望を作り出すた

めには，繰り返しになりますが，以下のことが必

慶だと考えます。

①確固たる政治的決断，②矢田部さんを初め皆様

から多くのこ発言があったパブリック・アクセプ

タンス，③現在話が進んでいるCASに見られる
ような供給保証（これは殊に大変重要な問題です），

④有利な条件での資本調達の保証（先程この点に

ついてはご指摘がありましたように，フランスが

ζの問題については…番良い体制ができている国

だと思います），⑤発電所建設のリード・タイム

削減（これは経済性の面から見て不可欠です），

⑥適妾な需要（年に4な：いし5基ぐらいの発電所

グ）注文が必要です）です。原子力産業を健全に繁
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栄させ，製品の質を向上させるためには，このよ

うな条件が整備されることが必要です。

　様々な代替エネルギ～への技術的な解決策はす

でにあるのです。要は，どの代替エナルギ～を選

ぶか，そしてそれを実行するか，ということに関

する断固たる決断にあるのです。

　バルトロメ　フィリピンのような発展途上国に

おいて初めての原子力発電所を建設しつつある経

験から，発言させて戴きたいと思います。

　先程のシャーマンさんのこ発言の中に，私にと

って極めて興味深いものがありました。米語の表

現で言うところの「釘の頭を打つ」ようなご指摘

だったと思います。つまりこれはここで討論して

いる原子力開発の国際的展望の必要性を指摘され

たものだったと思います。

　シャーマンさんのお話をそのままここで繰り返

すことはしませんが，まとめますと「各国にとっ

て原子力の供給側との関係が予測可能で信頼でき，

時宜を得たものでなければならない。」「我々は，

輸出許可ならびに使用済み核燃料管理の間題に対

応するためより予測可能でかつ迅速な方法と基準

の開発に努めていく。」と述べられました。

　私はこの発言を大いに歓迎したいと思います。

私どもフィリピンの原子力発電所1号機の建設に

おいて，この輸出許可の発行が遅れたために，大

変苦労をした経験があります。また，許可手続き

の進捗に従っていろいろな情報が入り乱れ，その

ために混乱が引き起こされたという苦い経験も持

っています。

　最近，聞いたところによりますと，現在でも必

要な部品について，アメリカからフィリピンへの

輸送に遅れが生じておりますが，この遅れがコス

トの上昇などの大きな障害にならないよう神に祈

るのみです。

　先程の矢田部さんのこ発言，正確な引用ではな

いと思いますが「原子力発電の安全とそれに係わ

るパブリック・アクセプタンスについて話し合う

ことが必要である．1ということに賛同します。し

かしながら，原子力発電所の安全性に関する話し

合いを通じて，すべての人が満足するようなパブ

リック・アクセプタンスへ辿り着く道は明確では

ありません。原子力発電が技術的に高度なもので

あるために，充分な説明が行なわれていない嫌い

があると思います。単に原子力という言葉を聞い

ただけで恐れおののいてしまう人々にも原子力を

理解してもらうには，ソロモンの知恵ではなく，

簡潔な説明の方法を考え出すことが何よりも重要

です。確かに原子力というのは説明をし過ぎると，

説明をしている人自身が不安になってくる嫌いも

あります。逆に情報の不足は入間に不安感を植え

つけるものになると思います。誰しも知らないも

の，理解できないものに対しては恐怖感を持つも

のです。また，原子力に対する偏見が強いあまり

どんな説明も聞こうとしないような場合がありま

すが，とても残念なことだと思います。そういう

早々は，原爆に対するならともかくも原発に対し

ても，どんなに説得しようとも，心を開いて正し

い結論を出すための情報を受け入れようとはしな

いのです。

　しかしながら，今後充分な説得をして，そうい

う入の心の扉を開けていかなければ，充分な開発

を促進できるような地盤を作っていくことはでき

ないと思います。そういう意味で，先程の矢田部

さんの提案にありましたような会合を持つという

のは良いことだと思います。

　もう一つ指摘しておきたいことは，緊急事態に

おげる援助の即題です。原子力への依存度が高ま

るにつれて，緊急事態への対応策が必要になって

きています・これは原子力にかかわらず，他のエ

ネルギー一源についでも同じであろうと思います。

発生の可能性は低いとは思いますが，いざ緊急事

態が発生した時の援助については各関係者が充分

に協議し，一般大衆に対する救助策を予め打ち出

しておく必要があると思います。

　現在，フィリピンで原子力発電所が建設されて

いますが，やはり緊急事態におげる地域協力が必

要だと思います。ある一つの地域で，例えば私の

国でもし緊急事態が発生したら，隣国から助けて

戴きたいと思います。そういう際には遠いところ

がらではなく，隣国から助けて戴きたいと思って

います。

　エクルンド　重：要な点は，もうすでにほかのパ

ネリストの方々からご発言がありましたので，最

後のパネリストとして発言するのは大変難かしい、

ことです。まず最初にIAEAの活動について大変

温かいお言葉をいただきましたパネリストの方々

に感謝したいと思います。

　増殖炉が完成しなくても原子力発電あるいは原

子力は，今後とも長く存在するものであると思い

ます。初日に申し上げたように，原子力発電は世
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界の発電量の8％を占めており，」990年には
18％に引き上げられると予測されます。ヨ…ロ

ッパのOECD加盟国の中には，1990年におけ
る原子力発電の占める割合が生平電量の30％に

なるだろうと予想されている国々があります。中

には50％にもなる国があるといわれております

し，フランスでは70％，あるいは75％ぐらい
までを原子力発電で供給する計画だと聞いていま

す。このような工冬ルギ…源を断てるわけがあり

ません

　そしてこのように原子力発電に大きく依存して

いる国々は，必要最低限の供給ができる程度には，

その独立性を保てるような形にしていかなければ

ならないと思います。つまり，燃料供給側の政策

の変更によって受げる影響を可能な限り少なくし

ていく必要があるわけです。ですから多くの国々

が1945年以来機密情報とされてきたウラン濃
縮についてこれを開発する権利を主張しているわ

けです。

　技術間題，特に濃縮技術のようないわゆる機微

な技術の問題は，なかなか難かしいものです。た

とえ非常に機微な燃料サイクル技術であっても，

ある国が開発を決意しさえずれば，その完成を阻

止する方法がないことはこれまでの幾度もの経験

が示しています。これは1945年以来様々な形
で教訓として我々が学んできたものであると思い

ます。一度得た知識を取り消すことは不可能です。

　～方，誰しも小規模の濃縮設備や再懇懇設備の

不必要な増加を望んではいません。これに対して

多国籍燃料サイクル・センタ…など多くの解決策

が提案されましたが，残念ながらこの考え方は今

雷

管轟轟灘

までのところ，政治的な支持を受けていません。

解決策は先日も申し上げたように「拒否の政策」

の中にないことは確かです◎にもかかわらず，最

近，事態は我々の求めているものとは正反対の方

向に進んでいるようで，一つあるいはそれ以上の

山際的な独立した大規模な燃料サイクルの代わり

に，各国に散在する小さな国内的燃料サイクルの

確立に拍車をかけているかのようです。我々は国

際的レベルと同様に地域レーベルで解決策を求めね

ばなりません。そして現在数多くの原子力計画が

拡大している極東地域では，地域別燃料サイクル

の協力の可能性がさらに研究されることになるで

しょう。国際協力というのは大変難かしいもので

すが，国際保障借榿の下で二国間協定を結んでい

くことが，国際レベル，地域レベル両面の問題の

解決になるでしょう。

　1980年代後半には，大型のバルク施設に対
する査察目標が明確にされ，保障措置下に置かれ

るようになるでしょう。その上，すでにこれらの

新しい方法で進められている作業が現在適用され

ている目標を再吟味することにつながるかもしれ

ません。

　1980年代半ばに保証懇懇の対象になる施設数

が急激に増加するわけではないので，IAEA　の

保障措置の仕事がそれほど多くなるとは思ってい

ません、，私個人としましては，査察官が個々の運

転員に張りつくような形の査察方法をとることは

不可能だと思います。1980年代には新しい形

として，加盟国がこれまでの経験に基づいて保障

借置の適用の基本的な研究に興味を示すようにな

るのではないかと思います。つまり，例えば，国
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際核燃料サイクル・センターまたは国別核燃料サ

イクル・センターの場合に，保障措置は個々の原

子炉の燃料要素を：量るのではなく集中的に行われ

るようになる可能性があります。

　こういう議論は1975年，1980年忌開か
れたNPT再検討会議での検討に基づいて行われ

てきました。1985年の会議においても国際プ
ルトニウム貯蔵や国際使用済み燃料管理について

の検討に基づいてラあるいは供給保証委員会での

話し合いに基づいてさらに協議されるでしょう。

　供給保証，安全性，緊急時援助，放射性廃棄物

管理，情報の公開などについては先ほど来皆様か

らご発言のあった内容に，私も全く賛成です。放

射性廃棄物の管理については，他の産業廃棄物と

同じように考えていくべきことを公衆に気づかせ

なければならないと思います。

　先ほど矢田物さんから，パブリック・アクセプ

タンスについての賢人会議を開いてはどうか，と

いうご提案がありましたが，私は，これにはちょ

っと疑聞があります。というのは聴衆者が，演者

に対して「あなたはそれで報酬をもらっているの

だから原子力推進を唱えるのは当たり前だ」と決

めつける，という事態に私自身直面したことがあ

りますし，他の方々も経験がおありだと思います。

　非常に残念なことだと思いますけれども，私の

個人的な経験から申しますと，まず最初はマスコ

ミ影響のある入たちにもつとよく理解してもらう

ようにすることが必要ではないかと思います。こ

うした比較的少数の人々が現代社会に大きな影響

を持っているので原子力の重要性やその内容を，

そうした報道機関の凹々によく伝える必要がある

と思いますQまた原子力と，この10年聞に我々

が持つに至った他の複雑な技術内容との間にある

共通性を知ってもらう必要もあると思います。

〈休　憩〉

　壇花　休憩の間に私の手元に，2つの質問状が

会場から来ておりますので，それを取り土げたい

と思います。第1のものは，荏原製作所の角谷さ

んのものです。これはエクルンドさんと矢田：部さ

んの意見の食い違いについてのものなので，議論

を進める上にも非常に良い質問だと思います。

　「パブリック。アクセプタンス促進のための賢

入会議を，例えばノーベル賞受賞者レベルの人で

構成するという矢田部さんの提案についてもう少

し具体的な話をして戴きたい。ついてはロ～マ・

クラブ，環境問題についてのストックホルム会議

など，人類の将来を考えてのハイレベルな会議を

思い起こすが，さて，原子力平心利用のパブリッ

ク・アクセプタンス促進となると，具体的にどう

いう段取りで，どういう分野の，どういう人々で

賢人会議を構成するのか。万人に対して説得力の

あるものがそう容易にできるのか。…般の人に，

原子力同好会ではないかと思われるものであって

はいけない。」このような質聞ですが，まず矢田

部さんからお答え願います。

　矢田部　もう少し具体的にとのご要求ですが，

その点，誠にお恥ずかしいのですが，私と．しても

非常に深く考えて，具体的な計画を持っているわ

けではありません。私の申し上げたかったことは，

何・かこの際，人心に強く訴えるような劇的なこと

が必要であるということであり，一つの例として，

例えば賢人会議のようなものを開いて，現在精神

的に道徳的に我々人類に強い影響力を持っておら

れる方々から，入類の将来を考えた場合に原子力

がいかに大切であるか，その関連で安金性という

ものはどういうふうに捉えられるものかというこ

とを，アピールのような形で出して戴きまして

これによって，公衆のこの聞題への一般的な理解

を一層深めることができるのではないかというこ

とから，実は，思いつきのようなことを申し上げ

たので，その点，お恥ずかしい次第です。

　ですから，具体的にどういう手続きで，どうい

う事項をヲどんな人が，どのようにと詰められま

すと，私も実はまだお答えできないわけですが，

私が申し⊥げたものが，原子力愛好クラブであっ

てはならないことは確かです。そういう意味で，

広く精神的道徳的に高い影響力を持った非常に優

れた方々が，前述のようなアピールを出してくだ

さるということは意義があるのではないでしょう

か。それによって，原子力反対という人たちの勢

力をより…層閉じ込めると言いますか，そういう

人たちの力をもっと縮少し，閉じ込めていくため

に，そういう手段も考えられるのではないかと思

ったわけです。

　エクルンド　まず最初に，エネルギー事情に関

するすべての情報は，もう揃っているということ

を指摘したいと思います。このエネルギー事情に

ついては，極めて広範囲にわたった研究が行われ

ておりますから，エネルギ・一事情自体ははっきり
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わかっていると思います。

　ただ，一般大衆はこの実態を理解していない嫌

いがあります。むしろ理解しようとしていないと

言って良いかもしれません。そういう意味で私は

悲観的なのです。究極的には，一般大衆はエネル

ギー事情を，昨日指摘されたように，厳しい状態

で知らなければならなくなると思います。電気の

供給が中断した時，人々は初めて，エネ・レ画一事

情を理解するわけです。しかしその時点で，状態

を立て直すには6～8年かかってしまうでしょう。

そういう意味で，私が先ほど申し上げたことに戻

りますが，マスコミに責任を有する人たちを充分

に教育することによって，ある程度の目標を達成

することができるのではないかと思います。また

もし賢人会議のようなものを開くのであれば，こ

の中には原子力開発反対の人たちも入れるべきだ

と思います。原子力開発賛成派だけでなく，反対

派も含めた会議にすることにより，原子力開発反

対派の人たちは，原子力に代わる代替エネルギー

を何も考えていないということがはっきりすると

思われます。

　垣花　最終的にはエネルギーのイく足でひどい目

に遭わないと，一一般の人々が現状を理解するのは

なかなか難かしいというご発言がありましたが実

は，私自身もそう思っています。

　世の中で非常に尊敬されているけれども，反原

子力を唱えている早々，これは賢入であるかどう

か即題ですが，そういう国々も入れて，むしろそ

ういう人をり一ドするくらいの覚悟がないと意味

がないとも思いますが，その際やはり「今入」の

定義が非常に難かしいと思います。私は賢入かど

うか自信はありませんが，決して原子力で収入を

得ているから原子力に賛成であるわけではありま

せん。しかし，外側から見ますと，彼は鷲いと
きから原子力ばかりやっているから，原子力が好

きなんだろう，と解釈されがちです。ですから，

全くの部外者であって，賢人であると思われる入

を入れることが大事だと思います。しかも，反対

派の方を説得できれば一番よろしいわけです。

　例えば，どういうような方がいいと思われます

か。もちろん，これを作る，作らないという議論

も尽きたわけではありませんが，何か良い考えが

ありましたらお願いします

　カルバリ詔　パブリック。アクセプタンスの聞

題は，大きな問題だと思います，，そして国によっ

て事情が違いますので，全世界に共通するような

処方籔を作ることはできないと思います。ただ，

少なくとも一般的なルールはいくつかあると思い
ます。

　まず第1に，継続的に取り組むべきだというこ

とです。今月これをやって，来月あれをやる，と

いうようなものでなく，継続して，持続してやっ

ていくことが，間題の解決につながると思います。

　第2に，賢人だげでなく，原子力について公平

な見方をしているような信頼度の高い人物を集め

るべきだと思います。そして，その国でよく知ら

れている学者を選ぶべきだと思います。つまり，

最も信用されている人でありρ一般の人々が受け

入れるような形で話しかけることのできる人であ

ると思います。

　第3に，何と言っても，原子力発電所の立地難

打開のための対策なわけですから，4入いるとす

れば3人は原子力賛成派，1人は反対派といった

ような割合がよいのではないかと思います。さら

に，問題は原子力発電所がどのくらいの距離のと

ころにつくられるかという立地点の閥題，周辺の

人口分布の悶悶に大きな注意を払わなげればいけ

ないど思います。

　学界の専門家や教授あるいは若い学生にも，こ

の特殊な問題に参加してもらう必要があると思い

ます。また，当該政府機関の参加も非常に重要で

あると思いますQ

　併せて，原子力に関するいかなる論争について

も，そこに顔を1出し，大衆と話しできるような入

を育てていかなければならないと思います。

　根本的には，人間は非常に1E直であり，真実を

知ろうとする意欲があります。従って我々のすべ

きことは信頼できる情報源からの真実を伝えてい
くことです。

　ポップ　実は私どもは国入会議については経験

がございます。このアイデアは大変興味深いもの

だとは思いますが，中に危険を孕んでもいると思

います。丁度放射性核種の半減期のように賢人に

も半減期がありまして，一つのグノい一プを作ると，

また1，2年のうちに別のメンバー一に取り換えな

げればならないという問題があります。また，賢

人と言われている人の中には，原子力に対して強

く反対している入も択山おりますので，反対派の

人たちがまた別の賢人会議を作ってしまう恐れが

あります。そうすると，結局，ノ…ベル賞を受け
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たような科学者のうち何人が賛成で何人が反対か

ということが判ってしまうような形になります。

　このような状態は決して望ましいとは思いませ

ん。ですから，賢人会議を考える場合には慎重に

考えるべきだと思いますし，また，実際のプログ

ラムをどういうものにしていくかということを良

く考えなければなりません。さらに人も重要です

し，マイナスの効果が出ないように配慮する必要

があると思います。

　また，この閥題について一つ考えなければいけ

ないのは，パブリック・・アクセプタンスというの

は話だけではなくて，経験を積んでいくものだと

いうことです。入に納得してもらうためには，経

験を通して納得してもらわなげればいげません。

　原子力発電所が安金であるという実証をするこ

とによって，反対派を説得できるのではないでし

ょうか。そしてこの経験を確証するに当たって大

切なのは，国際的な経験の交換ではないかと思い

ます。私はそういう意味での安全問題，核燃料サ

イクルに関する国際協力を強調したいと思います。

原子力における経験の基盤は，一国内にあるもの

よりもずっと大きな世界的なものであるというこ

とを，国民に訴えられるようにしていかなければ

ならないと思います。

　政府，産業界ともに抱えている品題は簡単なも

のではありませんが，その問題を国際協力を改善

することによって解決することができると思いま

す。問題解決に当たっては，我々の所有している

経験をすべて活用するべきだと思います。

　田宮　ポンプさんのご意見には全面的に賛成で

す。情報の国際協力は，原子力反対派の間では行

われております。これと同じような交流を，原子

力開発賛成派の間でもっと行うべきであると思い

ますので，この点を強調したいと思います。

　バルトロメ　我々のこの問題に関する経験は，

やはり交換される必要があると思います。そして

経験を伝える時には，．真実を伝えるべきであると

思います。安全に係わる閥題等で，真実を被い隠

すことは止めたいと思います。全く異なった言葉

で話しているようなものになってしまっては，い

けないと思います。科学者の間の意見交換が，実

際的で具体的なものにならなければならないと思

います。ですから，まずどういう言葉で，どのよ

うな事実を話し合うかという定義を設定しなげれ

ばいけないと思います。

　墳花　議論が賢人会議から，さらにパブリック・

アクセプタンス～般の問題の方に広がってきたと

思いますげれども，正にそれでよろしいかと思い

ます。一番大事なのは，賢人会議を作るのも，パ

ブリック・アクセプタンスを獲得することが主な

目的なわけですから。

　矢田部さん，最後に一言どうぞ。

　矢草聖　それでは，私の思いつきによって議論

を起こした責任土，締めくくらせて戴くことにし

ます。先程カノレバリョさんが大変適切に定義して

下さったことを，私は感謝したいと思うのですが，

もしこういう賢人グループというものを作るとす

れば，それは公平でかつ非常に高い尊敬を受けて

おられる方々の集まりである必要があるわけです。

そういう方々からもしアピールがなされるならば，

それが人類の平和と繁栄というもの対して，どれ

だけ原子力が大事かということの認識を一般公衆

の中に植えつける上で，私は多大な効果があるの

ではないかという気がしたわけです。

　だからといって，決して情報の交換といったよ

うな国際的な地道な努力を否定するものではない

のですが，私のポイントはそれだけではなくて，

この際，大いに目につくことをやる必要がある時

期に来ているということだったわけで，その点さ

え理解して戴ければ，何も賢人グループに固執す

るわげではございません。只今のこ議論で私は大

変理解を深めさせて戴いたことを感謝したいと思

います。

　垣花　このパブリック・アクセプタンスの問題

を要約しますと，先程ポップさんが非常に明確に
　　　　　　　　　　　　　　　メおっしゃったのですが，何と言っても安全運転を

続けること，これがパブリック・アクセプタンス

を得る第一の道です。

　第2番目に，政府が確固たる信念を持ってプロ

グラムを推進すること，そして第3一決して一

番重要ではないというわけではありません一
は各国政府による国際的な情報交換や協力への支

援が必要だと思われます。そしてそういう立場で

やっていけば，人間は生き残る本能がありますの

で，原子力を開発することにフィーバーするだう

と思います。

　1982年に「原子力の30年」というIAEA
による国際会議がございますので，そのような席

でパブリック・アクセプタンスの問題も深く論じ

られれば幸いと存じます。
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　それでは，時間がどんどん経過しますので，も

う一つの質問に移ります。これは旭化成株式会社

の三宅さんのものです。これはバンドリエスさん

への質閥です。

　「パネル・ディスカッションから，依然として

原子力平和利用の推進と核不拡散はこ二律背反であ

って，必ずしも解決済みではないという印象を受

けた。フランスは，例えば化学法濃縮技術をその

一一 狽ﾌ解決策として研究しておられるが，今後，

この技術をどのように国際的な核燃料供給体制の

中に組み込んでいかれるご計画か。同じ化学法を

研究している立場からお奪ねしたい、，」こういう

ことでございます。

　ハンドリエス　この独創的な化学処理方法にフ

ランスでは13年前に着手しました。このプロセ

スはそれ以降開発が続けられてきているわげです

が，このプロセスは問題の解決策になるばかりで

なく，また同時に，不拡散への不安を一掃するも

のです。

　ここ数年の動きを見てみますと，この方法は産

業的にも経済的にも好ましいものだと思われます。

そういう意味でこのプロセスは，核拡散抵抗性と

原子力平和利用の促進という大きな二つの命題を

解決するこ．とができるものではないかと思います。

　私どもはこのプロセスを将来フランスだけで使

おうとは考えておりません。濃縮の能力を上げな

ければいけない時には，このプロセスを実際にフ

ランスの中でも便いますし，またこのプロセスは

諸外国の興味も引くことのできるものだと思って

おります。

　特に強調しておきたいのは，今までの実験結果

から見て，このプロセスは中規模プラントとして

経済的にも魅力のあるものだということです。即

ち，大体年間1，000tSWUぐらい，つまり大型

原発10基分の所要量ですが，向こう10年後に
はこのプロセスが世界各国でかなりの需要を見出

すことができるのではないかと思っております。

その間，このプロセスの実用化について考えてい

きたいと思っております。

　カルバリ観　アイソト～プを化学プロセスによ

って分離するという考え方は案外古いものです。

この方法で重水の分離も行われてまいりました。

アイソトープを分離する方法としては，ウランも

ひっくるめて，いろいろな方法が開発されていま

す。そしてこの分野は最も進農が目覚しい分野だ

と思っております。私も個入札にはこの方法は極

めて意義の深いものがあると思っております。将

来は幅広く採用されるようなものになっていくの

ではないかと思っております。

　垣花　核拡散低抗性を持つと思われる化学濃縮

法は，やはり今後も我々が常に注目せねばならな

いと思います。私自身，　27～28年前から，こ

の化学濃縮の最初の走者を務めまして，自分の役

割りは17～18年前に終わったような感じで，

バトン・タッチをしました。日本においては旭化

成で私とは別個に研究をされましたが，進展して

いることを，私は個人的に喜ぶ次第です。

　さて，記聞が大分過ぎておりまずけれども，や

はりもう一一つ重大な出題が残っております。即ち，

核拡散リスクをどんどん狭めるという必要性と，

原子力平和利用とをどうやって結びつけるかとい

うことです。

　この間題については各々の方々がいろいろ述べ

ておられるわけであり，そして事実，IAEAの
下にいろいろな委員会があって，それを実行して

いるわけです。

　そして，先程多少問題が出ましたが，個々の部

門としてはうまくいっているけれども，全体的な

システムと申しますか，制度というものの確立を，

今後はしていかねばならないということです。何

かこの画題に関して短いご意見を，どなたからか

戴げませんでしょうか。

　矢田部　その点につきまして，先程の会場から

のこ質間の中に，不拡散の問題は依然として解決

されていないという印象を受げたという点があっ

たと思います。私はやはり不拡一散と平和利用とを

いかに両立させていくかという問題は，一一気に解

決し得るような性質の問題ではないと思うのです。

　これは，原・子力平和利用をやっていく⊥には，

どうしても常につきまとって離れない廃藩で，我

々は常にこの間題に対処していかなければならな

い，そういう運命を：負っておるということではな

いかと思うのです。

　先程バンドリエスさんが，お話の中で3つ原則

を揚げられて，その原則的なポイントを押えてい、

くことによって，核拡散の危険を防いでいかなけ

ればならないというご指摘があったわげで，私も

その点，大いに賛成です。そして，その3つの点

のうちの｝つが，核拡散抵抗性の強い技術の使用

によって，核拡散の危険を最小限にしていこうと
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いうことであったわけです。それだげではなくて，

バンドリエスさんも触れておられますように，い

ろいろな原子力計画についての技術的かつ経済的

な状況要素が充分，そういう計画を遂行していく

⊥に正当性を持つものであるかという判断とか，

そういうものが端的に言えば軍事目的に転用され

ないことの制度的な保障をどうやって確保してい

くかとか，そういう悶題は常に残るわけです。

　それは，我々は今後とも協力して議論し，詰め

ていかなければならない問題であって，一朝一一夕

にして7これでおしまいといつのではないといっ

ことを，私は一言だけ申し⊥げておきたいと思い
ます。

　垣花　只’今の矢田部さんのお話は，いわばバン

ドリエスさんの総合的な原則についてのお考えに

対する補足だと思います。そういう意味で，今後

も核不拡散努力を続けねばならないわけでござい

ます。

　どうやらアメリカの新政権は，平和利用につい

て非常にご熱心なようで，大変喜ばしいことでこ

いますが，この閥題ともう一つ，’核兵器保有国の

核軍縮ということを何とかして推進して戴きたい

ということを申し上げたく思います。核の水平拡

散のみならず，垂直拡散も抑制する，つまり核保

有国の核武装を減少させ，最終的には，これを平

和利用だけに限るという政策が次第に出されるこ

とを望むものです。核抜き武装を持っている｛i嵐は，

何とかして核武装するのではなくて，他国にもこ

れを要求して行って戴かなげれば，平和利用とい

うものの健全な発展も常に脅かされるのではなか

ろうかと思います。

　いろいろ国際政治は難かしい状態であって，本

会議はそういう国際政治を論ずるセッションでは
ございませんけれども，平和利用というものも，

そういう核武装システムの膨大というものには非

常に悪い影響を受けるということを，座長として

頴メントいたしたいと存じます。
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セッション総「核燃料サイクル　バック・コCンドの確立にむけて」

　　　　　　　　　　　《ノ霜宗ノレ言寸言翁）

議長村田浩氏（日本原子力研究所顧問）
・西ドイツに澄ける再処理と高レベル廃棄物管理の政策と開発

　　　　　　　　C。サランダー　氏　（西ドイツ核燃料再処理会社（DWK）副社長）

・フランスに齢ける放射性廃棄物長期管理の産業化

　　　　　　　　」。ラビ氏（クランス放射性廃棄物管理庁長官）

　　　　　〈パネリスト〉

　　　　　　上記の他以下の各氏

E。ウイギン　氏

金岩芳郎　氏

C．サランダー　三

島村武久　氏

野村顕雄　氏

J。ラ　　ビ　氏

（米国原子力産業会議副理事長）

（動力炉・核燃料開発事業団副理事長）

（西ドイソDWK副社長）

（原子力委員会委員）

（日本原燃サービス㈱専務取締役）

（フランス放射性廃棄物管理庁長官）



　　　　　　　　　　村田議長　皆様もご承知の

原子力即発利用を円滑に発展させていくための重

要な課題です。現在わが国でも，その技術開発と

体制の確立に向けての努力がなされて掛ることは

ご承知の通りです。

　このセッションでは，まず前半で凶ドイツとフ

ランスに影けるバック遍エンド諸施設の開発の現

状について講濱を伺い堕その後でこれらの講演に

澄いて出されました幾つかの問題等を踏まえ，特
k再処理並びに高レベル放射性廃棄物対策を中心

とした国際協力の可能性や，今後の対策の進め方

について，内外の専門家の方々によるパネル討論

を行いたいと思います。

　なま㍉念のためにつけ加えさせていただきます

が，放射性廃棄物の中には原子力発電所等から発

生します低レベル放射性廃棄物もありますが，こ

こでは核燃料サイクルのバック。エンドについて

のセソションということで，主として高レベルに

絞って討論したいと思いますので，よろしくご了

承下さい。

西ドイツにおける再処理と高レベル廃棄物管理の政策と開発

西ドイツ核燃料再処理会社（DWK）

扇lj贋サランダメ

　　　器　翫

墾．　はじめに

　西ドィッでは科学者，技．

術者が，研究施設や電力会

社で原子力発電についての

研究を始めた1955年直後

　から核燃料サイクルを完結

1する必要性が明らかとなっ

てきました。核燃料サイクルのバック・エンドの

中心となる再処理，プルトニウムを含む燃料要素

の加工論よび放射性廃棄物の適切な処分が，関連

企業が研究技術省の財政援助を受けて取り組んだ

重要な課題でした。いつでもそうですが，開発と

いうものは，まず研究作業とか実験室規模の小施

設に始まり，その後カールスルーエの小規模再処

理工場（WAK），アルケム社のプルトニゥムェ
場，また放射性廃棄物処分のためのアッセ岩塩坑

といった原型プラントが順次設計建設されました。

　一般産業の生産活動による環境への影響につい

ての意識が，西ドイツ政府内で高まった結果：，い

わゆる汚染者負損の原則が1960年代後半になっ

て法律に組み込まれてきました。’西ドイソの原子

力法の中にも，この汚染者負担の原則が，1976

年の修正法に取り入れられました。このようにし

て西ドイツの電力会社：は，核燃料サイクルを完結

させる責任を引き受けることとなりました。そし

て，そのための諸段階に澄いて適切な調整を行う

ため。DWK：社を創設しました。

　連邦政府，州当局齢よびDWKの緊密な協力に

基づいて，核燃料サイクルを閉じるための，いわ

ゆるエントゾルグング（バンク・エンド構想）が

開発されました。また，それに関連した認可手続

が取られ始めました。このエントゾルグングとい

うドイツ語は，これに対応する適切な英語があり

ませんので，そのままエントゾルグングと呼んで

います。この言葉の意味は，正しい核燃料サイク

ルの諸段階とでもいうようなことで，原子炉から

燃料を取り出してから最終の処分までのすべてを

含んでいます。

　政治的な動向からして，最初の総合エントゾル

※G．，ショイテン　共著
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グング・センター構想（全施設を一ヵ所にまと

める考え）が，現時点では実現不可能であると

いっことになり，それに代わって総合エントゾ

ルグング概念の枠の中で，個々の施設を西ドイ

ソ内の種々の地点に小規模にして設計建設して

いくことが計画されてきました。そして建設後

は…般国民に，このような施設が，環境や国民

に影響を一与えずに運転できるということを示し

て，より良く受け入れられていくようにしてい

かねばなりません。

2，暫定貯蔵施設

　　次に佃々のステップについて説明します。ま

ず最初に，一一時的な貯蔵施設についてむ話しし

　たいと思います。

　数年前かち使用済み燃料の長期的貯薦が，再

処理工場の建設計画が遅れた場合，さらに重．要

　になるであろうと予測されているので，西ドイ

　ッではこの一一時貯蔵の概念を発展させました。

　この施設は，安全で実用的で融通性のあるもの

でなければなり零せんし，その上，必要な施設

　は，後に充分な再処理能力が備わった場合，容

　易に処分することができるものでなければなり

　ません。このような条件を容易に満たすものと

　して，輸送コンテナ貯蔵システムが考えられま

　した。

　積れが輸送コンテナで，長さ4～5m，直径
　1m強のものです（スライド唱）。

　　これは積み澄うしの必要がないことから，人

体への放射線被曝を滅適することができ，また

コンテナを収納する建屋は，できれば単純な産

業用の建物といたしまして，後に他の目的への

転換を図るようにしています（スライド2）。

これは建屋内での放射能の放出が実質的にゼロ

　であるために，可能だと考えられます。またこ

　の種の建物の必要がないなら，湿式貯蔵所のよ

　うな形にして論けば容易に使用を中止できると

　考えられます。

　　この点を配慮して，輸送容器貯蔵施設は，航

　空機事故対策を，西ドイツに澄ける他の原子力

施設のようにとる必要はないと考えます。と．言

　うのは，容器自体がそのような衝撃に対して充

　分な防護策が左されているからです。この容器

は，ファントム戦闘機のエンジンがぶつかった

　としても大丈夫なように設計されています（ス

ライド3，　4）o

　この種の施設の手始めとして，以前，エント

ゾルグング・センター計画のあ．つた地点に近い

ゴルレ…・ペンでの建設が考えられています。最

初に運び込まれたコンテナがここに示されてい

ます（スライド5）。1981年5月までにこの
施設の建設許可が下りるもみと期待して澄り，

また2つ目の施設がノルトライン…ウェストフ

ァリア州のアハウスに建設されることになって

います。我々め予測ではさらにあと2ヵ所が，

今世紀末までに必要になります。

＄。再処理工場

　　1979年5月，ロ…一ワ…・ザクソン州の知事

　がハノーバーの議会で，総・含エントゾルグング

　・センター一は安全性、技術性を考えた．hから実

　鎌取能ではあるが，政治的に見て無理であると

駅留しています。そのために新しい概念を凹い

　出さなければならないことが西ドイツの全州知

事と連邦政府酋相の間で合意されています。こ

　の概念の中心となるのは小規模再処理工場で，

　これについてDWK：社では1980年2月25日
　にヘソセ州運転許可当局に申請を出しています。

　　このスライドに示されているのが，このプラ

　ントの設計図です（スライド翁）。この工場は

年間350tの使胴済み燃料を処理するもので，

従来から雇用の機会の少なかった北ヘッセ地域

　に設琶されることになっています。そこでヘッ

　セ産業施設立地調査会社とともに用地の調査が

行われました。

　…一方，西ドイソ内務省は，原子力に関する立

地基準を発表し，また，ヘッセ州政府は独自に

調査した一般立地基準を発表しました（，本年5

月ごろには，我々の調査の結果をヘソセ州政府

　並びに一一般に公開できるものと考えています。

　これが終わると立地関連項目に沿った申請が完

　了することになります。私の知る限り，再処理

　工場に関して正式な立地基準が発表されたのは，

　今回が初めてだと思います。

　　最近の西ドイツ議会のアンケート委員会の調

　査結＝果に基づき，政治的な議論では，明らかに

　ヘッセ再処理工場（WAIのの実証性を証明す

　る必要があります。というのは，再処理がよい

　のか，もしくは使用済み燃料要素を直接処分す

　る方がよいかについての決定は1985年を目途
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になされるからです。そこで，この工場の主任

務としては，再処理技術のノウハウを実証し，

さらに原子力発電所に関連してこの種の工場の

運転性能を実証するということになります。

　この考えの基礎となっているのは，カールス

ルーエのWAK再処理パイロット工場です（ス

ライド7，8）。これは西ドイツ政府が所有し

て齢り，DWK社の子会社であるGWK：社が運
転しています。この工場は現在修理中です。こ

れは燃料の冷却池ですが（スライド9）次のス

ライドに示すような切断技術も我々が開発した

ものです《スライド1⑪）。1980年5月に，

10年に近い優秀な運転経験の後，溶解剤タン

クの漏れのため現在は修理を行っているわけで

す。WAK：はこの間に115tの軽水炉使用済み
燃料を再処理しました。

さらにWAHの大型：部品であるバンドル切断パ

ルスコラム，電解ミキサー・セトラー，ポンプ，

バルブ等が炉内機器試験施設（↑EKO）で試
験されて測り，この施設もカールスルーエでG

WKにより運転されてい沖す。ζれらの部品は

ほとんどカールスルーエ研究所（K：FK：）で研

究開発されたものです。この場合の研究は，K

FKとDWK：の協力協定に基づいたものです。

鵡。プルト罵ウム再加工

　西ドイツに澄けるプルトニウム燃料の製造は，

　クラフトベルク・ウニオン社（KWU）とニュ

　ーケム社の60対40の出資による子会社アル
　クム社に集中しています。アルケム社は，二重

　目的の燃料製造が行え，リサイクル燃料で25t，

　あるいはF8R燃料で3tの年間製造能力を持
　っていて，現在SNR－300齢よびK：NK一羅

　の高速増殖炉用燃料の製造を行っています。こ

　れはカールスルーエにある同社施設です（スラ

　イド1飛）。

　　この二重目的の製造ラインの中で，一方は高

度に機械化され昨年は25t以上の混合酸化物
燃料が製造されました。この原料として，酸化

　プルトニウム齢よび硝酸プルトニウムの形で供

給されている核分裂性プルトニウム1，500kg

を用いています。これはアルケム社の燃料製造

工場です（スライド型2）。ここで造られた2

万本以上の燃料棒やペレットは優れた照射挙動

を示し，その欠損率はウラン燃料以下です。近

年混合抽出の必要性により共沈燃料の開発が迫

られていますが，この燃料は未照射状態で，硝

酸中への溶解度99．5％というものです。

　ここ数年のうちに，この種の燃料はさらにリ

サイクル燃料としてPWRに装荷されることに

なりましょう。つ綾り，WAKから硝酸化プル

トニウム100k：畠と，フランスのコジェマ社か

ら10年間に供給される19tの酸化プルト謀
ウムのうちの一定量を西ドイツ国内の数基の軽

水炉にリサイクルするものです。

　また，飛行機事故への対策を含めた現在の許

認可基準により，ハナウのアルヶム社のサイト

内に新しい生産プラントが必要となり心した。

この建屋に付属した加工施設が現在計画段階に

あります。WAHからの供給が計画されている

プルトニウムを充分に利用し，1990年代初頭

にはこれを75tの混合酸化物燃料として軽水

炉ヘリサイクルするか，F8H用燃料に加工す
るかということになるわけですが，そのいずれ

にも適用で登るよう設計されています。

　西ドイツでは，現在運転中のプルトニウム加

工施設が，経済的，生態学的な利点から，使用

済み燃料の恒久的貯蔵に対する第…の選択肢と

して，再処理の信頼性に貢献するという点です

でに合意がなされてい蚕す。

5・廃棄物の処理

　再処理から出る放射性廃棄物の処理のための

施設は，ヘッセに計画中の再処理工場の敷地内

に設置されることになるでしょう。そこでは低。

　中レベル廃棄物のセメント固化や《スライド

　雪呂），高レベル廃棄物のガラス固化といった

実証済みの技術を採用することになります。

　晒ドイツの許認可条件に採用されたフランス

のAVM法が，高レベル廃棄物の固化法として
考えられてい馴すが，この他にも，現在ベルギ

ーと共同してパメラというガラス固化法の改善

を実施しています。これはホウ珪酸ガラスを用

いたものです。これは溶解槽からガラスを出し

たところです（スライド哩4）。このように真

空法によって，コンテナの中にガラスを詰め込

んでいくわけです。現在この方法の実証を産業

技術規模で，ベルギーのモルにあるユーロケミ

　ック再処理工場で行っています。同工場では，

そこでこれまでに得られた，高レベル液体廃棄

一191一



物のガラス固化技術を用いています。パメラ施

設のための建設認可が，ベルギー当局から最近

出され，今年の夏の初めにも建設工事が始まる

見込みです。

6．廃藁物の処分

　　1960年代平帯から，’西ドイツでは，岩塩坑

への廃棄物処分の作業が盛んに行われています

　（スライド15）。1964年，西ドイツ政府は，

　ブランウィック近くの以前の岩塩坑（アッセの

　を購入して，放射性廃棄物処分についての広範

　な試験計画を始め査した《スライド腰上）。

　1967年には最初の何本かの低レベル廃棄物の

　ドラム缶がここに処分されました《スライド噛7）。

以来，1978年末まで約12万4，000本の低レ
ベル廃棄物のドラム缶が何ら困難なくここで処

　分され卑した《スライド噛欝）。

　　この活動とともに，中レベル廃棄物の処分屯

　1972年に始まり綾した。これが断面図ですが，

実際にどのようにコンテナにシールを行ってい

　るかということをこのスライドで見て戴くこと

ができ蜜す《スライド咽慾）。このスライドで

　判りますように赤い窓を通じて中の状態を知る

　ことができます《スライド2⑪）。

　　このように西ドイツでは低・中レベル廃棄物

　の処分技術は確立しています。高レベル廃棄物

　の処分もアッセ岩塩坑で開始されていますが，

　これら熱を発生する廃棄物を封じ込めるのに＝岩

塩が優れていることが示されました。ここに示

　されているのは，高レベル廃棄物容器の実物模

　型です（スライド鷺1》o

　　l976年の原子力法の第4次修正により，と

　りわけ処分施設に特定な認可手続が必要となり

　ました。これにより，アッセでの低レベル廃棄

物処分のため¢）認可が1978年末に，中レベル

が77年に更新されないことになりました。こ

れはこの2っの実験施設を修正法の適用除外に

　する措躍を忘れたためです。

　　しかしながらその間，アッセ岩塩坑では，広

　範な研究開発計蘭が進められ，今後何年かは継

続することになっています。また，試験施設と

　いうことだけではなく，アソセを廃棄物処分場

　として用いるという黒本決定が下され為した。

　関連する認可手続も間もなく開始されると考え

　られ蓬す。しかしながら，アッセの操業再開は

早くても1985年になると予測されています。

　アッセ岩塩坑の操業経験に基づいて，すでに

述べた総合エントゾルグング。センター構想の

枠内で，ロ…一ワー・ザクソンのゴルレーベン地

域の岩塩坑に大型中央処分場が計画されていま

す《スライド2勲）。ここがゴルレーベンです

（スライド2諺）。大きな岩塩坑が写ってい心

す（ス箏イド轟轟）。

　西ドイツ物理工学研究所（PT欝）は，西ド
イツの放射性廃棄物の処分担当当局として，ゴ

ルレーベン処分場の認可申請を1977年7．月28

日に提出し煙した。前にも述べ遇したがローワ

ー・ザクソン州知事は，1979年5月に安全面
と技術面から，エントゾルグング・センターの

実現可能性を公表し幽したが，政治的な理由か

らこのプロジェクトの続行を拒否しました。し

かしながら，知事はPT8に対し，ゴルレーベ
ン岩塩抗の調査開始を求め，同州政府がゴルレ

ーベンの使用済み燃料貯蔵所の適性が明らかに

なった時点で。放射性廃蘂i物の処分を認可する

ということを宣言しています。従って，PτB

では約300k㎜2の範囲で，100個所の特に水
の状態を調べることを中心としたボーリングを

行い，5つの深い試錐孔を含む広範な調査を開

始して，岩塩坑自体の構造も調査しております

《スライド驚5）o‘

　前に述べた5番目の試錐作業は，現在続行中

で次の段階としてシャフトを入れることを考え
ています《スライド中墨）。このように水文地

質学的なボーリングはすでに完了して，その結

果も評価されていますし，蓬た4本目2，000m
の深い試錐作業が完了しました《スライド27）。

　しかしながら，まだゴルレーペンの岩塩坑を

貯蔵所として使うことを断念しなければならな

いような事実は，目下のところ出ておりません

《スライドゑ霧）。敷地内で原子力反対派のデ

モがあったために，試錐作業が妨害なく続行で

きるように核物質防護対策が取られました。

　次の段階としてシャフトを．入れる場所を探し

てゑり，そのための認可申請並びにシャフトを

入れた後の岩塩坑内の詳しい調査を行い，1990

年初めには高レベル廃棄物の処分場として利用

できるようにしたいと考えております。ついで

ながらこのスライドは先般ゴルレーベンを訪れ

た日本の代表者の方々です（ス夢イド窯彗）。
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PTB等とエントゾルグング構想について意見
交換をして行かれました。

7。結　　論

　西ドイツに齢ける原子力発電所のエントゾル

　グングは成功裡にまた慎重に行われてい袋す。

延べ3，000人の特別：な訓練を受けた専門塚が，

残る課題の解決に取り組んでいますが，その目

的はスケール・アップに対するものです。

　さらに，今後必要となる施設が，国民や環境

に与える影響を減少させるため我々は日夜努力

しており，近い将来原子力へのパブリンク・ア

クセプタンスの度合いが再び高くなるものと信

じています。
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フランスにおける放射性廃棄物

長期管理の産業化
フランス放射性廃棄物管理庁

畏官

　」．　　　管　　　　ビ

　　　　　　　　　1．　問題の範囲

　　　　　　　　　　人間の活動，そしてあらゆ

　　　＿譲・　　　　るエネルギー一の生産には，廃
　　　　む　　もゲ

理の産業化が迫られるときが来るでしょう。

　現在フランスの原子力計画は，非常に大規模で

あり，2ヵ月に1基の割合で原子力発電所の建設

に着手する予定になっています。そして，核燃料

再処理計画もこれに伴って進められています。こ

のように初めて原子力発電所と廃棄物管理が効率

的に連携され，これをきっかけとしてフランス政

府は廃棄物管理に本腰を入れて取り組むことを決

定し，産業構造を整備し，廃棄物処分に当たるこ

とになりました。そして1979年11月の閣僚
レベルの決定によりフランス原子力庁内に，放射

性廃棄物管理庁（ANDRA）が設立されていま
す。

2．ANDRAの概要
　このANDRA設立の目標は，まず第1に廃棄
物処分センターの立地，設計，建設を行うことで

あり，2番目として，この廃棄物処分センターの

管理を行うこと，そして3番目としては，放射性

廃棄物の処理と貯蔵の基準を確立していくという

ことです。そして4番目には，これらのための研

究開発を行うということです《スライド1）。

　ANDRAの設立は，フランス当局が規制機関
とモニタリングを行う機関，そして産業活動の機関

をはっきり分けようとしたことを反映しています。

すなわち長期の廃棄物管理が産業レベルに達した

ためにANDRAが設立されたわけです。

　ANDRAは，特に政策および産業化について
検討や助言を行います。またこれに関し，安全監

督機関は自らの決定を上部の管理機関に提出する

義務を負っています。特にAND汎A白身は，経
済および安全レベルの最適化に関する高次元の管

理を行う機関として明確に位櫨づけられています

《スライド2》。

　現在ANDKAには20人の職員がおり，この
うち15入が管理職員です。本部はパリにありま
す。

3．総合的な産業化へのアブ騰一チの必要性

　原子力計画が始まった初期の頃は，廃棄物処分

のコストは，厳密な意味で全体の廃棄物管理費の

10～20％こを占めるに過ぎないものでした。す

なわち，処理，輸送ヲそして処分という3つのプ

ロセスがありますが，このコストの如可は処分の

考え方に直接関係しています。ですから，まず予

めこの処分の考え方を決める必要があります。そ

れによって，上流部門（処理と調整）の録事計画

をより効果的かつ経済的なものにするよう考える

必要があります。このことは原子力発電所の促進，

そして再処理施設の計画の促進につながるもので
す、、

　またANDRAの産業化へのアプロ…チにはい
ろいろな要因が入っていますが，初めの段階から

『最終的な貯蔵センターまでのすべての過程でこれ

を最適化していくことが必要です《スライド3》。

　これにはANDRAと廃棄物発生者側との協力
が必要であり，また．協力することをフランス幽局

も望んでいます《スライド魂》。

4。　産業管理の概念

　この長期の廃棄物管理に関する閲題は，本質的

にほかの廃棄物の管理と関連性があるものです。

他のいかなる廃棄物にも，また産業活動全般にも

言えるように，第…に必要なことは，要求を見極

め，それに応えるということ，つまり廃棄物の発

生と輸送量の予測ですQそして二番目には，処分

の構想を次のように定義することが必要です（ス

一19駈一



ライド5》。

　④技術的に可能な方法であること，㊥経済的で

あること，（∋安全基音を満たすこと，㊥一般大衆

に受け入れられるように簡素で解りやすい方法で

あること，以⊥です〇三番目に最適なサイトある

いは少なくともサイトの種類を選ぶ必要がありま

す。現在のところ放射性廃棄物処分の塩路となっ

ているのがこのサイト選定の問題です。まず，こ

れに対する積極的なアプローチに着手することが

必要で，これによって一貫姓を持った最適な選定

方法を決定をしていくべきです。

　つまり，その項目としては，第一に技術的な仕

様の決定です。これをいス）いうな廃棄物の範田無に

従って，その処理条件に合った技術を考えるとい

うことです。そして次に品質保証です。これによ

ってANDRAはフランス当局の方針が守られて
いることを確認しています。三番目には，長期廃

棄物管理に適した研究開発計画です。

5．　ANDRAの事i業計画
　ANDRAへの廃棄物の搬入の予測が貯蔵政策
にとっては非常に重要な問題です。過去数年間，

中長期予測の正確さと，信頼性を高めるために非

常な努力がなされてきました。このスライド6は

年間の搬入量と累計量を3つの廃棄物レベル別に

示したものです《スライド6》。

　中，低レベル廃棄物は今世紀終わりまでには約

90万祝3になると思います。またα廃棄物は3万

5，000初3，ガラス固化体は1，650辮3になるもの

と思われます《スライド7》。

　次のスライドはレベル別に見た搬入の割合です

《スライド8》。

　低レベルについてはEdFやコジェマ社の過去の

結果を反映して見積もったものです。
　次のスライドは今年の廃棄物搬入予測です（ス

ライド9）

　全体では約2万隅3です。しかし，この予測は，

原子力施設の解体などから発生する多くの廃棄物

を網羅しているものではありません。

　顧客について見ると，現在ANDRAには10
の大口の顧客と3，000の病院，大学，研究所，各

種産業を含む小［］の顧客があります。

6．フランスにおける廃棄物処分の産業政策

　フランスの廃棄物処分政策もほかの国と同様に

4つの主な要素から構成されています（スライド
で0）。

　まず第1は，放射性崩壊という利点の利用で，

2番目が入間の介在と水の挙動のリスク，3番目

が入口障壁の効果の持続期間，4・番目には廃棄物

碁盤と処分の全費用です。このような4つの要素

を最適化しようとすると次のような結論が得られ

ます。我々が少なくても300年間にわたり，効

果的でその期間処分地からの放射能洩れを監祝す

ることができる障壁を持つために，短寿命または

非α廃棄物の浅層貯蔵を行うこと，2番目には，

α廃棄物を目に見えないところで人が触れること

のないよう水の挙動を考慮して深層貯蔵すること，

3番目には，地表または深層部で予め冷却期間を

置いた後にガラス固化廃棄物の深層貯蔵を行うこ

と，この3点です。

　フランスのβ，γ廃棄物処分は将来300年以

上にわたり隔離が可能な特別の浅層処分（コンク

リート詰めし，被いをして水密を保つ）が検討さ

れています。

　β，γ廃棄物の処分を行うため，ANDRAは
フランスの北西部にセンターを一つ持っています。

フランスではこのセンターをCSMと呼んでいま

す。CSMは目下ラ・アーグの再処理工場に近い

ところで1基稼働中であり，ラ・マンシュ貯蔵セ

ンターと呼ばれています（ス夢イド11）。東南

部にもこのようなセンターを設ける予定です。こ

ちらはCSFと呼ばれています。

　ここは12haの面積があり，その貯蔵能力とし

ては30万窺3ですが，そのうち12万賜3が1969
年の操業開始以来現在までに便われています《ス

ライド12》。

　次のスライドはCSM貯蔵センタ…の…次貯蔵
設備です《スライド釜3）。

　次のスライドは，α廃棄物の…次貯蔵設備です

（スライド14》。

　施設は地下と地表のものがあり，この上に粘土

を置き，さらに土を盛るということを行っていま

す。スライドにあるのはコンクリート・ブロック

で，これはEdFから搬入したものです《スライ

ド15》。

　次のスライドの貯蔵個所は，EdFや，コジェ

マ社から搬入されたドラム缶やブロックです。病

院とか大学からも搬入されています（スライド1

6》。
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　このスライドはドラムとブロックの貯蔵個所で

す（スライド壌7）。

　これは照射ドラムの取り扱い状況です《スライ

ド奪8）。

　照射ドラムは地下に置：き《スライド19），そ

の⊥に粘土を載せます（スライド2⑪》。

　数年後には植物の育っているのが見られます

（スライド21》。

　次のスライドは2番目の貯蔵センターであり，

フランス南東部のビュジェ近郊に計画中です（ス

ライド22）。
　次のスライドはウラン鉱山を写したものですが

《スライド23、2矯），ここでのウラン採鉱は

1年前に終わりました。

　次のスライドは，新しいサイトのスケジュール

で，玉979年にプランが出されました（ス夢イド

25）。
　昨年の3月にまた新しく許認可申請が出されま

した。そして5月，6月に地元との話し合いもう

まくまとまり，私どもとしては，今年の6月には

この許可が正式におりるのではないかと考えてい

ます。現在順調に準備が行われており，年末まで

にはさらに具体化し，1983年目初期には最初
の運転が開始されるであろうと考えています。

　次にα廃棄物対策について：述べます。フランス

の政策では，α廃棄物は中層部に貯蔵されます。

ANDRAの計画は，最初に地下処分施設を建設
することで，CSFと同じところかまたは新たな

他のサイトで行う予定になっています。ANDRA

としては，新しいα廃棄物センターの建設を19

86年に完成させる予定です。さらに，CSMな
らびにCSFの容量拡大を行います。これは逼迫
した要請に応えるためです。

　次にガラス固化について述べます。このガラス

矧化は，フランスで選ばれた廃棄物処理の…つの

方法で，ガラス固化体は現在その生産サイトで地

表に一次的に貯蔵されています。

　次のスライドはガラス固化廃棄物の貯蔵施設を

示したもので，マルク・一ルにあります（スライド

26》。

　この施設の貯蔵容量はかなり大きく，10年間
にわたり！0基の原子力発電所から4）廃棄物をガ

ラス固化処理することができます《スライド27）。

　次のスラン1ドは，貯蔵の概念図で，空気冷却が

行われていますくスうイド28）。

　それからこのスライドにはガラス固化のプロセ

スが出ております《スライド29、3⑪）。

　ANDRAは，現在，経済性，安全性の両面か
ら陸地貯蔵に関する最適な処分方法について本格

的に調査中です。特にガラス固化体に係おる解決

策としては，まず第一一に大体150年くらい地表

で完全に固化体を冷却し，それを埋蔵し，一つの

コンパクトな貯蔵ユニットにする方法，第二には

30年間ほど地表の…部で冷却する方法でこれを

後で埋蔵するわけです。しかし，この場合は余熱

の即題があり，大型の地下貯蔵施設を建設しなく

てはなりません。

　第三の方法はコンパクトな地層内貯蔵施設を建

設する方法です。ガラス固化の後数年聞固化体を

貯蔵し冷却する方法です。そして一定の年数が経

った後勢この貯蔵施設を密閉して処分施設にする

計画です。この3つの方法では特にこの3番目の

方法が重要であると思います。もしこのような方

法を用いることができるとしたら，ガラス固化体

貯蔵実証設備を建造して，これによって長期貯蔵

施設の実規模の実証性を試験する計画です。この

地表貯蔵センター一は，1992年に操業を開始を

する予定です。この年にコジェマ社は初めてガラ

ス固化体をANDRAに搬入することになります。
その容量は大体400魏3になると予想されます。

7．　ANDRA1の財政
　他の産業廃棄物の処分と同じように1汚染者負

担の原則」が放射性廃棄物処分にも適用されます。

つまり，廃棄物を出す側がAND醜Aの財源を賄
って，年間の運転費は，直接，発生者側に3ヵ月

ごとに請求することになっています。資本費また

は設備投資は，借入れによって賄われます、，また

処理費用は，毎年廃棄物搬入量の予測に基づき契

約を交わして発生者側が：負担するわけです。

　非常に長期にわたる負担については，年金制度

に適用される方法に倣っています。つまり，若い

新しい廃棄物を賄うということで，資本化に先立

って行われます。しかしながら，緊急の必要に対

しては現在これでもまだ足りないので，事故が起

こった場合の支出をカバーする方法が着々と練ら

れてきています。

　ANDR，Aの最初の5力年計画によると，その

支出は7億5，000万フランで，これには80年
から5年聞の資本支出およそ4億5，000万フラン
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を含んでいます（スライド31）。

　これは低レベル処分コストですが，スライドは

米ドルで表わしてあり大体1ドルが5フランです。

8。運営、エンジニアリングならびに研究開発に

おける援助

　先ほど申しましプこように，ANDRAは非常に
世帯が小さいので，その活動には運転，研究開発，

運営等の面での他からの援助が必要です《スライ

ド32）。

　しかしながらANDRAはその責務を果：たして
行かねばなりません。換言すれば，主たる契約者

であり，また所有者であらねばなりません。最初

の処分センターにおいては，エンジニアリング等

では，他に依頼していく考えですが，ANDRA

は，主たる契約者，管理者，運転者であり，これ

を他に委託することはできません。また研究開発

に関しても，CEAを初め関係諸機関に依頼して
おります。

結　論

　本日はフランスにおける廃棄物管理の産業政策

の粋組みについてお話ししたわけですが，AND

RAが抱えている最も重要な問題は政治的あるい

は社会的閥題です。ANDRAはこのような施設
を造ることこそが，放射性廃棄物処分の間題を，

現在また将来ともに解決し，一般の廃棄物処分と

同様の安全な状態を保つことができる方法だとい

う点を，一般大衆に確信してもらうよう努力を続

けるつもりです。
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パ ネ ル 討 論

　村閣議長　それでは・ただ今からパネル討論を

行います。

　討論の進め方については9サランダーさんとラ

ビさんからは，すでに先籔どご講演な載いて澄り

ますので、こζではまず訟2人以外のパネリスト

の方々から，それぞれの立場から見た今後の対

策，今後の進め方についてご発表載いて・その後

討議に入りたいと思い賦す。

　ただし・私の右側の端に齢られますアメリカ原

子力産業会議のウィギンさんは，とのパネル討論

のため遠くから澄見えになりまし允し、先ほど講

演もなさって冷られませんので・特にウィギン盛

んにはバック・エンドに関する最近のアメリカの

新しい政策の動き・それに対する産業界の見解を

若干時間を取って伺いたいと思って諭り蜜す。

　以上の4人の：方からのこ発言の後で，意見の交

換に入ることにしたいと思い綾す。ご発令の順番

ですが，私から見て右手の：方から順に海願いした

いと思いますのでご了承願い寮す。蚕ずアメリカ

原子力産業会議のウィギンさんに齢願い致し勒す。

　　　　　　　　　　ウィギン　臨しアメリカが

電力需要の伸びに対処するた

め・原子力に依存するとすれ

ば・燃料サイクルのバック・

エンドに関連した若干の問題

を解決する必要があります・

昨年・原子力発電はアメリカ

の総発電量の12％を賄いました。この原子力発

電による環境への影響は小さく・国民の健康への

悪影響もなく，また罰ストも低く・それにより1「

日当たり100万ないし50万bb4の石油の節約
を達成することができました・

　過去数年間，アメリカの原子力を取り巻いてき

た問題の要因をいくつか考えてみましょう。その

中には次のようなものが含綾れています。

　蓬ず新規発電設備への投資をいかなる形式によ

るにしろ困難にしているアメリカの電力会社の財

政上の問題があり凌す。電力会社が顧客に課する

ことが許されている電力料金を管理する民生電力

委員会では・淵ストの高い投資を刺激する料金の

値上げを許して器りません。

　また許認可規制面での不確かさが・弾力会社に

よる原子力発電所の立地，設計・建設の九めの要

求、並びに炉の運転許可条件や時期の予測を不可

能にしております。アメリカ原子力規制委員会

（胴RC）は，過度に長期問にわたる認可プロセ

スをとっており医すが，i発電所を運転する蓬でに

かかる時間が常に引き延ばされるζとで市場の不

安が増して承り物す。過去には5，6年だった竜

のが，現在は10年ないし且4年かかるというの
が現状です。

　また，核燃料サイクルの各分野に齢いて見られ

る混乱もあり賦す。その中で最亀深刻なものは，

連邦政府が廃棄物の永久処分の責任身；果たしてい

ないことです。不幸にして，この決定．並びに連邦

政府側の行動力の欠如が，廃棄物管理問題の技術

的困難を示しているとして，間違って，しかも多

くの人々に解釈されているという問題があります。

このことがひいては原子力の安全性についての広

範な国民の不安感と関心を呼んできました。

　私の避雷時間は限られて澄りますが・ここで原

子力がアメリカに恥いて有力な瓢ネルギ・一選択の

道であり続けるために・解決されなければならな

い核燃料サイクルのバック・エンドに関する4つ

の項目について澄話ししたいと思います。

　まず輸送の問題がその解決が最も簡単であり，

また身近であるように思われ蓬す。

　放射性物質の搬送を含む原子力用資材の鉄道並

びに道路輸送の過去の安全記録から，すばらしい

結果を得ることができました。1971年から79
年の間，放射性廃棄物による事故は、有害物質に

係わる全事故の0．5％以下を占めるに過ぎ綾せん

でした。また，この数少ない事故の中で死亡者や

重傷者が出たことは…画度もあり冒せん。

　本年初頭，運輸省（D◎T）は，放射性物質の

輸送経路の決定を求める規則を発表し熱した。こ

の親則は，連邦政府が地方の条例や禁令に代えて

現在でも非常に低い一沁般国民へのリスクをさらに

減少させるための輸送経路体制を確立するように

したものです。DO働はこの規制の実施を来年2

月まで延期しましたが，ζれは同規則を効果的に

実施するための連邦政府と州との関係の確立を図
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っているためです。

　またg使用済み燃料の再処理の無期延期決定後

6カ月と経たない1977年10月，カーター政
権は政府の承認した敷地外貯蔵（AF窺）のため

の場所へ運び込まれた使用済み燃料を瓢ネルギー

省（DOE）が受け入れ，所有権を保持するとの

発表を行いました。当時このDOEに：よる使用済

み燃料の受け入れ目標年は1983年でした。

　以来9ζの目標に向かっての進展はごくわずか

にしかなされて齢りません。使用済み燃料の貯蔵

：量が累積的に増え続ける一一方で，新規敷地外貯蔵

所の建設や認可を可能ならしめる時間は，ほとん

ど経過してしまい駕した。DO欝は現在1985
年寮では・AF鷺施設は要らないとして澄り楼す

が・それでも新しい施設を設計。建設。認可する

ための時間はほとんど残ってい毒せん。このため

DOEは既存の貯蔵能力の使用に依存せざるを得
ない状態です。

　DO鴛の推定は，1985年に敷地内貯蔵所の
拡張が計画ど澄り完成するという条件の下でのも

のですが・1985年までには敷地内貯蔵施設の
増設がなされないので・運転中原子炉のうちの4

基から出る50㌻Uの使用済み燃料は1985年
まで炉から取り出すζとができません。

　AFR施設は，再処理の再開のためにどのよう

な手順が喫驚れるとして屯必要なので9原子力産

業界が議会に対してDOEに商業用使用済み燃料
の受け入れと所有の権限を与える法律を制定すべ

く要請することが期待されています。また・業界

がD◎Eに対して，次のような艮間会社の貯蔵施

設の買い上げを要請すべきだと思います。すなわ

ち，それらは篇晶一ヨーク州ウエスト・バレーに：

あるニュークリア・フ晶一コ』ル・サービス（NFS）

社，イリノイ州モリスのGE社，サウス．カロラ

ィナ州バーンゥ凱ルのアライド・ジェネラル・ニュ

クリア・サービス社の貯蔵施設です。ウェスト・

バレーでは85tuの使用済み燃料の受け入れ余
；裕があり，モリスでは350tU，ノミーンウェル

は，まだ使用済み燃料を受け入れていないので・

400tuの余力があります。さらにDOEは・
これら3っの施設での使用済み燃料の受け入れ能

力を3年から4年後には3，200tuまで増大さ
せ，5，6年内に1万tu以上にすることを考え
てい蜜す。

　放射性廃棄物管理は9現在業界と政府の見識あ

る人々によって判断されて勝り，かっ技術的な問

題はほとんどないのですが，制度的，政治的な未

解決の問題があるため，業界にとって最も頭の痛

いパブリック・アクセプタンスの問題が起こって

訟ります。さらに連邦政府のこの問題に対する姿

勢が定かでないために…般大衆はますます廃棄物

処理は，現在また将来とも充分な解決を期待でき

ないだろうとの念を深めています。

　昨年になって，初めて，この問題は，今まで長

年にわたって必要とされていた注目を，ようやく

浴びることになったわけです。カーーター大統領は

D◎Eに指示を出し，放射性廃棄物管理の国家計

画の推進を図り賞した◎しかしながら、この計画

は期待を大きく裏切るものでした。

　この計画には・多くの課題を孕んだ目標を，す

っきりした秩序だった内容に書き換えるメカニズ

ムが欠けてい帯す。こういつた計画には確固とし

たプランを立てるべきですし，また予定通り進行

しているか，ところどころにチ皿ック・ポイント

を設けるべきであるのに，これがなかったわけで
す。

　このような状況下で，業界はDOEに対し，本
計画を書き直して各作業の完了予定期日を設ける

ように勧告するでしょう。また業界側は・計画の

立て直しに：よってエネルギー省と原子力規制委員

会が，高レ’ベル廃棄物貯蔵用に・当初計画’されて

いたような4ないし5ヵ所のサイトを設定するの

ではなく，1つのサイトに限定するであろうと確

信しています。議会は漆た，この廃棄物管理に関

する法律の制定を迫られるでしょう。そしてこの

ような法律を効果的なものにするため、特に連邦

政府と州政府の関係を充分考慮していくべきです。

　最後に，原子力規制委員会は，前向きの姿勢を

とって，一一般的な廃棄物に関する現在の政策決定

プロセスの中で，許認可施設からの使用済み燃料

の合理的な安全保証，サイト外処分，貯蔵が9ラ

イセンスの期限が切れる前に実現可能であるとい

う確信を持つべきでしょう。

　次に再処理についてですが・この再処理につい

ての業界全体としての考え方というものは，今ま

で澄話ししてきた問題に比べて，あまり明らかで

はありません。と申しますのは・再処理にはまだ

不明確なことが多いからです。これは別に業界穿

再処理を好まないということではありません。む

しろ反対です。再処理は増殖炉の開発には不可欠
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なものです。ですから・業界は速やかにこれを開

発する覚悟です。業界が不明確だと思っているこ

とは・時期の問題と最初の施設がどの程度首尾よ

く稼動するかという点です。

　ワシントンの新政権は，力恥ター政権によって

なされた使用済み燃料再処理計画の無期限の延期

決定を取り消すだろうと思われます。なぜなら，

この無期限延期の政策は，自己の権利を自ら否定

するものであり・経済的な代償をも伴ったもので

あることが証明されたからです。このような政策

は未だかつてどの原子力推進国竜賛同したことは

あり凌せんし，賛成できる筋合いのものではない
と，思㌔・ます。

　現在の状況を見ますと・ウラン埋蔵量・ウラン

価格・再処理のコスト，そしてこの4年問の政府

の政策や規制に訟ける信頼性と安定性の欠如への

不信感等があり，このような不信感の申で，果た

して業界が近い将来すぐに軽水炉での再利用も含

めた再処理に取り組む道を選ぶべ送かどうかとい

う問題があります。この点で連邦政府が介入すべ

きであると考えてい黛す。ζのことに関連して，

原子力産業の大多数は再処理を支持しているよう

です。同時に例えば「軽水炉におけるプルトニウ

ム酸化物燃料使用に関する一般環境影響報告（G

ESMO）」の手続きを再開するような，再処理
の復興への努力は・増殖炉計画とか軽水炉でのプ

ルトエゥム再利用に関連した何らかの経済的な誘

因作りに併せてなされるべきであると産業界は考

えて澄ります。

　私は主に核燃料サイクルのバック・瓢ンドに絞

って澄話し致しました。それ．が私に与えられた課

題でした。ただ・現在核燃料サイクルは・多くの

問題を凹んで論り照すので・私の話を齢聞きにな

った皆様は，原子力分野でのアメリカの将来に対

して全体として否定的な印象を澄持ちになったか

もしれ罰せん・・しかしながら，私は毛頭そういう

つもりはござい憲せんし，そう信じても診り与せ

ん。ですから・この印象を修正すべく次のことを

申し上げたいと思い陣す。

　この発表の初めの部分でも申し上げ按したよう

に，現在アメリカでは原子力発電は電力の約12

％を占めて澄ります。この電力は現在69基の原

子炉によって生産されて澄り附す。そして1基が

出力上昇中です。また，低出力テストの認可を受

けて澄り蜜すものがあと2基あります。それから，

燃料装荷中が1基あります。さらに81基の原子

炉が建設中で，90年までに運開の予定です。こ

のうちほとんどは5年以内に運開することになっ

ています。これらの85基が商業運転を開始した

暁には、原子力発電はアメリカの電力需要の論よ

そ22％を占めるようになるでしょう。

　私どもは・’今・生産：指向の皿ネノレギー政策を掲

げ，原子力な推進する新しい政権の誕生を見たの

です。この新政権は，カーター政権の国際舞台で

の原子力政策は失敗であったということを確認す

ると信じます。同時に，私は，新政権が他の原子

力推進国との交渉に弔いて，一一方的なアプローチ

を取らないことを期待しています。アメリカが世

界の原子力開発で指導性と協調性を再び獲得する

ためには，新政権がアメリカ国内の問題をアメリ

カ以外の国々の原子力計画の方向や推進力に合致

した方法で，解決するよう努力することを願って

止み窪せん。

　村田議長　それでは次に・島村さんから順に齢

願いいたします。

　　　　　　　　　　島村　日本では原子力発電

　　ダr国　所で発生する使用済み燃料は

原子力に大きな役割が期待されて翔ります。しか

し・ウラン資源もまた日本には億とんどありませ

ん。発電量如何にはよりますが，日本が将来必要

とするウランの量は試算によると2010年に高

速増殖炉の完用化が実現するとしても・2025
年までに約57万tと晃込綾れ、世界のウラン産

出予測量から見て容易に入手出来るとは考えられ

ないのです。使用済み燃料に含解れるウラン澄よ

びプルトニウムを回収して再び燃料として利用す

るζとは日本にとって不可欠の政策であると同時

に，日本のウラン・リサイクルの早期実現による

ウラン資源の節約は，それだけ世界のウラン需要

の軽減にも役立つでありましょう。

　日本は国土が狭少である上に人口も多く，莫大

な使用済み燃料を貯蔵し続けて行くことが困難で

あるという理由屯ござい移すが、再処理によって

得られるプルト晶ウムを燃料として燃してし’まえ

ば，プルト晶ウムを含む莫大な使用済み燃料をそ
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のまま貯蔵するよりは、核不拡散上もはるかに得

策であると考えて理ります。もちろん日本は原子

力を平和目的以外には使わないという固い国是を

持って居り、核拡散防止には細心の注意を払って

おります。この立場から，再処理によって得られ

るプルト晶ウムを国際的な規制の下に置くという

工PS構想についても基本的に賛成であり・その

実現を強く期待して隔ります。

　以上の政策に基づいて日本は：再処理の研究開発

に努めてきました。現在すでに東海村の再処理工

場では，再処理技術の確立を図るとともに再処理

需要の…部を賄って細り心す。より大きな商業プ

ラントについては建設・運転を目的とする民間会

社も設立され，鋭意準備が進められてい．ます。ま

た商業プラントが完成するまでの間は英仏に再処

理を委託する契約ができて曇り・現在までに各電

力会社から約900もの使用済み燃料が積み出さ
れています。

　また再処理によって得られるプルト訟ウムやウ

ランを利用するために，高速増殖炉と新型転換炉

の開発に努力してきました。高速増殖実験炉「常

陽」は1977年臨界に達し，現在7万5，000
kWの定格運転が順調に行われ・原型炉「もんじ
ゅ」はすでに設計を終わり安全審査中であり・建

設準備に取りかかってい籔す。新型転換炉の原型

炉「ふげん」は1紗79年3月に本格運転を開始

しましたが，これに続いて60万kW級の実証炉
を建設すべく、現在原子力委員会に専門部会を設

置して技術・経済両面から検討を行っています。

さらにプルト端ウムの軽水炉へのリサイクルにつ

いても，試作燃料の実炉による実証の準備が進め

られてい嘘す。これらに必要なプルト瓢ウムはイ

ギリスに委託して再処理した使用済み燃料から得

られたものも使用して澄り，昨年は東海再処理プ

ラントから得られたプルト麟ウムが「ふげん」の

燃料に活用される等，日本に澄いてはすでにプル

ト品ウム燃料サイクルが開始されていると言えま

しょう。

　以⊥：再処理に始まりその利用につながる燃料サ

イクルの構想と実状を略述しましたが，今後安金

性を中心としてこれらの技術の向上に努めること

はもちろん，高速増殖炉からの使用済み燃料の再

処理や，核不拡散の見地からの核物質防護輸よび

保障措置実施のための研究開発に屯力を注ぐ必要

があると考えてお・ります。

　原子力利用に伴う放射性廃棄物の処理処分の問

題は昭和31年日本が原子力の研究を開始するこ

とを決意して設立した日本原子力研究所でも・原

子炉に関する各種の研究と同様に真先に取上げら

れた課題でした。それ以来四半世紀・環境の汚染

と公衆の放射線被曝を防止するための研究開発は

遂次高度化していますが》原子炉や燃料等の開発

に比べると，特に高レベル放射性廃棄物の場合．

研究に着手してから日が浅いため・未だ研究初期

の段階にあります。日本では個々の原子力発電所

設置の場合・使用済み燃料を再処理したあとの放

射性廃棄物の処分方法寮での計画の記述を設置申

請者に要求しては齢りませんが，立地に際し反対

者が放射性廃棄物処理処分対策の未解決であるこ

とな理由に挙げる例も多く，原子力発電立地につ

いて国民の理解と協力を得るために避けて通れな

い問題ともなっています。しかし具体的な処理処

分の方法が確立していないとは言え，放射性廃棄

物処理処分対策の基本方針とこれを具体化する推

進方策は，昭和51年に原子力委員会によって示

されてい劃す。蜜た原子力委員会に設けられてい

る専門部会によって昨年この計画の見直しが行わ

れ，従来よりも具体的かつ時系列的にも整合性を

持った計画が提出されました。

　すなわち再処理工場から発生する高レベル放射

性廃棄物は一定期間安全に管理した後，環：境への

影響を充分評価した上で生活圏から隔離するとい

う考え方の下に・「蜜ず廃液は固化処理に適する

状態になるまで減衰冷却させるためタンクに一魂定

期間貯蔵する。次にこれを固化して処分に適する

状態になる楼で一定期間貯蔵する。最後に地層処

分に重点をおいて処分を行う。」という手順によ

ることとしています。

　東海村にある再処理工場から現在までに発生し

た廃液は第～段階としてタンクに充分安全に貯蔵

され，固化に備えて減衰を待ってい綾す。固化に

ついてはホウ珪酸ガラスによる固化を目標として

瓢一ルド試験を進めて来ましたが実廃液による固

化試験も本年から開始し、又固化・貯蔵のパイロ

ット・プラントの設計を進めています。また地層

処分については日本には岩塩層のような地下水の

少ない地層があまりないと考えられることから・

処分の可能性がある地層の調査から始めてこれに

適当な工学的障壁を組み合わせることによって処

分シスアムを構成するという考え方で取り組んで
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います。これらの研究開発，特に処分に・係わるも

のは相当長い年月を必要とし綾すが，実際の処分

を行うまでには滅衰のための一時貯蔵に屯相当の

期間を必要とし，未だ充分な時問的余裕竜あるの

で・最優先の課題として努力すれば必ず［ヨ的巻達

し得るものと信じています。

　最後に国際的な協調について一言させて載き乱

す。原子力の利用は人類の繁栄と福祉のために産

み出された科学の所産である以．上，必然的に随伴

する放射能から人類を守る技術も科学によって確

立されねばなりません。しかもそれは現在の生活

環境を守るだけ’でなく子孫の幸せをも保証する

ものでなければならない，世界共通の課題です。

核不拡散の見地から機微な情報については問題屯

ありましょうが・放射性廃棄物の処狸処分につい

てはもっと国際間の協調を図る必要があるのでは

なかろうかと思います。各国それぞれの事情から

問題解決の手法は異なるにせよ，少くとも哲学は

同じであるはずであり，特に安全の評価・基準の

確立等に国際協調は不可欠です。関係国際機関の

この面に架ける活動な期待するとともに・口慣と

しては多国間であれ・二国問であれ・積極的に協

力して人類の幸せのために原子力が役立つよう

バック・エンドの確立のために努力したい考えで
す。

　　　　　　　　　　金岩　私ども勤燃事業団は，

　　　　　　　　　新しい動力用原子炉の開発と

　　　　　　　　　ともに，核燃料サイクルの実

　　　　　　　　　用化を目ざして，それに至る

　　　　　　　　　技術の確立を使命としてい磯

　　　　　　　　　す。

　　　　　　　　　　わが国では発電用原子炉の

開発実用化に比べて，立ち上りが遅れていた核燃

料サイクルも関係各位のご支援とご努力により，

ようやく実質的な技術開発の見込みをつけられる

に至って旧り，さらに実用化への開発努力が続け

られてい費すが、本日の命題によりそのうちのバ

ック・エンド部門について概要をご紹介し蜜す・

　まず現在の原子力発電所からの使用済み燃料の

再処理について述べ寮す。再処理はウラン資源の

有効利用のため，資源のほとんどないわが國では

重要なステップですが・ア〆リカの提唱による核

不拡散の間題から国際的にも大遂な議論を呼びま

した。そして結周，適正な保障借鼠の下に再処理

を実施することの妥当性が認められました、，動燃

では東海事業所に憶いてゆ昭和4銭年にフランス

のSαN社の設計支援の下G．7も／日規模の再処

理工場の建設に着r　㍉糠穂鉾に本工事を完了，続

いて化学試験、ウラン試験を行い，52年3月こ
れら準備試験を終えましたが，使用済み燃料を使

っての泳ット試験には・日米原子力協定により，

アメリカの同意が必要となっていて簑丁度アメリ

カの原子力政策の変更時期に会い、交渉は難航し

ました。政府旋挙げての関係各位の大変なご努力

により52年1》月暫定協定ができ，99t，2ケ
年限りという条件つきでようやくホット試験の実

施が可能となり愛した。たがちにホット試験を

：緯W鴛，PWRのli国内発電所からの使用済み燃料

により実施し、昨年盆月これを終了しました。続

いて使用前検査（宮庁立ち会い）キャンペ…ンを

昨年3月より開始し，玉慧月末にこれ癒終了し・

合格証を得嬉した、，その織豊3聯8月末，酸回収

蒸発缶のトラゾルのため約1グ年の試験中断をし

て改修を行うという経験も経鳴した。昨年末蓬で

に再処臆した燃料はウランにして約80tとなり
平した。

　再処理に関する日米暫定協定の期限については，

本年壌月末まで延期と壕ってい濃したが，再処理

量の制限9勲琶の残りが約1ゆ亀となり・続いて

の連続操業のキャンペーγでは途中で中止しなけ

ればならぬ状況になり黙したので・政府間交渉が

行われ許した。丁度大統領交替の時期に当たった

ので、本件の基本的交渉を行うところとならず・

6月1日まで50tの再処理量の追加が暫定承認
港　爵！し　譲　　しノゾ～二〇

　現在世界で軽水炉燃料の再処理が行われているの

は，フランスのラ・アーグIJ蜴、西独のWAKと

日本の東海ヅラントのみであって，国際的にも注

隠されていると感じてい’ます。

　東海プラントでは本年1月17日長期連続のキ
ャンペ…ンを開始し，約窃亀．の処理な行いました

ところで，遺：憾ながら溶解槽からの送りジェット・・

ポンプ回路でつ睡りな生じ，蜜た酸回収精留塔の

加熱器の……部に小さなピン’ホールが発生し，酸が

蒸気の凝縮部にわずか洩れ込むことが発見された

ので，再処理作業を…時停止して調査改修を行っ

て齢り在す。改修期間は約1ケ月の見込です。な

戯このトラブルによる外部環：境への影響澄よび

作業者への被曝は全く発生してい按せん。このプ

ラントはパイ蟹ットプラント的性格の設備のため
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予備切り替え設備が不充分であり，一個所のトラ

ブルで全体の作業の流れを止める事になるため稼

働率が悪くなり綾す。しかし実用プラントへの大

切な資料提供のためgいかなる部分をいかにすれ

ば稼働率が高まり，また保守が容易になるかの実

績資料を積み重ねるという大切な使命を果たすべ

く努力して行く考えです。

　次に再処理により得られるプルト鵡ウムの混合

酸化物燃料への回収利用のステップですが・前述

の52年9月の日米暫定協定に澄いて硝酸プルト

篇ウムの酸化プルトニウムへの単体転換は差し止

められて，核不拡散に役立つ混合転換法の開発を

要望されました。これに対して動燃の関係者は可

能性のある種々の方法を並行して精力的に開発を

進め・独自の発想によるマイクロ波を使った混合

転換方法の工学的実用性を確かめこれを選択しま

した。

　日米共同評価の下にこの方法による転換の実施

についてアメリカの同意を得・昨年8月設備の建

設に着手しました。一一方小形の実験施設で転換を

進めていて，再処理からの回収物を使って混合酸

化物燃料体に成形加工し，すでに昨年末にATR
「ふげん」の現地に送り、装荷を待っています。

このようにして再処理からフロント・エンド部門

の燃料成形への道を開発し，サイクルを完結する

事ができるように：なったのです。

　再処理からの回収ウランについては，まず脱硝

された三酸化ウランを二酸化ウランに転換して・

そのま寮ATRの混合燃料用に止めて容易に利用
することを考えて診り，さらに回収ウランの再濃

縮利用のステップの開発研究も進めています。

　再処理から登生する高レベル放射性廃液の処理

については，海外の現状を参考にしながら，自主

技術によるガラス固化法の開発を進めてい懐すQ

工程は蟻酸による脱硝濃縮診セラミック・メルタ

…による溶融を基本としたもので，模擬廃液によ

るユ：学試験を実施中ですが，今年度末からモック・

アップ試験に移行し劃す。一方少量の実廃液の固

化処理試験を行う施設（CPF）は現在建屋は完
成し，内部設備を据付中で，本年度にはホット試

験に入る予定です。

　これら実規模ロールド試験とホット試験双方の

データを固化貯蔵パイロット・プラントの設計に

直接につなげようとしています。この施設は30

奪ないしそれ以上の一時貯蔵を行う設備とする予

定です。

　一時貯蔵後は地層処分を行うことが考えられて

いますが，その研究開発には，スウェーデンのス

トリッパー鉱山の国際共同研究への参加も予定さ

れています。一畔貯蔵の期聞に種々調査も進めら

れますが，将来の実施の困難性も考へて1⑪0年

以上の長期の工学貯蔵の研究開発にすでに着手し

て旧ります。

　　　　　　　　　　野村　当社は、わが国で初

㌔
驚
曙

細

めての商業規模の再処理工場

を建設し・運営することを目

的として，電力を初め，経済

界の主要13業種100社の
出資を得・純民営で昨年3月

1日に発足致しました。そこ

でこの機会に当社の事業の意義，事業の概要澄よ

び当面の課題等につきまして少し述べ「させて戴き

冠す。

　初めに今後のわが国の原子力開発に占める当社

事業の役割について申し上げます。

　昨今の極めて不安定な石湘情勢の中で，わが国

が今後ともエネルギーの安定供給を確保するため

には，石油に代わる皿ネルギー源として，すでに

開発が進み，経済性も優れている原子力発電をさ

らに一一層推進することが最大の課題です。このた

めには，わが国の発電用原子炉は現在ほとんどが

軽水炉でありますので，軽水炉の運転に伴って生

ずる使用済み燃料を再処理し・限られ允ウラン資

源を活用していくことが，特に天然ウランをほと

んど輸入に頼っているわが国としては何としても

必要ですし，また使用済み燃料を再処理し，高レ

ベル廃棄物を安全適切に処理・処分することによ

り．使用済み燃料を安全に管理することが不可決

な課題です。こ¢）ため、核燃料サイクルの要めと

なる再処理輸よび廃棄物の処理を確立することが

当社に課せられた大きな責務です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　わが国は昭和60年には約3，0（》0万kW・65
年には約5，300万kWの原子力発電所の運開を
目標として澄ります。これに伴って発生する使用

済み燃料の箪は65醸時点で年間半数百亀の規模

となります。現在のわが国の使用済み燃料再処理

計画は本年1月、学力炉・核燃料開発事業団の東

海工場が本格運転に入りましたので・この東海工

場で一・部な再処理し、残りは65年までイギリス

とフランスの再処理工場に処理を委託することと
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しております。しかしながら65年以後臨前述の

如く年々使用済み燃料は累積しますので，わが国

自ら再処理噺行うことが是非とも必要です。なお，

わが国民間の立場としては，再処理によって得ら

れるプルト晶ウムについては，それを高速増殖炉

（F脇R）齢よび新型転換炉（A↑筑）に利用す

ることはもとより，軽水炉へのリサイクルについ

ても・これを今後のわが国の原子力開発の重要な

選択の一一つと考えている次第です。

　以上の諸点から・当社事業は今後のわが国の原

子力開発，ひいては濫ネルキ㌦一の安定供給を左：下

する：重大な使命下弓っているのです。

　こζで当社の現在の事業計画の概要をご紹介し

蓬す。当社としてはここ一両年中に再処理工場の

最適地を地元の同意を得て決定し，必要な土地を

取得して・そのうち約騒0万坪を施設用地として

整備します6次にまず各地の原子力発電所から送

られてくる使用済み燃料をエ場内の冷却池に貯蔵

する必要があり識すので1980奪代後半には総
容：量3，00鱈の使用済み燃料欝蔵施設と，・3，000

t級の専用燃料輸送船が接岸できる港湾施設を建

設することとして齢り綾す。寮たこれと併行して

昭和65薙慶完成を目途に年間処理量1，200t
の再処理エ場な建設レ，運営することとしていま

す・さらに再処理に伴．って雛生する高レベル放射

性廃棄物を安全に処理し，一一時的に保管する施設

など・付帯施設臨合わせて建設していく計画です。

　さて・当社の今後の事業の推進に当たり・当面

特に重要癒課題としては①立地の確保②環境安全

に係わる技術の確立③国際協力の推進・の3つの

課題が挙げられますが，これらの点に関連して・

若干述べたいと存じ寳す，，

　第一一の立地の確保に関連してですが1当社は立

地に際して，コニ場周辺の環境安全に最大限の努力

を払うとともに，地域社会の聚展，向⊥に寄与す

ることを，暴本姿勢としてむり旧す。すなわち環

境安全については後で述べ寮すように，自ら厳し

い放射能放出旧標を課して研究開発を進めつつあ

り，さらに今後の国内外の技術革新の成果を充分

に活用し，最高・最新の技術によって・再処理工

場の安全に万全身期することとして澄ります。ま

た当社工場の建設、運転を通じて，地元住民の生

活爵福祉の向上・地域経済の発展に寄与し，地域

社会との共存共栄を國ることに最善を尽くすこと

として齢ります。

　第二に環境安全に孫わる技術の確立についてで

すが，当社はすでに20年以⊥にわたる実績によ

ってその信頼性，安全性が実証されているピ識＿

レックス法を採用し寮す。

　当社は環境安全と大容量化の観点から、技術開

発に鋭意取り組みつつあり噛すが，特に放射性物

質の放出量低減化技術の確立に全力巻傾注するこ

ととして隔ります。すなわち再処埋工程で発生す

る放射性物質のうち環境裸全上大きな要素を占め

る主なものはクリプトン…85，遡ウ素一129，

トリチウムですが，当社が現時点で考えている対

1策の：方向としては，クリプトンー85は液化分離

して閉じこめ・融ウ素…129は灘ウ化銀または

灘ウ化鉛にして二二し・そのほとんどを回収する

方向に，またトリチウムは人体に影響がないと考

えられて齢り，既設の：：［：場では排水として，希釈

して放出してい霜すが，当社工場では主工程で使

う水を閉回路にして繰り返し使用し，これを濃縮

貯蔵する方向で技術開発を進めることとして澄り
ます。

　このような当社工場に必要な環境安全に係わる

技術開発齢よび設備の大型化に伴う安全性、信頼

性の確証のための技術開発の実施に当たっては・

当社事i業が優れてナショナル・プロジ瓢クト的性

格を有していることから，国から屯当社の技術開

発に積極的な支援を戴いて澄り寮す。

　最後に国際協力の推進についてであり蓬すが，

ただ今申し上げ廉したように・原子力開発の一層

の推進のためには核燃料サイクルの確立，特に再

処理と廃棄物管理の確立が各国に共通する重要な

課題である点に鑑み、再処理技術は，施設保有国

がそれぞれ独自の立場で推進するものではあり旧

すが、その成否が・互いに大きく影響を毒え合う

ことになると思われますので，各国が情報交換，

技術交流をより密にして各面で協力し合いながら，

最善の成果を得ていくことが大いに必要であると

考え目す。綾たこれによってポストINFC甜の課

題でもある核不拡散と原子力平和利用の両立をい

かに図るかについて，早急に国際的な具体方策を

各国が協力，協調して整え，その下に諭いて再処

理技術の利用がより円滑に行ないうるよう心から

期待して旧ります。

　村田議長　これで，先程のお2人の講演を含め，

参加者全員のこ発言が一…通り終わり綾し允ので・

これから時間の許す範囲でいくつかの問題を拾い
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出し・それについてのパネリスト間の意見交換を

進めたいと思い譲す。

　な澄，会場からのご質問は・私が取り⊥：げます

問題指摘の中に含めて取り扱っていきたいと思い
ます。

　核燃料サイクルのバンク・エンドの確立というこ

とは、それを構成する諸要素・つまり再処理，プ

ルト晶ウム並びに回収ウランの再利用・放射性廃

棄物管理等の個々の要素についてだけでなく，そ

れら全体を通して総合的な計画を立て，それらの

均衡ある円滑な実施を確保する必要があると思い

ます。

　そういう観点からすると，先程西ドイツのサラ

ンダーさんのご講演にもありましたが，西ドイツ

のバック・エンドについての：考え方にg：掛倒の特

殊な言葉でエントゾルグング（再処理廃棄物処理

処分パ㎞ク）という構想がありまして・エントゾ

ルグング・センタ㎞というものに集約していきた

いという構想を出されたわけです。これは現状に

論いては、先程詳しくご説明があったように：，西

ドイツにおへ・てもなかなかうまくいかない点があ

るようです。個々のそういう要素間の不整合を防

止することが理想でしょう。これは大分以前にな

りますが2アメリカや日本に澄いて，一頃核燃料

サイクル・センターとか核燃料パ…クというよう

な構想がありました。こういつた点についてアメ

リカのウィギンさんからまず最初にご意見を承り

たいと思い領す。

　ウィギン　それは燃料サイクル・パークと呼ん

いるものだと思うのですけども・それでよろしい

でしょうか。

　個人的な考えでは・それは大変意味のあること

だと思います。私は新しい行政がどういつだ態度

をとっていくかということは・まだはっきりして

いないと思います。しかしながら・これからそう

いったものを造っていく必要はあるのではないか，

大いに意味のあるζとではないかと思い倒す。

　野村私どもの会社の事業は，只今申し上げた

通りですが，やはりわが国としても，1，200t
規模の民間第二再処理工場を今後軽水炉から高速

炉につなぐ間に建設する必要が執り・またそれに

伴う廃棄物施設その他を造らなければいけないと

思います。そういう核燃料サイクル構想に関連し

ては，やはり電力業界その他のご賛同を得た上で，

日本としてもよく検討して前向きに対処していく

べき問題かと存じます。

　村田議長　どうもありがとうございました。フ

ランスに澄いては・先ほどラビさんからANDRA
の最初のセンターをラ・アーグに設けると㌔・うよ

うな齢話もありました。フランスの実情からして，

そういった核燃料パークに対する齢考えはいかが

ですか。

　艘ビ　使用済み燃料要素についてANDRAでは

う・アーグの再処理工場の近くに貯蔵所を造ろう

と思って曲ります。また・ガラス固化し允廃棄物

もやはり再処理工場の近くに置きたいと思います

が・これらはコジェマ社が管轄しています。

　もちろん将来いつ・どういうところに最終的貯

蔵センター身造るかというごとは・結局のところ

AND醜Aの権限に：なるでしょう。

　金岩　動燃でも，研究開発を進めているところ

ですが，今後，関係機関でいろいろご検討願うこ

とだと思います。例えば再処理から出てきたプル

ト嵩ウムを利用するのに・混合転換を行っており

犠すが，これは単体で取り出すよりもはるかに後

の危険は少ないわけです。従ってその後の輸送の

距離を考慮する必要はないのですが，できるだけ

加工工場が近くにある方が処理しやすいかと思い
凌す。

　次に、再処理工場から出る回収ウランの利用を

考えますと・東海工場から出たものは，とりあえ

ず二酸化ウランにして，そのまま一部をATHの

燃料に使うことを考えています。ただし量から言

うと，やはり軽水炉で再利用すべき回収ウラ

ン量があると思いますので，この再利用方式を

採ることになるでしょうから・そうなるとやはり

すべてを一箇所に集めるというわけにいかないと

思います。ですから，核拡散防止・輸送センター

による管理などを併せて考える必要があります。

　さらに立地問題もありますので，やはり全体の

整合性を考えた上で、関係各位との協調を図って

いくべきでしょう。以上、個人的な意見を述べさ

せて戴きました。

　村塾議長　サランダーさん，西ドイツの実情か

ら考えて将来の構想として見通しはどのような状

況でしょうか。

　サうンダー　核燃料サイクル・パークですとか，

エントゾルグングということを考えますと，これ

は技術的な問題ではなくて，むしろ心理的、精神

的な問題であると思います。今までのところ，こ
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れはその大きさや容量がどれくらいのものだとか，

特に再処理工場の容：量がどれぐらいのものである

かということが一番問題でした。

　西ドイツでは，輸送を1回だけ，すなわち使用

済み燃料要素を原子炉から再処理工場へ運ぶ1圓

だけにしようというのが基本的な考えでした。し

かしながら・西ドイツには，幸運なことに岩塩坑

というものがありますので、放射性廃棄物を岩塩

坑の中に貯蔵していくことができます。ですから，

すべての必要な施設を岩塩坑の上に持っていくζ

とができるわけです。これが二一ダ㎞ザクセン州

政府で今行われていることです。

　先程も申しましたように・雰常に重要だと思い

蒸すのでもう一度繰り返しますが・二㎞ダ　ザク

センの州知事が1976年5月16日に議会で発
表した内容は，「技術的にも安全面に謂いても核

燃料サイクル・センターについて何ら障害となる

ものはない。しかしながら・政治的に見れば非常

にこれは難かしい問題である。」ということでし

た。私が先程も申しましたように・心理的な難か

しさを伴っているということです。

　西ドイツでは一・番人口密度が低いところで，1

平方キロ当たり50人内外です。またガ平均の人

口密度は750人／k㎜盆です。人々は比較的小さ

な技術的な施設でも・まだ名じみのないような施

設にはなかなか信頼感を持つようにならないとい

うことが覚えると思い憲す。人々はそういった施

設に働かなければいけませんので・建設に当だっ

ては原子力とは本来無関係の人々の感情や感覚を

考慮しなければなりません。

　それは辺ぴなところであろうとどこであろうと

同じことです。例えば，辺ぴなところへ行きまし

ても・そこで農夫たちは電気を使っているわけで

す。ところが電気を使っている人が・そういった

施設の建設に反対しているわけです。ハンゾルグ，

ベルリジ，プレ・一メンなどでもそうです。週末に・

また休みのときには主に反対派の人々がセンター

を訪れますし，専門家の中でも左翼政党と結びつ

いてセンターの建設に反対している人がいるのは

残念なことです。

　ではどのようにして地域の環境を破．壊しないで，

電気を確保していくかということが大きな問題に

なってくるわけです。ですから，私ども民間・政

府ともに中間的なステップとして，エントゾルグ

ング概念を1つのところのみならず・いろいろな

ところに小規模な施設をつくる方向にしでいこう

と考えているのです。

　先程も申しましたように・瓢ントゾルグング概

念は小型規模の施設を造っていくということを考

えて写りますが・それはこの概念が有効な解決策

だと思うからです。

　またプルト議ウムはALKEM工場で処理するこ

とができると思います。す廠わち、例えば年間3

t未満のプルトニウムの処理をALK：EMの工場
で行います。この概念に聴き塞しても，もちろん

我々は燃料を再処理工場まで運んでいかなければ

いけ蜜せんし、また使えるようになったプルトニ

ウムを燃料要素製造工場に運んでいかなげればな

りません。このように輸送というものが重要にな

ってくるわけですけれども，しかしながら我々は

安全性の面から申し零して、このように輸送の回

数がふえることによるリスクがたとえ増えたとし

て～も・非常に：小さなリスクであるということにつ

いて合意に達して曲ります。しかし，それは心理

学的な問題でもあります。人々が果たして10のリ

スクなら良いのか，それとも10闇8あるいは10階7

のリスクなら良いのかという許容限度を琿解する

のは非常に難かしいことです。

　村田議長　ただ今のサランダー港んの澄話しに

も一部関連するんですが・核燃料サイクルには確

かに技術的な問題のほかに心理的な問題，あるい

は社会的な問題さらに一部政治的な問題というも

のも絡んでいる面があると思います。しかレ何

と申しましても，最も大切なことは技術的な基盤

がしっかりしているという～＝とがろうと思います。

　先ほど島村さんの罰メントの中にもご指摘があ

ったと思い呈すが，この放射性廃棄物の処理処分

問題に関しましての安全性評価・手法，安：全基準な

どの確立については，個々の国の開発努力はもち

ろんですが，種々な形での国際協調というものが

重要であると思い’ます。次にこの点について質問

したいと思い呵す。

　「関係者はいろいろ努力しておられるげれども，

どうもぱらぱらの面も見られて・そのために廃棄

物処理処分の技術が…・般の人から見て蜜だ確立し

てないのではないか，確立する見通しがはっ過り

しないのではないかという批判な受けているよう

に感じる。そういった点で、国際的な情報の交換，

協力が必要であろう。」というご質問がござい驚

した。そこで，この点につき蜜して最初にラビさ
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んからお国のご経験も含めてフランスの状況を
診話し戴きたく思います。

　うビ　フランスに齢饗ましては原子力発電開発

が非常に強力に進められているため，先ほど申し

ましたように・数年前から2番目の廃棄物センタ

ーが必要となって澄ります。そしてそのサイトを

フランス爾東部に選んだのですが・それはこの地

域にウラン鉱山があるため・地質学的な，また水

理学的，水文地質学的な特徴についての研究が進

んでいたということ・さらにはその地域の人々が

すでに原子力問題について知っていたということ

で・私どもはこのサイトを選びました。しかし我

々は現在・そのサイトの住民からの反対ではなく

て，原発に反対するフランスの他の地域の人々の

反対の声に直面しています。

　私どもは現在，私どもの考えを伝えるために多

くの情報を流し，磯たいろいろな本を出版して器

りますが、まず大事なことは人々，ことにその地

域の：重要な人々と絶えず密接なコミ誌ニグーシ野

ンを保つということだと私は考えてい即す。です

から・私は今まで何年も毎週毎週時間をとってこ

のセンター予定地の人々に会いました・現在はこ

のプロジェクトの責任者がこの地域で毎週5日間，

いろいろな話し合いを行い・また人々のセンター

に対する疑問点を知るべく努力しています。私は，

問題はリスクの問題というよりも，むしろ新しい

産業の雇用問題であると思います。もちろん・他

の国と同じように・フランスの当局はプロジェク

トに許可を労える前に審査する義務があるといづ

ことは習う寮でもありません。

　村田議長　アメリカのウィギンさんはいかがで

ござい蛮すか。先程の零話の中にAFRのことが
ありましたが，それも含めて政策の決定が遅れた

ことが，いろいろな意味で公衆の合意形成に悪い

影響を．与えたというようなお・話もあったと思い旧

す。ζの放射性廃棄物の安全問題についての国際

協調についてご意見はございませんか。

　ウィギン　私は・国際協力と国際的な情報交換

には全く賛成です。と申し綾すのは，廃棄物管理

は，人類に共通な世界的問題だからです。アメリ

カでは，再処理工場でガラス固化を行っていきた

いと思っています。な澄，現在まだアメリカには

運転中の商業用再処理工場はありません。

　アメリカには原子力規制委員会（NHC）が設
けられていて，原子炉等，廃棄物を出す施設の認

可切れまでに廃棄物が安全に処分できるという確

信を示すため検討を進めています。

　この検討で，ヒアリングの審査側はやや独断的

に、廃棄物とは使用済み燃料であると定義づけま

した。それゆえ我々は・再処理施設からの高レベ

ル廃棄物のガラス固化よりも軽水炉の使用済み燃

料の処分の可能性を探っています。AIFは，こ

の検討メンバーに入って贈り，むしろ廃棄物な再

処理から出てくるものと定義すべきであるとの意

見を提出しています。我々は使用済み燃料の処分

には高度の技術力が必要であると思いますが，も

し再処理廃棄物の安全な処分を行うなら，ガラス

固化はかなり容易に実施できる方法であると思い

捌す。

　村田議長　アメリカの状況は，かなりフランス

や日本，西ドイツと違って驚るようですが，この

問題を指摘された島村さん，何かございませんか。

　島村　私の提案は実は再処理までは含んでいな

かったわけで、廃棄物の処理処分に限定した話と

して，国際的な交流がもう少しあった方が良いの

ではないかということを申し上げたわけです。私

どもは，センター的構想に関しては・ゴルレーベ

‘ンの場合など，実際にパーク的な構想で進めよう

とされていることに感心したわけです。ところが・

その肝心の西ドイツ自身もやはりいろいろな問題

のためにそういう構想がすぐ実現するというよう

な情況ではないようです。その原因はもちろん技

術的な問題が中心ではありましょうが・社会的な

問題もいろいろあります。活発に行われている国

際会議や原子力に関する情報交換の中から拾って

みますと，案外この廃棄物関係の会合，協定・協

力というものが少ないといづことに気がつくもの

ですから，そういうことがあっていいのではなか

ろうかという意味で提案したわけです。

　村田議長　金岩さんの方では廃棄物の処理処分

技術について、すでに国際協力面にも入って澄ら

れると思うのですが，如何でしょうか。

　金野　いま島村さんが，廃棄物に限らぬと溢っ

しゃい嚇したが，廃棄物については特に，ご承知

の通り避けて通れない，何とかしなければならぬ

問題です。当面は貯蔵して時間を稼いで罷ります

が，できるだけ早く安全な処分方法を見出すとい

うことは各国ともに必要なことです。国によって

技術的な条件だけではなく・環境条件，規制条件

などが違いますので，徒らに他国に頼るわけには
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いかず・自ら努力すべきであることは当然ですが，

齢互いに同じように困っているところ，あるいは

共通にぶつかっている問題もいろいろあるわけで

す。ですから，いま澄っしゃつたように国際協力

というのは非常に有効だと私も思います。

　その例としまして，実は高レベルの廃棄物処理

ガラス固化につきまして・た憲たま鋤ドイツのカ

…ルスル…工研究所の首脳とお話しし允際，施設

の相互訪問と高ヒベ・レ廃棄物処理に：ついての情報

交換をしてはどうかというζとになり・その約束

をつい最近いたしました。これは関係官庁のご了

解も戴いて澄ります。こういうことによって紅互

いに助け合って相互のレベルアップ巻図ることで

饅標に早く到達できる可能性があり・また齢互い

に利益な享受で照るということもあり写す。これ

は単に技術的な闘題だけでなくて・先程澄話に出

て掌りましたような，パブリック・アクセプタン

スの方にまで協力を拡大できるのか，とも思いま
す。

　村磯議長　只今のは放射性廃棄物の処理処分に

ついての国際協力の問題でしたが，先程澄話され

た原燃サービス社の野村さんは・配下：再処理工場

の建設亀いう計画を抱えて澄られ犠す。今後の再

処理技術の確立に向けてパー国のプr・セスでの進

み方が非常にう噛く進むかなかなか進まないか・

というようなζとが他国の計画にも大きな影響を

与える恐れがあります。そういう意味で，この再

処理を進めようとしている国，あるいは進めてい

る国・そういう国々の間での情報交換や技術交流

が望ましいのではないかというご指摘が野村さん

からあったと思い寮すQこの点についてサランダ

㎞さんからご意見を伺いたく思います。

　サ響ン郵一　私・この再処理の分野での協力と

いうことを考え壊すと，二つの側面があると思い

蓬す・一つは設計，建設に至る綾での技術的な交

流，もう一一つは産業的な交流，すなわち企業間で

の交流が考えられると思い下す。ヨーロッパでは

英仏両国による二：二国間再処理システムがあり即す

が・これは…一つの非常に良い形だと思い譲す。フ

ランスは騒下この分野は比較的進んで贈り，運転

の経験もあり壕すので，その情報を基本的には自

由に流せる状態にあり蜜す。私どもは，英仏間の

交渉により曾今年中にはこの情報交換が再開でき

ると：考えてお・ります。

　別の企業間の交流の形ということを考えますと，

例えばライセンスの手数料の問題など竜考えられ

ると思い附す。非常に重要な交流のもう一つの側

面といたしまして，例えばライセンス契約なしと

いう形が考えられるのではないでしょうか。すな

わち了解という一種の契約を通して行っていくと

いうことです。

　我々は一・国の問題から・場合によって利益，不

利益を受けることがあると思い寮す。例えばある

国ではクリプトンが捕集され，ある国では放出惑

れています。すなわち監督当局間の情報交換が必

要です。もしある国がクリプトンの捕集を行う方

策を採ったとすると、他国にも同じ政策を要請す

る必要が出てくると思い旧す。このクリプトンの

捕i集が果たして必要なのかどうかを相互に話し合

い決定していかなければなり寮せん。もちろん大

きな工場を建設した場合には捕集が必要でしょう

がρ工場の規模が小型である場合に：果たして必要

かどうかということが問題になってくると思い談

ず。西ドイツは小型の場合はクリプトン除去装麗

は必要ないと考えています。しかしこの点につい

ても国際間の話し合いが重要だと思います。

　もう少し挙げて澄きたい点がございます。例え

ば・核拡散防止条約の遵守という問題があります。

またこれは西ドイツのことというわけではありま

せんが・仕様とか立地・技術というものが，放射

性廃棄物処分に必要ですし，深海処分などは国際

協力課輝だと思います。嘘た使用済み燃料貯蔵の

規制や経験の交流竜考えられると思います。こう

した問題について各国それぞれの情報を交換して

考えていく必要があると思い憾す。

　最後に私が申し上げたいのは，国際的な交流は，

もちろん事故時でも行われるべきだということで

す。それが原子炉であれ・また再処理工場であれ

あるいは原子力開発上の一般的問題であっても必

要だと思います。少なくともヨーロッパでは我々

はネットワークを作り下げてまいり譲したと喬い

寮して屯，どう臨反対派の情報網の方が優れてい

るようですが。例えば，フランスのラ・アーグユニ

場で起こったことを，ハノ…バーの事務所で半日

後ぐらいに知る必要があると思います。と申し解

すのは，他から電話がかかってきて，ラ・アーグ

でどうなったんだということを言われるζともあ

り，「すみませんが判りません。寮だ何も聞いて

い蓬せんので。」と答えるしかないというのは感

心すべきことではないでしょう。イギリスとツラ
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ンスとわが西ドイツの場合，テレックスを使い，

もちろん機密事項1を流すわけではありませんが，

ある工場で，公衆とか地方政府，報道関係者に流

す資料を，それ以外の関係国に連絡するわけです。

例えばイギリスでの事故でしたら西ドイツとフラ

ンスにテレックスで連絡して，それぞれの国の報

道関係者や、地方自治体からの問い合わせにそれ

を利用して答え，混乱を避けていくというシスア

ムが考えられると思い楼す。少なくとも西ドイツ

やフランスでは報道機関は反対派と親密ですが，

そうしたことは大して気にすることではありませ

ん。事実をありのまま伝えるこうしたシステムは，

状況を優位に転ずる良い方法ではないかと思いま

す。そしてこのようなことは、多くの人々によっ

て提案されてい驚す。例えば緊急ホット・ライン

のようなものを設定してはどうかというご意見も

あります。

　村田議長　サランダ…霊んからは，大変切実か

つ痛切な澄話があっ没わけですげども，野村さん，

いかがですかQ・

　野村　私は電力会社に長く齢り比して，原子炉

の建設・運転に携わって参りましたが，1年前に

再処理会社に行ってみ蓬すと・ご承知のように：確

立している軽水炉技術と違って、再処理関連技術

は震だ成長していない段階ですので・今サランダ

ーさんが例に挙げられたような極めて小さな故障

でも。これが再処理並びに付帯設備でありますと，

マスコミや付近の住民の方々の関心が特に高いこ

とを感じ憲した。いまご提案のあり寮したような

国際協力，情報交換などは，今後私どもが進めて

いく大型の商業三三処理工場やその関連施設の建

設運転に澄いて、非常に重要な我々へのインプッ

トとなりますので．是非これを強力に推進して戴

きたいと思い冒す。

　村田議長　どうもありがとうございました。

　では次の質問に移りたいと思います。核燃料サ

イクルのバック・エンドをこれから確立していく

についてH一つの重要な問題は，その安全性3保障

措置，それから何分多量の核物質が流れるプロセ

スですので，いわゆる核物質防護体制というもの

も同時に確立してまいることが不可欠な要素であ

ろうかと思います。

　大変デリグ㎞トな問題ですが，こういつた点に

ついてもやはり何らかの形での国際協力というも

のが，今後そのような施設ができていくに伴って

必要になってくるだろうと思われ諜す。そういう

意味で，この点についてのご意見を求めてみた

いと思うのですが，ラビさん，いかがでしょう
か。

　箏ビ　フランスでは廃棄物を3つのレベルに分

けていますが，目下の研究対象は低レベル，中レ

ベルのものです。寮た大衆の反対を考えますと・

最良の方法は大体200年聞隔離できる貯蔵セン

ターを建設することであると思います。大衆は少

しのひび割れも許容しませんが，私どもは次のよ

う液方法が可能であると思って澄ります。すなわ

ち・廃棄物を固化処理し，輸送用には厳：重な包装

をすでに開発していますが・さらにコンクリート

やセメントを用いて閉じ込めたり・冷凍したりそ

の上に：粘土や±壌を盛る～二とも考えられると思い

ます。そしてこれな麓00年，300年貯蔵して
も全く安全であると雷えると思い綾す。っ綾り、

この間に人に与える影響は全くないわけです。

　允だ一つの問題，たとえ低レベルであっても半

減期が長い廃棄物です。この場合は安全当局にデ

ータ巻出し，半滅期の最大限の略のに対してはど

のような処理をするべ嚢かということを選定すべ

きです。多分3⑪年以上たって竜この半滅期が長

い廃棄物の放射能は変わらず，蜜た土木工事，例

えば高速道路家屋の建設などを行澄うとした場

合に＝・大気への拡散というリスクが起こる可能性

があります。同様に・α線を含むものについても

非常に問題があります◎もちろんα廃棄物や高レ

ベルガラス固化廃棄物の地層処分のサイト選定に

は充分に気をつけて・1何千年も人間から隔離する

ことが可能な場所を捜す必要があります。

　村田議長　ラビさんから，ただ今もっぱら廃棄

物の安全管理ということに集中してのお話がありま

したが，バック・エンド全体の確立を考えると保

障措置，あるいは核物質防護というものが非常に

大きな要素になります。この面は艮間企業の方に

ももちろんいろいろやるべきこともありますけど

も，やはり究極的には国が責任を持っていくとい

う面が強いのではないかと思うわけです。そうし

た点を踏まえつつこういった面に於ける国際協力

の可能性について島村さん，何かござい蜜すか。

　島村　議長が診っしゃつた通り・私もまたこの

問題と核物質防護とは切っても切れない関孫にあ

ると思います。蓬た元へ戻りまずけれども・核燃

料パークというような構想が起こった理由の一つ

一慧。珍一



は，やはりそこにあったというふうにも考えるわ

けです。日本としては・i当然最初からζの問題は

核不拡散の見地から考えて蔚り，これは金岩さん

からご発書戴いた方がいいのかもしれませんが・

東海村の再処理工場につきましても，将来工AEA

査察のために役立つような勉強の場として、日本

は率先してとれを提供することも行ったわけです。

むしろ，私はすべての角度から見た総合的な対策

という点からは二物埋工場あるいはそζでの核物

質防護という問題よりは・輸送の問題が大きいも

のとなるのではないかと思います。今後ともその

ような観点から・何をどのように研究し開発して

いくかというζとを考えていきたく思い塞す。

　村田議長　どうも有難うございました。

　それでは時間の関係から』・これが最後の質問に

なると思い刑すが，本日ここにご出席のパネリス

トはいずれもそれぞれの国で核燃サイクルのバッ

ク・エンド・つ旧り：再処理以降の事i業化を進めら

れている方々です。しかしながら，今回の原産年

次大会の他のセッシ灘ンでも齢話が出たと思いま

すが・今後数多くの・いわゆる開発途上国での原

子力発電が行われるようになってくるであろう将

来には・バック・エンドを構成する帯下壇・ある

いはそこから生ずる回収プルト誌ウム・あるいは

ウランの再利用・盛らには最終的に出て耀いりま

す高レベル廃棄物の処理，処分といったよ．うな点

について・先進諸国，つまりもうすでにバック・

エンドの事業化を進めている国の協力が必要にな

ってくるのではないかと思われます。世界全体で

見た時，原子力の平和利用を着実に健全に発展さ

せていくためには多やはりこの問題も見過ごすわ

けにはいかないと思います。すでにこの点に関し

ては・本日午前のセッシ獄ンでも，国際核燃料サ

イクル・センターのような形で取り上げられたり

していたと思い漏すが，この辺の問題についても，

当セッシ靱ンでも少しご意見を承りたく思うわけ

です。寮ず西ドイツのサランダーさん，続いてア

メリカのウィギン毒んからご意見を賜りたいと思

います。

　サうンダ～　国際協力，特に発展途上国に対す

る協力が必要であるということには私も全く同意

します。今朝もフィリピンの方やブラジルの方の

口話がありましたが，原子力発電所の数が1基，

2基あるいは非常に少ない国というものが今後も

常に存在することに気づきます。商業的な見地か

ら見ても，これらの国がすべて小型の再処理工場を

造るということの意義は・多分ないでしょう。で

すから，再処理工場巷国際的に考えて・大規模な

核燃料サイクル・センタ…を造っていかなければ

ならないと考え蜜す◎もちろんこれには先程も申

しましたように心理的な反対があり譲すので，再

処理から出た放射性廃棄物なり放射性物質をその

発生国に戻していくことに関して吃・これから話

し合っていかなければならない問題です。西ドイ

ツのある地質学者が，「最終的な廃棄物処分法に

ついて世界の専門家が様々な議論をし寄その結果

西ドイツのような国の場合は岩塩坑への貯蔵が一

番適切であるという結論に至ったとしても・これ

を実施できますが・他の国では岩塩坑がないかも

しれませんので・別の下段を考えていかなければ

ならないでしょう。」と述べています。ノ心理的な

状況というものはもっと種々雑多で臨つと難かし

いと思います。例えば西ドイツ国内で屯州の間で

精神的な反応というものは違って澄り蓬すので・

このことについて屯これから注意な払っていかな

ければいけないと思い雀す。

　その問題はそれとし蓬して，商業的に見て，ま

た技術的に見て、ノウ・ハウを伴っていける大国

は，発展途上国に対して協力をして，再処理なり，

処分なり貯蔵なりについて援助していかなければ

いけないと思います。

　さらにこの問題にとって必要なこととして，議

長が先程も言われましたように・我々は保障措置・

について考えなければなりません。ここで喬える

ことは，我々は皆，完平な保障旭蟹が必要である

というζとに賛成していると思い寮す。しかしな

がら完壁な保障措置というのは不可能ですので・

その残ったりスクをどうやって解消していくか・

信頼性の高いものにしていくかということが最後

の問題になってくると思います。これは技術的な

問題だと思い嚇す。

　議長，このようなパネルを開いて下さり・また

私どもに発展途．上国への援助ということを強調し

て戴き，感謝致します。

　ウィギン　私も全くサランダーさんが澄っしゃ

つたことに賛成です。国際的なセンターというこ

とで重要なことは，その供給国が原子力発電を始

めた国に対してあらゆる面での信頼性を持ちうる

国であるということだと思い蓬す。そして信頼性

を確立した段階で，先進国が協力を差しのべるべ
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きでしょう。しかしながら・その自主開発も必要

ですので、商業化できるところまで援助して，そ

こから自主的な開発を行っていくべきでしょう。

　一つの信頼協力の例として供給国が自国の原子

力施設に・途上国の研究員を受け入れ・研修させ

ることも有効でしょう。

　村田議長　まだいろいろ伺わなければならない

ことがあると思いますが，時間の関係で残念なが

ら・各パネリストとの問の討論はこれで終えさせ

て戴きまして，議長の取りまとめに入らせて戴き

ます。

　非常に：重要な問題であるだけに，その取りまと

めも簡単ではないと思いますが・これを非常に単

純化して考えますと・核燃料サイクルのバック・

エンドに限らず・原子力全体についても書えるこ

ととして，次の3つの重要な要素があると思いま
す。

　一つは，もちろん技術の問題です。技術を確立

するということは，当然の基本でしょう。

　第二に、先ほど来再三澄話に出ている，事業と

して成り立っていくための経済性の問題があるわ

けです。平和利用である限り・経済性を全く無視

して，バック・ユンドを確立するということはあ

り得ないと思うからです。

　ところで，実はこの技術と経済というのは原子

力に限らず何にでもあるわけですが，原子力の特

殊な問題としてはパブリック・アクセプタンスが

一国の国民的合意のみならず国際的合意をも含め

てのパブリック・アクセプタンスとして形成され

ることが原子力を真に発展させていくために非常

に重要なことではないかと思い寮す。

　これは当然のことですが，3つの要素のうちの

最初の技術の問題に戻ってみますと，核燃料サイ

クルのバック・エンドは、特に非常に機微な技術

を含んでいます。また多少機微な物質も含んでい

憲す。そういうことから通常の技術開発とは違っ

た多くの制約を国内的・国際的に受けるわけです。

従って・この技術を分析してみますと・そこには。

まず第1に安全の確立9第2に核物質防護の問題”

第3にバック・エンドの技術全体がバランスがと

れた形で開発され，一つのシステムとして充分企

業的に成り立つようにされること、そういう意味

での技術を考えて澄かなければいけないと思いま
す。

　それから・パブリック・アクセプタンスについ

てですが先程からの議論にも出て澄り難したよう

に、原子力開発を進めていく際に，特にバンク・

エンドの確立を図ろうとするとぶつかります問題

は・技術や経済性の問題よりも，むしろ社会的な

問題，あるいは制度的な問題が多く，先程のサラ

ンダーさんの話の中では心理的な問題ということ

もそれに加えて指摘されたわけです。パブリンク・

アクセプタンスを進めていくためには、技術の問

題，経済の問題のほかに，やはり環境を含めた社

会的問題，制度的な問題を国内的，国際的に確立

していかなければならないのではないかと思われ

ます。

　このように考え壕すと，日本のようにバック。

エンドの事業化自体は民間主導で進めるという政

策を採って澄り綾す国では，民間の企業がgバッ
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ク・エンドの確立について大いに努力しなければ

ならないわけです。それにしても、先ほど来澄話

に出て澄り帰すような，多くの点に叩いて政府が

積極的にその責任を取らなければならないところ

があると思われ罰す。

　　：方で・西ドイツあるいはフランスの方からお

話がありましたような，廃棄物を出す側の責任あ

る管理という原則と同時に，廃棄物の保管を含め

ての長期κわたる安全性の問題，あるいは国際的

な制約を受ける保障借置，核物質防護の問題につ

いてですが・これらは一民間企業ではなすすべも

ない点がございます。そういった点でやはり国あ

るいは政府が，どういう形でか責任をとってp日

本流に申しますと，官民協力で進めなくてはなら

ないわけです。さらにその中で国際協力をどう持

っていくことが全体の進展に効果的であるかとい

う～二とを’考えることになるのではないかと思いま

す。

　この点に：つきましても・本日のセッシ蕊ンでい

ろいろなご指摘がございましたが，私は国と国との

協力関係あるいは地域的な協力関係を進めるには

これ籔での歴史的経過を烈震しても・廃棄物・安

全基準1あるいはバック・エンドについてのいろ

いろな形での情報交換の問題等に開いて，今後さ

らに一ヨ藩IAEAのような国際組織をお互いに盛り

立てて活用していく，また逆に申し上げますと，

IAEAの今後のそういう面に澄ける活動の発展に

期待したのです。この中には，もちろん午前の夢

話の中に出ました，緊急時対策に即ける国際協力

というようなことも入ろうかと思い申す。

　以一ヒ，大変簡単で・充分な雀とめがなくて・む

しろ私の勝感めいたものが入ってお・りますが・こ

れでこのセッシ魏ンの取り蜜とめとさせて戴きま
す。

　ところで，本甲ッシ蕊ンが今年次大会の最終セ

ッションです。そこで私に’今大会全体を振り返っ

ての取りまとめをやるようにというお’話でござい

ます。従い按して簡単に，私なりに感じ綾したこ

とを申し上げてみたいと思い壊す。

　今回の原産年次大会の冒頭に語いて，原産の有

澤会長が，原子力開発は，今後の日本経済の命運

にも係わる重大な課題であって，政府とともに日

本の全産業を挙げてその促進を図る必要があると

いうことを述べて澄られました。多くの国にとっ

て，今後のエネルギー安全保障を確立していく士

で，原子力の果たす役割が非常に重要なものにな

っていることは，今や明白な事実であろうかと思い

ます。しかし，それにもかかわらずダ一部の事例

を除きまして，原子力開発が必ずしも期待通り進

んでいないことも各国に共通して見られる状況で
す。

　こうした状況を打開していくためには・今大会

で多くり発表者が指摘されたように，軽水炉の安

全性や信頼性の向上から，放射性廃棄物問題を含

めての核燃料サイクル技術の確立等な澄技術面

での改良開発に努力することはもとより，今後の

課題としては，むしろ原子力開発に係わる社会的，

制度的問題の解決，円滑化ということにも多くの

努力を傾注する必要があるのではないかと思われ

るわけです。

　エクルンド国際原子力機関．事務総長は黛世界の

原子力開発の状祝を踏まえて、原子力技術はすで

に成熟期に入って澄り，経済の安定，エネルギー

の供給確保の見地から・，原子力の必要性を広く訴

えていくべきだと述べられました。寮た，大会の

最初のセッシ靭ンでアメリカのアゾシャイア爆ん

は，ジョージタウン大学の戦略国際問題研究セン

ターが，一般に受け入れられる原子力開発政策の

枠組みをつくるために，アメリカに細いても原子

力開発に批判的な環境論者を含め、広範な対話の

場を設ける計画を考えているということを申され

ました。

　我々日本の原子力開発の関係者は・最近の事実

で原子力の必要性と安全性とに関する公衆への説

得が，必ずしも充分に行き渡っていなかったとい

うことを改めて知らされたわけですが，今後は技

術者や研究者が・技術の安全性という問題をより

明確に実証していくことと合わせて，種々の形で

の対話の場を設けるなど、原子力の社会的な受け

入れ体制を作っていかなければならないと感ずる

次第です。

　それから，とりわけバック・エンドの確立は各

国共通の課題でもあり蜜すので，国際協力で運転

経験に関する情報交換などを図っていくべきでは

ないかと思われます。

　今大会では・ζのほか多くの示唆に富んだご発

表，ご発言がありまして，1980年代に澄ける
原子力開発を着実に進めていく上で，極めて有意

義であったと存じます。
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　最：後に，本日ここにご出席の日本人の方々に申

し上げたいのですが，第1日の第1セッシ製ンで・

ブラジルからご出席になったカルバリ鮒原子力委

員長がお話の最後に，1「日本は，その国旗として

日の丸を掲げて澄られる。これは太陽を象徴して

いるわけで・太陽は，水素の核反憾によってその

エネルギーを生産し・我々人類は・その大陽のエ

ネルギーを：享受：して’今日まで発展してきている。

日本がこの太陽を国旗として掲げるというこ

とは，日本こそ原子力を実際に，平和に利用
していく第一一の国の象徴になるのではないか。」

というようなことを申されたわけです拳そういう

溢話の時に・私を含めて聴衆の方々は，何を申港

れたいのか一瞬判らなかったわけですが・後で原

産会長主催のレセプシ罰ンがありましたときに，

カルバリ馴さんがわざわざ私のぞぱに見え，「ど

うも私が申した太陽の話は皆さんによくわからな

かったようだけども・私の言いたかったことは日

本の原子力関係者にしっかり頑張って戴きたいと

いうことだ。」と説明して下さいました。

　さらにつけ加えますならば，同じ第一一セッシ蕊

ンの講演者のフランスのバンドリエスさんも，最

後に，どこでご勉強なさったか存じませんが・か

なりの長い日本語で・直接日本の聴衆者に語りか

けられました。そうしてその最後に・「日本の皆

さん頑張って下さい。」と言われたのです。※

　今大会に出席された皆さんとともに・こういつ

た海外の出席者の励寮しの言葉を受け止めて・今

後わが国の原子力開髭，原子力の発展が，健全に，

安全に国民の合意の上に立って進められることを

期待し，希望し犠して・私の所感と致したいと思

い驚す。

※本議事録に論いては，講演者の講演前後の

　アドリブは省略してあり凌す。
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